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Ⅰ. 2021 年 10～12 月情報要約 

1．インド太平洋 

1－1 軍事動向 

10月 4日「インド、フランスから原子力潜水艦調達に向かうか―米専門家論説」（The EurAsian 

Times, October 4, 2021） 

10月 4日付のインド英字ニュースサイト The EurAsian Timesは、The USAF Air War College准

教授 Amit Gupta の“After ‘Breakthrough’ Rafale Deal, Five Reasons Why India Could Now 

Procure Nuclear Submarines From France”と題する論説を掲載し、Amit Guptaはインドがフラン

スから原子力潜水艦を調達しようとする背景、その可能性と問題点について、要旨以下のように述べ

ている。 

（1）AUKUS 協定に対して複雑な感情を持っている他の首都はニューデリーである。協定は中国に

平手打ちを食らわせるものでインド政府としては喜ばしいものであるが、同時にインドが原子力

潜水艦を受け取るに値しないと米政府が考えていないことで残念に感じている。 

（2）インドはアクラ級原子力潜水艦をロシアから借り受けており、報じられるところでは国産原子

力潜水艦建造を目指しているが、ロシアからもう 1 隻得ようとしている。それでも、ロシアか

らの貸与には代償が伴い、借り受けた原子力潜水艦から核兵器の発射は不可能である。他方、国

産原子力潜水艦には、工期の遅れ、予算の超過、完成した潜水艦の品質に関する運用者の疑念と

いうインド国内の兵器生産につきまとう典型的な問題がある。したがって、インド政府は可能な

限り最良の結果を得るよう努力し、そのためにフランスの原子力潜水艦の調達に関しフランスと

協議を始めなければならない。そうしなければならないしかるべき理由がある。 

（3）インドはなぜ、フランスと協議しなければならないのか。第 1 に、インドは米国の原子力潜水

艦を取得できそうにない。米国はインドにおける技術安全保障に関し依然、懸念しており、この

地域において、ここ 10年以上の間に大きく進歩したとはいえ、懸念事項は残っている。したが

って、ワシントンは取り扱いには細心の注意が必要な技術のインドへの移転は行わないだろう。

第 2 に、オーストラリアは原子力潜水艦を得ようとしているが、同国は忠誠で確固とした同盟

国である。インドは、米国とは大きな相違点のある提携国のままである。第 3 に、オーストラ

リアは米国の技術に大規模な投資を行っており、そのことがオーストラリア海軍の将校が米艦艇

で勤務できるような米豪海軍間の相互運用性をもたらしている。インドがオーストラリアと同じ

ようにできるようになるまでに長い道程があり、インド海軍は 1,000 億ドルが必要だろうと推

測されている。第 4 に、オーストラリアは原子力潜水艦を取得しつつあるが、その潜水艦に核

兵器を搭載する許可は得ていない。また、オーストラリアは核兵器に対する国民の懸念を脇に置

くことを望んではいない。たとえ、インドが米国の潜水艦を利用できたとしても、インドが中国

に対する第 2撃力を担保するために求めている核兵器発射能力は与えられないだろう。第 5に、

インドは今や 4 ヵ国安全保障対話の熱心な構成国であり、インド太平洋における中国の軍事的

進出を抑止する上でより積極的な役割を演じようとしており、インドの海軍力強化は西側同盟国

の利益となるものである。 
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（4）ロシアのアクラ級原子力潜水艦には核兵器を搭載できず、国産原子力潜水艦「アリハント」は

雑音が大きく、米シンクタンク Stimson Centerの South Asia Program非常勤研究員 Frank 

O’Donnellが指摘したように「アリハント」は実戦に投入する潜水艦では無く技術的示威に過ぎ

ず、現状ではインド海軍の核抑止力は信頼できない。核弾頭を装備したミサイルが潜航中の「ア

リハント」から発射が可能か、あるいは「アリハント」が敵の水上目標あるいは陸上目標を正確

に標定するためにインドが宇宙に配備した資産と連接しているのか不明である。 

（5）対照的に、フランスは原子力潜水艦を建造してきた長い歴史があり、核弾頭を装備したフラン

ス製武器システムをインドに許可した過去がある。フランスが NATO脱退後、フランス政策決

定者はフランス政府が信頼できる海軍の第 2 撃力を確実にするための核抑止力を創設した。現

在、フランスはミサイル発射筒 16基を装備した潜水艦を保有しており、これは重要な核抑止力

として十分すぎるものである。報じられるところでは、核ミサイルには 3 発の核弾頭が装着さ

れており、潜水艦は 48個の核兵器を発射可能である。さらに、フランスはインドに対して紛争

時に予備品の供給が遮断されない信頼できる供給者を保有しているだけでなく、インドにミラー

ジュ 2000戦闘機の核武装を認めている。事実、インドがフランスからラファール戦闘機を購入

する理由の 1つはパリが同機を戦略的任務で運用することを認めたからである。 

（6）インドの今の計画はフランスの通常型潜水艦を建造することであったが、世界の海軍の考え方

の潮流は、原子力潜水艦は通常型潜水艦よりも用途が広く、破壊力の大きいというものである。

これは米海軍の典型的な考え方を支持している。 

（7）ロシアが訓練目的でインドに対しチャーリー級原子力潜水艦を貸与した 1990年代に原子力潜水

艦の移転の禁忌が撤廃されたとして、フランスは原子力潜水艦を売却する意向であろう。今や、

AUKUS 協定により原子力潜水艦の移転は軍事的提携の許容される一部となり、西側同盟によ

って原子力潜水艦の移転は核拡散防止条約を侵犯しないと明確な声明が出されている。フランス

は、オーストラリアによる通常型潜水艦の契約破棄に憤慨しており、インドへの原子力潜水艦技

術の移転に関心を持つかもしれない。また、パリは自身をインド太平洋の行為者と見なしており、

原子力潜水艦技術移転は地域の提携者としての資質を強化するかもしれない。 

（8）インドの視点から、フランスとの連携は政治的、軍事的両面から利点がある。国際システムに

おいてインドもフランスも現状維持派、あるいは修正主義者として行動していない。両国は、国

際秩序の全体的な構造は好ましいとしながらも、その中で自国の地位を改善したいと考える改革

派国家である。両国の政治的同盟はそのような考え方の自然な結論である。軍事的には、インド

は中国を抑止し、海軍力をインド洋に投射するために海軍の核能力が至急必要であり、フランス

の原子力潜水艦はこの両方の目的を達成するものであろう。 

（9）フランスの潜水艦購入はフランスの核ミサイルあるいは核技術を求め、あるいは受け取ること

を意味しないことは指摘しておかなければならない。それはフランスが望まない核拡散防止条約

違反となるであろう。フランスの潜水艦購入がインドに与えるものは、インドの潜水艦発射弾道

ミサイルおよび巡航ミサイルを発射できる効果であり、その性能が証明されている潜水艦がイン

ド海軍の破壊力を急速に増大させることである。少なくとも対潜掃討に充当される原子力潜水艦

は、インド海軍の関心領域により良く貢献するだろう。問題は、印仏両政府が想像力を働かせ、

そのような交渉を成立させるかである。 

記事参照：After ‘Breakthrough’ Rafale Deal, Five Reasons Why India Could Now Procure 

Nuclear Submarines From France 
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10月 7日「原子力潜水艦では中国を抑止できない。オーストラリアには他の方策を―オーストラ

リア・ジャーナリスト論説」（The Guardian, October 7, 2021） 

10 月 7 日付の英日刊紙 The Guardian 電子版は、オーストラリアの外交誌 Australian Foreign 

Affairsの編集者 Jonathan Pearlmanの“Nuclear submarines will not deter China from conflict 

with Taiwan, but Australia has an alternative arsenal”と題する論説を掲載し、Jonathan Pearlman

は AUKUSによって原子力潜水艦を取得してもオーストラリアは中国を抑止することはできないが、

中国が CPTPP加盟申請をしたことによって、オーストラリアは強力な交渉材料を手に入れたとして、

要旨以下のように述べている。 

（1）米英豪間の新たな安全保障協定の発表に対する中国の反応は驚くほど穏やかなものであった。 

（2）米英豪が AUKUS を発表した数時間後、中国は公式に環太平洋パートナーシップに関する包括

的および先進的協定（The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific 

Partnership：以下、CPTTPと言う）加盟申請を行った。これは奇妙な中国の動きである。CPTTP

加盟にはオーストラリアを含む加盟国の同意が必要である。近年、中国は依然、オーストラリア

から受けた無礼な行動に対し、200億ドルの経済的制裁と閣僚の接触凍結で対応している。Scott 

Morrison豪首相が原子力潜水艦購入計画を発表し、米中緊張が戦争に発展する可能性に真剣に

備えていると発信したばかりであるにもかかわらず、中国は効果的にオーストラリアの支持を取

り付けようとしている。 

（3）しかし、中国の CPTPP への加盟申請は注意深く時期を見計らわれたものである。加盟申請は中

国の世界自由貿易への誓約を示すものであり、TPPから撤退した米国とその取り組みを対比させ

るものである。より重要なことは、中国の申請は主として加盟を熱望する台湾を阻止するために

行われたことである。中国は他国が台湾と公式な交渉を行うことを常に阻止しようとしている。 

（4）中国が申請した 6日後に、台湾が独自の申請を行った。台湾の通商交渉を担任する鄧振中は「中

国が先に加盟すれば、台湾の加盟は極めて難しくなる。このことは明白である」と述べている。

CPTTPをめぐる激しい争いは、AUKUSの発表ほど注意を引かなかったが、米中間の緊張の驚

くべき高まりという重大な特徴を強調している。 

（5）中国は、台湾の再統一を求めて 2 つの別個の戦場で戦っている。第 1 に、そして最も露骨に中

国は必死の速度で軍事力を増強し、海空軍力を使用して台湾を脅している。しかし、中国は異な

る前線でも戦っている。中国は世界の舞台で台湾を孤立させようとしており、国際的外交、経済

の領域で台湾の地位を落とそうとしている。Morrison首相がオーストラリア国民に AUKUSと

原子力潜水艦について語っているとき、中国商務部は CPTPPの正式文書を保管するニュージー

ランド政府に加盟申請文書を送付している。 

（6）オーストラリアにとっての教訓は、米中関係が悪化しており、誤った戦場を選択してはならな

いということである。豪中軍事力の溝は広がっており、AUKUS から提供される原子力潜水艦

をもってしてもオーストラリアの能力がインド太平洋における軍事力の均衡を決定することは

ないだろう。オーストラリアは世界第 12位の軍事支出国であるが、オーストラリアの年間国防

予算は中国のわずか 10%である。 

（7）オーストラリアは 2030年代後半に 8隻の原子力潜水艦の 1番艦を受領する計画である。中国は

世界最大の海軍を有し、現在、原子力潜水艦 12隻を含む 62隻の潜水艦部隊を保有する。2040

年までに中国の原子力潜水艦は 26隻に増強される予定である。米国は現在、68隻の潜水艦を保

有しており、全てが原子力潜水艦である。オーストラリアの潜水艦部隊と他の部隊はオーストラ
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リア本土防衛を含む様々な目的に運用可能である。しかし、台湾をめぐる対峙といったぞっとす

るような事態では、オーストラリアは重要ではないだろう。 

（8）しかし、今 1 つの戦場ではオーストラリアの能力はより堂々としてものである。国際貿易、外

交の領域では、世界第 13位の経済大国であり、歴史的に確固とした国際的制度の献身的な支援

者であるオーストラリアはその名に値する影響力を有している。 

（9）CPTPPは、2017年に Trumpが TPPから撤退した後、これを守ろうとして日本とともにオー

ストラリアが尽力した結果、成立したものである。そして今、中国が加盟を求めている。キャン

ベラに対する 14項目の不満を発表したことで有名な駐オーストラリア中国大使館は、中国の加

盟は「大きな経済的利益をもたらす」と主張した書簡をオーストラリア議会に送付している。オ

ーストラリアは、中国が国際貿易義務を満足し、牛肉、ワイン、大麦などのオーストラリアから

の輸出に対する制裁を解除するまで、CPTPPへの加入に認められるべきではないと主張してい

る。オーストラリアは、台湾の加盟を認めるか否かを考慮する際にさらなる影響力を持つことに

なろう。 

（10）オーストラリアは国際舞台でこの影響力を注意深く展開すべきである。台湾は戦争が迫ってい

ると警告しているが、オーストラリアは、米中の緊張緩和を促し、挑発を思いとどまらせること

を試みることができる。しかし、オーストラリアは現実に生起した紛争の進展の方向を変えるこ

とはほとんどできないだろう。代わりに、オーストラリアは他国と協力して武力を持って台湾を

奪取しようとする試みの対価について中国に強力なメッセージを送ることができる。まだ就役し

ていないオーストラリアの原子力潜水艦は北京の軍事介入を思いとどまらせることはできない。

しかし、オーストラリアは最近、中国の配慮を求めるに当たってより成功しそうな代替領域を持

っている。 

記事参照：Nuclear submarines will not deter China from conflict with Taiwan, but Australia has 

an alternative arsenal 

10 月 9 日「オーストラリア原子力潜水艦契約の影響―米海軍退役大将論説」（NIKKEI Asia, 

October 9, 2021） 

10 月 9 日付の NIKKEI Asia 電子版は、米海軍退役大将で元 NATO 軍最高司令官である James 

Stavridisの“Australia’s nuclear submarine deal is a serious worry for China”と題する論説を掲

載し、James Stavridis はオーストラリアが原子力潜水艦を米国から購入するという決定の理由とそ

れがもたらす影響について、要旨以下のように述べている。 

（1）オーストラリアによる、フランス製ディーゼル潜水艦 12隻の購入から、より高性能で高価な原

子力攻撃潜水艦 8 隻を米国から購入することへと転換するという突然の決定は、アジアの地政

学的・軍事的な勢力均衡の劇的な変化を示唆している。 

（2）オーストラリアにとって、この決定は、3つの理由から極めて分かりやすい。 

a．第 1に、太平洋の広大な距離である。原子力潜水艦は水中で無制限に潜航できるだけでなく、

オーストラリアから作戦海域までの距離が長いため、原子力潜水艦の方が単純に理にかなって

いる。 

b．さらに、米国と英国によって提供される極めて高い水準の戦闘能力とともに、今日の最高水

準の原子力推進技術に携わるという機会は、フランスが申し出たものをはるかに凌ぐものであ

る。 
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c．最後に、最も重要なことだが、今回の決定によりオーストラリアと米国を地政学的に一致させ、

英新型空母の西太平洋へ展開の拡大によってもたらされる思わぬ幸運も加わっている。また、

米国、英国、カナダ、オーストラリア及びニュージーランドで構成される情報網 Five Eyes

に対する長期的な運用上の方策でもある。 

（3）最終的には、技術的に劣り、ほとんどが通常型である中国の潜水艦をオーストラリアの原子力

潜水部隊 8 隻が阻止し、オーストラリアとの間にある同盟国の海上交通路を守り、そして、米

英の原子力潜水艦や空母打撃群と途切れることなく運用できる能力を持つことになる。 

（4）フランスは本気で怒っており、この決定は今後しばらくの間、豪仏米関係に付きまとうだろう。

Macron仏大統領は、フランスもまた「太平洋の大国」であると主張している。その理由は、様々

な島嶼領土に 100 万人を優に超えるフランス国民がいるからである。実際に、この決定は英語

圏の国々が長年にわたって確立されてきた情報協定 Five Eyes の下で独自に活動し、そして、

様々な自由貿易協定を拡大していく傾向が強まっている一端であるとして、ヨーロッパは明らか

に腹を立てている。これは、南シナ海での中国の領有権主張から、Huawei Technologiesが提供

する 5Gネットワークの拒否まで、太平洋で中国と対峙する米国の要求にヨーロッパが参加する

のが遅れる原因となる。 

（5）北京からの反応は、予想どおり憤慨だった。中国の原子力艦船を含む造船計画が現時点で世界

最大であることを考えると少し不誠実ではあるが、中国は重大な海軍の軍拡競争を警告してお

り、中国が最大の貿易相手国であるオーストラリアに深刻な影響があると脅している。 

（6）今回の事象全体を通じて特に興味深いのは、このことが日本政府とインド政府でどのように受

け止められるかということである。インドは原子力潜水艦を数隻保有しているが、オーストラリ

アの次世代艦の性能とは程遠いものである。そして日本人は、もちろん陸上では原子力を使用し

ているが、艦艇には使用していない。両国ともに、米豪と連携するいわゆる QUADでの活動に

次第に慣れてきている。米国とオーストラリアが最上位機種の攻撃型原子力潜水艦を運用するこ

とにより、提携国である日印両国も、次世代の潜水艦を原子力化することで、相互運用性と等質

性を維持することになるかもしれない。中国にとっては幸いなことに、インドは価格や技術の面

で、日本は文化や憲法の面で、原子力化に伴う課題を克服するのは難しいだろう。 

（7）原子力潜水艦の考え方がさらに広がるかどうかは、太平洋の海軍軍拡競争がどれほど激化する

かを決定づける重要な要因となるだろう。 

記事参照：Australia’s nuclear submarine deal is a serious worry for China 

10月 9日「台湾は中国を抑止するために核兵器が必要か―米専門家論説」（19FortyFive, October 

9, 2021） 

10 月 9 日付の米安全保障関連シンクタンク 19FortyFive のウエブサイトは、U.S. Naval War 

College海洋戦略教授 James Holmesの“Does Taiwan Need Nuclear Weapons To Deter China?”

と題する論説を掲載し、ここでHolmesは台湾は国家の存続を外部に委ねるべきではないが核兵器で

はなく戦略的環境に適した防衛手段を強化すべきとして、要旨以下のように述べている。 

（1）米シンクタンク American Enterprise InstituteのMichael Rubin上席研究員は、米国がアフガ

ニスタンから撤退したことで、台湾は核武装しなければならないと主張し、さらに米国が安全保

障上の誓約を守ってくれるとは期待できないので、生き残るためには自助努力すべきという記事

をWashington Examiner紙に掲載した。さらにその記事の中で、ある国が他国に救いを求める
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のは危険を伴い、台湾はその外交と軍事戦略を中国による侵略を抑止することに置き、さらに単

独での武力衝突抑止を想定すべきと述べている。 

（2）Rubinの記事は厳しい助言だが、米国が失敗した場合、誰が台湾の味方になるのか。日本やオース

トラリアは米国と一緒に仲裁に入るかもしれないが、米国なしではやらないであろう。また、国連

の安全保障理事会や、北京が大きな影響力を持つその他の国際機関に助けを求めることもできない。

これらは、侵略に対する脆弱な防波堤でしかない。 

（3）抑止力は必要であるが、抑止戦略に核は必須ではない。台湾において、核兵器が大きな抑止力

を発揮するとは思えない。なぜなら中国は、戦略的価値を持つ台湾の所有を切望しているのであ

り、放射能に汚染された荒れ地には興味がないからである。中国は、核ではない軍事的手段に訴

える可能性が高い。中国人民解放軍は、台湾に対して海上封鎖や通常兵器による空爆を行い、住

民を飢えさせ、服従させることができる。また、海峡を越えた直接の上陸作戦を実行した場合も、

中国にとっての台湾の価値はほとんど維持されるだろう。つまり、台北が抑止しなければならな

いのは、通常兵器での攻撃である。歴史的に見ても、核兵器が通常兵器による攻撃を抑止できる

可能性は低い。 

（4）元米国務長官 Henry Kissingerの抑止力の公式を考えてみよう。抑止力とは能力、決意、信念

の 3 つの変数を掛け合わせたものである。能力とは物理的な力のことで、主に使用可能な軍事

力を意味する。決意とは、手持ちの能力を使って抑止的な脅威を実行する意志の強さを意味する。

抑止的な脅威とは、敵対的な競合相手が望むものを拒否することや、競合相手が脅威に反抗した

場合にその後の罰を与えることを意味する。抑止力を求める政治家は、能力と決意を持っている。

しかし、抑止力が自動的に成功するとは限らない。なぜならばもう一つの要因「信念」は、敵対

者に自分の能力と意志を信じさせることで、信じるかどうかは、敵対者次第だからである。 

（5）台湾は核兵器を保有することができ、核攻撃や通常攻撃などの特定の状況下では、指導者が核

兵器の使用を決意できる。しかし、中国共産党の指導者は、この島の核兵器と意志の強さに説得

力を感じるだろうか。大きな損害を中国に与えることができる核兵器を台北が保有しているので

あれば、冷戦時代の相互確証破壊の論理で、北京は核攻撃をやめるはずである。 

（6）Kissingerは、抑止力を 3つの変数の和ではなく、積としている。どれか 1つの変数がゼロであ

れば、抑止力はゼロになる。つまり、中国が台湾の能力や決意、あるいはその両方を信じなけれ

ば、台湾は失敗する。中国共産党の指導者たちは、最終兵器が中国に使用された場合の影響を軽

視する発言をしてきた。その要点は、「核の脅威は、中国共産党指導部が考える重大な利益に資

する行動を思いとどまらせることはできない」というものである。 

（7）中国政府は、台湾に対して核攻撃をすることはないだろう。台湾の指導者は、核武装ではなく、

軍事的に限られた資源をより起こりうる事態への備えに集中させる方が良い。陸上に対艦・対空

ミサイルを配備し、海上に機雷原をつくり、ミサイルで武装した哨戒航空機、そして島の周辺を

哨戒する通常型潜水艦などにより、ヤマアラシのように武装するのが賢明である。これらの戦力

は人民解放軍が完全に排除できない可能性がある。そして北京は、台北がそれらを使用すること

に疑いを抱くことはない。 

（8）Michael Rubin が台湾に対して、国家の存続を外部に委ねてはいけないと言うのは正しい。し

かし、台湾は核兵器を使わず、戦略的環境に適した防衛手段を強化すべきである。 

記事参照：Does Taiwan Need Nuclear Weapons To Deter China? 
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10月 13日「米軍が遠征海上基地を沖縄に配備―香港紙報道」（South China Morning Post, October 

13, 2021） 

10 月 13 日付の香港日刊英字紙 South China Morning Post 電子版は、“US strengthens 

Asia-Pacific defences by deploying floating base for helicopters and hovercraft to Okinawa”と題

する記事を掲載し、米国の最新の遠征海上基地「ミゲル・キース」の沖縄への配備とその背景につい

て、要旨以下のように報じている。 

（1）米海軍は、中国との緊張関係が現在続く中、最新の遠征海上基地を沖縄に配備することで、ア

ジア太平洋地域におけるその防衛力を強化している。米海軍の声明によると、大量の機材を輸送

し、ヘリコプターやホバークラフトの海上基地として機能するよう設計された遠征用中継基地で

ある米海軍遠征海上基地「ミゲル・キース」は、10月 8日に日本のホワイトビーチ海軍基地に

配備された。このルイス・B・プラー級の艦は、全長 240メートルで、海軍の作戦に後方支援を

提供することができる。 

（2）マカオ在住の軍事評論家黄東は、この艦の存在は第 1 列島線に沿って米国の防衛力をさらに強

化するものだと述べている。「沖縄を拠点とする『ミゲル・キース』は、米国の水陸両用部隊の

ための事実上の空母として使用され、米国が中国軍よる尖閣諸島の奪取を阻止するために役立つ

だろう」と黄東は述べている。 

（3）この新たな配備は、米国、日本、オーストラリア、インドの 4ヵ国の海軍が QUADの枠組みの

下で 10月 12日に合同演習を開始したことに端を発する。海上自衛隊によると、10月 12日か

ら 14日までの 3日間、ベンガル湾で行われたマラバール演習には、米空母「カール・ビンソン」、

日本の護衛艦 2隻、オーストラリアのフリゲート 1隻、インドの駆逐艦 1隻が参加した。10月

の第 2週、「カール・ビンソン」は、他の 4ヵ国の艦と一緒に、他の 2隻の空母、米海軍の空母

「ロナルド・レーガン」と英海軍の空母「クイーン・エリザベス」と合流し、南シナ海で演習を

行った。台湾の高雄にある海軍軍官学校の元教官である呂禮詩は、「ミゲル・キース」の配備と

最近の海軍共同訓練は、米国がより強力な戦力を結集できることを中国に思い起こさせるための

ものだと述べている。「中国軍は、2030年には 3隻目の空母を就役させると予想されている」「し

かし米国は、少なくとも 3 個空母打撃群とその他の軍艦を訓練に動員できることを示し、中国

軍に対して『今すぐにお前を倒せる』という明確なメッセージを送ったのである」と呂は述べて

いる。 

（4）中国の国営中央電視台によると、中国軍は最近、南シナ海で空対艦による爆撃や攻撃的な機雷

敷設を行う訓練を行ったという。 

記事参照：US strengthens Asia-Pacific defences by deploying floating base for helicopters and 

hovercraft to Okinawa 

10月 14日「AUKUSの結成はタイによる潜水艦調達を後押しするか―タイ外交評論家論説」（The 

Diplomat, October 14, 2021） 

10 月 14 日付のデジタル誌 The Diplomat は、現在タイで活動する外交評論家 Tita Sanglee の

“AUKUS: A New Justification for Thailand’s Submarine Acquisition Plans?”と題する論説を掲載

し、そこで Sangleeは AUKUSの結成によってアジアの軍事的不安定さが増し、それによってタイ海

軍が潜水艦を新しく調達する理由が提供されるとして、要旨以下のように述べている。 

（1）タイが長らく構想してきた 3 隻の潜水艦調達計画は実現が先送りにされ、かつ批判にさらされ
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ている。批判の要点は、タイが特段軍事的脅威に晒されていないというものである。しかし、英

米豪の AUKUS の結成は、アジアにおける軍拡競争と核拡散の危険性を劇的に高めるものであ

る。このことは、タイ海軍が新しい潜水艦の調達を正当化する理由を提供するものである。 

（2）AUKUS は、将来的にオーストラリアが原子力潜水艦を獲得する計画を含み、中国の海洋への

進出を抑止するための動きであると見られている。一方でそれは、米国による太平洋周辺の安全

保障への誓約と同盟国への技術供与の意図を持つことを示すものである。しかし他方で AUKUS

はアジアの安全を不安定化させる要因でもある。現在、米中間に適切な外交交渉を欠き、誤算の

危険性が高まっているなか、新たに AUKUS を結成することは、中国を軍拡の駆り立てる可能

性があり、それはさらに地域全体の軍拡を刺激する可能性がある 

（3）東南アジア諸国の AUKUS に対する反応は賛否様々である。フィリピンでは、Department of 

National Defenseが AUKUSの動きを妥当なものだとし、自国もまた軍事力の近代化を課題と

していると述べている。インドネシアとマレーシアは、それが核を含む軍拡競争の危険性を内包

しているとして AUKUS を強く批判している。オーストラリアと海洋上の境界を接するインド

ネシアは特に神経質になっており、今後抑止力を増強させる可能性がある。 

（4）タイは AUKUS の動きに対して沈黙を守っているが、これは、慎重さと実利主義に特徴づけら

れるタイの外交手法の反映である。タイ外交の目的は大国間の紛争に巻き込まれないようにする

ことだ。しかしタイ海軍関係者は、自国の海の抑止力を向上させる必要性を意識し、潜水艦の調

達を目指してきたのである。 

（5）しかしその実現のためには、経済的問題と軍事政権に対する信頼の欠如という 2 つの障害があ

り、それに加えてさらに 2つの阻害要因がある。1つは、抑止力強化ではなく外交交渉こそがタ

イのとるべき最良の手段であると多くのタイ国民が信じていることである。潜水艦の 1 隻や 2

隻で何かが変わるということはない。その資金を教育などに投じたほうが賢明であろう。 

（6）第 2に、タイ国民は基本的に国内の政治的、経済的問題に関心を持っている。ISEAS-Yusof Ishak 

Institute が実施した 2021 年東南アジア状況調査によれば、軍事的緊張の高まりを東南アジア

が直面している主要な課題のひとつとみなしたタイの回答者は 16.8％だけであった。これはベ

トナムの 59.4％など、それ以外の東南アジア諸国と比べて格段に低い数字であった。それゆえ、

タイ政府が国内問題を改善に導けないのであれば、タイ海軍が来年潜水艦調達のための予算を獲

得できる可能性は低い。AUKUSの結成は潜水艦調達の正当化理由を提供するものではあるが、

その道程は平坦ではない。 

記事参照：AUKUS: A New Justification for Thailand’s Submarine Acquisition Plans? 

10 月 18 日「中国に対する統合的抑止が具現化する―フィリピン専門家論説」（Asia Times, 

October 18, 2021） 

10月 18日付の香港のデジタル紙 Asia Timesは、台湾の National Chengchi University研究員

Richard Javad Heydarianの“‘Integrated deterrence’ taking shape against China”と題する論説

を掲載し、ここでHeydarianは米国の主張する対中戦略である統合的抑止が主要な地域の同盟国・提

携国との軍事協力や洋上訓練の拡大の中で勢いを増しているとして、要旨以下のように述べている。 

（1）Biden政権の対中国戦略「統合的抑止（integrated deterrence）」は、主要な地域の同盟国や戦

略的な提携国との軍事協力や洋上訓練の拡大の中で勢いを増している。10 月は、米国とインド

太平洋地域の主要国との間で 2 つの大きな訓練が行われた。一つは沖縄県沖で米国の 2 個空母
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打撃群、英国の（空母「クイーン・エリザベス」を中核とする）第 21空母打撃群（以下、CSG-21

と言う）、そして日本の大型護衛艦による合同演習であり、もう一つは、その 1週間後、日米豪

印 4 ヵ国安全保障対話（以下、QUAD と言う）諸国によるベンガル湾でのマラバール 2021 演

習の第 2段階である。 

（2）米国の同盟国フィリピンも、本格的なバリカタン合同演習の復活を発表した。この海域での緊

張が高まる中、米比双方数千人の部隊が大規模な演習に参加する予定である。この決定は、米比

訪問軍地位協定（以下、VAF と言う）を復活させてからわずか数ヶ月後のことで、さらに米比

相互防衛条約の 70周年を前に、中国海軍の行動を意識した海洋安全保障協力の深化を示唆する

ものである。 

（3）統合的抑止という概念は、米 Lloyd Austin国防長官が 2021年初めにシンガポールで行った演

説以降、主流となった。しかし、Austinはもっと前、ハワイのUS Indo-Pacific Command（米

インド太平洋軍、INDOPACOM）を訪問した際に、この概念を提起していた。「抑止力とは、

潜在的な敵の心の中にある基本的な真実を固定すること。その真実とは、侵略の対価と危険は、

考えられる利益とは比べ物にならないほど大きいということである。抑止力は、複数の領域にま

たがっており、21 世紀の安全保障を確保するためにはそのすべてを使えるようにしなければな

らない」と Austinは述べ、21世紀における戦争の性質と戦略的課題の変化を強調した。 

（4）統合的抑止について、米国防次官補代理Melissa Daltonは米国がもはや自国の軍事力だけに頼

って敵の攻撃を防ぐことはできないという前提に基づき、同盟国や提携国、その他の国力の手段

とのより深い統合と様々な方策を必要とするものと述べている。同じく国防次官代理 Gregory 

M Kausnerは、技術、運用概念、能力を適切に組み合わせ、それらを織り交ぜてネットワーク

化したものであり、信頼性、柔軟性があり、敵を躊躇させるもので、同盟国や提携国と団結し、

複数の戦場における力の投射が重要と強調した。 

（5）10 月初旬、米海軍、英海軍、海上自衛隊、カナダ海軍、ニュージーランド海軍、オランダ海軍

は、日本沿岸で大規模な演習を行った。この演習に参加した海上自衛隊第 2 護衛艦隊司令の今

野泰樹海将補は、「米海軍の 2つの空母打撃群に加えて、英海軍の最新鋭の空母打撃群と一緒に

訓練できることは光栄なことで、貴重な経験であり、3つの空母打撃群が一堂に会するこの訓練

は、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた参加国の強い意志を示すもの。海上自衛隊は、

地球規模の課題に対応し、法の支配に基づく海洋秩序を守るために、同じ目的を共有する同盟国

や友好国の海軍と緊密に連携する」と述べ、中国を薄っすらと揶揄した。 

（6）米 Carrier Strike Group 1（以下、CSG-1と言う）司令官の Dan Martin少将は、「我々は、機

動的で俊敏かつ柔軟な部隊を運用して、海上で迅速かつ持続的な作戦を遂行する能力を向上させ

続けてきた」と述べ、英国の CSG-21司令官 Steve Moorhouse准将は、「現在、最大規模の第 5

世代航空団を提供しており、緊密な同盟国と協力して運用手順と能力を開発すると同時に、イン

ド太平洋における陸上および艦載航空機の敏捷性を披露することは、この地域に対する我々の誓

約を示すもの」と述べた。 

（7）その 1 週間後、QUAD4 ヵ国はベンガル湾でマラバール演習の第 2 段階を行なった。それは、

対潜水艦戦訓練、水上射撃訓練、ヘリコプターの相互発着艦など、海上安全保障活動を統合する

ことを目的とした様々な演習であった。この演習には、米空母「カール・ビンソン」、アーレイ・

バーク級イージス駆逐艦「ストックデール」及び P-8A 哨戒機で構成された CSG-1、インド海

軍はラージプート級ミサイル駆逐艦「ランビジェイ」、シヴァリック級多用途ステルス・フリゲ
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ート「サトプラ」及び P-8Iを参加させ、海上自衛隊は護衛艦「かが」、「むらさめ」、オーストラ

リア海軍はアンザック級フリゲート「バララット」及び「シリウス」が参加した。米海軍作戦部

長Michael Gilday大将は声明を発し、「マラバール期間中の『カール・ビンソン』への訪問は、

海上での各海軍の統合を目の当たりにする貴重な機会となった。今後も継続的に共同演習を行

い、我々の連携が発展していくことは間違いない、海軍力をもってすれば、自由と平和を促進し、

強制、威嚇、侵略を防ぐことができる」と強調した。 

（8）前述の Dan Martin司令官は、「今回のマラバール演習は、国際公共財における比類なき海洋安

全保障という願いを支えるために、部隊の相互運用性を向上させるもの。複雑な任務群の演習に

おける部隊の統合は、インド太平洋の同盟国や提携国と効果的に協力し、競合する海洋環境にお

いて勝利する我々の能力を示している」と述べている。 

（9）南シナ海の直接の主張国であり、100年来の米国の同盟国であるフィリピンは、米国の統合的抑

止戦略の重要な構成国でもある。2019年までに、米比両国は、280もの 2国間防衛活動を行っ

ており、これはUS Indo-Pacific Commandの提携国の中で最も多いものだった。しかし 2020

年、北京寄りの Rodrigo Duterte 大統領は、バリカタンをはじめとする大規模な 2 国間防衛演

習の法的枠組みとなる VAFを一時的に破棄した。続いて発生した COVID-19の大流行と相まっ

て、フィリピン大統領の行動は、2国間で予定されていた 318の軍事活動の大半を中断させる恐

れがあった。2020年の南シナ海における中国活動に対抗する必要性及び Duterte大統領が任期

末期を迎えたこともあり、フィリピン軍は米国防総省との関係回復に躍起になっている。 

（10）10月 14日、フィリピンの Jose Faustino Jr新参謀総長は、「我々は両軍の関係をさらに強化

するため多くの活動を予定しており、2022年は本格的にバリカタンを行う」と語った。そして、

2022年には最大 300の共同防衛活動が予定されていると述べた。過去 2019年には、バリカタ

ンで水陸両用の演習が行われ、4,000 人のフィリピン兵、3,500 人の米兵及び 50 人のオースト

ラリア兵が参加している。来年も同様の大規模な訓練が行われる可能性があり、南シナ海問題を

背景に、防衛協力強化協定（以下、EDCA と言う）を含む 2 国間の主要な防衛協定の完全実施

と、海洋安全保障に焦点を当てた新たな防衛の枠組みを追求することに両国は合意した。EDCA

が完全に実施された場合、米軍は事前に、南シナ海の紛争地に近いフィリピンの主要基地に大量

の部隊を配置することが可能になる。 Faustino は、「私は、両国が直面している新たな安全保

障上の課題を考慮して、我々の同盟が引き続き強固であることを確信している。我々はこの地域

の平和と安定を維持するという同じ目標を共有している」と付け加えた。 

記事参照：‘Integrated deterrence’ taking shape against China 

10月 22日「イロコイ礁とユニオン堆における中国海上民兵船の行動―CSISウエブサイト報道」

（Asia Maritime Transparency Initiative, CSIS, October 22, 2021） 

10月 22日付の CSISのウエブサイト Asia Maritime Transparency Initiativeは、“THERE AND 

BACK AGAIN: CHINESE MILITIA AT IROQUOIS REEF AND UNION BANKS”と題する記事を

掲載し、南シナ海での中国の海上民兵船の行動の特徴について、要旨以下のように報じている。 

（1）9月 30日、フィリピンの Teodoro Locsin Jr.外務大臣は、フィリピン Department of Foreign 

Affairsに対し、「イロコイ礁周辺での中国漁船の継続した展開」など、南シナ海での最近の行動

について、中国に新たに 3件の抗議を行うよう指示した。 

（2）衛星画像を検証すると、中国の海上民兵船がイロコイに集まり始めたのは、2021年初めにユニ
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オン堆内の牛軛礁に集まっていた 200 隻近い船が分散した直後の 4 月からである。最近の画像

を見ると、フィリピンでの抗議活動以降、イロコイ礁に集まっていた船舶の数は減少しているが、

それらの船舶の多くはユニオン堆に引き返したと思われ、その数は現時点で 3 月の規模に達し

ている。中国の海上民兵は、国際的な反発や他の領有権を主張する国の哨戒によって、紛争のあ

る地勢からの退去を受け入れさせられると、一時的に近くの岩礁へと分散してしまう。しかし、

南沙諸島における彼らの全体的な数は変わらない。 

（3）（衛星画像を提供する米企業）Planet Labsの衛星画像では、牛軛礁に集結していた中国船 200

隻が分散した直後の 4 月中旬に、中国船はイロコイ礁に最初に到着した。イロコイ礁での船の

総数は 6月上旬までは少なく、どの日も 5隻以上の船は確認できなかったようである。しかし、

6月 15日までには 15隻に増え、7月下旬には平均 30隻と倍増した。8月に船の数は平均 15隻

にまで減少し、9月下旬には再び 30隻にまで増加した。 

（4）この期間、牛軛礁での大規模な展開により、中国の海上民兵船の多くは、衛星ではほとんど検

知されない（電波の）微弱な Class-B AIS（船舶自動識別装置）を装備していることがわかった。

しかし、フィリピン Bureau of Fisheries and Aquatic Resources（漁業水産資源局）の 2隻の

船は、9月 29日にこの海域を哨戒しており、船と船との間の AIS通信によって中国船のほぼ全

てを検知していただろう。外務大臣 Teodoro Locsin Jr.は翌日、中国に抗議書を提出するよう命

じた。10 月 2 日の衛星画像では、イロコイ礁の船の数が 35 隻だったのが、10 月 17 日には 5

隻になっていたので、これが影響したのかもしれない。 

（5）しかし、牛軛礁での大量展開の後に明らかになったように、中国の船舶は、一つの紛争海域を

離れると別の海域に行き着くことが多い。今回の場合は、その多くがユニオン堆に戻った可能性

がある。8月初旬の衛星画像では、牛軛礁を含むユニオン堆の北半分に平均 40隻の船が見える

だけであった。しかし、9月までには 100隻以上の船が見られるようになった。そして、10月

17日の画像では、優に 150隻を超える船が確認できる。これらの隻数にはベトナムの沿岸警備

隊や漁船も含まれているが、大半は全長 50メートル以上の中国漁船である。これによって、ベ

トナムの小さな漁船とは容易に区別ができる。3月に牛軛礁に集結した時と比べると、これらの

船はユニオン堆の北半分に満遍なく散らばっており、牛軛礁自体には比較的少なかった。商業情

報配信プラットフォームMarine Trafficで AISを発信している一部の船も見られた。 

記事参照：THERE AND BACK AGAIN: CHINESE MILITIA AT IROQUOIS REEF AND 

UNION BANKS 

10月 25日「日本近海での中ロ海軍共同訓練実施―米誌報道」（The National Interest, October 25, 

2021） 

10 月 25 日付の米隔月刊誌 The National Interest 電子版は、“Russia and China’s Answer to 

AUKUS: Joint Naval Drills”と題する記事を掲載し、中ロ海軍が日本近海で行った両国海軍の共同

訓練について、要旨以下のように報じている。 

（1）10月 23日に発表された共同訓練には、ロシアと中国の計 10隻の艦艇が参加したと見られてい

る。ロシア Defense Ministry（国防省）によると、今回の西太平洋での訓練に参加した艦艇と、

10月初めに日本海で行われたロシアと中国の“Joint Sea 2021”合同演習に参加した艦艇とは、

かなり多くが一致している。 

（2）ロシアMinistry of Defenseの声明によると、「この部隊は哨戒の一環として、初めて津軽海峡
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を通過した。哨戒の任務は、ロシアと中国の国旗を掲げること、アジア太平洋地域の平和と安定

の維持、この両国の海洋経済活動の対象の保護であった」という。今回の訓練は、国際海峡とさ

れる津軽海峡を中ロ両海軍の合同部隊が通過した初めての事例である。防衛省は、今回の訓練を

「異例」とみなし、それらの動向を注視していると報じられている。ロシア側の声明では、詳細

は述べられていないが、両海軍が共同で戦術的な訓練を行ったとしている。中国の軍事専門家た

ちは、“Joint Sea 2021” が対潜水艦作戦に重点を置いていたのに対し、今後のロシアと中国の

洋上訓練は東シナ海で行われ、対艦や防空能力を強調する可能性があることを示唆している。 

（3）中国の国営メディアは、今回の演習を米国、英国、オーストラリアの新しい安全保障上の提携

“AUKUS”への挑戦として歓迎している。中国の国営メディア環球時報は、「AUKUSは西太平

洋に不安定な要素をもたらすだろう。なぜなら、この 3 ヵ国はより挑発的な行動をとるかもし

れないからである」と論評している。そして、西太平洋でのロシアと中国の訓練は、「米国の戦

略的封鎖と軍事的包囲網を破り、AUKUS を戦略的封じ込めに用いようとする試みを完全に粉

砕する」という両国の意欲を示していると環球時報は述べている。 

記事参照：Russia and China’s Answer to AUKUS: Joint Naval Drills 

10月 26日「米国は海上戦力の強化が必要―米専門家論説」（The Hill, October 26, 2021） 

10月 26日付、米政治専門紙 The Hill電子版は、U.S. Naval War College海洋戦略教授 James R. 

Holmesの“Crucial mission: The United States must shore up its sea power.”と題する論説を掲載

し、ここでHolmesは米海軍が衰退しているという印象が中国やロシアに広がれば抑止は失敗するこ

とになり、それを回避するには抑止力と同盟外交を強化すべきであるとして、要旨以下のように述べ

ている。 

（1）海軍は、1年前に発生したサンディエゴ海軍基地での強襲揚陸艦「ボノム・リシャール」の火災

について、調査報告書を発表した。報告者 Scott D. Conn海軍中将の判断は厳しいものだった。

この事故は艦の乗組員だけでなく、米太平洋艦隊の将官クラスにも責任があるとしている。この

報告書で最も重要なのは、その判断を支持した海軍作戦副部長 Bill Lescher 大将の「この船の

損失は完全に防ぐことができた」という所見で、火災の原因は放火であるが、艦内防御組織の活

動は完全に失敗していた。 

（2）Conn中将は、「消火活動のいかなる時点においても、装備された消火機器は使用されなかった。

その理由は、それらが劣化していたこと、維持整備が適切に行われず準備ができていなかったこ

と、そして乗組員がその能力と利用方法を熟知していなかったこと」と指摘している。火災が発

生した区画には、消火のために泡を放出する AFFF（Aqueous film-forming foam）が設置され

ていた。AFFFは、ボタンを押すだけ作動するにもかかわらず、誰も押していないし、押そうと

もしなかった。これは調査で明らかになった最も重大な事実であり、装備と人間の大きな失敗を

示している。 

（3）The Heritage Foundationが毎年発表している「米軍の強さの指標」では、海軍の任務遂行の

適性を「余裕」から「弱い」に向かっていると評価した。The Heritage Foundationの研究者た

ちは、野心的な大国が世界中の海洋に進出する時代にあって、米海軍は小さく、古く、資源不足

であるとみなした。そして、米海軍が十分に任務を遂行するには、現在の 300隻弱から 400隻

体制へ拡大する必要があるとした。 

（4）米海軍では、2017年に極東海域において 2件の衝突事故が発生し、17人の水兵の命が奪われた
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ほか、2件の衝突事故が発生している。2020年には「ボノム・リシャール」の火災が発生した。

そして 2021年 10月、攻撃型原子力潜水艦「コネチカット」が南シナ海で水中物体に衝突し、

被害調査のために入港しなければならなくなった。これらの事故から、米海軍は能力低下によっ

て同盟国や友好国との安全保障上の約束を守ることができなくなると推察されるかもしれない。

米海軍は衰退しているという印象が中国やロシアなどの敵対勢力に広がれば、台湾海峡、黒海、

北極海などでの危険な試みを誘うことになりかねない。北京やモスクワが、ワシントンからの反

発を恐れずに略奪的な目的を追求できると判断すれば、抑止は失敗する。 

（5）同盟国や提携国が、米国が彼らとの約束を守れるかどうかを疑うようになれば、彼らは安全保

障を他に求めるだろう。また、米国を信頼できないと判断した同盟国は、軍事的均衡を取り戻す

ために、威圧的な隣国と軍拡競争を始めるかもしれない。さらに、大規模な侵略を抑止するため

に、核兵器開発を検討することもあるだろう。東アジア、南アジア、西ヨーロッパにおける米国

の戦略的地位は、同盟国から距離を置かれるようになれば、ますます不安定になっていく。 

（6）米海軍のイメージを回復するには、水兵の訓練や物資の問題を解決するだけでは不十分で、抑

止力と同盟外交を強化する必要がある。戦略家 Edward Luttwakが指摘するように、どちらの

軍が強く、熟練しているかを決めるのは戦いである。しかし、平時ではもし戦闘が行われた場合

にどの勢力が優勢であるかを判断しなければならない。平時の海上での争いは、戦時に勝つと予

測される方が「勝つ」のである。 

（7）不器用な米海軍が、洗練された手際の良い人民解放軍海軍やロシア海軍と対峙しているなどと

認識されれば、米国の外交は大きな後退を余儀なくされるだろう。それは米国にとっても、同盟

国や提携国にとっても、世界にとっても好ましいことではない。 

記事参照：Crucial mission: The United States must shore up its sea power. 

10月 28日「中国が台湾を攻撃したならば、欧州はどう対応すべきか―オランダ専門家論説」（The 

Diplomat, October 28, 2021） 

10月 28日付、デジタル誌 The Diplomatは、オランダ The Hague Center for Strategic Studies

の中国分析官 Joris Teer及び同 Center研究部長 Tim Sweijs博士の“If China Attacks Taiwan, What 

Will Europe Do?”と題する論説を掲載し、ここで両名は米国を支持するか、米中対立から遠ざかる

かの選択は、何十年にもわたって欧州の安全と繁栄を左右することになるので、欧州各国が協調して

行う必要があるとして、要旨以下のように述べている。 

（1）予想されるシナリオ： 

a．2024年 4月 10日午前 2時 30分、オランダのMark Rutte首相は内閣を招集し、米国からの

緊急要請について話し合っている。長年にわたる挑発行為の後、習近平国家主席が行動を起こ

し、中国は台湾を攻撃している。Joe Biden大統領は台北を支持し、US Seventh Fleetを台

湾海峡に派遣する。 

b．1996年に Bill Clintonが中国を牽制するために、2つの空母打撃群の台湾海峡への展開を指示

したときとは状況が異なる。その時、北京は手をこまねくしかできなかったが、今回、中国は

高度なミサイル兵器で米空母を撃沈する可能性があり、ホームゲームのような優位性がある。 

c．米国は、AUKUS（米英豪の安全保障条約）を発動した。Bidenは英空母打撃群に、中国の石

油供給と貿易を阻害するためマラッカ海峡封鎖という、比較的リスクの低い作戦の実行を依頼

する。オランダの防空フリゲート艦はイギリスの空母打撃群に属している。近くにいるフラン
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スの空母打撃群とドイツのフリゲート艦も同じ要請を受けている。 

d．Rutte首相は、関係閣僚や安全保障顧問と話をし、フランスとドイツの首脳にも連絡を取ろう

としている。北京は、封鎖を戦争行為とみなすであろう。欧州の港湾やガスネットワークは、

報復による大規模なサイバー攻撃に耐えられるのか。欧州の船舶は、ジブチの中国軍基地や人

民解放軍海軍の艦船の戦闘範囲内を航行しているのか。中国にいるオランダ人、ドイツ人、フ

ランス人は無事なのか。オランダや欧州は、中国からレアアースや必要不可欠な商品をどのよ

うに調達していくのか。様々な課題がある。 

e．オランダ、フランス、ドイツが米国の要請を拒否すれば、米国は厳しい対応をとるだろう。Biden

大統領は、米国の欧州に対する安全保障を維持するのか。6万人以上の米兵は欧州大陸に残るの

か。そしてロシアの Vladimir Putin大統領がNATO内の不和に乗じて、2014年にロシアがク

リミアを併合したように、欧州東側国境に再び既成事実を作る可能性が懸念される。 

f．中国が台湾を攻撃した場合、オランダ、フランス、ドイツの各政府がどのような決断を下すか

によって、今後何十年にもわたって欧州の世界での地位が決まる可能性がある。 

（2）核を保有する 2つの大国が直接対決することは、破滅のシナリオである。米国のPhilip Davidson

大将が今後 6 年間のうちに脅威が顕在化すると警告しているが、中国が武力を用いて台湾を併

合しようとするかどうかは不明である。また、米国が介入するかどうかも明らかではない。しか

し、戦争は晴天の霹靂のように現れるものではなく、必要に応じて武力を行使するという意思表

示と、着実な軍事力の増強が伴って行われる。中国がグローバルな舞台で自己主張を強め、攻撃

性を高めていることに間違いはない。一方で、米国は中国への対抗策を強めている。そして双方

が重視しているのが台湾である。台湾統一 は、習近平の最優先課題であり、中華民族の偉大な

復活を達成するという使命に直結している。10月 21日、Bidenは、台湾が攻撃を受けた場合、

米国が介入すると明言した。 

（3）中国の軍事力は急速に拡大している。1991 年の湾岸戦争や 1996 年の台湾海峡危機で米国の軍

事的優位性に直面した中国は、軍備の近代化に着手した。2017 年に開催された第 19 回全国党

大会では、2035年をその達成時期として定め、2050年までに中国を世界有数の軍事大国にする

としている。最大の目標は、中国自身の裏庭で戦争に勝てるようになることである。そして、こ

の 10年間は、それが急展開している。中国は、地上軍の機械化と機動性の向上に多大な投資を

行い、世界で最も高度なミサイル兵器を開発した。中国は現在、強力な A2／AD（接近阻止・

領域拒否）能力を持っている。これは、敵対者（米国とその同盟国）が、ある地域（台湾海峡）

に接近するのを妨げる能力を意味する。さらに中国の産業は、A2／AD 能力を急速に拡大する

ための基盤となる。2020年に中国は、全世界の船舶の 40％を建造しており、米国、英国、フラ

ンス、ドイツの合計は 1％にも満たない。 

（4）欧州は、この窮地にどのように対処すればよいのか。まず、指導者たちは、大国間の厳しい競

争が、冷戦時代と同様になっていることを認識しなければならない。特に米国が、異なる大陸の

2つの大国に対して同時に戦争し、勝利するという戦略を遂行できなくなった今、欧州は米国抜

きの集団防衛のあり方を明確にしなければならない。ロシアに対しては、2つの政策をとるべき

である。1つは、通常兵器による抑止力を高めるための投資で、具体的には戦備を強化し、部隊

移動の取り組みを加速し、長射程砲を購入し、米国なしで作戦指揮できるように指揮統制機能を

強化することである。もう 1つは、フランス Emmanuel Macron大統領が提案したように、ロ

シアとの緊張関係を和らげるため別の努力をすることである。最終的に紛争は政治的手段でしか
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解決できない。 

（5）冷戦時代とは異なり、世界は経済的にも技術的にも絡み合っている。欧州は中国の意図を変え

ることはできない。しかし、欧州に対する習近平の影響力を弱めることはできる。軍民両用商品

や新技術を対象とした輸出規制や投資審査制度を拡大することで、人民解放軍が対潜水艦戦や戦

闘機技術における弱点を欧州の資源を使って埋めるのを阻止できる。また、戦略的分野における

中国への依存度を下げなければならない。帽子、ズボン、ソファなどは 2024年になっても中国

から輸入できるであろうが、核技術、5Gネットワーク、警察用ドローンなどは無理であろう。

また、欧州はエネルギー転換によって、重要な基幹施設の中に次世代にわたって中国と依存関係

が生まれるのを防ぐ必要がある。地政学専門家は、そのような依存関係の発生を防ぐために、気

候政策の立案に参加すべきである。 

（6）オランダや欧州がこれらの対策をすべて講じたとしても、米国を支持するか、米中対立から遠

ざかるかの選択は、何十年にもわたって欧州の安全と繁栄を左右することになる。したがって、

この決定は危機が発生するかなり前に、政治的・社会的に広く支持され、欧州各国が協調して行

う必要がある。その第一歩として、近い将来、この論題を欧州理事会の議題に含める必要がある。 

記事参照：If China Attacks Taiwan, What Will Europe Do? 

10月 29日「米国は台湾をめぐる中国との戦争に勝てるのか―米政治学教授論説」（The National 

Interest, October 29, 2021） 

10 月 29 日付の米隔月刊誌 The National Interest 電子版は、Harvard University 政治学教授

Graham Allisonの“Could the U.S. Lose a War with China Over Taiwan?”と題する論説を掲載し、

台湾有事において米国が中国との戦争で勝利を収めることは難しいという現状認識に基づき、米国が

今後採るべき方策は何かということについて、要旨以下のように述べている。 

（1）10 月下旬、Biden大統領は、米国は台湾を中国の攻撃から守るのかどうか聞かれ、イエスと答

えている。中国外交部は、台湾の喪失を予防するために、戦争の準備をしているとはっきりと述

べている。もし台湾をめぐり中国と戦争になった場合、米国は中国に勝てるのだろうか。 

（2）国防副長官 Kathleen Hicksは、2018年にNational Defense Strategy Review Commissionで

この問題について調査し、おそらく敗北すると結論づけた。検証チームは次のように言う。台湾

の挑発的な動きに反応し、中国は同島を支配するために攻撃をしかける。台湾は中国から目と鼻

の先であり、米国がその周辺に相当規模の軍事力を投入する前に、中国は目的を果たすだろう。

元国防副長官の Bob Work も、台湾防衛に関する机上演習において、米国は完全に敗北すると

いう結果が出たと言い続けてきた。 

（3）1995 年から 96 年にかけて起きた台湾海峡危機では、中国が台湾を射程圏内におさめる「ミサ

イル実験」を行った。それに対し米国は台湾の接続水域に空母 2隻を派遣し、中国を威圧した。

しかし今日、そうした選択肢は台湾有事において想定されている米国の対応に含まれていない。 

（4）なぜそのような劇的な変化が起きたのか。後日刊行予定のHarvard Universityの「大国間競合

に関する中国作業部会」による報告書は、この数十年で米中間に何が起きたのかを要約している。

第 1 に、米国の軍事的優越の時代は終わった。そのことは、2018 年、当時の Mattis 国防長官

がすでに指摘していたことである。米国は「空、陸、海、宇宙、サイバースペースなどあらゆる

領域において競合している」。第 2に、2000年時点で、中国の A2/ADシステムは、机上のもの

にすぎなかったが、現在、その運用範囲は第 1 列島線を包摂する、すなわち台湾や沖縄をも運
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用範囲内におさめるものである。その結果、Obama政権の政策担当国防次官Michèle Flournoy

の言葉によれば、「米国はもはや、空、宇宙、海における優越を即座に達成することを期待でき

なくなった」。 

（5）現在のような政治的雰囲気において軍事的現実の直視にこだわるのはあまり有益ではないかも

しれないが、以上のことは、米国人よりも中国人のほうがよりよく理解していることである。そ

のため、こうした現実を直視するのは、今後、この現実を変えるように行動するために必要なこ

とである。たとえば台湾の軍事的な抵抗力を高めるためにできることはたくさんあるし、中国の

台湾侵攻の対価を高めるために米国が着手し得る長期的かつ影響力の大きい構想もあるはずで

ある。10 年前にも同様の機会があったが、失敗したではないかと主張する鋭い観察者もいるか

もしれないが、問題は、これからどうするかなのである。 

（6）台湾に関する軍事的均衡は間違いなく中国に有利に傾いている。しかしそれは、米国が台湾防

衛に関わらなくなることを意味しない。朝鮮戦争前夜、Truman政権は朝鮮半島が米国の防衛圏

外であるとはっきり述べたが、それにもかかわらず北朝鮮の韓国侵攻に対し、全力で対応した。

中国とも戦争状態に突入し、その間、米国の第 7 艦隊が台湾海峡に配備され、台湾が米国の防

衛圏内に収まったのである。中国の戦略家はそれをよく理解している。 

（7）重要なことは、創造的な外交が戦争の回避のための最良の方法だということである。1970年代

に米中が国交を回復したとき、彼らは台湾問題の解決は不可能だが、調整できないわけではない

という理解を共有した。そうした戦略的なあいまいさが、50年に渡る平和をもたらし、その間、

中国と台湾の人々はその生活水準を劇的に向上させたのである。この数十年で米国、中国、台湾

では多くのことが変わった。その中で Biden 政権が取り組むべき課題は、これまで続いてきた

平和をさらに半世紀伸ばすような枠組みを構築することである。 

記事参照：Could the U.S. Lose a War with China Over Taiwan? 

11月 1日「東南アジア諸国、AUKUS以前から海軍、沿岸警備隊を増強―フィリピン専門家論説」

（South China Morning Post, November 1, 2021） 

11月 1日付の香港日刊英字紙 South China Morning Post電子版は、The Asia-Pacific Pathways to 

Progress Foundation及び The University of the Philippines Korea Research Centre研究員並びに

フィリピン Ateneo de Manila Universityの The Chinese Studies Programme講師 Lucio Blanco 

Pitlo III の“Even before Aukus, Southeast Asian nations have been busy shoring up their 

maritime capabilities”と題する論説を掲載し、Lucio Blanco Pitlo IIIは AUKUS発表が多くの人を

驚かせ、東南アジア諸国は懸念を表明しているが、その東南アジア諸国は AUKUS（米英豪安全保障

協力）の前から海軍力海上法執行能力の効果に取り組んでおり、COVID-19の世界的感染拡大さえも

この流れを変えることはできなかったとしたうえで、海軍力、海上法執行能力強化には国内の賛同を

得ると同時に巧妙な外交が必要であると指摘し、この海洋に関わる能力強化が関係する契約者の利益

となるだけでなく、友好と安定の未来を育むものでなければならないとして、要旨以下のように述べ

ている。 

（1）オーストラリアに原子力潜水艦を装備するという AUKUS 協定は、多くの人々を驚かせた。東

南アジア諸国は懸念を表明してきた。しかし、東南アジア諸国も近年、進展する脅威に対応して、

その海軍力、海上法執行能力を増強している。世界的感染拡大でさえ、この傾向を逆転させるこ

とはなく、良くてその調達を遅らせただけである。東南アジア諸国が保有する装備を更新する際
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には、地域の安定の維持が重要である。東南アジアにおける海軍と沿岸警備隊近代化の勢いは増

大している。東南アジア諸国は長年、海洋における能力にあまり投資してこなかった姿勢を転換

し、維持に巨額の費用がかかる旧式装備を廃棄し、近隣諸国に追い付こうとしている。 

（2）COVID-19 は、海洋における行為の拡散に対し何らの作用を及ぼさなかった。マラッカ海峡の

ようなチョークポイント、南シナ海のような重要な航路の安全を確保することがより問題となっ

てきている。隣国同士の海洋のめぐる諍いは悪化し続けている。係争中の海洋で繰り広げられる

大国間の対立も勢いを増している。東南アジアの国々にとって、それぞれの海軍、沿岸警備隊の

能力を強化することがますます複雑になる海洋においてそれぞれの海軍、沿岸警備隊を重視する

1つの方策であることが理由のようである。 

（3）非伝統的な安全保障上の問題も存続しており、場合によっては悪化している。沿岸国は、海賊、

海上における国境を越えた犯罪、穴だらけの海上国境を通過する犯罪あるいはテロ集団の動きに

よって存在し続ける危険に対応しなければならない。外国の違法漁業、海洋の環境破壊、海洋の

権利の防衛は、大規模な海洋状況把握と頻繁な哨戒を必要とする。気候変動によるより大型で勢

力の強い台風はより良い捜索救難、人道支援、災害救援能力を要求している。これら全ての要素

が、沿海域諸国の間で海軍、沿岸警備隊建設の動機付けとなっている 

（4）問題に対処するため、東南アジアの国々は新造あるいは改装した水上艦船、潜水艦を調達する

複数年の近代化計画を開始している。東南アジアでは 1ヵ国が空母を運用しており、5ヵ国が潜

水艦を装備し、もう 1 ヵ国が新しい潜水艦を入手しようとしている。調達の急増は地域の国々

が時代の問題に対応していることを示しており、多くに国にとって外交は 1 つの柱であり、防

衛はもう 1つの柱である。 

（5）指導層の交代、大衆の意見、世界的感染拡大は防衛計画の担当者にとっては障壁である。議会

と国民の賛同を得るための計画を構築することは、厳しい財政状況にもかかわらず防衛計画策定

者を前進させる鍵である。しかし、海洋に関わる能力構築にはより巧妙な外交が必要である。こ

の 2 本の足で立ち、成長していかなければならない。東南アジアの指導者は、防衛装備に契約

者のみが利益を得るのではなく、友好と安定の未来を育む必要がある。行為者と「おもちゃ」が

増えれば、誤算の機会が増していく。国々は、その軍事力開発へ投資しており、信頼醸成、危機

管理、安全保障対話が強調されるべきである。 

記事参照：Even before Aukus, Southeast Asian nations have been busy shoring up their 

maritime capabilities 

11月 5日「台湾には核兵器が必要―米専門家論評」（19FortyFive, November 5, 2021） 

11 月 5 日付、米安全保障関連シンクタンク 19FortyFive のウエブサイトは、米シンクタンク

American Enterprise Institute の常駐研究員 Michael Rubin の“Yes, Taiwan Needs Nuclear 

Weapons To Deter China”と題する論評を掲載し、ここでRubinはUS Naval War CollegeのHolmes

教授の台湾に核兵器は不要とする論説に対して、必要であるという反対論を要旨以下のように述べて

いる。 

（1）Holmesの議論の核心は、抑止戦略は核抑止を必ずしも必要としないし、核兵器が台湾に降りか

かる可能性が最もなさそうな核攻撃を別にした様々な攻撃を抑止するというのは全く理解でき

ない。しかし、台湾が核武装を必要とするのは、従来のやり方では中国にかなわないからである。

そうでなければ、台北は南シナ海や香港の次の「サラミの一切れ」（中国がこれまで採ってきた
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小さな既成事実の積み重ね：訳者注）に過ぎないものになる。 

（2）Holmesは歴史が示しているように、核兵器は通常兵器での攻撃を抑止する可能性がほとんどな

いと主張しているが、私（Rubin）は同意しない。歴史の教訓は逆で、通常の攻撃に対する抑止

力として、核兵器に勝るものはない。これは冷戦時代には確かにそうだったし、イスラエルの核

戦力の背景にある考え方も同様である。イランが核兵器を保有する可能性について米国が懸念し

ているのは、イランの指導者たちが核抑止力によって、通常兵器による責任を問われないと考え、

結果的にテロ行為を平気で行うことである。 

（3）Holmesは、低烈度の侵略に対する報復として上海に核攻撃をするという脅しはあり得ないと説

明するが、台湾が直面しているのは低烈度の侵略ではなく、存亡の危機である。 

（4）Henry Kissinger元国務長官の抑止の 3要素の話の後、Holmesは「台湾は核兵器を保有するこ

とができる。しかし、中国共産党の指導者たちはこの島の核兵器と意志の強さの誇示に説得力を

感じるだろうか」と述べている。The American Enterprise Instituteの人口統計学者Nicholas 

Eberstadtの研究によれば、数十年にわたる中国の一人っ子政策と、男性に偏った男女の比率が

原因で、中国は人口動態の不均衡が問題となっている。そして軍隊は、高齢化社会の経済的幸福

の唯一の保証人である若い男性に依存しているので、中国はこの問題が顕著になってから、大き

な戦争をしていない。何万人、何十万人もの若者の死を招くような戦争は、中国の社会構造と安

定に大きな影響をもたらす。すなわち、台湾の核抑止の意志に説得力があると中国の指導者は思

うはずである。 

（5）中国共産党創始者の毛沢東は、核を張り子の虎と揶揄した。四半世紀前、中国共産党のある将

軍は、ワシントンがロサンゼルスと台北を交換することはないと冗談を言った。これが問題の核

心で、どのような同盟であっても、ロサンゼルスと交換する価値があるかが要点である。米国が

同盟国を守ることを拒否すれば、結果的にロサンゼルスを脅かすような侵略を招くことになる。

北京が強気なことを言っても、台湾をめぐって核戦争を引き起こす可能性は低く、むしろ台湾へ

の主張を行動可能なものではなく、理論的な領域に押し戻す可能性が高い。 

（6）戦略家たちは Kissingerを崇拝するのではなく、長期的な成功よりも短期的な利益を優先するこ

とを繰り返したと非難すべきである。Kissingerが、Nixon、Ford両政権時代にも、その後も、

中国の共産主義者たちにそのような甘さで接していなければ、米国とアジアはこれほど強力な敵

に直面することはなかっただろう。とはいえ、George W. Bush政権と Obama政権が南シナ海

での中国の侵略に対抗できず、中国が条約上の約束を破り、香港の自由を阻害したことで Trump

大統領の政策チームが無力と証明され、台湾の自由を維持する戦略は低迷していることを認識す

べきである。台湾に核兵器は必要である。 

記事参照：Yes, Taiwan Needs Nuclear Weapons To Deter China. 

関連記事： 

10月 9日「台湾は中国を抑止するために核兵器が必要か―米専門家論説」（19FortyFive, October 

9, 2021） 

Does Taiwan Need Nuclear Weapons To Deter China? 
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11月 9日「人民解放軍は台湾の海空補給路を遮断可能：台湾国防報告―香港紙報道」（South China 

Morning Post, November 9, 2021） 

11月 9日付の香港日刊英字紙 South China Morning Post電子版は、“PLA able to cut Taiwan’s sea 

and air supply lines, island’s military reports”と題する記事を掲載し、9日に公表された台湾「国

防報告 2021」から、人民解放軍は台湾の海空輸送路を遮断する能力を既に有していると警告する一方、

台湾は非対称戦能力を強化するとともに、国内防衛生産能力を向上させ、部隊訓練に励み、台米間で

人的軍事交流を密にしているとして、要旨以下のように報じている 

（1）中国軍は既に、台湾の主要港湾、空港、外部へ向かう空路を封鎖する能力を有していると台湾

国防部は 11 月 9 日に公表した「国防報告 2021」で述べている。台湾海峡両岸での緊張が高ま

る中で公表された報告は 2 年ごとに発表されるもので、過去 2 年間に現役軍人による米台軍事

交流が 380以上の交流事業で、2,700名以上の軍人が参加したと報じている。これは、米台の防

衛協力の詳細が初めて公にされたものである。 

（2）人民解放軍が毎日のように台湾へ軍用機を送り込んで嫌がらせをすることで台湾と中国間の緊

張は、ここ数か月燃え上がっており、米国の専門家は台湾海峡における紛争の可能性について警

告している。台湾国防部の報告によれば、「人民解放軍は、部隊対抗演習、統合上陸演習、サイ

バー空間でのハッカー攻撃、台湾に対して実施する可能性のある作戦に備えた、あるいは台湾を

単に恫喝するための長距離機動訓練を実施しつつある。」 

（3）部隊の近代化が進むにつれ、台湾に対する北京の軍事的脅威は高まってきていると報告は言い、

中国軍は封鎖を含め 6つの型の作戦能力を開発していると付け加えている。「現在、人民解放軍

は台湾の航空路、SLOC を遮断し、軍需品、後方支援物資の流れと台湾の継戦能力に影響を与

えるため、台湾にとって重要な港湾、空港、外部への航空路に対して局所的に封鎖することが可

能である」と報告は述べている。このことは、人民解放軍海空軍の対空能力、シー・コントロー

ル能力、地上目標攻撃能力の強化及び精密打撃と戦略的掩蔽能力向上のため人民解放軍ロケット

軍に新型ミサイルを急速に配備したことが要因であると報告は述べている。報告はまた、台湾の

軍事活動、戦場準備を含む台湾に関する情報収集改善のため人民解放軍が配備する最新の衛星、

情報収集船、ドローンについて強調している。人民解放軍の弾道ミサイル、巡航ミサイル、空中

発射型地上攻撃ミサイルは全て、台湾本島の政治的、経済的、軍事的目標を攻撃することが可能

である。さらに、人民解放軍は徴用した民間コンテナ船を伴った水陸両用戦艦艇をもって台湾に

対する統合上陸作戦を実施する能力を有しており、中国の国産北斗衛星導航系統及び指揮統制デ

ータリンクシステムをもって、台湾に対する米国の支援を含む台湾及び他国に関する戦場での情

報を取得する能力もあると報告は述べている。 

（4）台湾国防部戦略計画司国防政策処処長鄧克雄は、人民解放軍の作戦能力の増大によってもたら

される問題は過去 2年間の台湾非対称戦能力強化を加速してきており、「台湾の非対称戦の強化

に加えて、台湾軍は戦闘部隊の訓練を強化し、国内防衛生産能力の開発を統合し、軍予備の組織

を改編した」と鄧克雄は述べている。 

（5）強大な人民解放軍の高まる脅威に直面し、台湾軍は中国との軍事拡張を競うに当たって「革新

的で非対称な思考」が必要と報告は指摘している。台湾はまた、中国軍の作戦上の結節点を打撃

することで中国の戦争計画を妨害し、作戦の進展速度を乱し、戦闘力を麻痺させることを助長す

るため台湾海峡の天然の障壁を活用する必要がある。防衛力強化の一環として、台北は 1979年

の米台湾関係法に従って、現役軍人による米国との密接な協調を行っている。2019年 9月から
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2021年 8月の間に、台湾とアメリカの交流件数は合計 384件、延べ 2,799名であったと報告は

明らかにしている。 

記事参照：PLA able to cut Taiwan’s sea and air supply lines, island’s military reports 

11月 29日「US Department of Defense、世界規模の態勢見直しの終了を発表―US Naval Institute

報道」（USNI News, November 29, 2021） 

11月 29日付の The U.S.Naval Instituteのウエブサイトは、“Pentagon Announces Completion of 

Global Posture Review”と題する記事を掲載し、同日完成が発表されたグローバル戦力配備レビュ

ーの内容の一部と、それが海軍戦力の変更にとってどのような意味を持つ可能性があるかについて、

要旨以下のように報じている。 

（1）11月 29日、US Department of Defense（国防総省、以下DODと言う）は「世界規模の態勢見

直し」（Global Posture Review：以下、GPRと言う）の終了を発表した。この文書の内容は公開

されないが、その要点だけが政策担当国防次官代理のMara Karlinによって明らかにされた。 

（2）Karlinによれば、米軍の優先的地域はインド太平洋になる。GPRは、インド太平洋における同

盟や提携国との協調の強化を求めている。それは、中国の軍事侵攻の可能性や北朝鮮の威嚇に対

応するためである。具体的には、オーストラリアやグアムを含めた太平洋島嶼部における弾薬貯

蔵庫、飛行場、兵站施設などの基幹施設改善や、オーストラリアにおける輪番による航空機配備

などが含まれる。 

（3）GPRはインド太平洋地域以外に関しては、ドイツにおける米軍駐留を指摘している。Trump政

権期に決定された在独米軍の削減を、Biden大統領が撤回したのである。また、ドイツとベルギ

ーにおける 7つの米軍施設を維持することになるであろう。GPRは中東と中南米についても述

べているが、Karlinはほとんど言及しなかった。 

（4）DOD は、GPR が海上戦力にどう影響を及ぼすかについての詳細を示さなかったが、海軍作戦

部長のMike Gildayが 4月に述べたところによれば、①GPRは海軍の戦力配備に変更をもたら

すだろう。②Austin国防長官は国防戦略を更新しようと考えており、GPRはそのための重要な

指針になるであろう。③このとき最も重要なのは空母の存在であろう。としている。なお今後の

艦隊編成について、DODと海軍は別々に研究を行っている。 

（5）Gilday 作戦部長は、更新された国防戦略は米軍が世界的にどう展開するか、そして中国の潜在

的脅威に対してどう準備するかについて、われわれに指針を与えてくれるだろうと述べている。

そしてそれは、地域的にも国内的にも戦力配備の変更につながるであろう。 

記事参照：Pentagon Announces Completion of Global Posture Review 

11月 30日「通常型潜水艦で中国に対抗―米専門家論説」（The National Interest, November 30, 

2021） 

11月 30日付、米隔月刊誌 The National Interest電子版は、U.S. Naval War College海洋戦略教

授 James Holmesの“Diesel Submarines Can Help Resist China”と題する論説を掲載し、ここで

Holmes は米国が通常型潜水艦を導入して西太平洋の紛争に備えるべきと、要旨以下のように述べて

いる。 

（1）米海軍が通常型潜水艦（以下、SSK と言う）の艦隊を保有する必要性として、以下のようなも

のが挙げられる。 
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a．西太平洋での紛争にあっては、米国の回復力を SSKにより示すことで、戦争を抑止できる。

抑止力とは、能力とそれを使用する目に見える決意から生まれ、加えて、それを持続する力に

ある。敵は、敵対者の温存能力を鈍らせることができないと判断すれば、戦いを始めることを

躊躇する。万が一、戦争になったとしても、SSK 部隊は、米国とその同盟国、特に日本が戦

争に勝つために有用である。 

b．SSKは同盟国の艦隊の中核となり得る。海上自衛隊と共通の SSKを調達し、共同部隊を編成

し、それを戦域に常駐させることで、米国が日本を守る任務に参加していると示すことができ

る。日本政府はそのような艦隊に信頼を置くことになり、同盟は強化される。 

（2）同盟国や友好国との信頼関係を維持することが、米政府にとってどれほどの価値があるかは、

いくら強調してもし過ぎることはない。アジアに基地がなければ、アジアにおける米国の戦略的

地位はない。米海軍の一部を多国籍艦隊に統合することは、多国籍の連帯感を強く主張すること

になり、基地の利用を保証することにもつながる。 

（3）SSK は、この地域の戦略的環境に適している。同盟国の海洋戦略が、中国やロシアの船舶を第

一列島線内に封じ込めることを目的としているのであれば、その傾向はさらに強くなる。核兵器

推進派は、海峡や狭い海域を閉鎖するには、SSK は不向きだと主張し、原子力潜水艦（以下、

SSNと言う）が SSKよりも優れている点として、長期の水中滞在や高速巡航を挙げている。し

かし SSK は SSN に匹敵する必要はなく、その任務を遂行するのに十分な性能を持ち、大量に

購入できるほど安価であればよい。第 2 次世界大戦中、米海軍太平洋艦隊の潜水艦部隊は日本

本土、そして日本海軍を苦しめた。冷戦時代、海上自衛隊はソ連や中国の船舶に対して同様の戦

術を展開した。どちらの海軍も島嶼を上手く使用した戦略を効果的に遂行していたが、その際に

運用されていたのは現在よりも初歩的な SSKだった。 

（4）連合軍の潜水艦部隊は島の周辺を守るために、猛烈な速度と無限の水中持続力を持つ SSNを必

要としない。SSN は外洋での戦闘には優れているが、監視任務には過剰な能力で、コスト高、

つまり無駄が多い。日米の艦隊は、水陸両用部隊、島に駐留するミサイル部隊、上空を飛行する

航空機、適切に配置された機雷原と連携して障壁を守る潜水艦を必要とする。その潜水艦は、島々

に沿って静かに待機し、攻撃のチャンスを待たなければならない。SSKならそれが可能である。

十分な数の潜水艦が常に見張っていることを保証するためには、多くの潜水艦が必要であり、ま

た、喪失した場合に哨戒線を補完する予備艦も必要である。 

（5）日米の潜水艦は、琉球列島に沿って配備されるのであれば、充分に輪番を維持できる。海上自

衛隊の SSK は 19 隻で運用されているが、指導者たちはもっと増やしたいと思っている。十数

隻の米国の SSKを合わせて運用すれば、黄海や東シナ海、オホーツク海の船舶を襲撃するよう

な攻撃的な任務にも十分な隻数を備えた潜水艦隊ができる。これは時代に合った戦力であり、

SSNに比べて低価格で手に入れることができる。 

（6）日本の最新「そうりゅう」型の価格は、6 億 3,100 万ドルで、米海軍の最新バージニア級 SSN

（32億ドル）の 5分の 1である。SSN1隻分の価格で SSK4隻を手に入れると仮定した場合、米

海軍はバージニア級 3隻分の費用で 12隻の艦隊を編成できる。あるいは、SSNではなく、攻撃

能力の低い沿岸作戦用の戦闘艦（LCS）と比較すれば、SSKと 1対 1で交換できる。最新の LCS

が 6億 4,600万ドルであるのに対し、「そうりゅう」は 6億 3,100万ドルである。 

（7）SSK の増強は、同盟関係の政治、戦略的環境、予算の現実との適合性が示す以上に説得力があ

る。また、「最も早く戦闘力を回復できる戦闘員が、戦争で最も勝利する可能性が高い」という
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説もある。これは Alfred Thayer Mahanや J. C. Wylieの意見と同様である。2人の理論からす

ると、大国間の戦争、つまり Trump元大統領が指示したタイプの戦争では、米国は序盤で大敗

することになる。 

（8）軍隊と防衛産業は、序盤で中国やロシアの攻撃を受けても、壊滅されずに乗り切れるだけの能

力を蓄え、一旦はぐらついても、米軍が強烈な一撃を繰り出せるように、大量かつ迅速に戦力を

回復させなければならない。米海軍は潜水艦を失った場合、新しい潜水艦を大量生産する必要が

ある。しかし、造船所が老朽化し、オハイオ級に代わる新しい弾道ミサイル搭載原子力潜水艦を

建造している状況では、損失に応じて新たに SSNの建造を強化する余力があるかどうかは疑問

である。 

（9）SSK は、必要に迫られて外洋での戦闘に参加することになるかもしれない。米国の海洋戦略の

責任者は、新しい従来型推進船体を短期間に大量に建造するためのインフラと方法を探さなけれ

ばならなくなる。米国の造船所が最後に SSK を建造したのは 1950 年代である。したがって、

米海軍の指導者たちは、日本の SSK購入について話を始めるべきである。米国の造船所で、日

本企業と共同で SSKを建造することも可能である。あるいは、海軍と造船会社がその両方を行

うこともできる。 

（10）戦力の再構築は、今後の米国の艦隊構造のキーワードとなるべきである。予備戦力を増強する

ことの利点は、艦隊司令官が戦争勃発時に、部隊を温存して慎重に行動するのではなく、既存の

艦隊を積極的に運用できることにある。Chester Nimitz 提督が 1942 年に真珠湾艦隊の残存部

隊を艦載機による日本本土空襲作戦へ投入したように、1943年から太平洋海域に新しい米海軍

艦艇が到着することを知っていれば、司令官はリスクを回避することができる。余裕があれば、

手元にあるものを使って大勝負に出るべきではないか。 

記事参照：Diesel Submarines Can Help Resist China 

12 月 3 日「米原潜『コネチカット』の事故の原因、対応、含意―シンガポール専門家論説」

（FULCRUM, December 3, 2021） 

12月 3日付のシンガポールのシンクタンクThe ISEAS -Yusof Ishak Instituteが発行するウエブサ

イト Fulcrumは、ISEAS – Yusof Ishak Institute上席研究員 Ian Storeyの“The USS Connecticut 

Incident: Silent Service, Turbulent Clash?”と題する論説を掲載し、Ian Storeyは米原子力潜水艦「コ

ネチカット」の事故の原因、対応、含意について概説し、特に含意として潜水艦も洋上で不慮の遭遇

をした場合の行動基準の対象とされているものの、緊密な同盟国の潜水艦の間でも潜航中は水上艦艇

のような信号、通信は実施できず、安心できる状況にないとして、要旨以下のように述べている。 

（1）米原子力潜水艦「コネチカット」の事故は潜水艦乗組員にとって最悪の悪夢である。2ヶ月に及

んだ事故調査は終了した。事故は終わったかもしれないが、事故の原因、対応、東南アジアの中

心部で行われている領域管轄権、地政学的紛争に関係するいくつかの重要な問題を明らかにする

含意の詳細を見てみることは意味のあることである。潜水艦が関係する事故は意外に一般的で、

過去 20年間に 37件の異常が発生している。原子力潜水艦が出現してからは米海軍が 2隻の原

子力潜水艦を喪失し、ロシアは 7隻を損失している。 

（2）まず、事故の原因から見てみよう。事故の 1 ヶ月後、米海軍は「コネチカット」が他の艦艇で

はなく、海図に記載されていない海山に衝突したことを確認した。その結果、海軍は事故が避け

得たと結論付けた。アジア太平洋の環太平洋火山帯に沿って、繰り返し地震が発生しており、こ
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れが新しい海山を形成しているため、海山は海図に記載されていなかった。しかし、海軍は、「コ

ネチカット」が適切な航海手順を実施していなかったとして、艦長と上席の将校 2 名を解任し

た。「コネチカット」の事故と類似の事案は 2005 年に生起しており、原子力潜水艦「サン・フ

ランシスコ」がグアム近傍で海山に衝突した。この時は、潜水艦はほとんど喪失寸前の状態で、

前部に甚大な損傷を受け、1 名が死亡、98 が負傷した。両潜水艦が生還し得たことは、乗組員

の潜水艦乗組員としての高い技量と堅牢な艦艇建造の証左である。 

（3）「コネチカット」の事故や近年起こった 2件の水上艦の衝突事故は、中国のアジア太平洋におけ

る海軍の動きに対応するUS Pacific Fleetに作戦上の要求が重くのしかかっているだけでなく、

西太平洋全域における海軍力の展開を維持しなければならないという情勢によって指揮能力へ

の不安、訓練と保守整備の問題が悪化してきていることを浮き彫りにしている。 

（4）中国は、今回の事故を南シナ海における米軍の展開が地域の安定を損なっているという主張を

補強するために利用している。中国は特に、南沙諸島、西沙諸島及びそこに建設した基地近傍に

おける米軍の偵察に悩まされてきた。ある報告によれば、「コネチカット」は事故当時、西沙諸

島近傍を行動中であった。中国政府系紙環球時報英語版 Global Timesは、事故に関する一層の

情報を提供するよう米国に求め、情報を隠蔽しているとして非難した。事故後、中国政府は米国

に対し南シナ海における軍事行動を中止するように要求し、米潜水艦の展開が衝突と核事故の危

険性を高めていると主張した。しかし、中国は人民解放軍海軍が同海域で 12隻の原子力潜水艦

が行動していることには触れなかった。中国はまた、AUKUS 非難にも今回の事故を利用して

いる。 

（5）政治的問題はさておき、南シナ海における潜水艦事故に関してはもっともな懸念がある。南シ

ナ海のある海域は水深が浅く、潜水艦が行動することはできない。他の海域には潜水艦が待敵す

るのに適した深い海溝がある。問題は、このような海盆に域内国、域外国双方から潜水艦が集ま

り、ますます混雑してきていることである。洋上で不慮の遭遇をした場合の行動基準（Code for 

Unplanned Encounters at Sea：以下、CUESと言う）は潜水艦にも適用されているが、水上

艦艇と異なり、潜水艦は信号や通信の類いは実施できない。シンガポールは CUSE を捕捉する

潜水艦用行動規範を提唱しているが、潜水艦の行動の秘匿性が高いことを考えると成立の見込み

はない。緊密な同盟国の潜水艦の間で通信が実施できなければ、南シナ海のような係争中の海域

では何が期待できるだろうか。人民解放軍退役上校周波は、米中相互の敵意と不信が高まってい

ることを考えると、両国の潜水艦の間で事故が発生した場合、事態の拡大を抑えることはこれま

での米中両国軍の間の事件よりもはるかに難しいものになっていると指摘している。Biden大統

領が就任以来、米国防長官と中国国防部長が話し合いさえしていないことは安心できることでは

ない。 

記事参照：The USS Connecticut Incident: Silent Service, Turbulent Clash? 

12月 8日「2022年米国家防衛戦略で鍵となる『統合抑止』―US Department of Defense報道」

（DOD News, December 8, 2021） 

12 月 8 日付の US Department of Defense のニュースサイト DOD News は、“Concept of 

Integrated Deterrence Will Be Key to National Defense Strategy, DOD Official Says”と題する記

事を掲載し、2022 年に発表される予定の米国家防衛戦略における重要な概念である「統合抑止」

（Integrated Deterrence）に関する、米国防次官の説明について、要旨以下のように報じている。 
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（1）米国の国家防衛戦略が発表されるのは 2022年だが、その中で統合抑止力の概念が大きな役割を

果たすことは周知の事実である。米国防次官（政策担当）の Colin Kahlは、Defense Oneが開

催した国防関係者の会議 Outlook 2022でこの概念を具体的に説明した。 

（2）Kahl 国防次官は、この概念の統合と抑止の両側面について説明した。「統合に関しては・・・

領域を超えて統合するということで、つまり、核を用いない従来型のもの、核、サイバー、宇宙、

情報といったものである。烈度の高い戦争からグレーゾーンまで、紛争の範囲を横断して統合さ

れる、競争や潜在的な紛争の舞台といったものを超える統合」と彼は述べている。この場合の概

念は、国力のすべての手段を統合することも意味する。最も重要なことは、「同盟国や提携国と

の統合であり、これこそ米国が他の競争相手や潜在的な敵対勢力に対して持つ、真の非対称的優

位性である」と国防次官は述べている。 

（3）抑止は冷戦時代から米国の国防政策の中核ではあったが、統合抑止の概念の一部として異なっ

た意味を持っている、「現行の安全保障環境と、我々が抑止を試みている潜在的な紛争のシナリ

オを考慮した場合、抑止について異なる考え方をする必要がある」と Kahl 国防次官は言う。

「Department of Defenseにいる我々は、潜在的な敵対者が期待していると分かっている短時日

での既成事実化を拒否するための能力と概念をもつ必要がある。したがって、彼らが想定する米

国の来援の前に、彼らが我々の提携国や同盟国に対して急襲をかけることができないようにする

ことである」と彼は述べ、「率直に言って、我々の敵は米国との紛争が長引く場合にはとりわけ

目的を達成することはできないとの認識の上で、勝利の理論を構築していることを我々が知って

いるため、米国は自身の抗堪性をより高める必要がある。彼らは長期的な紛争を戦うつもりはな

い。その代わり、我々に対して目くらましを行い、耳を塞ぎ、動きを鈍らせる意図がある」と語

っている。 

（4）Kahl国防次官は、米国に対する情報操作活動は、米国を内向きにして国内問題に集中させるか

もしれないと指摘し、「我々は、同盟国を防衛するために米国が前進することを妨げることを目

的とした米国のネットワークへの初期の攻撃を切り抜けることができるように、米国のシステ

ム、ネットワーク、重要な基幹施設を遥かに抗堪性のあるものにしなければならない。抗堪性が

主要なテーマとなるだろう」と述べている。 

（5）核抑止力は依然として重要である。「国防長官は、究極的な最終手段として、安全で確実かつ効

果的な核抑止力を確保するため、核戦力の三本柱の近代化を継続する必要性について語ってい

る。しかし、我々はさらなる能力の開発も行う」と Kahl国防次官は述べた。 

記事参照：Concept of Integrated Deterrence Will Be Key to National Defense Strategy, DOD 

Official Says 

12月 14日「ロシア軍、太平洋方面への展開を強化―米アジア専門家論説」（Asia Times, December 

14, 2021） 

12月 14日付の香港のデジタル紙Asia Timesは、東京のLightstream ResearchアナリストSCOTT 

FOSTERの“Russia stepping up its Pacific military presence”と題する論説を掲載し、SCOTT 

FOSTER はロシアが中ロ海軍共同演習を日本海で実施するなど太平洋方面への軍事力の展開を強化

しているとして、要旨以下のように述べている。 

（1）米国、日本、太平洋の同盟国にはとっては無視することのできない地政学的要因である、太平

洋方面のロシア軍にとって忙しい年末となった。2021年 10月 14日から 17日まで、ロシアと
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中国は日本海で両国海軍の共同訓練を行い、その後、2021 年 10 月 18 日、10 隻の中ロ両国艦

艇は津軽海峡を通峡して、日本の太平洋沿岸を南下し、さらに大隅海峡を通って、領有権につ

いて問題となっている南シナ海に入った。10月 25日、米海軍横須賀基地で演説した Carlos Del 

Toro 米海軍長官デル・トロはまた、国際海域での航行の自由は「本当に素晴らしいものである

が、すべての航行の自由が同じようによいとは言えないことは明らかである」と述べた。この中

ロの航行は、日本が通常の 12海里から 1970年代に両方の海峡の領海の主張を 3海里に狭める

ように説得されたために起こり得たことを留意すべきである。それは、日本の「非核 3 原則」

の第 3 の「もちこませない」に違反することなく、核兵器を搭載した米艦船が津軽海峡、大隅

海峡等 5 海峡を通航できるようにするためであった。その結果、津軽海峡及び大隅海峡の中央

部分は、国際海域に分類されている。防衛省の報道官は報道陣に対し、「中ロ艦艇による領海の

侵犯は行われておらず、国際ルールも無視されていない」と語っている。 

（2）2021年 10月 28日、第 4回 ASEAN・ロシア首脳会談が ASEANとロシアの公式関係樹立 30

周年を記念して、オンライン会談により開催された。首脳会談後に発表された共同声明によると、

両者は進化する地域機構における ASEAN の「中心性」（centrality）への揺るぎない支援を再

確認し、現在と将来の地域環境及び地球環境から生じる課題に直面し、機会を得て、ASEAN主

導のメカニズムを強化し、新たな勢いを与えるという誓約を再確認した。その後、12月 1日、

スマトラ島沖で最初の ASEAN-ロシア海軍共同訓練が開始された。インドネシア、シンガポー

ル、マレーシア、タイ、ミャンマー、ベトナム、ブルネイ、ロシアから 8 隻の艦艇と 4 機の航

空機が 3 日間の訓練に参加した。訓練に参加しない他の ASEAN 諸国はオブザーバーを派遣し

た。この訓練は、ASEAN・ロシア首脳会談で確認された「海上における安全保障、保安、航行

と飛行の自由、妨害されない商取引」への共同声明を受けたものである。ロシア海軍の Aleksei 

Bolotnikov 司令官は報道陣に対し、次の ASEAN・ロシア海軍共同訓練がウラジオストクで行

われることを希望すると語っている。ASEANは中国や米国とも海軍の共同訓練を行っている。

ASEANは「中心性」を維持したいと考えているのは明らかである。 

（3）2021 年 12 月 2 日、ロイターはロシアがマトゥア島（松輪島）に移動式ミサイル防衛システム

を配備したと報じた。マトゥア島は千島列島の中央に位置する。千島列島は、オホーツク海の外

壁を形成している。それは気候温暖な場所ではない。火山の多い千島列島は寒く、風が強く、霧

が多く、湿度が高い。Matua島にある Sarycheva 山（芙蓉山）は、数年ごとに噴火している。

最近では 2021年 1月に噴火した。日本は、ロシア人が今日行っているようにオホーツク海への

アクセスを制御するために千島列島を使用した。ロシアはまた、カムチャッカ半島の南西端から

占守島を介して隣接するパラムシル島にミサイル基地と飛行場を保有している。北海道の道東に

隣接して日本が領土と主張している択捉島と国後島がある。 

（4）2020年 11月 24日（現地時間）に、US 7th Fleet司令官は次の声明を発表した。「米ミサイル

駆逐艦『ジョン S.マッケイン』は日本海のピョートル大帝湾付近で『航行の自由』を主張した。

この航行の自由作戦（FONOP）はロシアの過度の海洋での主権主張に挑戦することによって、

国際法で認められた海洋の権利、自由、合法的な使用を支持した。」これに関してロシアMinistry 

of Defense（国防省）は、「ロシア Pacific Fleetのウダロイ級駆逐艦『アドミラル・ヴィノグラ

ドフ』は、国際通信チャネルを使用し、このような行動は受け入れられず、違反する艦船には体

当たりをして領海から排除する可能性もあること警告し、『アドミラル・ヴィノグラドフ』が針

路を変えた後、『ジョン S.マッケイン』は国際海域に戻った」と述べている。この事件に関する
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報道によると、「ジョン S.マッケイン」は、ロシア Pacific Fleet司令部のあるウラジオストク港

近くのピョートル大帝湾で 2km を航行した。2020 年 12 月、NIKKEI Asia はロシアの Far 

Eastern Federal University の Artyom Lukin 教授の次の言葉を引用している。「ロシア

Ministry of Defenseが近年極東に配備した兵器システムを考えると、これらのシステムは中国

からの陸上の脅威ではなく、海と空からの脅威を撃退することを意図していることに気付くであ

ろう。極東ロシアの軍事計画における重点は、日米の脅威を封じ込めることを目的としている。」

日本海では米国とロシアの海軍艦艇の間で過去にも他にも至近距離での遭遇があった。これから

もおそらくもっと多くの遭遇があるであろう。 

記事参照：Russia stepping up its Pacific military presence 

12 月 15 日「ロシア Pacific Fleet 潜水艦基地の改修が何をもたらすか―米防衛問題専門家論説」

（Eurasia Daily Monitor, The Jamestown Foundation, December 15, 2021） 

12月 15日付の米 The Jamestown Foundationのデジタル誌 Eurasia Daily Monitorは、同シンク

タンク所属でユーラシア対外政策・防衛政策の専門家 John C. K. Daly の“Russia’s Pacific Fleet 

Upgrades Kamchatka Submarine Base”と題する論説を掲載し、そこで Dalyはロシアが現在進め

ているカムチャッカ半島ヴィリュチンスク海軍基地の全面改修計画が太平洋の安全保障にどう影響を

及ぼすかについて、要旨以下のように述べている。 

（1）大西洋西部における米中の緊張が高まるなかで、ロシアは、カムチャッカ半島東南岸に位置す

るヴィリュチンスク海軍基地の大規模改修を実施している。そこは弾道ミサイル搭載原子力潜水

艦（以下、SSBNと言う）の拠点である。その改修によって、ロシアは Pacific Fleetの SSBN

のための修理・整備センターを獲得することになるだろう。これは太平洋におけるロシアの核抑

止力の増強につながるものである。 

（2）ヴィリュチンスクは、直接太平洋に面しているという点において、南部に位置するウラジオス

トクよりも戦略的重要性が高い港湾である。その性格ゆえに、同港は「閉鎖都市」とされている。

ロシア国防相の Sergei Shoiguは、2021年 8月に実施したカムチャッカ半島への視察旅行の際、

ヴィリュチンスクの改修工事を年内に完了させると宣言した。 

（3）ロシア海軍が保有する 4 つの艦隊とカスピ海小艦隊の主要な 2 つの役割は、それぞれの地域に

おけるシー・ディナイアルと潜水艦を基盤としたロシアの核抑止力の維持である。ヴィリュチン

スクは現在、太平洋艦隊に所属する潜水艦発射弾道ミサイル（SLBM）を 16基搭載可能な Borei

級 SSBN2隻の拠点である。ロシアはソ連時代の潜水艦の入れ替えを進めており、ロシアの太平

洋艦隊の SSBNは今後もさらに増強される予定である。さらに現在開発中の Poseidon水中ドロ

ーンが配備される可能性もある。 

（4）このようにヴィリュチンスクは太平洋における戦略的重要拠点であるが、その基地の大規模改

修はその重要性をさらに高めるであろう。現時点では、Pacific Fleetの潜水艦は、修理や整備の

ためにロシア西端のムルマンスク地域やアルハンゲリスク地域にある施設を利用しなければな

らない。ヴィリュチンスクにそうした施設ができれば、その負担をうまく分散することができる。 

（5）ヴィリュチンスク改修に加えて、ロシアは中国軍との共同作戦を増加させることによって、太

平洋における影響力の増大を図っている。2021年 10月半ばに実施されたMaritime Interaction 

2021では、ロシアと中国の艦隊が、日本海から津軽海峡を通り、日本の太平洋岸を南下し、大

隅海峡を通過し、最終的に南シナ海に至る航海を実施した。 



 海洋安全保障情報季報－第 36 号 

 

 

27

（6）ロシア極東の核抑止力の拠点であるヴィリュチンスクの改修、戦力の近代化、および中国との連

携強化は、米国が世界規模での部隊編成をどのように行うかに課題を突き付けるものであろう。 

記事参照：Russia’s Pacific Fleet Upgrades Kamchatka Submarine Base 

12月15日「南シナ海にはUS 1st Fleetが必要―米専門家論説」（19FortyFive, December 15, 2021） 

12 月 15 日付の米安全保障関連シンクタンク 19FortyFive のウエブサイトは、元米海軍将校で

Heritage Foundation上席研究員 Brent Sadlerの“The US Navy Needs To Bring Back The First 

Fleet For The South China Sea”と題する論説を掲載し、Brent Sadlerは米国が南シナ海で中国に

対抗するためにはUS 1st Fleetを復活させる必要があるとして、要旨以下のように述べている。 

（1）中国は、南シナ海における米国の利益と同盟関係を浸食し、それらに挑戦しており、米国との

大きな決戦の舞台を準備している。より大きな紛争を抑止するためには、南シナ海における米海

軍の前方展開を重視した、より多くの海軍の演習と配備が必要である。しかし、それは容易なこ

とではない。米海軍は、台湾、ペルシャ湾、ウクライナで激化する脅威となるものを抑制するた

めに、3分の 1の艦艇を配備しておくだけでも、すでに予算と乗組員が限界に達している。さら

に多くの乗組員と艦艇が必要だが、海軍の展開を必要する場所に部隊を確保し、戦略的影響を持

続させるための枠組みも必要である。今、南シナ海に艦隊が必要なのである。 

（2）1年前、米海軍長官は、インド洋と太平洋の交差点にUS 1st Fleetを再編成することを提案し

た。この海洋の交差点には、2020年の夏を最後に、短期間の増強が数回行われたことは別とし

て、海軍はわずか 2、3隻の艦艇しか維持できていない。US 7th Fleetには通常 50～70隻の艦

艇が配属されているが、インド洋から太平洋までの広大な距離を包摂するために、その戦力は手

薄になっている。 

（3）2020年の出来事は、中国の挑発を抑止する上で、前方展開の価値があることを改めて証明する

ものであった。マレーシアの海洋調査活動に対する中国の数ヵ月にわたる威嚇は、2020年夏に

米海軍が到着すると、すぐに収まった。より最近では、セカンド・トーマス礁における中国によ

るフィリピン船舶への嫌がらせは、米国務長官が 11月、事態を拡大すれば米比防衛条約が発動

されると明言してから収まった。日本の横須賀には米国の空母打撃群があり、同打撃群は当時、

グアム近傍に所在しており、この警告には重みがあった。これらのようなある程度の成功はあっ

たものの、米海軍の展開強化は急務である。3月以降、中国の嫌がらせは著しく激化している。

その上、アジアでの戦争を抑止する必要性という、より大きな懸念がある。 

（4）US 1st Fleetは元々、第 2次世界大戦中に太平洋の中心的な部隊として設立された。そして、

もしこれが復活すれば、1992年にフィリピンから米海軍が去り、中国共産党が東南アジアの近

隣諸国を侵害し、脅すための海路を確保した状態からの逆転を示すことになる。海軍の戦闘団や

特別部隊とは異なり、3つ星の提督が率いるUS 1st Fleetの再編成は、中国に「米海軍は戻っ

てきた」という明確なメッセージを送ることになる。 

（5）中国の海洋における蚕食を押し返すことは、海洋に関わる提携国の共同体を引き付けるために

欠くことのできないものであり、海洋に関わる提携国の共同体はアジアにおける平和の保証を大

幅に強化する。US 1st Fleetはそれを行い、アジアの交差点で地域外交にさらなる影響力をも

たらすことになる。 

記事参照：The US Navy Needs To Bring Back The First Fleet For The South China Sea 
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12月 20日「台湾の潜水艦建造はその防衛に有効か？―香港紙報道」（Asia Times, December 20, 

2021） 

12月 20日付の香港のデジタル紙Asia Timesは、同紙の出版者で元独海軍士官であるUwe Parpart

との質疑応答である、“Taiwan’s submarine program steers into a minefield”と題する記事を掲載

し、台湾の潜水艦の建造計画はその防衛能力を高めないとして、要旨以下のように報じている。 

一触即発の状況にある台湾海峡で緊張が高まる中、台北には抑止力を強化する十分な理由がある。

しかし、世界の大半の国は中国政府の「一つの中国」政策に従っており、武器の禁輸を継続している。

これが、はるかに多くの政府から専門知識と技術を通常型潜水艦の部隊を構築しようとする台湾に提

供するという同意以上のものと思われる闇に包まれた計画につながっている。この計画は、産業的、

戦術的及び戦略的にどの程度の実現可能性があるのだろうか？ 

Q：台湾の通常型潜水艦 8隻の艦隊が、中国海軍の頭痛の種になる可能性はあるだろうか？ 

A：いいえ。水深の浅い台湾海峡ではいいカモになるとしか思えない。現代の全ての対潜水艦戦シ

ステムは、潜水艦が最初の攻撃を行った後、すぐにそれらの潜水艦を発見するが、それより前

に発見される可能性も十分ある。または、より大きな水上部隊や補給部隊などが台湾に接近す

ることを拒否するために配備される中国の潜水艦から防衛するために、台湾の太平洋に面した

側に配備されるだろう。しかし、そこでは中国側の能力が圧倒的に高い。 

Q：台北の艦艇はいつ運用の開始が可能になるだろうか？  

A：最初の建造活動は 2020 年 11 月だったが、進水と海上公試が終了するまでには 3～4 年かかる

だろう。潜水艦はかなり複雑な存在であり、支援システム、特に空軍などの他のシステムとの

統合の準備には、長い時間がかかるだろう。 

Q：台湾にはハイテク産業における優れた技術が豊富にある。非原子力推進の潜水艦も可能ではな

いか？ 

A：台湾人は艦艇をもちろん造ることができる。しかし、潜水艦は最初から一貫した設計でなけれ

ばならない。重要なのは、推進力、兵器システム、防御システムである。これらは統合される

必要がある。しかし、それには時間がかかり、困難が伴う。そして、これは挙句の果てに、台

湾の通常防衛の可能性について、また新たな幻想を抱かせることになる。 

Q：しかし、台湾の兵器が中国の冒険主義を抑止していると主張する人も多いのではないだろうか。 

A：もし台湾をめぐって大きな紛争が発生した場合、本土の迅速な勝利で終わらない唯一の方法は、

核兵器への事態の拡大が起こった場合である。それは台湾とは関係なく、主に米国に関係する

ことである。 

Q：では、あなたにとって重要なこととは何か？  

A：このような計画は、台湾の防衛能力を高めるものではない。緊張を悪化させ、通常防衛が可能

だと人々が考え、より大きなリスクを冒すような状況を生み出しかねない。中国と米国は現状

維持に努めるべきである。そのことは、米国とその他の国、そして台湾と中国の間で明確にさ

れるべきだろう。 

記事参照：Taiwan’s submarine program steers into a minefield 

12月 21日「フランスのインド太平洋戦略―フランス・タイ専門家論説」（The Diplomat, December 

21, 2021） 

12月 21日付、デジタル誌 The Diplomatは、フランス太平洋軍（ALPACI）所属の海軍中佐で、
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シンガポール Information Fusion Centre（IFC）の連絡士官を務める Jérémy Bachelier 及びタイ

Research Institute for Contemporary Southeast Asia（IRASEC）非常勤研究員 Eric Frécon博士の

“France’s Defense Strategy in the Indo-Pacific”と題する論説を掲載し、ここで両氏は海事産業のす

べての関係者間で、安全な航行を維持する目的のために、海洋状況把握（MDA：Maritime Domain 

Awareness）情報の共有を改善することが重要になっているとして、要旨以下のように述べている。 

（1）インド太平洋は、東アジア首脳会談や ASEAN国防相会議プラスなど、外交的な面だけでなく、

経済的にも世界の均衡を考える上で中心的な地域となっている。この地域は 38ヵ国で構成され、

世界の面積の 44％、人口の 65％、GDPの 62％、貿易の 46％を占めている。グローバル化と海

洋化により、世界はインド太平洋に原材料や消費財の自由な流通に大きく依存していることか

ら、この地域の海洋安全保障は世界全体にとって重要な問題となっている。 

（2）マラッカ海峡やシンガポール海峡の海洋安全保障、及び南シナ海やベンガル湾の平和と安定は

重要な課題である。漁業資源の乱獲、海難救助、海上テロ、麻薬取引、さらには不法移民などの

インド太平洋における課題は、世界的な影響を及ぼしている。例えば、シンガポールの

Information Fusion Centre（情報融合センター：以下、IFCと言う）によると、2021年にはシ

ンガポール海峡で船舶等に対して 44件の攻撃が行われ、その数は 2016年から常に増加し続け

ている。また、気候変動が人類にもたらす脅威は、世界のすべての国、特にアジア太平洋地域の

すべての国に関係している。このような状況において、海洋関係者間の海洋状況把握（MDA）

を改善することは必須であり、フランスはそれに貢献できる。 

（3）フランスは、欧州諸国の中で最初にインド太平洋地域における戦略を正式に定めた。2018 年 5

月、フランス大統領は地域政策の枠組みとして、対話と多国間主義による紛争の解決、地域の海

洋安全保障への貢献、国家主権強化への支援、気候変動との戦いを掲げた。2019年、シンガポ

ールで開催されたアジア安全保障会議、いわゆるシャングリラ対話で、フランス国防相は「イン

ド太平洋におけるフランスの防衛戦略」を発表し、2021年 7月の第 5回フランス・オセアニア

首脳会議でこれを確定させた。また、フランスは、EU諸国の中で唯一、インド太平洋に補給品

等を永続的に事前集積して、定期的に水上艦艇、潜水艦、航空機を配備し、インド、日本、米国、

インドネシア、シンガポール、ベトナムなどの戦略的な提携国と、高官級の交流を組織的に行っ

ている。フランスには、この地域の海洋安全保障に積極的に参加できる資産がある。それは世界

規模の海運を展開する船主会社 CMA-CGMや弾道ミサイル搭載原子力潜水艦 4隻、空母 1隻、

世界中に海軍基地 5か所を有する第一級の海軍であり、さらに、「海洋における国家行動」と呼

ばれる独自の海洋ガバナンスの様式である。「海洋における国家行動」は、この地域の多くの国

が自国の海洋ガバナンスの効率性を疑問視している中で、適切な沿岸警備隊を保有する代わり

に、海外県の県知事（または海外領土総督）あるいは海事局長（maritime prefect）の権限下で

の調整に依拠するものである。 

（4）フランスは、同国のMaritime Information, Cooperation, and Awareness Centre（海洋情報・

協力・把握センター：以下、MICA と言う）と船主、傭船者、運航者との間で、アジア太平洋

の海洋の問題に関わるすべての人にとって有益な 2 者協定を確立している。フランス海軍は、

船主、傭船者、運航者との間で情報を共有する自発的な取り組みを通じて、20 年にわたって海

運業界と密接に連携してきた。2020 年 10 月には、フランス太平洋軍がフランス領ポリネシア

でインド太平洋海運（PACIOS：Pacific and Indian Ocean Shipping）作業部会を開催し、海洋

安全保障とMDAの専門知識に関して関係者間で共有した。このように、MICAは海洋協力の新
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たな推進力を維持している。そして、海洋関連事業者に価値ある情報を提供することは不可欠で

あり、これはMICAと IFCに連絡士官を配置することで、日常的な連携と海事関係者の世界的

なネットワークにより促進されている。 

（5）フランスは、この地域での MDA を推進するために、さらなる関与を求めている。この目的の

ために、シンガポール、インド、マダガスカルと 2 国間、多国間での提携を積極的に支援して

きた。毎年インド太平洋で行動している 7,000人の軍人、約 15隻の艦艇、40機の航空機と、こ

の地域の 33 カ国に駐在する 18 人の駐在武官で構成される外交・軍事ネットワークもフランス

のMDAに貢献している。フランスは、海外を含めた海洋事業との協力関係を海事協力協定によ

って発展・加速させ、国や地域のMDAセンター等との信頼関係とネットワークの構築に積極的

に参加する意向である。 

（6）EUもまた重要な提携者である。ASEANと EUは、不法移民、麻薬密売、タンカーの違法清掃

による海洋汚染、海上飛行、海上テロ、サイバー脅威など、同じ課題に直面している。このよう

な共通の課題があるからこそ、海洋分野では多くの協力の道が開かれる。 

（7）海軍と海洋事業の関係は、この地域において絶対的な中心となっており、沿岸警備隊や海軍、

そして船主、傭船者、運航者、保険会社、NGOなど海洋事業のすべての関係者との間で、安全

な航行を維持するという共通の目的のために、MDA情報の共有を改善することが重要になって

いる。フランス、フランス太平洋軍、そして MICA は、この精神に基づいて、すべての提携者

と信頼関係を保ちながら活動を続けていく。 

記事参照：France’s Defense Strategy in the Indo-Pacific 

12月 23日「オーストラリア潜水艦部隊の急速拡大に中古の日本潜水艦を―元中国駐在ジャーナ

リスト論説」（The Strategist, December 23, 2021） 

12月 23日付の Australian Strategic Policy Instituteのウエブサイト The Strategistは、2004年

から 2020 年まで北京を拠点に活動してきた防衛問題ジャーナリスト Bradley Perrett の

“Second-hand Japanese boats could rapidly expand Australia’s submarine force”と題する論説を

掲載し、Bradley Perrett は計画する原子力潜水艦が導入されるまでの潜水艦戦力低下の懸念に対応

するため、日本で除籍され始めるおやしお型潜水艦を導入することによって、安価にかつ迅速にオー

ストラリアの潜水艦部隊を補強することができるとして、要旨以下のように述べている。 

（1）オーストラリアはこの 10年間の防衛力を改善し、計画する原子力潜水艦の準備のためにその潜

水艦部隊を非常に安価で取り急ぎ拡張する方策を考える必要がある。日本から状態の良い中古の

潜水艦を購入することでこれを成し遂げることができるかもしれない。可能性には問題があり、

事実、実行不可能の余地もある。しかし、この方策には大きな利点があり、達成できるかどうか

真剣に検討してみることが必要である。常識から逸脱しており、管理上複雑だとして安易に破棄

すべきではない。 

（2）オーストラリア初の原子力潜水艦はアデレードで建造されるとして、2040年まで即応体制には

ならないだろう。輸入すれば、2031 年あるいは 2030 年にまで早めることができるかもしれな

い。しかしその間、潜水艦部隊は現状のまま、2020年代の能力不足の状態で取り残されること

になり、これは非常に危険である。 

（3）オーストラリアにはまた、原子力潜水艦乗組員養成の問題がある。潜水艦の保有数が多ければ

多いほど、たとえそれが通常型潜水艦であっても乗組員養成はより容易であろう。訓練の問題に
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対応する 1 つの提案は、つなぎとして新しい通常型潜水艦を購入することである。理想的には

現有のコリンズ級潜水艦の設計を使用した潜水艦である。この解決策には 3 つの重大な問題点

がある。コリンズ級潜水艦の派生型であっても 2030年代までに日の目を見ないだろう。建造費

は高額であり、小型艦では非経済的である。長い間、能力不足と見なされてきた推進装置の形式

を搭載した潜水艦ではオーストラリアは行き詰まってしまうだろう。 

（4）これに対し、中古の日本の潜水艦は非常に迅速に、かつ安価に調達できる。そして、その運用

可能年数が 7年残っていれば、2060年代まで当てにならない艦艇として無為に過ごすことがな

くなる。海上自衛隊は毎年 1隻の潜水艦を就役させている。潜水艦は通常、30年は運用可能で

あるので、他の海軍であれば約 30隻の潜水艦部隊を編成できる。しかし、海上自衛隊はそれほ

ど長く運用する予算を与えられておらず、早期に潜水艦を除籍している。オーストラリアが手に

入れようとしている潜水艦はコリンズ級潜水艦と同世代である。おやしお型潜水艦は 1998年か

ら 2008年に就役している。おやしお型潜水艦の滞洋力と航続距離はオーストラリアの任務には

おそらく不十分であろう。静粛性とセンサー性能は二流ではない。しかし、乗組員の数はやや大

きく 70名である。 

（5）オーストラリアにおいておやしお型潜水艦は航続距離がより長いコリンズ級潜水艦よりもより

本国寄りの海域で運用されることになろう。おやしお級潜水艦はオーストラリア大陸への接近路

である群島内の海峡に配備され、そこを通峡してくる目標への対処に役立つだろう。 

（6）（おやしお型潜水艦の 1、2 番艦は練習潜水艦に艦種変更されており、現役として残る 9 隻のう

ち）最も古い「うずしお」が 2023年に利用可能になると考えられる。「うずしお」、そして残り

8隻も毎年除籍されていくので、オーストラリアは日本に（譲渡を）求めることができる機会が

ある。日本はより緊密な防衛関係や、譲渡潜水艦を支援するビジネスを手に入れるかもしれない。 

（7）オーストラリアのおやしお型潜水艦の導入は、2029 年に 7 隻に達し、艦齢 30 年と仮定すると

2031年までその状態が維持され、その後、年 1隻の割合で減少していく。都合の良いことに、

これは輸入する原子力潜水艦の導入予定と同じ割合である。すなわち 1隻が除籍され、1隻が参

入する。この提案により、オーストラリアは破棄したアタック級潜水艦の契約に基づく 12隻の

通常型潜水艦よりも 25年早く 13隻の通常型潜水艦を保有できることになる。 

（8）中古のおやしお型潜水艦は任務稼働率の点でコリンズ級潜水艦よりも良いであろう。コリンズ

級潜水艦のように 2年もの大規模改装工事を必要としないからである。（これまでに経験のない）

型式の潜水艦を支援することは好ましくない提案ではあるが、不可能ではない。コリンズ級潜水

艦でも海軍の潜水艦部隊では見ることのないシステムや武器で満たされている。 

（9）支援の問題は日本の熟達した造修施設に依存することで大きく軽減することができそうである。

必要なときはいつでも導入したおやしお型潜水艦を保守整備のために日本に送り返し、同潜水艦

を扱い慣れた技術者、工員に委ねることで長期行動中の我々の自信を向上させることができるだ

ろう。保守整備のために導入したおやしお級潜水艦を日本へ送ることは、極めて経済的でもある。

オーストラリアは精緻な国内支援基幹施設を造り上げるための工場と訓練のために経費を支出

しなくても良いだろう。ちょっとした修理であれば、日本の造船所やシステム提供者が人員をオ

ーストラリアに駐在させることで支援できるだろう。 

（10）日本はこの点に関し、間違いなくオーストラリアにとって信頼できる提携国である。日豪両国

は同じ戦略的問題を抱えている。中国である。この提案の大きな不明点は、日本の潜水艦を、

23 年を越えて運用し続けることがどれほど大変かということである。日本から除籍される時の
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物理的な条件が問題なのではない。おやしお型潜水艦の現在の保守整備計画はおそらく段階的に

実施されているため、各潜水艦は除籍の時点でさらなる作業を受けることになっている。したが

って、おやしお型潜水艦各艦はオーストラリア海軍に就役させる前に改装期間が必要になるだろ

う。可能性のある重大な問題は、古い電子機器、ソフトウエアが艦齢 30年まで支援されている

かどうかである。この点に関しては、若干の更新で対応できるだろう。そして、それを含めても

なお、おやしお型潜水艦はお買い得である。 

（11）運用開始するに当たって、オーストラリアは日本に完全な編成の乗組員のチームの借り受けを

要請することができるだろう。完璧な英語力が求められるが、この乗組員チームはオーストラリ

ア乗組員予定者を訓練し、オーストラリアの乗組員が潜水艦の操法に習熟するに従い徐々に帰国

していくことになるだろう。日本は多くの潜水艦を保有しているのであるから、もう 1 チーム

をそれほど困難もなく派出することができそうである。取扱説明書は英語に翻訳しなければなら

ないだろう。しかし、電子機器に取り付けられている説明板の文章はその必要がないだろう。そ

のような些細なものまで翻訳することは不必要に作業を複雑化するからである。たとえば、戦闘

指揮システムのディスプレイに表示される日本語で書かれた一覧を見るオーストラリアの乗組

員の理解は問題があるかもしれないが、世界中の軍人は輸入装備を操作するために英語を学ばな

ければならない。オーストラリアの乗組員が日本語を学ぶことができない理由はない。 

（12）おやしお級潜水艦が 2023 年から毎年導入されるとして、訓練に利用できる時間は短いだろう

が、納期が非常に魅力的であるため、作戦能力の達成が遅いことは許容されるだろう。オースト

ラリア政府は早急にこの可能性を検討すべきである。そして、オーストラリア海軍と

Department of Defenceは中古の日本の潜水艦を運用することの問題点を見るだけでなく、解決

策を模索すべきである。 

記事参照：Second-hand Japanese boats could rapidly expand Australia’s submarine force 

12月 27日「中国の空母、世界の海で活動：元中国軍大校談―香港誌報道」（South China Morning 

Post, December 27, 2021） 

12 月 27 日付の香港日刊英字紙 South China Morning Post 電子版は、中国軍元大校の周波の“

China’s aircraft carriers will operate in the world’s oceans, ex-colonel says”と題する論説を掲載し

、周波は中国が本物の外洋海軍（real blue-water navy）を作るという積極的な計画を持っており、

中国空母打撃群は将来間違いなく世界の公海上に現れるであろうと語っているとして、要旨以下のよ

うに報じている。 

（1）中国軍元大校周波は、中国は海外における利益が増大しているため近海での作戦所要よりも多

くの艦船を建造していると語っている。周波は、2021年 12月 26日に「空母とはそもそも外洋

で戦闘するための艦艇である。このような大型空母を設計、建造しながら自国に留めておくこと

は中国にとって不可能である。したがって、将来、中国の空母は間違いなく世界の公海に現れる

であろう。中国空母の太平洋での訓練はさらに遠くに進み、第 1列島線を越えていくであろう」

と中国国営メディアである中国環球電視網で語っている。 

（2）中ロ海軍艦艇が共同して日本の海峡を通過したことは初めてである。周波は、中国が直面して

いる主な安全保障上の脅威は主に海洋からのものであったと述べ、海軍の重要性が高まってい

ることを強調し、「台湾海峡、南シナ海、さらにインド洋からのものであろうと、脅威は現実的

である」と語っている。中国海軍は「遼寧」と「山東」の 2隻の現役空母を保有しており、3隻
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目の空母の完成も間近に迫っている。ウクライナの空母を改造した「遼寧」は 2021年 12月、

太平洋での訓練のため出港し、日本列島からマレー半島まで続く第 1 列島線を越えた。防衛省

は、「遼寧」の率いる中国艦隊が宮古海峡を通過し、その後、台湾の東側の海域を航行し、2021

年 12 月 25 日に東シナ海に入ったと述べた。他の国々も、中国海軍の増強と空母の広い海域で

の運用に対し懸念を表明している。インド空軍の元参謀総長 Bipin Rawatは 2021年 8月、中

国空母は太平洋や南シナ海での運用のためだけではなく、インド洋などにおける運用も予想さ

れるので、他国はその脅威に対抗する必要があると指摘している。 

（3）中国は本物の外洋海軍（real blue-water navy）を作るという積極的な計画を持っている。2035

年までに少なくとも 6 つの空母打撃群を編成することを目指している。US Department of 

Defense の報告書は、2021 年 11 月、中国海軍は 355 隻の艦艇を持つ世界最大の海上兵力であ

るとし、中国海軍は今後 4年間で 420隻、2030年までに 460隻に増強される見込みだと述べて

いる。2021年 12月 23日、071Eドック型揚陸艦 1隻と 054型フリゲート 2隻が上海近郊の滬

東造船所で進水した。中国は近年、独立志向にある台湾と南シナ海に脅威を与えるため以前よ

りも多くの艦艇を配備している。周波は、中国軍は過去においては陸軍と空軍に重点を置いて

おり、1974年の西沙諸島の戦いに参加した 4隻の中国艦艇のトン数の合計は、南ベトナム最大

の軍艦よりも小さかったと指摘した上で、「南シナ海の安全であろうと台湾問題であろうと、国

境付近の問題を解決するだけなら、それほど多くの軍艦は必要ない。空母建造を含め、多くの

軍艦を保有しているのは外洋に進出するためである。これは中国の巨大な国益と主要国として

の国際的責任に関連している」と述べている。 

（4）周波は、「中国の海軍増強は、米国と英国がオーストラリアの原子力潜水艦の取得を支援する

協定である AUKUS を考慮に入れているが、それは大きな問題ではない。太平洋諸国の軍事的

発展を評価する際にはこの要因を考慮に入れなければならないが、それは決定的ではない、た

いしたことではないと思う。海賊対処という単一の任務が 8 ヶ月間も続くアデン湾での活動に

中国海軍は 13年間も参加したことにより、中国の海軍士官は国際的海域の状況に精通するよう

になった」と述べている。しかし、彼は米国の海外任務が米国の優位を求めているのとは対照的

に、中国の海外任務は人道上の必要性と平和維持活動に必要な場合に実施されていると述べ、

ジブチの中国軍基地以外にも中国が多くの海外軍事基地を建設するかもしれないという懸念は

大げさに考えるべきではないとした。 

記事参照：China’s aircraft carriers will operate in the world’s oceans, ex-colonel says 

12月 28日「中国シンクタンク『南シナ海で米軍に対する警戒を怠るな』―香港紙報道」（South 

China Morning Post, December 28, 2021） 

12月 28日付の香港日刊英字紙 South China Morning Post電子版は、“South China Sea: think 

tank calls for Beijing vigilance as US steps up surveillance of disputed waterway”と題する記事を

掲載し、中国のシンクタンクが南シナ海で活発に活動している米軍を注視し、警戒を怠らないよう警

告を発しているとして、要旨以下のように報じている。 

（1）米国は 2021年に南シナ海での中国への監視を強化したと、北京を拠点とするシンクタンク南海

戦略態勢感知計画が発表し、同海域をめぐるリスクの高まりに警戒を怠らないよう中国政府に求

めた。南海戦略態勢感知計画の主任胡波は、2021年に米国は大型哨戒機による監視任務を 1,200

回実施し、2020年の 1,000回を上回っており、これには中国政府が主張する領海の基線から 20
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海里までの接近も何件か含まれていたと語っている。胡は、「南シナ海では毎日、両国の間で海

や空での遭遇が何度も起きている。不適切な処理や事故があれば、深刻な事態につながるかもし

れない」と述べている。11月、南海戦略態勢感知計画は米軍機が 11月に係争海域で 94回の偵

察飛行を行い、その作戦の 80パーセントが P-8哨戒機によるものであったと述べている。米国

は 11月 4日、「カール・ヴィンソン」空母打撃群がこの水域を通航したと同じ頃に、10機の航

空機をこの係争海域上空に送った。北京は繰り返し抗議し、また自国の軍艦や航空機をこの海域

での訓練のために展開した。中国空軍退役大校の周波は、軍艦が「安全な距離を保つ」ための訓

練を提唱し、2014年に署名された「洋上で不慮の遭遇をした場合の行動基準」のような拘束力

のない既存の機構が実際の状況下で機能しない可能性があると述べている。 

（2）胡は、他の国も南シナ海での軍事的プレゼンスを高めていると警告し、12 月初めにこの水域に

派遣されたドイツのフリゲート艦「バイエルン」の例を挙げた。独海軍総監の Kay-Achim 

Schonbach 中将は、ドイツはアジアでさらなる軍事配備を行うつもりだとした上で、胡は「現

段階では、南シナ海で中国に大きな軍事的脅威を与えることができる国や軍隊は米国だけであ

る。中国は米国を注視し、予防策を講じなくてはならない。しかし、その他の国の動きを侮るべ

きではない」と述べている。 

記事参照：South China Sea: think tank calls for Beijing vigilance as US steps up surveillance of 

disputed waterway 

12月 30日「『統合抑止力』への依存、国家戦略における誤った考え―米専門家論説」（The Heritage 

Foundation, December 30, 2021） 

12 月 30 日付の米 The Heritage Foundation のウエブサイトは、同財団 Center for National 

Defenseの長 Thomas W. Spoehr米陸軍退役中将の“Bad Idea: Relying on “Integrated Deterrence” 

Instead of Building Sufficient U.S. Military Power”と題する論説を掲載し、ここで Spoehr元中将

は十分な米軍事力を構築する代わりに、「統合抑止（“Integrated Deterrence”）」に依存することは誤

った考えであるとして、要旨以下のように述べている。 

なお、本記事は 2021年 12月 3日付の米シンクタンク CSISのウエブサイト Defense360に掲載さ

れたものを The Heritage Foundationが転載したものである。  

（1）Austin 米国防長官は 2021 年夏、Biden 政権が軍事侵略を回避するために提案した新しい概念

を説明するために、「統合抑止（“Integrated Deterrence”）」という用語を使用した。国防長官

は、統合抑止を「同盟国や提携国との緊密な連携によるあらゆる軍事的、非軍事的手段を活用す

る」ものと要約した。この考えは一見、魅力的に聞こえるが、政策立案者はこの概念を慎重に見

るべきである。一方で、国力のあらゆる要素を使って紛争を抑止することは、米国の国家戦略に

おける一貫した取り組みであった。しかし歴史はまた、経済制裁や外交的非難といった非軍事的

手段も、確信的な敵対者による紛争挑発を抑止する上で限定的ながらも有用であることを証明し

てきた。米国は利用可能な全ての手段を動員すべきだが、紛争を抑止する最も確実な手段は、同

盟国と協調した十分な軍事力を構築することである。十分な軍事力は、力の行使によって目的を

達成できるかどうかについて、敵対者を確実に疑心暗鬼にさせよう。 

（2）米国が敵対者を如何に抑止するか、これが核心的課題である。抑止についての定義は多いが、

単純明快な定義は「敵対者による武力行使の決心を阻止する」ことである。米国の国防戦略にお

いて、中国あるいはロシアからの軍事行動を抑止することは、祖国防衛に次いで、最も重要な任
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務であることは間違いない。したがって、最も効果的で信頼性の高い抑止戦略を考案することが

特に重要である。敵対者をどのように抑止するかを検討する上でよくある誤りは、敵対者の立場

から検討するのではなく、米国の視点から検討することである。ある程度、Biden政権の統合抑

止概念も、経済制裁、国際的非難、あるいは法的制裁といった非軍事的手段を、伝統的な軍事的

手段を補強する有益な手段と見なすことで、米国の視点から安全保障問題を見るという罠に陥っ

ている。こうした手段は全体的な抑止態勢に貢献し得るが、こうした手段に頼って軍事侵略の愚

かさを敵対者に納得させようとすることは、特にそれが十分な米軍事力の構築に必要な投資に対

する制限を正当化するために利用されるならば、潜在的に危険である。 

（3）実際、米国の 2 つの主たる潜在的敵対者――中国とロシアは、非軍事的制裁をほとんど気にし

ない。2014年のウクライナ侵攻などに見られたように、モスクワは自国に対する世界的な評判

を気にしていないが、中国もそうである。たとえば、北京は 2016 年の南シナ海に関する

Permanent Court of Arbitration（常設仲裁裁判所）の裁定を「くず紙に過ぎない」と一蹴した

し、ウイグル人の迫害や香港での違法な弾圧に対する国際的な懸念に対しても無関心である。非

軍事的手段が中国やロシアを抑止するであろうとする考えは、国際的評判や支持に大きな価値を

置くという国際関係に対する米国の偏見をある程度反映している。中国とロシアはそうではな

い。経済制裁や外交的非難などの非軍事的手段が独裁的な敵対者の意思決定過程に及ぼす影響を

予測することは不可能であることから、こうした手段に依存することは賢明ではないであろう。

実際、抑止力の核心は軍事的機能である。突出した軍事力とそれを行使する意志の誇示だけが、

受け入れ可能な対価で自己の目的を達成し得ると考える敵対者の心中を疑心暗鬼にさせる力を

持っているのである。非軍事的手段は信頼できないが、拒否的抑止とも呼ばれる敵対者の目的達

成を拒否することを狙いとする、戦力構成とその態勢の相乗効果に基づくことで、軍事的成果は

効果的に予測することが可能である。長年にわたって、拒否的抑止は、敵対者を阻止するための

不可欠の要件と認識されてきた。 

（4）US Department of Defenseの「統合抑止」体制は、同盟国を非常に重要視している。確かに、

同盟国は力の総合的な相乗効果に貢献することができる。したがって、中国とロシアを抑止する

に当たって、米国は強力な提携関係を構築するためにあらゆる努力を傾注すべきである。しかし

ながら、こうした努力に当たっては、同盟国の貢献には限界があるという現実を受け入れなけれ

ばならない。実際、ほとんどのNATO加盟諸国は、GDPの 2％という国防費の目標を満たして

いない。 

（5）米国は侵略を抑止するために、国力の全ての要素と同盟国の貢献を動員する必要があるか。確

かに、この取り組みは国家レベルで採用され、国家安全保障戦略に明確化されるべきである。し

かしながら、効果的な抑止態勢を構築するためには、US Department of Defenseは非軍事的手

段への依存や、同盟国に対する非現実的な期待を避けなければならない。そうする代わりに、

US Department of Defenseは敵対者の目的達成を拒否するために、十分な量の適切な要素から

なる軍事力の開発に、その努力と国家防衛戦略の目的を絞るべきである。十分な米軍事力を構築

する代わりに、統合抑止という概念を使用することは、国家安全保障における誤った考えである。 

記事参照：Bad Idea: Relying on “Integrated Deterrence” Instead of Building Sufficient U.S. 

Military Power 
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1－2 国際政治 

10月 2日「『南シナ海行動規範』、2022年に調印されるか―シンガポール専門家論説」（The Straits 

Times, October 2, 2021） 

10 月 2 日付のシンガポール日刊紙 The Straits Times 紙電子版は、シンガポールのシンクタンク

The ISEAS - Yusof Ishak Institute上席研究員 Ian Storeyの“Will 2022 see signing of a South 

China Sea Code of Conduct?”と題する論説を寄稿し、ここで Ian Storeyは行き詰まっている中国と

ASEANとの「南シナ海行動規範（COC）」が 2022年に調印されるかどうかについて、3つの可能な

方向性を提起し、要旨以下のように述べている。 

（1）「南シナ海行動規範（以下、COCと言う）」は、中国、台湾そして東南アジア 5ヵ国（ブルネイ、

インドネシア、マレーシア、フィリピン及びベトナム）が関わる海洋権益を巡る紛争を解決する

魔法の弾ではない。COCは、紛争当事国間における政治的あるいは法的解決を通じて初めて達

成され得るものである。しかし、これらのいずれも見込みがないことから、過渡的な段階として、

COC は協力を推進するとともに、海洋権益主張国間の緊張緩和を狙いとしている。11 の交渉

当事国（ASEAN10カ国と中国）が会合を再開した今、COCについて、主要な 3つ問題―即ち、

これまで何が達成されてきたのか、課題は何か、そして今後の見通しは―を検討する好機である。 

（2）これまで何が達成されてきたのか 

a．交渉当事国は、2002年に「南シナ海行動宣言（DOC）」に調印した時、COC交渉を始めるこ

とに合意した。しかしながら、中国による意図的な遅延行為のために、交渉は 2014年まで進

展しなかった。そして、2016 年の南シナ海仲裁裁判所による、中国の「9 段線」内の「歴史

的権利」主張を無効とする仲裁裁定が出るまで、中国は真剣に交渉に望んでこなかった。 

b．次の 3年間に、3つの成果が実現した。即ち、1つは 2017年 8月に今後の交渉の指針となる

1 ページの枠組み文書に合意したこと、2つは 1年後に COCが何を対象とすべきかについて

11の交渉当事国による見解を含む、11 ページの交渉草案（Single Draft Negotiating Text：

以下、SDNTと言う）が支持されたこと、そして 3つは 2019年 8月に、SDNT を補充し、

新たな提案を加えた第 1次草案が公表されたことである。 

c．次のステップは第 2次草案の交渉であったが、コロナ禍もあって、2020年には交渉が行われ

なかった。しかしながら、2021年前半には、交渉当事国はオンラインで 6回会合を行った。

8月に、中国の王毅外交部長は COCの序文について合意が達成されたことを明らかにした。

これは大きな進展とは言えないが、少なくとも中国と ASEAN が今や COC の核心について

論議できるところまできていることを意味する。 

（3）課題は何か 

a．最も重要な意見の相違は、「9 段線」内における管轄権主張を他の交渉当事国に認知させよう

とする中国の試みである。問題は、中国が言及する「係争海域」が東南アジアの海洋権益主張

国に属し、しかも国連海洋法条約（以下、UNCLOSと言う）によって合法的に承認された排

他的経済水域を含んでいることである。さらに中国は、東南アジア諸国が域外諸国の海軍と南

シナ海で軍事演習を行うことを望んでいない。 

b．もう 1つの意見の相違は、COCが禁止する活動の種類である。ベトナムは、交渉当事国が人

工島を造成しない、占拠海洋自然地形に攻撃兵器を配置することによって軍事化しない、漁民、

石油開発会社及び補給船舶を妨害しない、そして防空識別圏を宣言しないことによって、「自
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制」を示すことを望んでいる。これらは正に、中国がその海洋権益主張を正当化するために駆

使している活動に他ならない。 

（4）3つの方向性 

a．まず、重要な用語、即ち「軍事化」、「自制」そして「南シナ海において対象となる海洋自然

地形」を含む、用語の定義が必要である。COCが法的拘束力を有するかどうかによって、交

渉の期間が左右されよう。何故なら、最終結果によって法的に拘束されるとすれば、交渉当事

国の担当者はより執拗な立場を採らざるを得ないからである。したがって、全ての用語や文言

は分析され、討論されることになろう。故に、2022年末までに、COCが調印されることはな

さそうである。恐らく、2023 年あるいは 2024 年が現実的であろう。しかし、より重要なの

は、調印日より最終的な COCの姿である。ここでは、3つの可能な方向性が想定される。 

b．最初の、そして東南アジア諸国と地域全体の安全保障全体の利益にとって最も有害な方向性

は、UNCLOSの権威を損ね、「9段線」内における中国の「歴史的権利」に言及し、それによ

って沿岸諸国の海洋権益を侵害し、通商や域外諸国との海軍演習を規制する COCであろう。

幸いにも、ASEAN主要国は、中国の利益を自国のそれの上に置き、自らの政治的自主性に対

する規制を進んで受け入れることはほとんどなさそうである。 

c．2番目の方向性は、交渉当事国が相互の相違を棚上げし、その代わりに、平和、安定そして航

行の自由の重要性といった陳腐な文言を含む、規範宣言を支持することである。しかし、これ

は DOCと変わらない。 

d．3番目の、そして東南アジア諸国にとって最適な方向性は、UNCLOSの下で沿岸国の権利と

義務を規定し、中国の歴史的権利を拒絶し、危機を防止するとともに、その拡大を防ぐ機構を

内包し、そして海洋環境と漁業資源を保護する、COCである。これを実現するためには、東

南アジアの海洋権益主張国は、共通の交渉方針を策定し、UNCLOSと 2016年の仲裁裁定を

無視しようとする中国の試みに抵抗する必要があろう。もしこれが達成できないなら、東南ア

ジアの海洋権益主張国は、交渉から離脱すべきである。何故なら、結局のところ、東南アジア

の海洋権益主張国にとって、また地域全体にとって、悪い COCより COCがない方がましだ

からである。 

記事参照：Will 2022 see signing of a South China Sea Code of Conduct? 

10月 5日「タリバン政権にテロ活動を統制する意図はない―英民族紛争問題専門家論説」（Asia 

Times, October 5, 2021） 

10月 5日付の香港のデジタル紙 Asia Timesは、University of Londonの School of Oriental and 

African Studiesの博士研究員 Salman Rafi Sheikhによる、“Taliban has no interest in cutting its 

terror ties”と題する論説を掲載し、そこで Sheikhはアフガニスタンにおけるタリバンの復権後パキ

スタン情勢が不安定化していることを指摘し、今後タリバン政権がパキスタンその他隣国でのテロ活

動を統制していけるのかどうか、あるいはするつもりがあるのかどうかについて予断を許さない状況

が続くとして、要旨以下のように述べている。 

（1）アフガニスタンでタリバン政権が復権してから 1 ヵ月、パキスタンではタリバンの復権がイン

ドに対する「戦略的縦深性」の勝利だという喜びの声があがっているが、テロ組織による国内の

不安定さが増大している。パキスタンの統合情報局（ISI）は、タリバン指導層の傘下テロ組織

パキスタン・タリバン運動（Tehreek-e-Taliban：以下、TTPと言う）に対する統制力を誤認し
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ていたようである。 

（2）TTP はアフガニスタンとパキスタンの国境周辺で活動する組織であり、その究極目標はパキス

タンの世俗政権を転覆し、イスラム・カリフ国を建設することである。10月 2日、TTP民兵が

パキスタン兵および警察官 4 名を殺害した。またタリバンがカブールを奪取した後に、少なく

とも 1回の TTPによる自爆攻撃を含むいくつかのテロ事件が発生している。このように、TTP

によるパキスタンへの攻撃が激化している。 

（3）アフガニスタンのタリバン政権（以下、アフガン・タリバンと言う）は、自国を隣国攻撃のた

めの拠点として利用することを認めないと主張しているが、他方、TTP やアルカイダ、あるい

は反中国・東トルキスタン・イスラム運動（ETIM）に関連するテロ組織を弾圧するような段階

を踏んではいない。なぜならアフガン・タリバンはそれらの組織と共闘して米国および NATO

に対抗し、アフガニスタンの Ashraf Ghani体制を打倒したためである。実際、アルカイダとつ

ながっているハッカーニ・ネットワークは、カブールがタリバンの手に落ちる 1 ヵ月前にカブ

ール入りしていた。 

（4）アフガン・タリバンがこれらテロ組織を取り締まらないもうひとつの理由は、それを交渉材料

として、隣国との関係を確立させようとしているためである。あるパキスタン政府関係者によれ

ば、パキスタンに敵対的な TTP などの存在、そしてアフガン・タリバンが TTP などを取り締

まろうとしない事実は、パキスタンにとって深刻なジレンマである。おそらく、TTP を利用し

てパキスタンとの関係をうまく調整しようとしているのだろうと同関係者は述べた。 

（5）米国や Ghani体制に対抗するためにアフガン・タリバンを支援してきたことは、パキスタンに

とっては危険性の高い賭けであった。パキスタンはアフガン・タリバンと TTPのつながりを断

ち切れると考えたようだが、最近の動向が示しているのはアフガン・タリバンが（アフガン・タ

リバンが TTPとの関係を切るようにとの）圧力に屈する可能性が低いということである。その

姿勢は、たとえば、タリバンがカブールに進軍したときに TTPの指導者および戦闘員の多くが

釈放されたという報道を、アフガン・タリバンが否定し続けていることにも見られるものだ。 

（6）パキスタンの外交関係者は、米国がパキスタンの仲介なしにアフガン・タリバンと直接対話を

するという決定に対して強く非難した。そうした動きはアフガン・タリバンに対するパキスタン

の政治的影響力を減らすものであろう。実際、9 月にアフガン・タリバンがパキスタンと TTP

の間の停戦を促進したときに、両者の立場は入れ替わったようである。その停戦は、10月 1日

に宣言され、20日間に及ぶものとされた。TTP傘下にある組織がすべてその合意に従うかどう

かははっきりしていない。TTP などに対するアフガン・タリバンの統制力はそれほど強くない

のである。 

（7）アフガン・タリバンによる TTPへの宥和的な取り組みは、パキスタンだけでなく中国にとって

も問題を孕んでいる。中国共産党の機関紙 Global Timesによれば、中国は国境におけるテロ組

織の活動を統制するというアフガン・タリバンの約束が守られるかどうかを監視し続けるだろ

う。中国による支援はアフガン・タリバンにとっては絶対に必要なものであり、中国の圧力の意

味は大きい。他方、ロシアはタリバンをテロリストと定義し続けており、タリバンの政権就任宣

誓儀式への参加を拒否している。 

（8）パキスタンは、テロの脅威を小さくするために中国やロシアとの協力を必要としている。9月、

パキスタンの ISIは、中国やロシア、イランその他中央アジアの情報機関トップとの会合を主催

し、テロ組織が突きつける脅威を監視するための情報共有の機構構築について議論をした。この
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会合にはアフガン・タリバンの代表は招かれなかった。このことは、もしアフガン・タリバンが

TTP などテロ組織の統制に失敗すれば、パキスタンがカブールを封じ込める可能性があること

を示唆している。しかし、アフガン・タリバンがパキスタンの圧力にどう対応するのかは現時点

でははっきりしていない。 

記事参照：Taliban has no interest in cutting its terror ties 

10月 5日「マレーシアと中国が南シナ海で対立―フィリピン専門家論説」（Asia Times, October 5, 

2021） 

10 月 5 日付の香港のデジタル紙 Asia Times はフィリピン Polytechnic University 教員職にある

Richard Javad Heydarianの“Malaysia, China go head to head in South China Sea.”と題する論

説を掲載し、ここでHeydarianは東南アジア諸国のうち、フィリピン、マレーシア、インドネシアが

中国の進出に対抗して採っている政策について、要旨以下のように述べている。 

（1）米国の同盟国であるフィリピンを除く大多数の東南アジア諸国は、AUKUS（豪英米安全保障条

約）の原子力潜水艦の協定については沈黙を保っているが、マレーシアとインドネシアは米中の

対立が激化する中、（東南アジアの情勢を）不安定化する可能性があると批判した。最近、東南

アジアの主要国は中国が近海に進出してきたことに対して、驚くほどの団結力を見せている。 

（2）マレーシアMinistry of Foreign Affairs（外務省）が、南シナ海の領海への侵入に対して中国大

使を呼び出し、抗議した内容は次のとおりである。 

a．サバ州とサラワク州の沿岸にあるマレーシアの排他的経済水域に、調査船を含む中国船が活

動していることに抗議する。 

b．これらの船舶の活動は、マレーシアの 1984年の排他的経済水域法、および 1982年の国連海

洋法条約に違反している。 

c．マレーシアの一貫した立場と行動は、国際法に基づき、自国の主権と領海における主権的権利

を守るためのものである。 

（3）今年 8月に就任したばかりの Ismail Sabri Yaakob マレーシア首相が、南シナ海における主権問

題で妥協しないと明言してからわずか 1 日で、このような強い抗議がなされた。また 6 月、

Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin前首相の政権下にあったマレーシアは、中国の戦闘機

がマレーシアの空域と主権を侵害していると非難し、どの国とも友好的な外交関係を持とうとし

て、国家の安全保障を損なうようなことはしないと宣言した。マレーシア空軍によると、I-76

や Y-20など複数の中国軍機がマレーシア領空内で戦術的な編隊を組んだため、国家の安全と飛

行の安全に対する深刻な脅威になったとのことである。 

（4）隣国のインドネシアやフィリピンも、中国船の排他的経済水域への侵入を阻止するために、厳

しい作戦を展開しており、中国の軍事的な動きに対する地域の抵抗が強まっている。実際、東南

アジアの主要国ではここ数カ月、米国との大規模な航空及び水陸両用の訓練を行うなど、域外の

国家との防衛・戦略的協力関係も深まっている。 

（5）マレーシアは歴史的に中国と比較的友好的な関係にあり、ここ数十年は貿易や投資の主要な相

手国となっている。一方で、複数の国の主張が対立している南シナ海に関して、中国はマレーシ

アに対しは、柔和な姿勢をとることが多い。マレーシアの 3代前のNajib Razak政権は、長年

にわたって中国を主要な戦略的仲間として頼りにしていた。しかし、この 3 年間、マレーシア

は、南シナ海での緊張の高まりや、北京の「債務の罠」外交への懸念を背景に、中国との外交を
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徐々に見直してきた。 

（6）2代前のMahathir Mohamad首相は、中国によるマレーシア国内の基幹施設整備の計画が高額

で汚職まみれであることを批判し、北京との海洋問題では厳しい姿勢を示していた。Mahathir

政権下のマレーシアは、南シナ海で仲裁裁判を起こすと中国を公然と脅し、中国の広大な九段線

の主張をばかげていると批判した。そして 2019年 12月からマレーシアは、中国やベトナムと

の主張が重なる海域で一方的なエネルギー探査活動も強化した。 

（7）2020 年に Mahathir 政権が倒れても、マレーシアはエネルギー開発を続けた。当時の

Hishammuddin Hussein外相は、マレーシアの石油掘削船に嫌がらせをする中国船と数カ月に

わたって争った後、マレーシアは南シナ海における自国の利益と権利を固く守ると強調した。そ

して、政治に関与しない国王までもが、マレーシア政府に対し、常に海洋領域に敏感であり、地

政学的な願望を支える戦略を採用することを求めた。マレーシア政府は、南シナ海問題に関する

行動の決定はマレーシアの国益を最重要視すると繰り返し述べている。さらに、南シナ海に関連

するすべての問題は、1982年の国連海洋法条約を含む国際法の原則に従って、平和的かつ建設

的に解決されなければならないと表明した。 

（8）マレーシアは中国の侵攻を警戒して、ここ数カ月、防衛力を強化している。8月には、マレーシ

ア海軍が 1週間にわたる演習を実施し、3発の対艦ミサイルの発射に成功して、能力向上を誇示

した。さらに同月、マレーシアは米国が主導する東南アジア協力訓練（SEACAT）に参加して

いる。この訓練では、オーストラリアやドイツなど米国の主要な同盟国を含む 21ヵ国が参加し、

大規模な演習を行った。その数ヶ月前、マレーシア空軍は南シナ海での演習を終えた米海軍の「セ

オドア・ルーズベルト」空母打撃群と大規模な共同訓練を実施し、米国とマレーシアの海洋安全

保障協力関係が着実に構築されていることを強調した。 

（9）中国との海洋紛争で態度を硬化させているのは、マレーシアだけではない。フィリピンでも、

中国に好意的な Rodrigo Duterte大統領が、その任期の後半になってからは、中国に対する姿勢

を強めている。先週、フィリピンの Teodoro Locsin Jr,外相は、中国に対する対抗策としての

AUKUS を支持した。そして中国船が新たにフィリピンの主張する海域に侵入したことで北京

に対して外交的抗議を行っている。Locsinは、9月 27日の週に自身のツイッターで「中国がフ

ィリピン人漁師の合法的な漁業活動を絶え間なく不法に制限していることに対し抗議する」と述

べ、フィリピンの排他的経済水域内の漁業資源の豊富な陸地（南沙諸島を指す、訳者注）を中国

が事実上占領していることへ反発した。 

（10）これに先立ち、Locsin は中国がフィリピン領の南沙諸島に準軍事的な船舶を配備し続けるなら

ば、日常的に外交的抗議を行うと警告した。9月に相互防衛条約締結 70周年を迎えたフィリピン

と米国は、今年初めに駐留米軍に関する地位協定が全面的に復活したことを受け、防衛協力を深

めることで合意した。両国は、防衛協力強化協定（EDCA）を実施するとともに、南シナ海にお

ける中国の野望を阻止するため、海洋安全保障協力の新たな枠組みを構築することに合意した。 

（11）インドネシアは、直接の領有権主張国ではないが、ナツナ諸島の沖合で海上パトロールを実施

し、海軍の配備を強化している。この海域は、中国の主張する九段線の最南端と重なっている。

インドネシアでは、領海内での違法漁業の問題に加え、資源の豊富な地域でのエネルギー探査活

動に対する中国の嫌がらせが問題となっている。2017年インドネシアはナツナ諸島沖の排他的

経済水域を「北ナツナ海」と改称し、同海域での領有権を改めて主張した。また、元海洋・漁業

相 Susi Pudjiastutiは中国の違法漁船を沈める政策を採用した。2021年 8月、インドネシアは
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米国と最大規模の共同演習ガルーダ・シールドを実施し、4,500人以上の人員を参加させている。

復活する中国への懸念を共有する中で、双方は防衛協力の新時代を迎えている。 

（12）9 月、インドネシア海軍はこの地域で拡大する中国の海上民兵及び海警総隊の存在を阻止する

ために、哨戒機に支援された最大 5 隻の艦船を配備した。Indonesian Navy Western Fleet 

Command司令官の Arsyad Abdullahは、「北ナツナ海に関する海軍の立場は、国内法および批

准された国際法に基づき、インドネシアの管轄内で国益を守るという非常に確固としたものであ

り、北ナツナ海におけるいかなる違反も容認しない」と述べている。Joko Widodo 大統領は、

2020年インドネシアと中国が対立する中、ナツナ諸島を訪問している。インドネシアは、戦闘

機を配備し、海軍力を着実に増強して、明確な軍事力の増強を行っている。 

記事参照：Malaysia, China go head to head in South China Sea 

10月 5日「米国は慎重に対中国戦略を進めよ―米国際政治学者論説」（The Strategist, October 5, 

2021） 

10月 5日付の Australian Strategic Policy Instituteのウエブサイト The Strategistは、Harvard 

University教授 Joseph S. Nyeの“Is the US sleepwalking towards war with China?”と題する論

説を掲載し、そこでNyeは現下の米中対立を考察するときに参照すべきは冷戦ではなく第 1次世界大

戦の勃発であると指摘し、米国は中国との対立が戦争へ拡大することを避けるために慎重に段階を踏

むべきであるとして、要旨以下のように述べている。 

（1）Biden 政権の中国との大国間競合について考えるとき、多くの専門家は冷戦の開始を歴史的な

たとえとして想起するが、より検討に値するのは第 1次世界大戦の勃発であろう。1914年当時、

あらゆる国々は短期的な第 3 次バルカン戦争を想定していたが、実際には、英歴史学者 Clark

がその著書で示したように、4年も続く大惨事へと「夢遊病者」のごとく迷い込んだのである。 

（2）当時の政治指導者達は、かつて「ヨーロッパの協調」と呼ばれた国際秩序が動揺し、ナショナ

リズムの勢いが増大していることにあまり注意を払っていなかったように思われる。ナショナリ

ズムは、ヨーロッパの労働者階級にとって社会主義よりも、資本家たちにとっては資本主義より

も強力な紐帯であった。さらに当時のヨーロッパは、いくばくかの危機はあったものの平和に安

住しており、むしろ短期的な戦争による現状の修正を歓迎するような雰囲気があった。そこに、

野心的であるが捉えどころのないドイツの力の追求という方針が加わった。Wilhelm IIのやり

方は、習近平の「中国の夢」や「戦狼外交」に似たようなところが見られる。 

（3）今日の政策決定者は、中国におけるナショナリズムの高まりと、米国における一般大衆に向け

た熱狂的な愛国主義を警戒しなければならない。ここから、米中間に誤算による事態の拡大の可

能性が存在する。Clarkが言うには、もし戦争のような大惨事が起きると、われわれにはそれが

必要だったのだとして自分たちを納得させるものだという。しかし 1914年には、将来はまだ開

かれており、ヨーロッパの両陣営の前線では状況は難しくなっていたが、大規模な紛争の瞬間は

過ぎ去ったとの兆候もあった。 

（4）米国は、中国による台湾への軍事侵攻を抑止しつつ、台湾の法的にあいまいな状況を維持した

いと考えてきた。しかし中国の軍事力の強大化を背景に、こうした方針がもはや時代遅れだと論

ずる者もいる。他方で、米国が台湾を防衛することを明確にすることこそが、中国を行動に駆り

立てるのだと考える者もいる。いずれにしても、仮に中国が封鎖などによって台湾を威嚇するだ

けだとしても、艦船あるいは航空機が関与する事件が人命を失わせることにつながればすべてが



海洋安全保障情報季報－第 36 号 

 

 

42

台無しになるであろう。また米国が資産凍結あるいは敵対通商法の発動によって反応すれば、戦

争が現実のものとなるであろう。われわれは 1914年を教訓にして、夢遊病者のように動いては

ならないことを学べる。しかしその教訓は、台湾問題の解決策を提供するものではない。 

（5）対中国戦略の成功のために、米国は自国の問題から始めるべきだ。つまり、同盟国を威嚇する

のではなく、惹きつけるような民主制度の維持を模索し、自国の技術的優位を維持するために研

究開発に十分に投資するべきであろう。その上で、国外における軍事力の再構成を行い、既存の

同盟を強化し、インドとの関係も強化し、さらに気候変動などの地球規模の課題において中国と

の協調も模索すべきである。これまでのところ Biden 政権は以上の政策を追求しているようだ

が、1914年がわれわれに思い起こさせるのは、常に慎重であれということである。 

（6）習近平が攻撃的姿勢であることを考慮すれば、米国は今後、中国との対抗により多くの労力を

割くことになろう。米国は、誤解を招きかねない冷戦のたとえを捨て去り、強固な同盟を維持す

るのであれば、その戦略を成功に導くことができる。米国は中国を封じ込めることはできないが、

中国の選択肢を狭めることはできるだろう。米中関係というポーカーゲームにおいて、米国の手

にはいいカードが入っているのかもしれない。しかしうまく立ち回らねば、米国はゲームに負け

ることもありうるのだ。 

記事参照：Is the US sleepwalking towards war with China? 

10月 6日「台湾国防部長、86億ドルの追加軍事支出を要求：対中緊張最悪の状況―英通信社報

道」（Reuters, October 6, 2021） 

10月 6日付の英通信社 Reutersのウエブサイトは、“Taiwan defence minister pushes new arms 

spending, says China tensions worst in four decades”と題する記事を掲載し、台湾国防部長邱國生

は中国との緊張関係がここ 40年の間で最悪の状況にあり、国防部長として 86億米ドルの追加予算を

成立させるよう努力すると立法院で述べているとして、要旨以下のように報じている。 

（1）中国との軍事的緊張は 40 年以上間で最悪である。10 月 6 日、記録的な数の中国軍機が台湾防

空識別圏（以下、ADIZと言う）に侵入した数日後、国防部長邱國生は立法院議員に対し新たな

装備品支出の一括法案の通過に努めると述べている。立法院で議員から最近の軍事的緊張につい

て質問された国防部長は、状況は国防部長が軍務について以来 40年以上の間で「最も深刻」で

あると述べ、台湾海峡を挟んで後射撃の危険性があると付け加えている。ミサイル、艦艇を含む

国産兵器のための次期 5ヵ年における 86億米ドルの追加軍事支出を見直す立法院の委員会で邱

國生は「軍人としての私にとって、喫緊の問題はすぐ目の前にある」と述べている。 

（2）台湾は中国軍機が執拗に ADIZに侵入してきていると非難しているが、状況は 1996年の総統選

挙前の危機に比べれば、はるかに緊迫したものではない。1996年の危機では中台は戦争の瀬戸

際にあった。邱國生は、中国は既に台湾に侵攻する能力を有しており、2025年までに「全面」

侵攻が可能となるだろうと指摘し、「2025年までに中国は経費と損耗を最低にするだろう。しか

し、中国は考慮すべき多くのことを抱えているため、容易に開戦できないだろう」と述べている。

台湾の主たる兵器供給源である米国は台湾に対する「確固とした」誓約を確認してきており、中

国を非難してきている。中国政府は、米政府の台湾に対する武器売却と艦艇の台湾海峡への派遣

は緊張を高めると非難している。 

（3）Biden 大統領は、習近平主席と台湾について会談し、両者は台湾合意を遵守することを合意し

たと 5日に語っている。Biden大統領は「1つの中国政策」と台湾関係法に言及したようである。



 海洋安全保障情報季報－第 36 号 

 

 

43

「1 つの中国政策」は台湾の代わりに中国を承認した米国が長きにわたって維持してきたもので

あり、台湾関係法は台湾の将来は平和的な方法で決定されることへの期待に依拠して台湾の代わ

りに中国との外交関係を確立するという米国の決定を明らかにするものである。 

記事参照：Taiwan defence minister pushes new arms spending, says China tensions worst in 

four decades 

10 月 7 日「海においてインドと中国に大きな違いはない―米アジア太平洋専門家論説」（RSIS 

Commentary, October 7, 2021） 

10月 7日付のシンガポールの The S. Rajaratnam School of International Studies（RSIS）のウ

エブサイト RSIS Commentaryは、米シンクタンク Institute for China-America Studies在外上席研

究員 Sourabh Guptaの“Quad’s India Problem: No Different From Beijing”と題する論説を掲載し、

そこで Guptaはインドの海洋の権利などに関する主張が中国同様に海洋法に違反するものも多く、そ

れが QUADの正当性に傷を付けかねないとして、要旨以下のように述べている。 

（1）この 1年間で、日米豪印 4ヵ国安全保障対話（以下、QUADと言う）はいくつもの印象的な「最

初」を積み重ねてきた。2020年 10月には 4ヵ国外相の最初の会談が東京で実施され、2021年

3月にはオンライン首脳会談が、9月にはホワイトハウスで対面での首脳会談が実現したのであ

る。QUAD はインド太平洋地域において志向を同じくする民主主義諸国のゆるやかなつながり

としての機能を維持してきた。種々の声明などから判断して、その最大の課題は、インド太平洋

地域の海洋において、国連海洋法条約（以下、UNCLOSと言う）に代表される国際法に基づく

秩序を構築することである。特に、中国が航海や上空飛行の自由に脅威を突きつけていることが

強く意識されている。 

（2）しかし、海の国際法の擁護者としてのQUADの立場は、インドの海洋法に対する姿勢を考慮した

時に説得力を欠くものとなる。ほとんどの点において、インドが海洋法を遵守しているかどうか

については中国同様疑わしいどころか、いくつかの事例については中国以上に疑わしいのである。

たとえばインドは 1976年以降、領海において無害通航を行う外国軍艦に対して事前通告を求めて

いるが、中国がそうするようになるのは 1992年のことである。中国のそうした要求は、航行の自

由を否定しているとやり玉にあげられることが多いが、インドに対してはそうではない。 

（3）端的に言えば、海洋法の遵守という点について、インドと中国に大きな違いはない。たとえば、

インドは 2009年にアラビア海のラクシャディープ諸島周辺に直線基線を引いたが、これは中国

が 1996年に西沙諸島で行ったことと同じである。群島国家ではない両国に、こうした基線を引

くことはUNCLOSでは認められていない。また、インドは中国と同じように、領海において認

められた安全保障に関する権限を接続水域にまで引き伸ばしている。排他的経済水域について

も、UNCLOSの規定とは逆に、自国の法律がその範囲内にまで適用可能だとする立場を取って

いる。こうした立場はイタリアとの間で争われた「エンリカ・レクシー号事件」において仲裁裁

判所に否定されたものである。 

（4）公正に見れば、インドが自国に不利な判断を下した仲裁裁判の裁定を無条件で受け入れたのは

評価に値する。また多くの近隣諸国との間に、海洋の境界に関する協定を結んでいることも評価

すべき点であるし、インドは中国とは異なり、緊張の兆候がある場合に沿岸警備隊や海軍が挑発

的な行動を採ることもない。その一方で、中国もインドが隣国に対して行ったようなやり方で通

行の自由を否定したことはない。2015年、インドはネパールの憲法制定会議による新憲法の草
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案にインドの意向が反映されなかったことで、その内陸国家に対し 5 ヵ月の経済制裁に踏み切

っていたのである。 

（5）QUAD は現在進行系の課題であり、それがインド太平洋において中国との均衡を取る上でどの

程度の役割を果たすことになるか、まだはっきりしていない。いずれにしても、QUAD が海洋

における法の支配の擁護者を自認するのであれば、UNCLOSに反するインドの行動を取り除い

ていかねばならない。 

記事参照：Quad’s India Problem: No Different From Beijing 

10月 12日「自由で開かれたインド太平洋にとって米仏は死活的に重要な同盟国―米専門家論説」

（19FortyFive, October 12, 2021） 

10月 12日付の米安全保障関連シンクタンク 19FortyFiveのウエブサイトは、米元安全保障担当特

別補佐官 Ambassador O’Brien と元米国家安全保障会議オセアニア・インド太平洋安全保障部長

Alexander B. Grayの“France And America: A Vital Alliance To Ensure An Open And Free 

Indo-Pacific”と題する論説を掲載し、両名は AUKUS の発表、特にオーストラリアがフランスとの

潜水艦建造契約を破棄したことで米仏関係は駐米フランス大使の召喚といったぎくしゃくとしたもの

となっているが、台頭する中国に対抗するため、太平洋国家であるフランスとの同盟は死活的に重要

であり、一時的ないざこざより長い歴史を持つ米仏関係に焦点を当てれば、様々な方策によって修復

は可能で、将来繁栄するであろう自由で開かれたインド太平洋に貢献する必要があるとして、要旨以

下のように述べている。 

（1）AUKUS の発表はインド太平洋における米防衛体制にとって前向きな一歩であり、中国共産党

の野望に対する地域の安全を強化することになるだろう。オーストラリアと原子力潜水艦技術を

共有することは太平洋における抑止戦力としてオーストラリア海軍を強化し、日米豪印 4 ヵ国

安全保障対話（以下、QUAD と言う）がますます活性化してくることと相まって、自由で開か

れたインド太平洋に維持するための米国主導による安全保障体制の誓約を中国政府に示すこと

となる。 

（2）不幸なことに AUKUSの実施は、1970年代以来の米仏関係が駐米フランス大使の召還という最

も明確な形で不和になった。これが、Biden政権が主要な戦略的決定を同盟国、提携国に通知す

ることに無関心であった初めての事例ではない。Macron政権にとって、重大な国内的影響を伴

う決定に関する調整が欠如していたことは特に時期が悪かった。フランスは、2019年に独自の

太平洋戦略を明らかにしており、EUのインド太平洋戦略に関して主導権を握っていた。近年、

フランスはかなりの資源を太平洋に投じてきた。フランスはサヘルにおける対テロ作戦から地中

海における海軍共同作戦、レヴァントとアフリカの角における戦略の共有まで米国にとって最も

有能で、一貫して効果的な世界にわたる同盟国であった。 

（3）Biden 大統領と Macron 大統領のホワイトハウスとエリゼー宮の相互訪問や将来の防衛システ

ム開発に関する米仏国防企業の合弁事業のような処置を伴う米国の強力な外交は、AUKUS 発

表に伴ういざこざから脱却するのに役に立つだろう。世界中、特にますます攻撃的になる中国に

西側が直面しているインド太平洋でさらなる米仏協調を促進する責任をワシントンは負ってい

る。米仏同盟は両国にとって極めて重要であり、AUKUS の発表によって恒久的な損害を受け

るものではない。 

（4）フランス海空軍はニューカレドニアおよび仏領ポリネシアのフランス海外領土が存在する地域
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に既に展開している。このように、パリは自由で開かれたインド太平洋の維持のために重要な役

割を果たすという特異な立ち位置にある。さらに地域に対する誓約とその安全保障機構を示すた

め、フランス海軍は必要な支援関戦を伴ってミストラル級強襲揚陸艦を準恒久的に南太平洋に展

開しなければならない。このような投資は、提携国と対立国にフランスは太平洋における主要な

大国であり、4ヵ国安全保障対話（QUAD）が主導する海軍の演習や共同作戦にパリが全面的に

参加することを可能にし、結果として提携に参画することできる。フランスの極めて能力の高い

海軍部隊は、米英豪印海軍および海上自衛隊と緊密に連携し、南シナ海および台湾海峡における

航行の自由作戦を支援することになるだろう。係争中のこれら海域において定期的にフランス軍

が展開すれば同盟国にとって部隊が増強されることになるとともにパリの決意を北京に伝える

重要な合図となるだろう。 

（5）フランスはまた、太平洋島嶼国を通じて政治的役割を果たすためにその海外領土を利用すること

ができる。太平洋島嶼国では中国の野望が高まり、米国、オーストラリア、ニュージーランドは

大規模な中国の投資と政治的影響力と戦っている。中国の違法・無報告・無規制漁業への対応、

小さな島嶼国家における環境強靱化構想への支援の提供、太平洋の広大な海域における海洋状況

把握の実施、太平洋島嶼国を中心とする多国間フォーラムへの積極的関与といった海外領土から

のフランスの支援は米仏相互の目的を推進し、インド太平洋の指導者として役割を果たすという

フランスの誓約を示すことになるだろう。AUKUS の発表以来、フランスは長い間議論されてき

たオーストラリア・EU間の自由貿易協定について留保してきた。この一時的ないざこざによる失

望が、世界第 3位の経済を誇る EUが経済的足跡とオーストラリアおよびインド太平洋全域との

良好な関係を拡大することを阻害することはない。EU・台湾自由貿易合意もまた、高い優先順位

にある。フランスはこの経済的かつ戦略的に重要な協定をブリュッセルで推進するだろう。 

（6）米政府とフランス政府は一時的ないざこざでは無く、歴史的そして現在の合意の多くの分野に

焦点を当てるべきである。今後何十年にもわたって、この歴史的なフランスと米国の間の同盟は

自由で、開かれた、繁栄するインド太平洋を維持していくために重要であるだろう。 

記事参照：France And America: A Vital Alliance To Ensure An Open And Free Indo-Pacific 

10 月 18 日「米国だけではない台湾支援、日豪英等の状況―米専門家論説」（The Daily Signal, 

October 18, 2021） 

10月 18日付の米シンクタンク The Heritage Foundationのニュースサイト The Daily Signalは、

同財団 The Asian Studies Center長Walter Lohmanの“US Isn’t Alone in Support of Taiwan”と

題する論説を掲載し、ここでWalter Lohmanは台湾を支援しているのは米国だけではないとして、

日豪英などの台湾支援の状況について、要旨以下のように述べている。 

（1）日本 

a．台湾にとって日本は、米国に次いで世界第 2 の友好国である。このことは平時には確かに真

実だが、重要なのは、日本がより直接的な形での抑止力でもあると言うことである。中国が台

湾に侵攻した場合、米海軍と日本の海上自衛隊は連携して台湾を防衛することになろう。 

b．日本にとっての課題は、明白な侵攻ではない場合の軍事的情勢への対応である。中国が台湾

を威圧する方策は幾つもある。台湾は 1 つの島だけで構成されているわけではなく、したが

って、北京はたとえば、金門島などの小さな島嶼の 1つを占拠することもできる。あるいは、

中国は人道的または政治的危機を利用したり、漸進的かつ隠密裏の軍事行動を採ったりするこ
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ともできよう。 

c．The Heritage Foundationは、こうしたより微妙な情勢に基づいて幾つかの図上演習を実施し

てきた。日本の官僚は、日本の平和憲法と明白な脅威との整合を図ることに神経過敏であり、

現実の状況下では、日本の艦艇の戦闘参加に当たって、参加を禁じられることはないにしても、

遅延させることになりかねない。 

（2）オーストラリア 

a．オーストラリアは軍隊が小規模で、台湾からも遠く離れているが、米国はインド太平洋地域

において米軍との相互運用性が実証されていること及び第 1 次世界大戦からアフガニスタン

戦争に至るまでの国際的危機において米国との一貫した同盟関係あったことを高く評価して

いる。加えて、オーストラリア政府は最近、AUKUS と呼ばれる米英両国との新しい安全保

障上の提携を確立し、AUKUS を通じて原子力潜水艦を取得する。もし AUKUS が上手くい

けば、オーストラリアは AUKUS を通じて米国との同盟関係を深化させ、台湾の防衛におい

ても重要な役割を果たすことになるであろう。 

b．オーストラリアにとって唯一の危険は、米国が台湾防衛への同国の貢献を所与のものと考え

ていることである。当然ながら、民主主義国家としては、台湾防衛への支援を求められた場合、

民意を問うことになろう。とは言え、オーストラリアは、中国に対する懸念を意識し始めたの

はほんの数年前からで、しかも、特に台湾海峡有事の場合に何をすべきかについての 15年か

ら 20年前の議論は一世代も前のものである。 

（3）英国 

a．英国は何十年もの間、インド太平洋地域にほとんど軍事力を持っていなかったが、英国が非

常に重要なのは、オーストラリアと同様に、米軍との相互運用性によって強化される能力で、

米国は世界でこれほど緊密な同盟国を他に持っていない。英国はまた、真の外洋海軍を持って

おり、最近の空母打撃群の太平洋への配備と、日米との合同演習はその実力を証明している。

また、2隻目の空母が就役したばかりで、より大規模で、より永続的的な展開の先駆けとすべ

く、2隻の哨戒艦のインド太平洋地域への恒久的配備を計画している。 

b．米国との緊密な戦略的連携から、台湾海峡有事では、英国が米国と行動を共にすることはほ

とんど疑問の余地がない。英国に対して疑念があるとすれば、平時における台湾への誓約であ

る。環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（CPTTP）への加盟申請に

見られるように、英国はこの地域に経済的に進出しようとしているが、この地域に対する英国

の取り組みには明確さが欠如している。2021年初めに発表された「統合レビュー」では、中

国に忖度して、台湾については一度も言及していない。 

（4）フランス 

a．西太平洋に戦闘部隊を展開している欧州の国は英仏 2 国だけだが、フランスは英国より大き

な部隊の展開を維持している。同国は、太平洋に広大な主権領域を有しており、常備兵力とし

てフランス領ポリネシア統合軍など 2 個軍が配置され、軍用機、艦船及び数千人の兵員を展

開している。更に 2014年以来、太平洋により強力な艦艇を常続的に配備し、年平均 2回南シ

ナ海に派遣している。 

b．フランスは台湾を支持している。最近、1990年代初頭に台湾に売却したフランス製の軍事装

備、戦闘機及びフリゲートを補修、改良することに合意した。この種の支援を実施するのは、

他に米国しかいない。 
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c．しかしながら、中国に如何に対応するかについては、パリは中国を提携国と見なしているのか、

あるいは敵同士と見なしているのか、依然として曖昧である。 

d．フランスとの運用上の欠点は、英国とは反対に米軍とはほぼ完全に相互運用性を欠いている

ことである。米仏両国は NATOにおける共通の指揮機構に属しており、またアフリカで共同

任務を遂行しているが、米仏両軍が太平洋でも同様のことが容易に可能だと考えることはでき

ない。 

（5）EU 

a．オランダやドイツは 2021年にこの地域に艦艇を派遣したが、これはこの地域の安定に対する

建設的な関心の表明で、台湾にとっても好ましいことである。しかしながら、EU自体は海軍

力を持っているわけではなく、台湾海峡の価値は主として経済であり、またある程度は外交的

なものである。 

b．EUは、経済や規制問題を通じて台湾と非常に広く関わっており、台湾との 2国間投資協定を

締結する可能性もある。また、外交面でも深く関与している。こうした非軍事的支援は、台湾

への武力攻撃によって多くの対価を強いられることを中国に認知させる上で、重要である。一

方で、EUは 27カ国で構成されており、特に幾つかの国が中国に友好的であることから、台

湾や中国政策に関して合意を実現することは容易ではない。 

（6）上記以外に言及すべき国として、シンガポールは台湾が東南アジアで持っている最高の平時の

提携国であるが、裏を返せば、それ以上に不必要な危険を冒さないということでもある。インド

は近年、台湾に控え目な接近を試みているが、その主たる関心事は自国に隣接した海洋や、特に

北部国境における中国の存在感にあり、台湾への接近が挑発的と見られないよう用心している。 

（7）要するに、台湾の安全保障に対する国際的な関心の重要性は、中国が台湾に対して軍事行動を

取るのを抑止する上で役立つということである。中国の指導部が毎朝目覚めた時、「今日は侵攻

日ではない」と呟かざるを得ないようにするために、我々は同じ志を持つ諸国と協力していかな

ければならない 

記事参照：US Isn’t Alone in Support of Taiwan 

10 月 18 日「米国のインド太平洋戦略に開いた大きな穴―オーストラリア専門家論説」（The 

Interpreter, October 18, 2021） 

10 月 18 日付のオーストラリアのシンクタンク Lowy Institute のウエブサイト The Interpreter 

は、メルボルンに拠点を置く政治リスク・コンサルタント会社 Dragomanの分析員Henry Storeyの

“America’s doughnut shaped Indo-Pacific strategy”と題する論説を掲載し、そこで Storeyは米国

のインド太平洋戦略が具体化しつつある一方、東南アジアに対する具体的かつ真剣な関与方針を欠い

ていることが重大な意味を持つとして、要旨以下のように述べている。 

（1）米国のアジア再重視政策が具体化しつつある。韓国の文在寅大統領や菅首相（当時）と Biden

大統領の首脳会談はその傾向を見せ始めており、中国の予想に反して、日米豪印 4 ヵ国安全保

障対話（以下、QUAD と言う）は中国の防衛計画を複雑化させる要因になっている。また、今

年の G7 および NATO の首脳会談はこれまでにないほどインド太平洋に焦点を当てるものであ

った。それに加えて、英米豪の戦略的防衛提携である AUKUSが結成されるにあたり、Obama

大統領が構想したアジア再重視がようやく現実化したように思われる。それは米国にとってより

望ましい勢力均衡をもたらすであろう。 
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（2）しかし、Biden 政権のインド太平洋戦略は現在のところ、その中心にぽっかりと穴が開いてし

まっている。つまり、東南アジアに対する具体的かつ真剣な関与の方針が欠落しているのである。

Bidenが大統領に就任してから 9ヵ月、ホワイトハウスの声明や公式発表を振り返ってみると、

Biden は東南アジアの国の首脳について言及したことはなかったし、米国の ASEAN 大使やブ

ルネイ、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムなどの大使もこの時点で空席のままである。 

（3）米国は最近、東南アジアへの関わりを深めようとしている。8 月には Blinken 国務長官が 5 日

連続で ASEAN の外相らとオンラインでの会談を実施した。しかし、対面を重視する国々との

関係を深めるのに、オンラインでの会談では限界がある。2021 年の夏には Austin 国防長官と

Harris 副大統領がベトナムとシンガポールを訪問し、歓迎されたが、彼らが送った意図は一貫

していなかった。タイやインドネシア、マレーシアが、自分たちが無視されたと感じるのも無理

はないことである。 

（4）中国を念頭に置いた米国との軍事協力に関して、東南アジア諸国の間では温度差がある。たと

えばベトナムはそれに対して慎重である一方、シンガポールやフィリピンはある程度熱心であ

る。それを承知で米国は、中国との安全保障上の競合というレンズを通して東南アジアを見てい

るのだという意図を送ったのである。しかし、安全保障領域においても Biden 政権の取り組み

は十分ではない。5 月の予算文書によれば、インド太平洋全域に対する軍事支出は、中東へは

54億 6,000万ドルであるのに対し、わずか 1億 7,000万ドルにすぎなかった 

（5）こうした状況に加えて、米国は東南アジアとの貿易関係を深めることについてもあまりうまく

いっていない。政府関係者の間の意見の相違によって米国主導のデジタル貿易協定の提案は遅れ

ている。実際には、東南アジアとの経済的関係について米国が中国に大きく遅れをとっていると

いうことはないのだが、米国には、中国のようなわかりやすい明快な経済外交が欠落しているの

である。先日 G7が打ち出した Build Back Better World（B3W）は、それを前進させる試みに

なるかもしれない。 

（6）中国と米国の競合は世界的なものであるが、東南アジアは常にその中心に位置している。QUAD

やNATO、G7、AUKUSが貢献できることは多いが、東南アジアへの実際の関与を代替するも

のではない。もし扱い方を誤れば、それらの動きは東南アジア諸国には外部からの押し付けのよ

うに感じられるであろう。 

記事参照：America’s doughnut shaped Indo-Pacific strategy 

10 月 19 日「AUKUS が非加盟国のニュージーランドに及ぼす影響―ニュージーランド戦略研究

教授論説」（PacNet, Pacific Forum, CSIS, October 19, 2021） 

10月 19日付の米シンクタンク Pacific Forum, CSISの週刊デジタル誌 PacNetは、ニュージーラ

ンドの Victoria Universityの戦略研究教授 Robert Aysonの“New Zealand and AUKUS: Affected 

without being included”と題する論説を掲載し、そこで Aysonは新たに結成された軍事協力の枠組

みである AUKUSに関して、それが加盟国ではないニュージーランドにも不可避的な影響を及ぼし、

同国を大国間競合により近づけるだろうとして、要旨以下のように述べている。 

（1）70 年前、ニュージーランドとオーストラリアは、日本に対する寛大な講和と引き換えに米国と

同盟を結ぶことになった。この同盟に際し、米国は英国を加えないという決定を下した。しかし

2021年、新たに結成された AUKUSという安全保障枠組みに加えられなかったのはニュージー

ランドであった。なぜニュージーランドが加えられなかったのか。しばしば言われるのは、その



 海洋安全保障情報季報－第 36 号 

 

 

49

安全保障協定がオーストラリアによる原子力潜水艦の調達を計画するものであり、それがニュー

ジーランドの核不拡散方針に反するためだということである。 

（2）それとは別に、より説得力ある説明がいくつかある。第 1 に、ニュージーランドがそもそも潜

水艦を運用する国ではないということである。オーストラリアはこれまで、コリンズ級潜水艦、

防空駆逐艦、統合打撃戦闘機、そして今回の原潜と海上での戦闘能力の向上を模索してきたが、

ニュージーランドはそうした動きを見せていない。軍事技術的な観点から、AUKUS にとって

はニュージーランドを加えるよりも、日本や韓国を加えたほうが意味は大きいだろう。 

（3）第 2 に、AUKUS によってオーストラリアは米軍との軍事的な統合をより深めることができる

だろうが、これは、米国の積極的な同盟国だけに許された地位である。ニュージーランドは Five 

Eyes のメンバーでもあり、米国と安全保障上の関係がまったくないわけではないが、ANZUS

という公式の同盟関係は 30年以上休止状態であった。第 3に、AUKUSは、とりわけ米国とオ

ーストラリアが、東アジアの海域における中国の膨張への対抗に対する決意を強めたことを示す

ものである。中国が地域を不安定化していることについてはニュージーランドでも懸念が高まっ

ていたが、それでもしかし、同国は米国主導の中国との対決姿勢からは距離を取りたがっている。 

（4）中国との対決という文脈において、AUKUS の結成は重要な一歩であるが、このことがニュー

ジーランドにとっての懸念の的なっている。1980年代の ANZUS危機以降、ニュージーランド

にとっての公式の軍事同盟国はオーストラリアだけである。あらゆる場合においてオーストラリ

アに付き従うわけではないが、しかしオーストラリアの防衛戦略はニュージーランドに大きな影

響を及ぼすのである。それゆえ、AUKUS はオーストラリアが原潜を調達するより前に、ニュ

ージーランドを米中間の対立に近づけるものだと言える。オーストラリアの基地には米軍の展開

が増し、中国との戦争計画においてより多くのオーストラリアの標的がとりあげられる可能性も

ある。Scott Morrisonオーストラリア首相は 2021年 5月、Ardern首相に対し、南シナ海か台

湾有事の際、オーストラリアはニュージーランドに、ANZUS条約に基づく協力を期待すると述

べている。 

（5）AUKUS の結成が発表される一日前、オーストラリアの国防相および外相がワシントンで

AUSMIN会議に出席し、その後のテレビインタビューで、Peter Dutton国防相は、台湾有事の

際にオーストラリアは米国の方針に従うと述べたのである。その数日後、ニュージーランドの

Nanaia Mahuta外相は台湾有事の仮定の問題には答えなかったが、自国の伝統的な同盟関係を

強調し、ニュージーランドの艦船が東アジアの海域で演習を行っていることを指摘した。その数

日後、ニュージーランドの国防軍もまた、同海軍が継続的にアジアの海域で活動してきたことに

言及した。 

（6）どうすれば伝統的な提携を維持しつつ、自立を保てるだろうか。ニュージーランド政府は、

AUKUS を「太平洋」というレンズを通して眺めていると述べているが、そうすることで、そ

の軍事的協力の枠組みによって強まるであろう大国間の対立から距離をとることを望んでいる。

Ardern政権はインド太平洋に言及することで、包括性、多国間協調主義、地域協力を強調した

が、それがその地域のすべてではない。AUKUS は地域にさまざまな影響を及ぼすであろう。

ニュージーランドは AUKUSの参加国ではないが、その影響を受けることになる。 

記事参照：New Zealand and AUKUS: Affected without being included 

 



海洋安全保障情報季報－第 36 号 

 

 

50

10月 19日「QUADの『最も弱い輪』であるインド―米海上安全保障専門家論説」（The Diplomat, 

October 19, 2021） 

10月 19日付のデジタル誌 The Diplomatは、Chicago Council on Global Affairs’ Lester Crown 

Centerで Navy Federal Executive Fellowshipに基づく研究員を務める Chet Leeの“India: The 

Quad’s Weakest Link”と題する論説を掲載し、そこで Leeは米ロの間で外交的に均衡を取り続けて

きたインドが現在 QUAD の安全保障面での強力さの阻害要因になっているとして、要旨以下のよう

に述べている。 

（1）日米豪印首脳による対面での最初の会談が実現したことにより、日米豪印 4 ヵ国安全保障対話

（以下、QUADと言う）がようやく形になったと確信できるようになった。次に検討すべきは、

安全保障分野において QUADがどの程度の貢献を果たせるかということである。この時、イン

ドの存在が QUADの全体的な軍事的有用性を損ねていることがわかる。 

（2）インドは 1947年の独立以後、非同盟主義を標榜してきたが、それは米国とロシアを共に同じ程

度重みのある提携国として関係を構築するという方針につながってきた。インドはそうすること

によって戦略的自立を保とうとしてきたのである。この方針の下、インドは米ロ双方と 2＋2対

話を行い、また、インド初の米国製MH-60HRヘリコプターの購入に続いて、ロシアから S-400

防空システムを調達するという政策が遂行されたのである。 

（3）鎖全体の強さは最も弱い輪によって決まる、という言い回しがある。QUAD においてその最も

弱い輪は、ロシアから兵器を調達し続けるインドである。今やインドの軍事力は、単体ではかな

り強大だと観測されている。インドにおける兵器調達方針は、性能、値段、そしてそれがインド

国内の防衛産業にとって利益になるかどうかというものであったが、QUAD における防衛協力

という点を考えたとき、もう 1 つ重要な要因が考慮されなければならなくなる。すなわちそれ

は、他の QUADのメンバーが利用する兵器の性能、質である。 

（4）中国との有事の際には、海と空における協力が決定的に重要になるであろう。その協力を成功

させるためには、情報を円滑に流す通信網の構築が必要である。たとえば日本とオーストラリア

は、米国艦船と状況把握に関する情報を共有できるようなイージス火器管制技術に投資をしてき

ている。しかしロシアの技術はこのレベルの相互運用性を獲得することはない。インドがロシア

の兵器を利用することで、QUAD全体の防衛協力の有効性が損なわれる可能性がある。 

（5）それに加えて、インドがロシアとの提携を続けることによって、他の QUADの参加国が運用す

るであろう兵器の情報にインドが接近できる権限は制限されるであろう。米国による技術供与に

関する決定は、省庁間で協議を重ねて最終的に議会の承認を経て下されるものだが、ここで考慮

されるのは、その技術供与によって、認められていない技術流出が起きるかもしれないというこ

とである。インドはロシア製の S-400 システムをまもなく導入するが、そのことは米国からイ

ンドへの技術供与に関する議論を停滞させる可能性がある。たとえば、米国はトルコに対して

F-35戦闘機の部品を提供していたが、ロシアから S-400を購入するという決定の後、そのプロ

グラムからは除外された。 

（6）インドはこれまで米ロの間でうまく均衡を取り続けてきたと言える。しかし、いまやインドは

中国を抑止する安全保障枠組みの一員なのであり、そのなかで足を引っ張らないようにするか、

これまでどおり米ロの間で均衡を取り続けるのか、選択しなければならない。 

記事参照：India: The Quad’s Weakest Link 
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10 月 21 日「日豪印 3 ヵ国の戦略的連携は中国に対抗しうるか―米専門家論説」（The National 

Interest, October 21, 2021） 

10月 21日付の米隔月刊誌 The National Interest電子版は、米シンクタンクHudson Instituteの

日本部長 James J. Przystupによる、“Can the Australia-India-Japan Strategic Triangle Counter 

China?”と題する論説を掲載し、そこで Przystupは、インド太平洋において日豪印の戦略的協調が

近年進んでいること、それに米国と英国が加わりより強固な安全保障協力体制が構築されているとし

て、要旨以下のように述べている。 

（1）かつて Kissinger 国務長官は、米ソ中という戦略的な 3 ヵ国の連携における安定を模索した。

今日、インド太平洋において、日豪印という新たな戦略的な 3 ヵ国連携における協調が強固な

ものになりつつある。そこからさらに、一方では米国、もう一方は英国にその辺が伸びている。 

（2）この展開は 2007年ごろからゆっくりと進んできたが、それは中国の攻勢の強まり、米国のアジ

アに対する誓約への不安を背景にしたものである。その結果、日米豪 3 ヵ国連携は、地域の安

全保障においてより大きな役割を果たさねばならないという認識を高めていった。インド太平洋

の安全保障は、この 3ヵ国連携を軸に、インドネシアなど東南アジア諸国との協力関係の強化、

米国との同盟関係の強化、そして AUKUS に見られるように英国など域外の大国との協力の進

展によってますます強固にされている。 

（3）豪印関係の強化から見ていく。オーストラリアとインドは 2015 年より AUSIDEX 演習を開始

し、2017年のオーストラリア外交白書はインドを地域秩序維持のための主要な提携国と定義し

た。2020 年 6 月のオンライン首脳会談で、両国関係は戦略的パートナーシップ（2009 年）か

ら包括的戦略パートナーシップへと格上げされた。日米印によるマラバール演習に、2020年に

初めてオーストラリアが招待された。2021年 9月には初めて包括的戦略パートナーシップに関

する 2＋2会合が開催されることとなった。 

（4）日印関係は現在、特別戦略的グローバル・パートナーシップへと成長している。安倍晋三首相

（当時）と Narendra Modi 首相が、自由で開かれたインド太平洋の展望を共有することによっ

て、この関係構築に重要な役割を果たした。2015年からは米印が実施していたマラバール演習

に日本が参加し始め、日印の共同演習 JIMEXも 2016年以降 1年に 1度実施されている。また

2020年には物品役務相互提供協定が結ばれ、2＋2会合も毎年実施されている。 

（5）日豪関係は、2＋2会合の実施などを盛り込んだ 2007年の日豪共同宣言によって枠づけられた。

2013年には物品役務相互提供協定と情報保護協定を結び、2014年には特別戦略的パートナーシ

ップへとその関係は格上げされた。オーストラリアの 2017年外交白書は、日本の防衛力強化を

歓迎している。その関係はさらに、2020 年 11 月に日豪円滑化協定が締結されることによって

さらに強化された。2021 年 6 月に日豪 2＋2 会合が開催されたが、それに先立って茂木外務大

臣（当時）は、日豪の安全保障関係が「新たなレベル」へ発展することへの期待を表明した。 

（6）日豪印 3国連携の強化と並行して、3ヵ国はそれぞれ米国との関係強化も進めてきた。たとえば

2019年の日米安全保障協議委員会の共同声明は、両国の安全保障政策の方向性が一致している

ことを示すものであり、自由で開かれたインド太平洋が脅かされているという懸念を表明した。

同様に、2020年の豪米閣僚級会議の共同声明は、インド太平洋を「同盟の焦点」とし、ASEAN

やインド、日本、韓国などとの協力の深化を表明した。またインドと米国の関係については、

2020 年 2 月の Trump 大統領の訪印時に包括的グローバル戦略パートナーシップが合意されて

いる。加えて米印の間では、後方支援交換覚書の締結など、安全保障協力が深まっている。さら
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に現在、英国との関係強化が見られる。英空母「クイーン・エリザベス」を旗艦とする空母打撃

群のインド太平洋への展開や、直近の AUKUS の結成は、インド太平洋における英国の「持続

的」展開を維持する同国の意図を示している。 

（8）日豪印 3 ヵ国連携トライアングルに米国と英国が加わり、自由で開かれたインド太平洋という

展望が共有されている。もちろん彼らの間で、中国にどう向き合うかということに関する姿勢の

違いはある。地理的関係や経済的関係によってそれぞれの国の利害は変わってくるからである。

しかし、インド太平洋の展望に関してこの 5 ヵ国は相互に強め合っている。彼らの課題は、そ

れぞれの意見の相違の幅を狭め、それぞれの国家的方針を 5 ヵ国で共有する展望へと統合して

いくことであろう。 

記事参照：Can the Australia-India-Japan Strategic Triangle Counter China? 

10月 27日「AUKUSか？QUADか？FOIPか？バラバラの取り組みでは中国を抑止できない―イ

ンド専門家論説」（The Interpreter, October 27, 2021） 

10月 27日付のオーストラリアのシンクタンクLowy InstituteのウエブサイトThe Interpreterは、

インドManipal Academy of Higher EducationのManipal Centre for European Studies准教授

Yatharth Kachiar と同 Centre 講師 Priya Vijaykumar Poojary の“AUKUS? Quad? FOIP? A 

fragmented approach cannot counter China”と題する論説を掲載し、両名は QUAD、AUKUS、EU

のインド太平洋戦略はその場限りのバラバラの取り組みは互いにもつれ合い、地域の平和と安定を促

進しようという目的を損なう恐れがあり、中国に対抗することはできないと指摘し、代わって中国が

環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定への加盟申請を行ったことを好機とし

て、経済領域における中国の経済発展理論への対案を示すべきとして、要旨以下のように述べている。 

（1）最近の AUKUS、再構築された日米豪印 4ヵ国安全保障対話（以下、QUADと言う）、EUのイ

ンド太平洋戦略など中国を封じ込めるための実質的な動きが展開されているが、それぞれの動き

は独立したものである。これらの主たる狙いはインド太平洋における安全保障機構である。この

点に関し、これらの努力には 2つの重大な限界がある。1つはバラバラに独立したものであり、

もう 1つは経済的側面が欠落している。 

（2）AUKUS で表明された目的は、サイバー機能、人工知能、量子技術の開発、台頭する中国がイ

ンド太平洋でますます脅威となるとの認識に基づき、緊密に提携することにまで及んでいる。

QUAD はまた、9 月 24 日の対面で行われた首脳会談で様々な分野における協力が表明された。

「自由で開かれたインド太平洋（以下、FOIPと言う）」の話は、気候変動、基幹施設計画と連接

性、Covid-19 への対応、重要な技術と強靱なサプライチェーンといった分野での協力を目指す

ことに拡大されていった。EUのインド太平洋戦略はより包括的である。安全保障や防衛ととも

にデジタル領域、人権を含む一般的な問題と並んで持続可能で包括的な繁栄、グリーン・テクノ

ロジーへの移行、海洋ガバナンスが優先されている。 

 それでも、実施は困難だろう。EUはインド太平洋においてより効果的な存在感を造り上げる

ために、米英のような提携国が必要であろう。 

（3）AUKUS の発表は提携国の候補を引き寄せるのではなく、引き離してしまった。フランスを犠

牲にしたことで、米英豪の新しい防衛協定は受難を残してきた。この受難は今後しばらく続くだ

ろう。それはまた、EUの世界的な野望にもかかわらず、重要な地政学上の行為者として考えら

れていないという合図を送るのもであった。さらに、AUKUS が EU やフランスから引き出し



 海洋安全保障情報季報－第 36 号 

 

 

53

た強烈な反応は分断を利用しようとする国々にとっては贈り物である。そして、AUKUS と

QUAD の参加国の一部が重複しているが、これらの少数国主義の構想が（AUKUS と QUAD を）

相互に弱体化させないかどうかは不明である。 

（4）最も重要なことは、中国に対抗するための西側主導の取り組みは地域の経済発展を主導する中

国の計画に変わる対案が無ければ成功しないということである。中国の商業的、経済的利益は、

地域の近隣諸国にとって最大の貿易相手国である中国の海洋戦略の基礎をなしている。中国の近

隣諸国の経済は、ますます経済的に中国に統合されており、それらの国々は地域における北京の

経済的、軍事的侵略に対抗することにより慎重になると考えられる。 

（5）中国の増大する影響力を相殺するために、西側と地域のその同盟国は、インド太平洋の国々に

中国が提供しているものに代わる支援と商取引の源泉となるものを提供しなければならない。北

京が地域において築いてきた深い経済的紐帯に代わる案を持たずにインド太平洋における中国

の軍事的展開に対抗することに引き続き焦点を当てることは、地域の国々にとって魅力的な対案

を提供できないだろう。そのため、EUの戦略はより強靱で持続可能な世界的な価値体系を構築

し、交易と経済を多様化することに焦点を当てた行動によって実行可能な青写真を提示してい

る。しかし、EUはその全ての野望について、単独でその目的を達成することはできない。さら

に悪いことに、QUAD、AUKUS、EUのインド太平洋戦略で別個に適用されたその場限りのバ

ラバラの取り組みは互いにもつれ合い、地域の平和と安定を促進しようという目的を損なうかも

しれない。 

（6）現在の北京の大きな優位点は交易にある。しかし、このことは西側およびその同盟国にとって

機会でもあることを示している。中国は環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な

協定（CPTPP）への加盟を申請している。このことは中国が経済的勢いを強化しようとしてい

ることを示している。したがって、西側の独立した安全保障領域での取り組みを考えると、おそ

らくより良い答えは経済領域にある。もし、米国が Trumpが破棄した環太平洋パートナーシッ

プに復帰し、英国と EU を協力に引き込むとすれば、考えを同じくする提携国はインド太平洋

における中国の経済発展理論に対する意味のある代案を提示する機会を持つことになろう。 

記事参照：AUKUS? Quad? FOIP? A fragmented approach cannot counter China 

10月 28日「マレーシアとインドネシア、中国の海洋権益主張に異なる対応、何故か―香港紙報

道」（South China Morning Post, October 28, 2021） 

10月 28日付の香港日刊英字紙 South China Morning Post電子版は、“South China Sea: why 

Malaysia and Indonesia differ in countering Beijing’s maritime claims”と題する記事を掲載し、マ

レーシアとインドネシアの中国の海洋権益主張に対する異なる対応の理由について、専門家の見解を

要旨以下のように報じている。 

（1）過去 2年間、マレーシアの国営石油会社 Petronasは、中国船の執拗な妨害にもかかわらず、南

シナ海の係争海域でガス田の開発を続けてきた。マレーシアは、3 兆立方 ft の採掘可能ガス資

源を埋蔵する大規模な Kasawari ガス田が開発されているルコニア礁周辺海域に対する自国の

海洋権益を放棄することを望んでおらず、その妥協のない姿勢は中国と海洋権益主張が重複する

係争海域における同国の取り組みの典型な事例となっている。 

（2）インドネシアは、南シナ海を巡る領有権紛争の当事国ではないが、これまで自国の海域への中

国の侵入と見なす事例については声を上げてきた。2019年には、インドネシアは南シナ海の自
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国領、ナツナ諸島の排他的経済水域の一部と主張するナツナ海への中国漁船の侵入に抗議する外

交覚書を提出したが、中国はナツナ海の一部に対して歴史的漁業権を持っていると主張してい

る。しかし、一部専門家の観察によれば、インドネシアは、特に中国の海洋調査船「海洋地質

10 号」が Tuna 鉱区として知られる重要な石油、ガス田に近い北ナツナ海に侵入した 8 月 31

日の事案に関しては、慎重な姿勢を示している。「海洋地質 10 号」は地震探査活動をしていた

と見られるが、9月に短期間同海域を離れ、10月上旬には再び姿を現したが、下旬には離れた。

インドネシアの海洋・投資担当調整大臣は、10月 18日のワシントンでの講演で「ナツナ海での

航行の自由を尊重する」と述べ、インドネシアが自国管轄海域と主張する海域における中国船の

存在を軽視しているように思われた。 

（3）一部の専門家は、インドネシアのこうしたより慎重な言い回しが中国からの投資とコロナワク

チンへの依存とに関係があるのではないかと疑念を抱いている。Badan Koordinasi 

Penanaman Moda（インドネシア投資調整庁、BKPM）によれば、2020 年の中国のインドネ

シアに対する投資額は 48億米ドルで、外国からの投資としては 2番目に大きく、また中国は自

国製コロナワクチンの2億1,500万回分を供与している。ジャカルタのThe Centre for Strategic 

and International Studiesの Gilang Kembara 研究員は、慎重な言い回しのもう 1つの理由と

して、この問題（中国船の存在）が「中国との政治的仲違いに発展する可能性があり、その結果、

国内の反中感情を高めることになりかねない」というインドネシアの懸念にあることを示唆して

いる。一方、Indonesia Ocean Justice Initiativeの分析官 Imam Prakoso は、「海洋地質 10 号」

に対するインドネシアの対応は 2019 年のそれとは著しく異なるとして、「当該調査船を追尾す

るために巡視船が派遣されたが、該船の侵入に抗議する如何なる外交文書も発出されなかった。

しかし、このことはインドネシア政府がこの調査船の存在を軽視しているというわけではない。

むしろ政府の立場は、特にコロナ禍の中で、地域の安定を維持する上でのインドネシアの優先事

項を反映したものであるかもしれない」と指摘している。 

（4）ロンドンの Chatham Houseの連携研究員で南シナ海問題に関する著作もある Bill Haytonは、

マレーシアもインドネシアも中国との関係を「多面的」なものと見なし、しかも両国とも南シナ

海が一国に支配されることを認めていないが、両国の相対的な計算に違いがあるとして、「マレ

ーシアは現在、南シナ海において掘削中で、中国の妨害にもかかわらず、掘削を継続してきた。

マレーシアは、掘削作業を守るために海軍艦艇を配備し、他国の海軍からも支援を受けていると

見られる。インドネシアは、現時点では係争海域で掘削を行っているわけではなく、単に中国が

自国のEEZ内で商業的な地震探査活動と思われる作業を行っているのを監視しているだけであ

る」と指摘している。さらに、Haytonはインドネシアも中国の海洋調査船を追い出すために海

軍艦艇を配備することもできたが、恐らく対立を回避することを優先したとして、「（インドネシ

アは）中国の行動から具体的な損失を被ったわけではないが、法的な成り行きを注視する必要が

ある」と付言した。 

（5）他方、The National War College of the United States教授 Zachary Abuzaは、マレーシアは「（中

国から）虐められないよう」に務めているが、インドネシアよりも「（対中姿勢が）厳しい」かど

うかは定かではないとして、皮肉なことにマレーシアは「中国の侵略から自国を守るために中国

の船」を購入していると指摘している。マレーシアは、9 月に中国から 3 隻目の沿岸域戦闘艦を

受領し、4隻目は 12月に引き渡される予定である。マレーシアの中国への経済的依存については、

中国は 2016年以来、最大の投資国であり、また 2009年以来、最大の貿易相手国でもある。Abuza



 海洋安全保障情報季報－第 36 号 

 

 

55

は、マレーシアは公然と中国に直接挑戦することはないが、国連海洋法条約（UNCLOS）の様々

な規定――例えば、2019年 12月 12日、「大陸棚限界委員会（CLCS）」への南シナ海北部の大陸

棚限界延伸申請など――を通じて、更には露骨な中国の妨害にもかかわらず、石油探査を継続す

ることによって、中国に対抗している、と述べている。さらに Abuzaは、マレーシア、インドネ

シア両国の対応にはある共通点があるとし、海洋の脅威が高まってきているにもかかわらず、両

国とも軍隊の大部分が陸上兵力であり、「両国とも海軍や沿岸警備隊に十分な資源を投資しておら

ず、中国はこうした両国の弱点を最大限に活用している」と指摘している。 

（6）両国の政策配慮を左右しているかもしれないもう 1 つの側面は、南シナ海紛争の多様な性質で

ある。中国南海研究院海洋法律与政策研究所所長閻岩は、マレーシアの石油、ガス探査海域は中

国、ベトナム、マレーシア、ブルネイ及びフィリピンの海洋権益主張が重複する海域であり、「海

洋境界が最終的に画定される前に、各国は当該海域に対する自国の管轄権を主張している。した

がって、マレーシアの石油、ガス探査と開発作業は、係争海域における一方的な行動であること

は事実である」と語っている。さらに閻岩は、境界問題が解決される前の「係争海域における一

方的行動は、相手側の主権的権利を侵害するもので、最終的な紛争解決の結果にも影響を与えか

ねない。このため、ベトナムはマレーシアの石油、ガス掘削装置の周辺に法執行機関の船舶も今

も派遣しているのである」と付言している。他方、インドネシアは少々異なった立場である。北

京は、ナツナ諸島周辺海域の漁業権を主張している。ナツナ諸島自体は、中国が主張する「9段

線」の外側にある。前出の閻岩は、「中国の漁民にとって、この海域は『南西漁場』と呼ばれ、

彼らは長年にわたってこの海域で操業してきた。したがって、この海域をインドネシアの管轄海

域と呼ぶのは正確ではないと思う」と指摘している。 

記事参照：South China Sea: why Malaysia and Indonesia differ in countering Beijing’s maritime 

claims 

11 月 2 日「Duterte フィリピン大統領の対中宥和政策終焉、対米関係重視へ―米専門家論説」

（Foreign Policy, November 2, 2021） 

11月 2日付の米ニュース誌 Foreign Policyのウエブサイトは、米シンクタンク RAND Corporation

防衛担当上席アナリスト Derek Grossmanの“Duterte's Dalliance with China Is Over”と題する論

説を掲載し、ここで Derek Grossmanは Duterteフィリピン大統領が 2022年 6月の退任を控えて、

2016 年の就任以来推進してきた対中宥和政策から、最近では対米関係重視に移行してきているとし

て、要旨以下のように述べている。 

（1）Duterteフィリピン大統領の対中宥和政策は、決して予想した程の結果を産み出さなかった。し

かも悪いことに、近年北京は南シナ海に対する領有権主張を一層強めてきている。たとえば、

2019 年と 2020 年初めに、フィリピン占拠のティトゥ島（フィリピン名：パクアサ）を多数の

海上民兵船で取り囲み、フィリピンによる同島の滑走路改修を阻止しようとした。また 2021年

1月には、中国は海警船に必要に応じて外国船籍を砲撃する権限を付与し、そして 3月には、そ

の多くが海上民兵船と見られる 200 隻以上の中国漁船が、係争海洋自然地形、ウィットサン礁

周辺海域に停留した。これらの事案は、Duterte大統領の対中宥和政策を極めて複雑なものとす

る一方で、ワシントンへの再接近をより一層魅力的なものにした。 

（2）アジアにおける米中間の緊張が高まり、米政府高官が中国による台湾侵攻の可能性を警告し、

そして中国が南シナ海でその領有権主張を強めている時に、北京から距離を置く Duterte の姿



海洋安全保障情報季報－第 36 号 

 

 

56

勢は重要な意味を持ち得る。米国にとって、フィリピン国内の軍事基地への出入りは、特に南シ

ナ海における中国の侵出を抑止する上で不可欠である。Duterte 大統領は、「米比訪問部隊に関

する地位協定（The U.S.-Philippines Visiting Forces Agreement：以下、VFAと言う）」に関し

て、紆余曲折の末、2021年 7月、最終的に VFAに対する反対を取り下げ、協定を復活させた。

この間、Duterte大統領は中国から離れ始め、2020年 7月には、4年も遅れたが、2016年の南

シナ海仲裁裁判所裁定を認めるよう北京に要求することを外務省に許可した。2カ月後の9月に、

Duterte大統領は、国連総会で南シナ海における領有権問題に直接言及し、2016年の裁定を「妥

協し得ない」ものとし、裁定を蔑ろにする如何なる試みも拒絶されるであろうと言明した。 

（3）最近では、米比両国は高官の相互訪問が続き、両国の絆を再活性化させることに熱心である。

しかしながら、恐らく戦略地政学的に大きな重要性を持っているのは、「防衛協力強化協定（The 

Enhanced Defense Cooperation Agreement: 以下、EDCAと言う）」履行への動きである。2014

年に調印されたが、2016 年に Duterte 大統領によって非公式に凍結されていた EDCA は比国

内への米軍装備の事前備蓄と建造物を認めるとともに、フィリピン国内の 5 カ所の基地――ア

ントニオ・バウティスタ空軍基地、バサ空軍基地、フォート・マグサイサイ、ルンビア空軍基地

及びマクタン＝ベニート・エブエン空軍基地に部隊を輪番制で展開することを認めている。これ

らの基地への米軍部隊の出入りは、中国の如何なる挑発行為や南シナ海紛争の事態拡大に対して

も、ワシントンの対応時間を大幅に短縮することになり、緊急事態において極めて重要である。

米比同盟関係における雪解けのもう 1つの出来事は、9月下旬にフィリピンが東南アジア諸国で

初めて（しかもこの時点では唯一）、AUKUSを全面的に支持したことである。AUKUSは、明

らかに中国に対抗することを狙いとしている。もし Duterte 大統領が自らの対中関与政策を廃

棄する決断をしていなかったなら、決して AUKUS 是認を容認しなかったであろう。さらに、

Duterte大統領はこれまで、Balikatan年次演習などの米国との演習の中止を求めてきたが、今

や米比両国は、2022年に全面的な軍事演習再開の準備をしている。Duterte大統領は 8月のテ

レビ演説で、数百万回分のコロナワクチンを贈与した米国に対して公的に謝意を表明した上で、

このことが VFA 廃棄の中止を決定する上で主たる要因となったと語っている。 

（4）全般的に見て、Duterte大統領の対中宥和政策は終焉したか、あるいは少なくとも生命維持装置

に繋がっている状態にあると思われる。Duterte大統領が 2022年 6月に離任するまでの間に、

北京を賛美することがあるかもしれないが、その行動は、ワシントンを優先するものになる可能

性が高い。しかしながら、Duterte後の見通しは依然不透明である。最近の分析によれば、7人

の主要次期大統領候補の内、強固な対中取り組みを主張しているのは唯 1 人だが、最近の米比

関係の再活性化の勢いを考えれば、たとえ現在の候補者達が公的に発言しなくても、誰が次期大

統領になっても、北京よりワシントンを好む可能性が高いと思われる。 

記事参照：Duterte's Dalliance with China Is Over 

11月 3日「米国は直ちに一貫した台湾政略を立案せよ―元 NATO連合軍最高司令官論説」（Time, 

November 3, 2021） 

11月 3日付の米誌 Time電子版は、元 Supreme Allied Commander of NATO（NATO連合軍最高

司令官）James George Stavridis 米退役海軍大将の“The U.S. Risks Catastrophe If It Doesn't 

Clarify Its Taiwan Strategy”と題する論説を掲載し、そこで Stavridisは台湾をめぐる緊張が高まる

中、米国は中国との戦争の回避を志向しつつ、一貫した対中・対台湾戦略を立案することが必要であ
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るとして、要旨以下のように述べている。 

（1）10 月下旬、Biden大統領は中国による台湾侵攻に際して米国が台湾を防衛するかどうかを聞か

れ、力強く、台湾防衛を約束した。しかしWhite Houseと Department of Defense（国防総省）

は、米国が従来維持してきた「戦略的曖昧性」の方針を変更することはないとして、Bidenの発

言を半ば撤回した。その方針は 1979年に制定された台湾関係法以降、米国の台湾政策を方向づ

けるものであり、Biden大統領が上院外交委員会の委員を務めていた時に支持した方針である。

結局のところ、米国が台湾を防衛するかどうかははっきりしていない。 

（2）Biden の発言に関して、米国は「戦略的曖昧性」から「戦略的混乱」へと移行したというジョ

ークも囁かれた。それは別にしても、米中が台湾に関してますます攻撃的になる中、米国は、米

中関係全体に関する一貫した方針を必要としている。National Security Council（国家安全保障

会議）のインド太平洋調整官である Kurt Campbellによれば Biden政権は中国との紛争の回避

を決意しているという。問題はどうやってそれを達成するかだ。 

（3）中国による台湾侵攻に際して米国がどう対応するかについて、「戦略的明確性」を求める声は大

きい。また、兵器売却や高位の外交官の交換などを通じて、台湾の経済的、外交的、軍事的支援

をより強化せよという声もまた聞かれる。 

（4）南シナ海が米中対立の焦点の 1 つである。中国は南シナ海に展開し得る海軍・空軍力を急速に

増強している。米国が世界最強の軍事力を保有する国であることは間違いないが、台湾海峡周辺

では中国軍が米軍を圧倒できる可能性はある。中国にはまたサイバー攻撃という選択肢もある。

ミサイルの代わりに電子兵器を使い、台湾のあらゆる面に攻撃を加えることが可能である。 

（5）中国人民解放軍海軍はロシア海軍との共同作戦を強化している。10 月後半、日本周辺で行われ

た海軍力を誇示する作戦はその一環である。台湾の海上封鎖は台湾経済だけでなく、台湾製のマ

イクロチップを必要とする世界各国にとって強力な圧力となろう。それに対し米国はアジアの同

盟国との連携を深めてきた。たとえば日米豪印の 4 カ国安全保障対話（QUAD）の強化、日本

の防衛予算増額や NATO諸国のアジアへの部隊派遣の推奨などがそれである。最近ではオース

トラリアへの原子力潜水艦技術の供与に関する協定も結ばれた。 

（6）かつて中央アジアの覇権を巡る英ロ間の戦略的構想が「グレート・ゲーム」と呼ばれたが、今

日、東アジアにおいて台湾を重心とした「グレート・ゲーム」が間違いなく進行中である。米国

に必要なのは、政府全体として一貫した対中国政策である。両国の経済的関係を考慮すれば、戦

争は双方にとって大惨事である。必要なのは、いくつもの方向性を持つ戦略である。軍事的には

中国を抑止するためのサイバーや AI、宇宙、海洋における行動能力の強化があり、外交的には

QUAD の強化、あるいは民主主義や人権といった価値の尊重も重要であろう。互恵的な市場ア

クセスの相互承認など、経済的な取り組みも有用である。 

（7）こうした取り組みの本質は単純である。対立すべきところではそうするのであり、世界的感染

拡大や気候変動への対処、軍備管理など協力すべきところではそうするということである。その

ためには米中間のホットラインを維持する必要がある。それは米ソ冷戦時代には存在したが、今

はない。また、米中の部隊が遭遇したときにどう行動するかの手続き事項も必要な事項である。

特に台湾に関しては、明確で専門的な意思疎通が不可欠である。一貫した対中戦略が必要だとい

うことでは超党派の合意がある。あとはその計画を具体化しなければならない。 

記事参照：The U.S. Risks Catastrophe If It Doesn't Clarify Its Taiwan Strategy 

 



海洋安全保障情報季報－第 36 号 

 

 

58

11 月 4 日「各国によって意味合いが異なる『海洋安全保障』という概念―AMTI 報道」（Asia 

Maritime Transparency Initiative, CSIS, November 4, 2021） 

11月 4日付の米シンクタンク CSISのウエブサイト Asia Maritime Transparency Initiativeは、

“Conceptualization of“Maritime Security”in Southeast Asia: Convergence and Divergence”と

題する記事を掲載し、各国によって異なる「海洋安全保障」という概念の定義を明らかにするために、

専門家たちが会議を行ったことについて、要旨以下のように報じている。 

（1）「海洋安全保障」（maritime security）は、東南アジアの政策の語彙における中心的な概念とし

て浮上している。しかし、世界の大半の場合でそうであるように、この言葉の正確な意味は常に

明確ではない。どのような課題や国家活動が海洋安全保障に分類されるべきで、どのようなもの

が別の領域の要素とみなされるべきかは、通常あいまいである。あいまいなまま放置された用語

は、仮の意味をもつようになる。たとえば、多くの東南アジアの人々は、現代の米国人が話題に

する海洋安全保障は、「海での大国間競争」としてより理解されている何かを薄く覆っているも

のと見なしている。したがって、最も穏やかな新たな取り組みでさえも、域外の大国間の均衡を

取ることを目的とした地域的な計算に織り込まれている。この地域内では、語彙的な違いによる

ずれのために、政策の意図や外交上のシグナルに関して、問題のある誤解を招く可能性もある。 

（2）東南アジアにおける海洋安全保障の多様な概念化と定義を理解するために、Rajaratnam School 

of International Studiesは、専門家による円卓会議を開催した。専門家たちは、フィリピン、

ベトナム、ブルネイ、マレーシア、インドネシア、シンガポール及びタイの東南アジアの主要沿

岸国 7ヵ国、多国籍機関である ASEAN、そして QUAD構成国オーストラリア、日本、インド

及び米国において海洋安全保障がどのように定義され、使用され、概念化されているかを評価し

た。この構想の主要な目的は、共通の基準点を提供することで意思疎通を改善することだったが、

実際の政策上重要な発見もあった。 

（3）この構想では、各国の海洋安全保障の概念化と、この用語の定義がこの地域において多様なこ

とであることについての議論を、AMTIで 14本の連載記事によって公開する。 

（4）最初の 3本の記事は以下から利用可能である。 

Evolving Conceptualizations of Maritime Security in Southeast Asia by John Bradford 

The Philippines’ Conceptualization of Maritime Security by Jay Batongbacal 

Vietnam’s Conceptualization of Maritime Security by Nguyen Nam Duong 

記事参照：Conceptualization of “Maritime Security” in Southeast Asia: Convergence and 

Divergence 

11月 9日「ANZUSと地域安全保障における主体性の維持―オーストラリア法学専門家論説」（The 

Strategist, November 9, 2021） 

11月 9日付の Australian Strategic Policy Instituteのウエブサイト The Strategistは、オースト

ラリアの University of Tasmania 法学部 parliamentary law, practice and procedure course 長

Richard Herrの“ANZUS and agency in regional security”と題する論説を掲載し、そこでHerr

は ASPI が同日公表した報告書の内容を要約し、ANZUS と太平洋島嶼諸国が今後取り結ぶべき関係

について、要旨以下のように述べている。 

（1）11月 9日、ASPIは Sliding-door moments: ANZUS and the Blue Pacificと題する報告書を発

表した。それは結成から 70年の間に ANZUSが太平洋島嶼地域にもたらした教訓について調査
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するものである。 

（2）太平洋の国々は、自分たちの安全がその地域で展開される複雑な地政学的環境に影響を受けて

いることを理解しつつ、いかなる場合でも大国の手先のような存在になりたくはないと考えてい

る。しかし、QUADや AUKUSといった枠組みが台頭しつつある中、彼らは自分たちが安全保

障に関して主体性を喪失しているのではないかと恐れている。それはオーストラリアでさえこれ

までそうであったことを、AUKUSは明らかにしたのである。 

（3）ANZUSにおける負担共有の問題は計算しにくい問題であった。Joanne Wallisと Anna Powles

が主張するには、オーストラリアとニュージーランドは、ソフトパワーを含めた非軍事的な貢献

を通じて、米国が認識するよりも安全保障上の均衡に貢献してきた。太平洋の国々が自国の安全

保障環境に関する主体性をどの程度要求できるかは、2018年 9月に Pacific Islands Forumが

発したボエ宣言で強調された人間の安全保障と域外の国々が求めるより物理的な防衛とをいか

に切り離せるかにかかっていよう。 

（4）太平洋諸国はそれぞれ限定的な軍事力しか持っていない。なぜならそれは、元宗主国が安全保

障利害を共有し、相対的に穏やかな過程を経て独立を達成し、外部にわかりやすい脅威が存在し

なかったためである。13 ヵ国のうち、公式の国防軍を保有するのはフィジーとトンガだけであ

り、相互の安全保障協定などを結んでいる国はない。これは、10ヵ国中 6ヵ国が国防軍を保有

するカリブ海の状況とは対照的である。国防軍を持たない国であっても、軍事力を持つ国との相

互協力協定が結ばれている。国防軍の保有と防衛協定の存在は、大国との安全保障に関する議論

を主体的に進めるうえできわめて重要なものである。 

（5）カリブ海と太平洋の国々は地政学的な環境も異なるため、単純な比較は公正ではないし、実際

に太平洋諸国が安全保障問題について主体性を持つために軍事化が必要だと主張したいのでも

ない。軍事力を持たずとも、地域の安全の維持のために共有すべき負担はある。テロとの戦いの

間、太平洋諸国ができたのはパスポートの売買やマネーロンダリングを通じたテロリストの成長

を阻害することであった。ANZUSの観点からは、彼らに求められた貢献は地域の安全保障に関

する全体像を共有し、それぞれが自国の領土を他国の脅威にならないようにすることであった。

したがって、Pacific Islands Forumの元事務局長Meg Taylorが述べたように、もし太平洋諸

国がさらに小地域に分かれてしまえば、大国の地理戦略的な利害によって争うように仕向けら

れ、全体としての太平洋諸国の利益は失われてしまうだろう。 

（6）報告書は、ここに ANZUS のチャンスがあると言う。ANZUS は、インド太平洋というより広い

安全保障上の枠組みにおいて、太平洋諸国の関心や懸念を代表できる唯一の公式の安全保障上の

取り決めである。彼らが求めているのは外部機関による軍事的な安全保障の提供ではなく、気候

変動などグローバルな課題に対する国際的支持である。冷戦期において ANZUS との正式な提携

を考えた太平洋の国もあったようだが、現在の状況ではそれは複雑な問題を提起するだろう。 

（7）報告書の主張では、地域の安全保障に関する合意を得るためには、2つの重要な課題を克服しな

ければならない。ひとつは ANZUS が数十年の間、欠いてきた同盟としての機能回復の必要性

である。もうひとつは、太平洋諸国は域内の行政的な権限をめぐる調整よりも、ボエ宣言に示さ

れた目的を確保し、「青い太平洋」の共同管理への決意を新たにすることの重要性を示すことで

ある。 

記事参照：ANZUS and agency in regional security 
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11 月 9 日「中国に対抗してインド港湾企業がスリランカに投資―インド専門家論説」（The 

Interpreter, November 9, 2021） 

11月 9日付のオーストラリアのシンクタンク Lowy Instituteのウエブサイト The Interpreterは、

インドのシンクタンク ISASの研究員 Chulanee Attanayakeの“India’s answer to China’s ports in 

Sri Lanka”と題する論説を掲載し、Chulanee Attanayakeはインドの港湾管理会社による、スリラ

ンカの港湾への投資について、要旨以下のように述べている。 

（1）9月 30日、インド最大の民間港湾管理会社 Adani Groupが、スリランカに新しいコンテナ埠頭

を建設する 7 億米ドルの契約に署名したと報じられた。これは、スリランカ最大の上場企業で

ある John Keells Holdingsと Sri Lankan Ports Authority（スリランカ港湾局：以下、SLPA

と言う）が共同で Colombo West International Container Terminal（CWICT）を開発する契

約であり、35 年間の「建設・運営・譲渡」の取り決めの下で機能する。埠頭の共同経営会社の

株式を Adani Portsが 51％、John Keellsが 34％、SLPAが 15％の割合で保有する予定である。 

（2）スリランカ初のインド系港湾管理会社として、またスリランカの港湾産業における最大の外国

投資として、この契約は地政学的な意義をもっている。コロンボ港は主にインド市場を扱う地域

のハブ港であったにもかかわらず、インドの投資家たちは中国が参入してくるまでスリランカの

港湾産業への投資に関心を示さなかった。スリランカは今、南アジアにおけるインドの中国との

競争において、目立った戦場になっている。港湾投資はその最新の兆候である。 

（3）今回の投資は、中国の国有企業である招商局港口控股とスリランカの複合企業 Aitken Spence

が 2011年に SLPAと 35年間の利権契約を結び、Colombo International Container Terminal

（CICT）として知られる南のターミナルを、今回と同様に建設・運営・譲渡モデルで運営して

から 10年後に行われたものである。招商局港口控股のグローバルな経験と効率性は、コロンボ

港の競争力を向上させた。コロンボ港は数倍に成長し、2018年上半期に世界で最も急成長した

港となった。さらに 2017年、招商局港口控股は、島の南岸にあるハンバントタ港も 99年のリ

ースで引き継いだが、これはすぐに物議を醸すことになった。スリランカの港湾産業における中

国の影響力が高まり、中国の「債務の罠外交」（debt-trap diplomacy）に関する誤解を招くよう

な談話がある最中、Adani によるこの西のターミナルへの投資は、大きな変革をもたらすもの

と見なされている。ニューデリーは、スリランカの港湾に対する北京の大規模な投資には戦略的

な意図があると考え、警戒を強めていた。 

（4）入手可能な統計によれば、商業的には、コロンボ港からの積み替えビジネスの 70％以上がイン

ド市場と結びついており、その多くがアダニ港のターミナルを利用している。Adani Groupは、

同社がインドで最も急成長していると自負するムンドラの港の管理会社でもある。ムンドラ港は

ここ数年で急成長を遂げているが、コロンボ港に比べると遅れを取っている。これは主に、コロ

ンボ港が自国内の輸送を自国籍船に限定するというインドのカボタージュ規制の恩恵を受けて

おり、インド籍の船舶のみが現地航路での定期運航を許可されているためである。インド各州が

この規制を徐々に見直すにつれ、コロンボはより大きな競争に直面することになるだろう。 

（5）戦略上、スリランカは世界で最も交通量の多い航路の 1 つに沿って位置しているため、外国企

業、港湾業者及び物流業者と協力する際にこの国に恩恵がある。インドにとって、Adani によ

る投資は、コロンボ港における中国の動きに並走することで、その動向を注視できるという利点

がある。また、イランのチャーバハール港やオマーンのソハール港で行ったように、戦略的に重

要な商港に投資するというインドの方針がある。 
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（6）港湾は、単なる商業的資産というよりも、戦略的資産として考えられるようになってきている。

非常に重要な港湾を管理し、容易に利用できることで、各国は海外の軍事基地を所有したり、莫

大な費用をかけたりしなくても、パワー、影響力及び前方防衛能力を示すことができる。 

記事参照：India’s answer to China’s ports in Sri Lanka 

11月 10日「台湾は 2027年まで安全かどうか―米防衛問題専門家論説」（NIKKEI Asia, November 

10, 2021） 

11月 10日付の日経英文メディア NIKKEI Asia電子版は、米シンクタンク Rand Corporationの

上席防衛アナリスト Derek Grossmanの“Taiwan is safe until at least 2027, but with one big 

caveat”と題する論説を掲載し、そこで Grossmanは 2027年に中国による台湾攻撃の可能性がある

という観測に関して、中国による台湾侵攻が必ずしも差し迫ったものではないが、2024年の選挙の結

果が中国による攻撃の時期を早める可能性もあるとして、要旨以下のように述べている。 

（1）2027年は、中国人民解放軍創設 100周年にあたる。2021年 3月、当時退任間近であった U.S. 

Indo-Pacific Command司令官 Philip Davidsonは、議会の公聴会で、2027年に中国による台

湾侵攻の可能性があると証言した。それは賛否両論を巻き起こした。 

（2）Davidsonの予測の正しさを立証するように思われる理由もあるが、留保も必要である。たとえ

ば、習近平は台湾を屈服させたいと明らかに考えており、場合によっては武力を用いるとしてい

るが、他方で「平和的再統合」をより望ましい手段と位置づけて、攻撃が行われるのではないか

という噂を抑え込もうとしている。これについて、習近平が奇襲を考えている可能性も確かにあ

るが、より可能性が大きいのは、2024年の総統選挙において親中国的な国民党が勝利するのを

待つことであろう。 

（3）台湾は、中国の優先順位の上位に位置づけられているわけではない。2005年の反分離法は、な

お更新されておらず、主要な共産党大会の演説において台湾への言及を避け、社会的・経済的発

展に焦点を当ててきた。そもそも、台湾に対する上陸作戦が成功するかどうかはかなり不透明で

ある。歴史的に上陸作戦とは困難なものである。中国が軍の近代化を急速に進めているのも事実

だが、それだけで戦場での成功が約束されているわけではない。中国は 1979年の中越戦争以降、

実戦を経験していない。実際、中国人民解放軍は特に戦場の司令官級での人的能力の不十分さを

強調してきた。そのため実際に台湾に作戦を展開する前に、東沙諸島への作戦を実施する可能性

がある。 

（4）以下の点を指摘するのも公正であろう。ここ数年間、中国による台湾への挑発行為はひどいもの

ではあったけれども、中国がやろうと思えばできたことに比べれば控えめなものであった。1995

～96年の間の台湾海峡危機の際に中国がミサイルを発射したことを想起するとよい。また中国は、

台湾が「1992年コンセンサス」と呼ばれる「ひとつの中国」に関する原則の再確認を拒否したに

もかかわらず、馬英九総統時代の 2010年に締結された海峡両岸経済協力枠組協定の継続を決めて

いる。もしそれを廃止すれば、台湾に対するかなりの経済的圧力になっていただろう。 

（5）以上に示した全てのことが、2027年までの台湾の安全にとっては良い兆候である。しかし次の

総統選挙において、William Laiとして知られる頼清徳副総統が民進党の総裁候補となって選挙

で勝利すれば、中国による台湾攻撃の可能性は高まる。頼は、2018年に行政院長として、「台湾

の独立のために働く」ことを強調していた人物である。ただし、2024年まで同じような状況が

続くわけではない。米国の支援もさらに続くであろうし、台湾もまた米国に、独立を目指すこと
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はないと約束することもありうる。 

記事参照：Taiwan is safe until at least 2027, but with one big caveat 

11月 12日「インド・ASEAN間の海洋協力の進展―インド・東南アジア専門家論説」（Vivekananda 

International Foundation, November 12, 2021） 

11月 12日付のインドのシンクタンクVivekananda International Foundationのウエブサイトは、

インドの O.P. Jindal University 准教授 Pankaj Jha の“Evolving India-ASEAN Maritime 

Cooperation”と題する論説を掲載し、そこで Pankaj Jhaは近年進められているインドと ASEANの

海洋協力が、南シナ海の安全・安定にとってきわめて重要な意味を持ち、ひいてはインドの戦略的利

益にかなうとして、要旨以下のように述べている。 

（1）インドは「ルック・イースト」政策以降、ASEANとの関係強化を目指してきたが、その眼目の

1 つが海洋安全保障機構の構築である。2004 年のスマトラ島沖地震と大津波は、東南アジアの

脆弱性を明らかにしたものであった。それゆえインドは、捜索・救難における訓練や支援を通じ

た能力開発を目指してきたのである。 

（2）インド洋地域の大国インドは、2008年に創設されたインド洋海軍シンポジウム（Indian Ocean 

Naval Symposium）の下、東南アジアの国々との関係を深めてきた。ラオスやカンボジア、ベ

トナム、マレーシアなどとは定期的な訓練計画を通じて人員の育成に携わっている。またパプア

ニューギニアなどの南太平洋の国への関与も深めているが、それはインドの射程がさらに東に拡

大していることの証左である。 

（3）インドネシアに関して、インドは共同哨戒行動に加えて、その国防関連企業である PT Pal や

PT Dirgantaraの活性化に期待をしてきた。こうした ASEANの防衛産業の発展に関してはあ

る程度の反響があるが、しかし、財政的な問題や防衛産業を支える補助的な産業の欠落ゆえに、

まだ具体的な形を成していないのが現状である。東南アジア諸国は防衛関連装備について中国や

ロシアに多くを依存しているが、ロシアの兵器を使用している国々に関しては、船員や技師の訓

練についてインドとの関係が深い。 

（4）インドは 3 つのレベルで ASEAN との関わりを深めたいと考えているようである。それは、2

国間の対話、多国間の対話、連絡員の交換である。それによってインドは ASEAN 諸国との間

の相互運用性を向上させようとしているのであり、そうした考えに基づいて ASEAN10 ヵ国の

うち 9 ヵ国と防衛協定等を結んできたのである。多くの国々と良好な関係を築いてきたが、た

だし、マラッカ海峡の安全保障においてインドが重要な役割を果たそうという点について、イン

ドネシアやマレーシアは慎重な姿勢を見せている。それに対しインドは、自国があくまで穏健な

勢力として行動するつもりだということを強調してきた。 

（5）シンガポールとの間では定期的に演習が行われ、またインドの基地へのシンガポール機の駐留な

ども実施されている。タイやインドネシアとはアンダマン海周辺の共同哨戒が実施されてきた。

ベトナムとも高官級の人員交換、インド軍艦のベトナムの港への寄港も実施されている。こうし

たことはすべて、インドと ASEAN諸国との関係が深まっていることを証明するものである。 

（6）2018年 1月の共和国記念日、インドは ASEAN各国の政府首脳ら 10人を招待し、海洋安全保

障について議論を行った。南シナ海問題が話題に上がり、インド側は自分たちが南シナ海におけ

る安全に関心を強く持っていると述べ、論争は対話を通じてのみ解決されるべきだと主張した。

中国も米国も加わる ASEAN 友好協力条約の下、締約国は武器の使用や威嚇を避けねばならな
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いが、しかし、南シナ海では緊張が続いている。 

（7）海洋安全保障はインドにとって重要な争点であり、2021年 8月の国連安保理の間、その問題に関

する特別部会が設けられた。ここにおいても Modi 首相は、海に関する論争は国際法廷や対話の

機構を通じて解決されねばならないと強調した。ベトナム代表もまた、南シナ海に世界が注目し、

緊張緩和のために地域の安全保障機構を構築するための計画を開始すべきであると主張した。 

（8）インドはまた、南シナ海における恒久的な行動規範（以下、COCと言う）に関する議論を進め

ようと試みてきた。草稿に関する議論が明らかにしたのは、関係諸国が受け入れ可能な文書にす

るためには諸国の協調的な努力が必要であるということである。インドはまた、日米豪印 4 ヵ

国安全保障対話（QUAD）の枠組でも連携を深め、西フィリピン海や日本周辺海域における演

習を実施してきた。海賊対処や人道支援・災害救難分野もまた沿岸諸国にとっては決定的に重要

な問題であり、南シナ海をめぐる協調の機構の構築は必要不可欠である。 

（9）南シナ海における紛争解決のためには主に 3 つの方法がある。第 1 に、南シナ海を共有財産と

し、石油・ガス探査の収益を各権利主張国間で共有することである。第 2 に、漁業に関する市

場の統合により、沿岸共同体を支援することである。第 3 に、論争となっている島におけるい

かなる建造物の建設も停止し、現状を維持するべきとして関係各国が理解することである。最終

的に、関係各国の要求を幅広く満たすような COCの草案が可能な限り採択され、その検討が開

始されるであろう。インドと ASEANの海洋協力は、上記過程の進展を促進し、ASEAN諸国の

行動能力を拡大させる一助となるであろう。 

記事参照：Evolving India-ASEAN Maritime Cooperation 

11月 15日「中国、南シナ海での行動規範作成の交渉に意欲―香港紙報道」（South China Morning 

Post, November 15, 2021） 

11月 15日付の香港日刊英字紙 South China Morning Post電子版は、“South China Sea: Beijing 

keen to make code of conduct gains for 30th anniversary of China-Asean ties”と題する記事を掲載

し、ASEANとの対話関係樹立30周年を迎えるにあたり、南シナ海での行動規範作成のためのASEAN

との交渉に中国が意欲を見せていることについて、要旨以下のように述べている。 

（1）中国は、11 月に開催される首脳会談に至るまでの間に、南シナ海の行動規範の打開策を強く求

め、そして、ASEAN 諸国への COVID-19 に対するワクチンの継続的な供給を申し出た。中国

の王毅外交部長は 11月 14日、北京で ASEAN加盟 10ヵ国の高官級の外交官と会談し、北京が

ASEANの「対話パートナー」になってから 30周年を記念する首脳会談は画期的なものになる

だろうと述べている。中国の習近平国家主席と ASEAN諸国の首脳との間で、11月中に事実上

の首脳会談が行われる予定である。この地域の評論家たちは、王外交部長が 6 月に発表した

ASEANとの関係を包括的な戦略的パートナーシップに格上げするという中国の試みに、すべて

の加盟国が同意するかどうかが重要な問題になるだろうと述べている。 

（2）会合後の公式声明によると、王外交部長は、中国は、世界的感染拡大の課題を克服し、経済の

回復と成長を支援するために、ASEAN諸国との機会を利用すること、そして、経済のグローバ

ル化と地域の安定、統合及び繁栄を守ることを強く望むと述べている。彼は、中国は世界的感染

拡大が克服されるまで、ASEAN諸国にワクチンを供給し続けると述べ、王また中国と ASEAN

の関係における問題点である南シナ海での領有権の重複についても言及し、新たな行動規範の交

渉を推進したいという彼の意向を繰り返し述べた。 
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（3）2018 年にシンガポールで開催された第 51 回 ASEAN・中国外相会議で行動規範の草案が一本

化されたものの、双方が妥協点や規範が効果的に実施されることを保証する機構を見つけられな

いと理解されており、ほとんど進展していない。 

記事参照：South China Sea: Beijing keen to make code of conduct gains for 30th anniversary of 

China-Asean ties 

11 月 18 日「中国の妨害行動に抗議するフィリピン―米メディア報道」（Radio Free Asia, 

November 18, 2021） 

11月 18日付の米議会出資の短波ラジオ放送 Radio Free Asiaのウエブサイトは、“Philippines: 

Chinese coast guard used water cannon to block Manila's supply boats”と題する記事を掲載し、

中国による補給活動への妨害に対してフィリピンが強く抗議したことについて、その背景と意味につ

いて要旨以下のように報じている。 

（1）フィリピンは 11月 18日、中国に抗議した。11月 16日にフィリピンの排他的経済水域（以下、

EEZ と言う）内に位置するセカンド・トーマス礁において、フィリピンが実施していた補給活

動を中国海警が放水などによって妨害したことに対する抗議である。フィリピンの Teodoro 

Locsin 外相は「中国海警船の行動は違法である。中国はこの海域内及び其の周辺において法執

行権を持たない。忠告を聞き入れ、退去せねばならない」と述べた。 

（2）Locsin 外相によればフィリピン側に負傷者は出なかったという。彼は、今回のような活動を行

っている「公用の船舶は米比相互防衛条約の適用対象となっている」と指摘した。1951年に締

結された同条約の下、米軍は外国からの侵略から同盟国を防衛する行動を採るであろう。最近、

米国の国防関係高官が言及したようにそれは南シナ海でも同様であろう。 

（3）セカンド・トーマス礁は南沙諸島の端に位置し、中国、台湾、フィリピン、ベトナムがその領

有を主張している。1999年以降、フィリピンはその環礁に旧戦車揚陸艦「シエラ・マドレ」を

座礁させ、前哨基地として機能させ、そこに海兵隊を駐屯させている。今回の補給活動は彼らに

食料を届けるためのものであった。海警船による放水活動は 1 時間に及んだという。それによ

ってフィリピン側は補給活動を停止せざるをえなかった。 

（4）国家安全保障担当補佐官のHermogenes Esperonによれば、ここ 1週間での中国の行動は「い

つもとは違う」という。その間、中国の民兵船 19隻が同海域で発見されており、また、パグア

サ島（ティツ島、中国名：中業島）周辺では今年に入って 45隻が確認されている。中国の活動

は「かなり攻撃的である」と Esperonは述べている。2014年にはスカボロー礁近辺で、フィリ

ピン漁船に放水を行ったという事例がある。 

（5）今回の事件に関してはベトナムも反応し、外務省は「南シナ海におけるあらゆる活動において、

あらゆる関係国に、国際法や国連海洋法条約（UNCLOS）を遵守するよう要求する、そして状

況を複雑化させるような行動を避け、平和と安全、安定、海の秩序を維持するよう務めるよう求

める」と発表した。 

（6）放水による妨害の事例は今回が今年に入って初めてのことだが、4月には中国人民解放軍海軍の

軍艦が、フィリピンの報道員を載せた民間船を追い回すという事例があった。最近新しく施行さ

れた中国海警法は、南シナ海への侵犯だと海警局が判断する行為に対する攻撃的な対処を容認す

るものである。今年初めには、フィリピンの EEZ内に位置するウィットサン礁周辺におよそ 200

隻もの中国船の存在が確認され、数ヶ月の間フィリピン EEZ内部を動き回った。 
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（7） こうした挑発的行動に対し、Duterte 大統領ははっきりと中国を批判してこなかった。これま

でも Duterte 政権は、中国との緊密な関係維持を重視し、南シナ海論争に関しては穏当な対応

をしてきた。しかし今回の抗議は、ベトナムの南シナ海問題専門家 Viet Hoangによれば、フィ

リピンの取り組みが変わりつつあることを示唆している。 

（8）他方、フィリピンはベトナムとの間で、2007年以降停止してきた共同の海洋調査を再開するこ

とで合意した。これに関する声明においてフィリピン外務省は、南シナ海における法の支配の支

持を強調した。こうした動きについて Viet は次のように分析する。まず両国の共同海洋調査が

中止されていたのは Duterte が中国との関係維持を重要視していたためであるが、彼の任期が

終わりに近づくにつれ、フィリピンは周辺各国、特に米国との協調の拡大を模索している。ベト

ナムはこの機会をうまく利用するべきである。 

記事参照：Philippines: Chinese coast guard used water cannon to block Manila's supply boats 

11月 18日「南シナ海におけるベトナムの島嶼建設は中国との海洋における協調に対する脅威―

中国専門家論説」（South China Morning Post, November 18, 2021） 

11月 18日付の香港日刊英字紙 South China Morning Post電子版は、中国南海研究院海洋法律与

政策研究所所長閻岩の“South China Sea: Vietnam’s clandestine island-building is a threat to 

maritime cooperation with China”と題する論説を掲載し、閻岩は近年の海洋をめぐる中越関係は建

設的な方向に動いているにもかかわらず、ベトナムは目立たないように南沙諸島で占拠している島礁

で埋め立て、浚渫工事を行い、施設の建設や兵器の配備を行っており、南シナ海行動宣言に則り、こ

れらの作業を中止すべきであるとして、要旨以下のように述べている。 

（1）ベトナムは、その貿易所要を満たすため 2030年までに近代的な港湾を建設する計画を承認した。

これには係争中の南沙諸島、西沙諸島も含まれている。その直後、衛星画像は南沙諸島のサンド

礁、ナムイエット島、ピアソン礁で新たな埋め立てが行われていることを明らかにしている。 

（2）ベトナムは係争中の南シナ海で二重基準を使用している。ベトナムは他国に対しては埋め立て

やその他の工事を中止するよう要求する一方、自らはそれらの工事を継続している。過去数年間

にベトナムは南沙諸島の施設と装備を更新しており、報じられるところではより新型の射程の長

い兵器システムが含まれている。2016年、ベトナムは専門家が射程延伸砲兵（extended range 

artillery）システムの一部であるロケットランチャーと考えているものを南沙諸島に設置した。

ベトナムはこれを否定している。ロケットランチャーは小型ではあるが、（発射されるロケット

は）射程 150kmであり、南沙諸島全域を射程に収めている。ベトナムはまた、ピアソン礁及び

ナムイエット島にいくつかの事務棟と空対空レーダー（対空レー大の誤りか：訳者注）を設置て

おり、センサーと通信システムが装備されていると考えられている。国内メディアは、これら島

礁に中国の上陸作戦阻止のために建設してきていると報じている。ベトナムは、他の権利主張国

を苛立たせないよう、ASEAN加盟国、特にフィリピンとマレーシアの支援を失いたくないため

南沙諸島での建設は目立たないように実施され、国内メディアではほとんど報道されていない。

目立たずに工事を進めていくことは、ベトナムが中国の犠牲者であるように演じ、国際社会の支

援を勝ち取るのに好都合である。ベトナムの二重基準の成功は、島礁における建設が西側のシン

クタンク、研究機関、メディアであまり取り上げられていないことに見ることができる。 

（3）実際の海洋における協調は円滑に進展し、2021 年の中越関係は建設的である。9 月にはベトナ

ム共産党Nguyen Phu Trong総書記が王毅外交部長と会談し、両者はいくつかの問題について
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合意した。両者は南シナ海における中越間の相違をうまく処理することで合意し、南シナ海の平

和と安定維持のために行動規範について地域諸国が作業しなければならないと協調した。2016

年に海洋における法執行で協調することに合意して以来、中越両国は実際の協力を促進してきて

おり、10月には両国はトンキン湾で共同哨戒を実施し、これは 2021年では 2回目、2006年か

らでは 22回目のことである。中国外交部、ベトナム外務省は、海洋科学調査における新しい計

画の促進、環境保護、漁業、捜索救難、法執行やその他の両国が神経質にならなくてすむ領域で

の海洋における協調について作業を継続している。同時に、Covid-19 の世界的感染拡大のため

行動規範の討議は減速し、ベトナムは南シナ海における建設工事継続の機会の窓を手に入れた。 

（4）隣国である中越は、長年にわたって多くの微妙な問題をうまく対処してきた。両国は、複数の

陸上国境及び海上国境確定交渉の貴重な経験を有している。海洋における紛争解決を支援するた

め、中越は 2011年に海洋における対立解決の「基本原則」に合意し、署名している。この合意

には、2002年の南シナ海行動宣言の原則と精神に従うことが含まれている。ベトナムは今、正

しいことを成すべきである。 ベトナムは、南シナ海における緊張を緩和し、紛争を解決するた

め 2002年の行動宣言を遵守し、南沙諸島における建設作業を止めるべきである。 

記事参照：South China Sea: Vietnam’s clandestine island-building is a threat to maritime 

cooperation with China 

11月 19日「中比、南シナ海で再び緊張―フィリピン専門家論説」（Asia Times, November 19, 

2021） 

11月 19日付の香港のデジタル紙 Asia Timesは、Polytechnic University of the Philippines准教

授で南シナ海問題専門家 Richard J. Heydarian の“China, Philippine Sea tensions on the boil 

again”と題する論説を掲載し、ここでHeydarianは中国が南シナ海のフィリピン占拠の海洋地物へ

のフィリピンの海上補給を妨害したことから、中比関係の緊張が再び激化しかねないと見、要旨以下

のように述べている。 

（1）フィリピン軍西部司令部は 11月 18日、中国海警船 3隻が南シナ海のフィリピン占拠の海洋地

物セカンド・トーマス礁（フィリピン名：Ayungin Shoal、中国名：仁愛礁）に向かっていた 2

隻のフィリピン海軍補給船に対して放水砲で妨害したと報告した。Locsin Jrフィリピン外相は

同日の公式声明で、「駐フィリピン中国大使と北京の外交部に対し、この事件に対する怒り、非

難そして抗議を最も強い言葉で伝えた」と述べた上で、「政府公船は比米相互防衛条約の適用対

象となっている」と中国に警告し、紛争の事態拡大が米軍との合同介入を招く可能性を示唆した。

そして同外相は、「（中国側が）自制心を発揮しなかったことで、Duterte大統領と習近平国家主

席が尽力してきた両国間の特別な関係を脅かす」と警告し、さらなる外交的報復を仄めかした。

これに対して、北京は緊張緩和のための対話の道を維持しながらも、フィリピン船の方が中国の

管轄海域に「不法侵入」したと主張し、反撃した。 

（2）フィリピンは 20年以上、エネルギー資源豊かなフィリピン西部パラワン州沖海域と南沙諸島の係

争海域との間にある低潮高地セカンド・トーマス礁を実効支配してきた。フィリピン軍は 1999年

に、中国が主張する「9段線」内にある、この係争海洋地物の戦略的意義を認識し、錆びた病院船

「シエラ・マドレ」を浅瀬に座礁させて事実上の軍事拠点としてきた。この浅瀬はフィリピンの最

寄りの海岸から 168km離れているが、最寄りの中国の海南島からは 965kmも離れている。フィ

リピンの領有権を主張するために軍事拠点の「シエラ・マドレ」に駐留する少数のフィリピン軍
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海兵隊員は、食料から燃料や飲料水まで必要物資を絶え間ない補給に頼らなければならない。 

（3）過去 5年間、フィリピン外務省は自国管轄海域への中国の侵入に対して少なくとも 160 回の抗

議を行った。その大半（143回）は、Duterte政権の 3人目の外相、Locsin Jrによるもので、

同外相は 2018年に任命されて以来、ツイッター上で多彩な、かつしばしば外交官らしからぬ言

葉を通じて存在感を高めてきた。同外相は、南シナ海におけるフィリピンの哨戒活動と補給任務

は「正当で日常的な慣行」であると主張し、中国の最新の妨害行為を「南シナ海の平和、良好な

秩序そして安全を脅かす」と非難した。さらに、同外相は今回の事案に対するマニラの「怒り、

非難そして抗議」を表明し、セカンド・トーマス礁は「フィリピンの不可欠な領域であり、フィ

リピンの EEZと大陸棚であり、フィリピンは主権、主権的権利及び管轄権を有する」と繰り返

した。しかも、前述のように、同外相はフィリピンの政府公船は比米相互防衛条約の対象である

ことを北京に思い起こさせた。これは、Trump政権と Biden政権が共に、敵対的な第三者によ

る「南シナ海におけるフィリピン軍、軍用機及び公船に対する武力攻撃」が「相互防衛条約第 4

条に基づく相互防衛義務を引き起こす」ことを明確にして以来、特に痛烈な声明であった。一方、

中国も反論している。中国外交部報道官は、「11 月 16 日夕方、2 隻のフィリピン補給船が、中

国の同意なしに中国の南沙諸島仁愛礁周辺海域に不法侵入した。中国海警船は法に従って公務を

執行し、中国の領土主権と海洋秩序を守った」と述べた。 

（4）フィリピンにとって大きな懸念事項は、係争海域における中国の海上民兵船の増加と長期にわ

たる滞留である。フィリピンは 2021 年初め、フィリピンの EEZ内にある南沙諸島のウィット

サン礁（中国名：牛軛礁）周辺海域での数週間に及ぶに中国海上民兵船との対峙中に、戦闘機を

派遣し、海軍戦闘艦艇と沿岸警備隊巡視船を展開させた。2019年には、中国の海上民兵船がフ

ィリピンの EEZ内にあるエネルギー資源豊富なリード堆（中国名：礼楽礁）海域でフィリピン

漁船に突っ込み、沈没させた。近年、米シンクタンク The Center for Strategic and International 

StudiesのWebサイト、The Asia Maritime Transparency Initiative（以下、AMTIと言う）

は衛星画像分析を通じて南シナ海紛争の動向を詳細に追跡しているが、AMTIは、中国の海上民

兵船の役割の増大を警告している。AMTIは最近のレポートで、「2000年代になって、海上民兵

は北京が敵対する外国の軍事活動の監視と嫌がらせに活動の重点を移した」と述べ、中国の海上

民兵（MMFV）と南沙諸島中核艦隊（Spratlys backbone fleet: SBFV）の専門化の深化を指摘

している。AMTIディレクターの Greg Polingは、「海上民兵の価値は、（政府活動との無関係を

主張できる）一定の否認権を持っていることにある。北京は、これらは商業船舶であると主張す

ることができる。しかしながら、リモートセンシングと画像証拠を組み合わせれば、海上民兵船

と非民兵船舶とは区別することができる」と語っている。フィリピンは、中国に対する Duterte

大統領の過度の宥和政策によって、南シナ海全域に対する、そしてフィリピン管轄海域縦深への

中国軍及び海上民兵の展開の一層の拡大という代償を支払っているのである。Aquino政権下で

中国に対するフィリピンの歴史的な仲裁裁判を担当した Rosario元外相は声明で、「中国の行動

に抗議するフィリピンの対応はそれ自体称賛に値するが、この侵略の淵源がフィリピンの誤った

政策にあるかもしれないことは遺憾である」と述べた上で、「仲裁裁判所の裁定を次のレベルに

移行させることが可能であったであろう、他の政策手段を無視して、我々は主に 2 国間外交を

重視した」として、Duterte大統領が中国に立ち向かい、自国の権利と主権を主張することを拒

否したことを公然と批判した。 

記事参照：China, Philippine Sea tensions on the boil again 
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11 月 24 日「AUKUS に対抗して東南アジア非核兵器地帯条約の締結を早めたい中国―香港紙報

道」（South China Morning Post, November 24, 2021） 

11 月 24 日付の香港日刊英字紙 South China Morning Post 電子版は、“China backs nuclear 

weapon-free zone in Southeast Asia in move to ‘contain Aukus’”と題する記事を掲載し、中国はで

きるだけ早い時期に東南アジア非核兵器地帯条約（以下、SEANWFZと言う）に署名する意思があり、

豪英米の安全保障条約である AUKUSの登場により、この過程が加速する可能性があるとして、要旨

以下のように報じている。 

（1）評論家たちによると、中国は東南アジアに非核兵器地帯を設けることについて支持を表明して

いるが、これは新しい安全保障条約である AUKUS への懸念に押されて、地域の提携を強化し

ようとしているためである。中国政府は 20年以上前から、核兵器をこの地域に持ち込まないと

いう ASEAN のこの条約の議定書に署名する意思を示しているにもかかわらず、まだ署名を行

っていない。しかし、オーストラリア、英国、米国の間の新しい提携による圧力によって、この

過程が加速される可能性があると、彼らは述べている。習近平国家主席は 11月 21日、ASEAN

首脳に対し中国は非核兵器地帯の構築に向けた取り組みを支持し、条約の議定書に「できるだけ

早く」署名する意思があると発言した。1995年に ASEAN諸国が署名した SEANWFZは、こ

の地域に核兵器やその他の大量破壊兵器が存在しないことを誓約するものである。北京は、数年

以内に条約の議定書に署名する意向を示したが、現在のところ、中国、米国、ロシア、英国、フ

ランスの核保有国 5 ヵ国はいずれも署名していない。議定書の下では、核兵器を開発せず、製

造せず、保有せず、そのためのいかなる支援も受けないことが義務づけられる。 

（2）広州にある曁南大学フィリピン研究センターの代帆によると、特に南シナ海や台湾海峡におい

て中国政府と米政府の間の緊張が高まる中、ASEAN諸国はこの議定書が締結されることを望ん

でいるという。また、インドネシアとマレーシアは AUKUS によってオーストラリアが原子力

潜水艦を取得することに強い反対の意思を表明しており、彼らの姿勢は「中国の立場と一致して

いる」と彼は指摘した。代所長は、北京は非核兵器地帯を推進することで緊張を緩和し、「AUKUS

を封じ込める」ことを目指していると述べている。 

（3）北京の Carnegie-Tsinghua Centre for Global Policyの核政策に関する上席研究員趙通は、中国

の関心は地域的な結びつきに移っており、米国との敵対関係を考慮すると、他の核保有国との連

帯にはあまり関心がないとして、「中国は技術的な観点から議定書に実質的な提案をしていない。

しかし、米国をはじめとする他の核保有国は、議定書によって自国の核兵器の運搬手段の配備が

制限されるのではないかと懸念している。議定書への支持を表明することは、ASEANとの緊密

な関係を築くための方法でもある」述べている。 

記事参照：China backs nuclear weapon-free zone in Southeast Asia in move to ‘contain Aukus’ 

11 月 24 日「中国に白旗を揚げるのは早すぎる―オーストラリア専門家論評」（The Strategist, 

November 24, 2021） 

11 月 24 日付の Australian Strategic Policy Institute のウエブサイト The Strategist は、 同

Institute常任理事で元オーストラリア国防省戦略担当国防次官 Peter Jenningsの“Too soon to be 

waving the White flag on China”と題する論評を掲載し、Peter Jennings は 11月 22日付のオース

トラリア日刊紙 The Australianに掲載されたAustralian National University名誉教授Hugh White

の論説に反論して、8 つの理由を挙げて、中国に屈するべきではないとして、要旨以下のように述べ
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ている。 

（1）Australian National University名誉教授Hugh Whiteは、11月 22日付のオーストラリア日刊

紙 The Australian で「中国との戦争に向かうことは米国の指導力を打ち砕くことになりかねな

い。核戦争の可能性は『極めて高い』。そして、米国が勝利する可能性は非常に低い」と指摘し、

White はさらに「米国が勝利する可能性が低いということは、中国が米国の脅しと呼ぶ危機を

引き起こす可能性が高い」と述べている。そのような敗北という悲惨な予想に直面して何を為す

べきか？White によれば、権威主義国に対する民主主義国を支援することが必要不可欠である

か否かを検討しなければならない。「戦争を回避すべき決定的な理由がある。戦争の対価は、中

国が主導する新しい地域の秩序の下で生活していくための対価よりもはるかに高いからである」

とWhiteは言う。 

（2）香港、新疆ウイグル、チベット、さらには中国本土全てに適用されている習近平のレーニン主

義的権威主義について我々が知っていることを考えると暗い将来になるだろう。共産中国に支配

された地域におけるオーストラリアの生活はどのようなものだろうか？2020年に中国当局者が

オーストラリアの報道陣に手渡した 14項目の抗議のリストを見れば事が足りる。11月 20日、

中国駐オーストラリア大使代理王晰寧は抗議のリストはメディアのねつ造だと主張し、抗議項目

は 14項目以上になるべきだと 11月 19日付の英紙 The Guardianに語っている。そして、責任

はオーストラリアのせいにしているのはもちろんである。 

（3）このような世界は我々の未来であってはならない。White は、中国、米国、地域、軍事力の均

衡について誤った方に向かっており、オーストラリアについても間違っている。ここに 8 つの

その理由がある。 

a．第 1に、米国はアジア太平洋から離れつつあるわけではない。米経済は依然世界最大である。

購買力平価において中国が首位にあることは、ハードパワーを生み出す能力の指針とはならな

い。中国が豊かになる前に高齢化しているという見込みに直面している時に、米国の革新的な

能力と若い世代が中心にある人口構成が芯となる強さを維持している。 

b．第 2 に、米軍事力はどの視点から見ても依然戦略的に支配的である。そのことが、中国が米

国及びその同盟国から国防上の知的財産を盗もうとする理由である。中国は台湾に関して地理

的優位を保持している。しかし、その優位が持つ鋭さは紛争においては急速に鈍化するだろう。

そして、中国はそのことを知っている。 

c．第 3に、キビキビとした観閲行進に騙されてはいけない。人民解放軍は急速に増強されている。

しかし、依然 2 番手の軍隊である。中国の軍事文献は、隠身性からジェットエンジン、統率

の失敗、実戦経験の欠如まであらゆることの欠陥に焦点を当てている。行動中であっても中国

の潜水艦乗組員は毎日、何時間も政治将校の指導の下、習近平思想について学ばなければなら

ない。人民解放軍は、米国やオーストラリアのような第 1 級の軍の能力、柔軟性、革新、訓

練に到達するためには長い道のりが必要である。 

d．Whiteが誤っている第 4の理由。Whiteは、「オーストラリア、あるいは日本でさえも戦闘に

参加するか否かで大きな差異はない」として同盟国は重要ではないと述べている。しかし、民

主主義国が共同することによって生じる圧力は、真の同盟国を持たない中国をはるかに超えて

いる。中国が急速に核保有量を増大させていることを考えると、11月 22日に行われたASEAN

に対する習近平の演説で非核地帯を支援するとする表明したが、ASEANがその姿勢を受け入

れる可能性は低い、 
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e．第 5 に、抑止は今日まで機能してきた。中国は、米国の力に非常に慎重であるため、いわゆ

るグレーゾーンに全力を傾注しており、対応行動を招くことなくどの程度グレーゾーン作戦か

ら離脱できるかを見ている。通常兵器による紛争への一線を越えることは、北京にとって新た

な、厳しい段階となるだろう 

f．第 6の点は、中国はその経済における深刻な構造的弱点に直面しており、抑圧的で腐敗した政

治的階層とイヤイヤ服従している大衆に悩まされている。中国共産党が最も重視するのは支配

の継続である。中国共産党は自国民の恐怖の中で暮らしている。習近平は危険な愛国主義の波

に乗っており、その波は台湾に関しては習近平を支援するかもしれないが、容易に党を崩壊さ

せるかもしれない。 

g．第 7の点は、習近平が 68才ということである。習近平が永遠に存在することはなく、中国の

多くの友人を失った戦狼外交という馬鹿げた考えのような政策の誤りを説明するために呼び

出される（すなわち、被告人席に立たされる：訳者注）かもしれない。 

h．最後に、オーストラリアは役に立たないわけではない。オーストラリアは政策を策定し、国

際的な支援を勝ち取る能力がある。これが、中国の 5G技術の導入を拒否し、COVID-19につ

いて正確な説明を求めて挑んでくるオーストラリアを罰したいと中国が考える理由がまさに

これである。 

 オーストラリアが十分に明敏であれば、中国を押し返すためにオーストラリアはその軍事力

を強化し、地域の抑止力を補強し、友好国、同盟国の連合を形成することができる 

（4）これらはいずれも容易ではない。Hugh Whiteが紛争の対価を懸念することは正しい。しかし、

オーストラリアは屈服する必要はない。オーストラリアには、国と生活様式に重要なことのため

に立ち上がる自信、闘志、意欲が必要である。 

記事参照：Too soon to be waving the White flag on China 

11 月 27 日「5 ヵ国防衛取極（FPDA）50 周年の意義―オーストラリア専門家論説」（East Asia 

Forum, November 27, 2021） 

11月 27日付、Australian National Universityの Crawford School of Public Policyのデジタル出

版物 East Asia Forumは、同大学National Security College博士候補 Abdul Rahman Yaacobの

“Keeping the Five Power Defence Arrangement relevant at 50”と題する論説を掲載し、ここで

Yaacobは、米中の緊張が高まる中、マレーシアとシンガポールは、中国との貿易関係の重要性と、5

ヵ国防衛取極（FPDA）の防衛関係の重要性を再評価しなければならないと、要旨以下のように述べ

ている。 

（1）2021 年 11 月、オーストラリア、英国、ニュージーランド、マレーシア、シンガポールの 5 ヵ

国防衛取極（以下、FPDAと言う）が 50周年を迎えた。今後は、オーストラリアとインドネシ

アの防衛関係や、豪英米の 3ヵ国による安全保障協力 AUKUSとの関連から、その将来性が問

われることになるであろう。 

（2）FPDAは 1971年に締結されたが、その背景には英国の東南アジアからの撤退とインドネシアに

よる潜在的な安全保障上の脅威があった。1970 年代から 1980 年代にかけて、インドネシア、

マレーシア、シンガポールの関係が良好になるにつれ、FPDA は締結国の関係を維持するため

に発展していった。 

（3）冷戦時代最後の 10年間、マレーシアとシンガポールはソ連からの新たな安全保障上の脅威に対
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処しなければならなかった。ソ連はベトナムのダナンやカムラン湾の軍事施設を利用できるよう

になると、インド洋や南シナ海で強固な軍事的存在感を示すようになった。ソ連の戦闘機がマレ

ーシアとフィリピンの領空に侵入し、さらに南シナ海で米空母を攻撃する演習を行っていたこと

が、機密文書の開示により明らかになった。加えて、ソ連はマレーシアとシンガポールの海上交

通路を脅かす存在として、この海域で多くの潜水艦を運用していた。 

（4）FPDAは 1980年代、変化する安全保障上の脅威に対応するため、軍事演習の範囲を拡大し、マ

レーシアとシンガポールの防衛能力を強化した。1980年代後半、FPDAの演習には潜水艦戦と

電子戦が含まれていた。冷戦が終わった後、FPDA はその妥当性を維持するために、別の形の

安全保障上の脅威を検討し始めた。その結果、FPDA は非対称的な脅威やテロリズムなどの非

伝統的な課題に目を向けるようになった。 

（5）近年、東南アジアの戦略環境は大きく変化し、インド太平洋地域では米中の対立が激化している。

中国は、南シナ海の大部分を自国の海域と主張して滑走路やミサイルを備えた人工島をいくつも

建設し、それはブルネイ、マレーシア、フィリピン、ベトナムとの領土問題になっている。中国

の軍事力増強とこの地域への軍事力の展開に対し、米国は 2011年、Obama前大統領によるアジ

アへ軸足を転換する政策を皮切りに、北京との対峙に力を注ぐようになった。この流れは現在も

続いており、Biden政権ではアフガニスタンへの軍事的関与を縮小し、AUKUSを結成した。 

（6）東南アジアの安全保障状況が変化する中、FPDAは次のように重要な役割を果たしている。 

a．マレーシアとシンガポールの軍隊に交流と協力の場を提供し、両国の軍隊間の信頼醸成の機

構として機能している。マレーシアとシンガポールの関係は、安全保障の分野で時折、不安定

な状況が起きている。例えば、2018 年末から 2019 年初めにかけて、シンガポール西方沖の

海洋紛争を巡って、両国の警備艇が対峙した。最近では 2021年 9月、マレーシア警察のヘリ

コプターがシンガポールの領空に無許可で侵入したことに対し、シンガポールは F-16戦闘機

を緊急発進させた。2国間の紛争がこれ以上拡大しないようにするためには、マレーシア軍と

シンガポール軍の間で信頼と信用を築く必要がある。  

b．FPDA は、オーストラリア、英国、ニュージーランドが東南アジア防衛上のつながりを維持

し、マレーシアとシンガポールの防衛力に脅威を与えない形で貢献するための土台を提供して

いる。 

c．マレーシアにおけるオーストラリアの軍事的展開は、主に「ゲートウェイ作戦」を通じて、こ

の海域におけるマレーシアの監視能力を向上させた。また、オーストラリアは、南シナ海やイ

ンド洋の状況が認識できるようになったことで、この協定の恩恵を受けている。シンガポール

にとって、東南アジアに友好的な欧米の軍事力を持つことは、この地域における力の均衡の地

位を確保するための戦略の一環である。 

（7）マレーシアとシンガポールにとって FPDA は有用であるにもかかわらず、いくつかの課題を抱

えている。 

a．インドネシアの一部の指導者は、FPDA がインドネシアの潜在的な冒険主義を抑止するため

に設立されたことから、FPDA を刺激的なものと考えている。オーストラリアは、FPDA へ

の関与と、インドネシアとの関係を深めたいという願望を両立させる必要がある。インドネシ

アの FPDAに対する認識を改善する一つの方法は、インドネシアが FPDAの軍事演習にオブ

ザーバーとして参加することであり、最近シンガポールの Lee Hsien Long首相がそれを提唱

している。 
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b．懸念事項として、米中の対立が激化していることがある。マレーシアもシンガポールも、中

国と強い経済関係にある。AUKUS の結成は、それを脅威と見なす中国から非難を浴びた。

FPDA の加盟国であるオーストラリアと英国は、AUKUS の加盟国でもある。米中の緊張が

高まり、2つの超大国間の関係が崩壊するというシナリオでは、オーストラリアと英国が、米

国を支持する可能性が高い。マレーシアとシンガポールの防衛関係は、オーストラリアと英国

との 2国間関係または FPDAを通じた関係であるが、中国に監視されることになる。その場

合、マレーシアとシンガポールは、中国との貿易関係の重要性と FPDA の西側諸国との防衛

関係の重要性を再評価しなければならない。 

（8）最終的に、どちらかを選ばなければならないということは、マレーシアとシンガポールが避け

ようとしていることである。FPDAが今後 50年にわたって有用であり続けるためには、この現

実を認識する必要がある。 

記事参照：Keeping the Five Power Defence Arrangement relevant at 50. 

11月 28日「中国の軍備増強に対して米国はどう対応すべきか―米核・国家安全保障問題専門家

論説」（The National Interest, November 22, 2021） 

11 月 28 日付の米隔月刊誌 The National Interest 電子版は、Center for Arms Control and 

Non-Proliferation上席研究員 John Isaacsの“The Pentagon’s China Report: Reading Between the 

Lines”と題する論説を掲載し、そこで Isaacsは 11月初めにUS Department of Defenseが発表した

報告書に言及しつつ、中国の軍備増強に対して米国は軍事力という観点からだけではなく、包括的な

方針を立案する必要があるとして、要旨以下のように述べている。 

（1）2021年 11月初めに、US Department of Defense（米国防総省：以下、DODと言う）は、「中

華人民共和国に関する軍事・安全保障の展開」という報告書を発表した。それは、ここ数年の中

国の軍事的増強とそれが突きつける安全保障上の脅威について列挙するものであり、将来の危険

な軍事的衝突を予言するようである。しかし、冷戦期のような対決志向でのみ、それを解釈する

ことは危険である。 

（2）この報告書に関するメディアの報道は、それが突きつける危険を煽っているようである。たと

えばNew York Times紙は、「中国、2030年までに核弾頭を 1,000発保有、DOD報告」という

見出しをつけている。Washington Post紙や Foxニュースなども同様である。 

（3）しかし、新しい報告書それ自体も、それに関するメディアの報道も、そうした事実の背後にあ

る重要な側面を見過ごしてしまっている。たとえば報告書は、アメリカが現在保有する核弾頭の

数が 3,800 発であることに言及していない。また、中国はたしかに核弾頭を増やすことができ

るかもしれないが、おそらく高額になるそうした計画を本当に推進するかどうかは明らかではな

いのである。 

（4）海軍に関する記述も同じ傾向がある。報告書は、中国が「数の上では世界最大の海軍力」を持

つとし、水上艦艇と潜水艦を合わせて 355隻の戦闘艦艇を保有していると述べる。「数の上では」

そうなのだろうが、Brookings InstitutionのMichael O’Hanlonが指摘するように、大型かつ

先端的な艦船に関して言えばアメリカのほうが中国よりも多くそれらを保有しているし、中国海

軍の行動能力が近海に限定される一方でアメリカのそれは世界的規模なのである。空母発艦の航

空戦力についても、アメリカの戦力は中国の 10倍と見積もられる。 

（5）さらに DOD報告は、中国の経済成長を過大評価している。ここ数十年の間のそれは確かに目覚
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ましいものであったが、近年その勢いに陰りがあるという指摘もされている。たとえば米シンク

タンクAmerican Enterprise Instituteの 2人の研究者が Foreign Policy誌に投稿した論文によ

れば、中国の 2007年の経済成長率は 14％であったが、2019年には 6％に低下し、さらに現在

2％まで落ちているという研究もある。 

（6）またこの論文が指摘するのは、近年の中国の攻撃的方針や人権蹂躙政策が多くの国の否定的反

応をもたらし、結果的に中国にとっての市場がどんどん狭められているという事実である。そう

した市場は、これまで中国が堅調な経済成長のための淵源としてきたものである。 

（7）潜在的な脅威に対して慎重に向き合い、最悪のシナリオを検討するのは確かに DODの任務であ

る。しかし、われわれはそれを最終警告と受け止めるべきではない。われわれは歴史から学ぶこ

とができる。たとえば 1980年代末の DODによるソ連の評価報告書は、ソ連の軍備拡張が突き

付ける脅威を強調したが、しかしソ連はその 3年後に解体したのである。 

（8）同様に中国が早晩内部崩壊すると言いたいのではない。私が言いたいのは、政策を決定する際

に安全保障に関する狭い分析だけに依存し過ぎてはいけないということである。冷戦は、軍事支

出によってだけではなく、同盟の強固さ、自由な市場、民主的価値において勝利した。中国の軍

備増強に対する方針も、核兵器や艦艇の数だけに目を取られるのではなく、関連するあらゆる政

策を考慮に入れて立案されねばならない。 

記事参照：The Pentagon’s China Report: Reading Between the Lines 

11月29日「Duterte後、フィリピン、米国寄りに回帰へ―フィリピン専門家論説」（China US Focus, 

November 24, 2021） 

11月 24日付の香港 China-United States Exchange Foundationのウエブサイト China US Focus

は、フィリピン Polytechnic University of the Philippines准教授で南シナ海問題専門家 Richard J. 

Heydarianの“After Duterte: Is the Philippines Pivoting Back to the U.S.?”と題する論説を掲載

し、ここで Richard J. Heydarianは Duterte後のフィリピンが米国よりに回帰すると見、要旨以下

のように述べている。 

（1）Duterte大統領の就任当初からの対中宥和政策は上々のスタートを切ったが、2つの重要な要因

によって損なわれた。第 1 に、北京の大規模な基幹施設投資の約束がほとんど果たさなかった

ことから、批判者は中国を「約束不履行」として非難し始めた。懐疑的な国民世論、規制の不確

実性、そして契約条件と金利に関する慢性的な意見の相違が相まって、大規模な中国資本による

計画が頓挫した。第 2に、フィリピンが 2016年の仲裁裁判所裁定を持ち出しても、北京が「9

段線」主張に固執するために、中比双方は法的見解の相違を超えて、南シナ海における協力を深

化させる如何なる合意も達成できなかった。さらに、2019年の中国海上民兵船によってリード

堆（中国名：礼楽礁）でフィリピン漁船が沈没させられたことや、2021年のウィットサン礁（中

国名：牛軛礁）を巡る数カ月に及ぶ対峙など、一連の主要な事案も中国との協力に対するフィリ

ピン国民の懐疑的な見方を一層強めさせることになった。 

（2）対中経済協力の深化の挫折、南シナ海における緊張の激化、そして中国に対してより強い姿勢

を求める国民世論に直面して、フィリピンの国家安全保障担当者達は、米国との捻れた関係を回

復する機会を捉えた。長年にわたり、その多くが米国で訓練を受けた、伝統的に米国志向のフィ

リピンの防衛・外交政策当局者は、南シナ海における中国との防衛協定や協力協定の締結に抵抗

してきた。実際、フィリピンの戦略エリートは、2019年に米国と 281回の 2国間軍事演習を実
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施するなど、長年に亘って米国防省との防衛協力の拡大を着実に推進してきた。 退役将官で元

駐米武官のLorenzanaフィリピン国防相とHarvardUniversity出の弁護士でジャーナリストの

Locsin Jrフィリピン外相は、米国との防衛協力の維持とさらには拡大さえも一貫して支持して

きた。両大臣は、しばしば多彩な表現でフィリピン海域への中国の侵入を公然と批判してきた。 

（3）フィリピン防衛担当者による絶え間ないロビー活動の前に、Duterte大統領は 7月下旬の Austin

米国防長官のマニラ訪問時に、米国との「米比訪問部隊に関する地位協定（The U.S.-Philippines 

Visiting Forces Agreement：以下、VFAと言う）」について、完全復活することに合意した。

その直後、フィリピンの国防、外務両相は、比米関係の要石である「比米相互防衛条約（以下、

MDTと言う）」70周年を記念してワシントンを訪問した。比米両国の外務、国防両相は、2021

年後半に 2国間戦略対話を再開し、2022年初めに外務、国防両相による 2プラス 2閣僚会議を

実施し、更には海洋安全保障協力を強化するための新たな防衛枠組みについて交渉することにも

合意した。 

（4）VFA の復活に成功した両国は、現在、米軍部隊に南シナ海に近接した枢要な軍事拠点における

装備や戦略物資の事前備蓄を認める、「防衛協力強化協定（EDCA）」の完全履行を重視している。

実際、2021年のワシントンでの講演で、Lorenzana国防相は域内の緊張激化に鑑み、海洋安全

保障協力を一層深化させるために、MDTの大幅な強化を提案した。比米 2国間関係が急速に改

善されつつある中で、新たに任命されたフィリピン軍最高司令官の Faustino Jr将軍は最近、南

シナ海の大々的な 2国間軍事演習が近い将来「本格的」に再開されるであろうとし、2022年に

は 300回以上の共同訓練が予定されていると語った。あらゆる兆候から見て、2022年半ばに新

たなフィリピン大統領が就任する前から、比米両国は、急速に前世紀からの同盟関係を復活させ

つつある。 

記事参照：After Duterte: Is the Philippines Pivoting Back to the U.S.? 

12月 3日「インドネシア、アジアにおけるロシアへの甘い期待―オーストラリア専門家論説」（The 

Strategist, December 3, 2021） 

12月 3日付のオーストラリアシンクタンク Australian Strategic Policy Institute（ASPI）のウエ

ブサイト The Strategistは、ASPIインドネシア・プログラム長 David Engelの“Has Jokowi fallen 

for Putin’s line on Russia’s benign utility to Indonesia?”と題する論説を寄稿し、ここで David Engel

はロシアの地域的貢献に対するインドネシアの甘い期待について、要旨以下のように述べている。 

（1）オーストラリア政府は、Putinロシア大統領の最近の行為と、それが東南アジアにおけるオース

トラリアの立場にとって含意することについて、何らかの考慮を払う必要があるかもしれない。

史上初の ASEAN とロシアの合同海洋演習にロシア海軍対潜駆逐艦「アドミラル・パンテレー

エフ」を派遣するという Putin大統領の決定を迷惑行為（trolling）と決め付けることは、即断

に過ぎるかもしれない。同艦は 12月初めにインドネシアのアチェ州サバン沖の海域で実施され

た 3日間の演習のためにロシア Pacific Fleetから派遣されたが、同艦隊が派遣し得る最良の選

択肢だったかもしれない。この演習は、近年中国や米国などの艦艇が ASEAN から派出された

部隊と実施している同様の演習シリーズの最新版とみられる。 

 とは言え、「海洋経済活動と商業航行の安全確保」を目的とする演習に、対潜駆逐艦を派遣す

るという選択は、それが行われた文脈を考えると、Putin流の挑発と解釈したくなる。この演習

は、10月 28日の ASEAN・ロシア首脳会議における、「信頼醸成と、共通の安全保障上の課題
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に対処する能力を強化するために、ASEAN国防相会議プラスの構成国の軍隊間の合同演習の実

施を奨励する」との声明に基づく。さらに言えば、この首脳会議は、豪英米による AUKUS 協

定に基づいてオーストラリアが攻撃型原子力潜水艦（以下、SSN と言う）を取得する計画が 9

月に発表された後に開催された。AUKUS 協定については ASEAN の一部が歓迎しているもの

の、他の諸国、とりわけ、インドネシアが深刻な懸念を表明している。ジャカルタが最も懸念す

るのは、核拡散防止条約との整合性と、オーストラリアの SSN取得計画が域内の軍拡競争を引

き起こすリスクである。インドネシアのWidodo大統領は首脳会談で、ロシアはこのリスクを軽

減することが重要であると言明したとして、「ASEAN・ロシア戦略的パートナーシップが軍拡

への流れを阻止できる。これは、インド太平洋地域の安定、平和そして繁栄を維持する上でのロ

シアの大いなる貢献となろう」と語った。 

（3）一方、Putin大統領は、「世界と地域の主要な問題」に対するロシアと ASEANの立場に共通点

を見出し、「重要なことは、我々全員が広大なアジア太平洋地域における平等で互恵的な協力関

係を支持することだ」と、ASEAN首脳に強調したと言われる。当面、ロシアは東南アジア諸国

への最大の武器供給国であり、この点で両者の協力は一定の利益をもたらしてきた。ロシアはま

た、ASEANに対して、ASEANの「中心性」に対する支持を約束するとともに、南シナ海を将

来的な「中国の湖」ではなく、世界的な公共財の一部と見なすことで、この地域における外部の

新たな主要アクターとしての期待を持たせている。 

（4）しかし、Widodo大統領、そしてその他の ASEAN首脳が Putin大統領を「安定と平和の保証者」

としての役割を果たす地域の行為者として「肯定的に」見るべきであるということは、極めて寛

大に過ぎるように思える。Widodo大統領の寛大さについての 1つの説明は、ロシアがこの地域

（特にインドネシア）の発展に具体的な貢献をするであろうとの大統領のあからさまな期待にあ

る。しかしながら、ロシアの経済力では、中国、米国、日本及び域内の他の諸国の場合よりも、

その支援は目立たないであろう。Widodo大統領がロシアを大国間抗争における中立的プレーヤ

ーとして位置づけようとするのは、対潜駆逐艦「アドミラル・パンテレーエフ」がスマトラ沖で

の演習に先だって遂行していた任務を考えれば、神経質に過ぎよう。対潜駆逐艦「アドミラル・

パンテレーエフ」の行動には、中国との合同海上哨戒演習があり、この演習では中ロ艦隊が日本

を周回した。中国国防部は、この演習は「いかなる第三国も目標にしたものではない」と言い訳

をしたが、中国の人民日報傘下の環球時報英語版は明快で、「中国の軍事専門家」が米国と日本

に対する警告として行ったと語ったと報じている。この地域の戦略的将来に対するロシアの役割

について、こうしたロシアの行動からあまり多くの結論を引き出すべきではない。域内諸国とロ

シアの歴史的な繋がりと、ロシアが依然保持するハードパワーはこの地域の戦略的将来にある程

度の影響を与えるであろうが、その現実の経済的弱みは域内での影響力発揮を制約するに違いな

いであろう。 

（5）インドネシアの Prabowo国防相がロシアの対潜駆逐艦「アドミラル・パンテレーエフ」の艦橋

で演習を視察していた時には、この数十年後にはオーストラリアの SSNがスマトラのサバンか

ら遠くない海域に潜んでいる可能性に思いが至らなかったかもしれないが、インドネシアの核不

拡散の懸念に対処することは、現在および将来のキャンベラの対インドネシア政策の取引の主要

な部分でなければならない。もちろん、このことは、オーストラリアが単にインドネシアの好意

を得るために防衛上の利益を放棄する必要があることを意味するわけではない。しかし、紛争抑

止に向けてのオーストラリアの取り組みを、インドネシアなどの ASEAN 諸国が北方の近隣諸
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国の感情と一致しない敵対的姿勢と受け取れば、これら近隣諸国は、横暴な巨象から身を守って

くれる、平和を愛し、法を守る提携国としてロシアの明白な欠点に目を瞑る可能性が高い。そし

て Putin大統領も、機会があればそれに応えようとする姿勢を示すであろう。 

記事参照：Has Jokowi fallen for Putin’s line on Russia’s benign utility to Indonesia? 

12月 7日「『グレーゾーン』戦術を見極める―オーストラリア政治学講師論説」（The Interpreter, 

December 7, 2021） 

12月 7日付のオーストラリアのシンクタンク Lowy Instituteのウエブサイト The Interpreterは、

オーストラリアUniversity of Queenslandの政治学・国際関係学講師 Megan Priceの“Taming the 

‘grey zone’”と題する論説を掲載し、Megan Priceは近年「グレーゾーン」戦術に対する不安が広ま

っているが、その定義がはっきりなされないままその言葉を使用するのは危険であるとして、要旨以

下のように述べている。 

（1）近年「グレーゾーン」戦術に対する不安が広がっており、公的な場においてもその言葉が聞か

れるようになった。たとえばオーストラリアの 2016年の国防白書ではその用語は一度も出てこ

ないが、2020年の国防戦略改訂では 11回も登場する。 

（2）グレーゾーンとは一般的には、通常の軍事行動には届かない烈度の威圧的活動と理解されてい

る。2014年のロシアによるクリミア半島併合や、中国の南シナ海における領土的主張などがそ

れにあたる。しかし近年、オーストラリアの対外政策関係者や防衛関係者は、グレーゾーン戦術

を広く定義し、さまざまな行動にそのレッテルを貼りつけてきた。前述の国防戦略改訂の定義で

は、グレーゾーンは軍事的なものでもあり、非軍事的なものでもあり、情報操作や経済的な威圧

などもそれに含まれるという。中国の一帯一路構想さえ、グレーゾーンとして扱われている。 

（3）しかし、グレーゾーンという言葉は注意深く扱われるべきであろう。ある国家のある行動をグ

レーゾーン戦術と位置づけることによって、アナリストは、その国のあらゆる行動を別の国を弱

体化させるような一貫した企みと認識することになってしまうだろう。たとえばオーストラリア

の懸念の淵源は中国であるが、中国のあらゆる行動がグレーゾーン戦術であるわけではない。た

とえば一帯一路構想については、その「債務の罠」が問題視されているが、その懸念は過大評価

されている。その構想は主として経済的要因によって推進されており、中央による一貫した統制、

計画があるわけではない。 

（4）オーストラリア産大麦や牛肉に対する中国の貿易制限もまた、中国によるグレーゾーン戦術と

解釈されることがある。しかしこれは、中国による最近の「外交的自己破壊」のパターンにより

適合するもので、長期的で一貫した企みというよりは、機会主義的で短絡的な外交政策と解され

るべきである。 

（5）グレーゾーン戦術を軽視せよというのではなく、その言葉の使用には慎重さが必要だというこ

とである。グレーゾーン戦術の顕著な特徴の 1 つは、それが公然と行われる領域と隠密裡に行

われる領域の間で起こることである。言い換えれば、それは隠密裡に行われることを公然と行う

ということである。南シナ海において中国が漁船団を活用したことはそれに当てはまる。こうし

た隠密裡に行われることを公然と行うということで、それを実行する国は、自国が強硬であるこ

とを内外に伝達することができるという点において有用なのである。ただし、それは威圧的な経

済制裁などとは別物である。したがって、そうした行動に対しては、別の対策が必要になる。 

（6）何がグレーゾーンに当たるのか、その定義が重要であろう。中国がやることなすことすべてをグ
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レーゾーン戦術と見なすことによって、オーストラリアの人々が得るものはほとんどなにもない。 

記事参照：Taming the “grey zone” 

12月 9日「中国、東南アジアの非核兵器地帯設置に合意の意向：今なぜ―米安全保障専門家論説」

（Lawfare Blog, December 9, 2021） 

12月9日付のオーストラリアLawfare InstituteのブログLawfare Blogは、米Stanford University

の博士課程修了研究員Ryan A. Mustoの“China Wants to Join Southeast Asia’s Nuclear-Free Zone. 

Why Now?”と題する論説を掲載し、そこでMustoは中国が東南アジアにおける非核兵器地帯設置を

定めたバンコク条約に署名する意向を表明したことに言及し、中国の意図が東南アジアと AUKUSの

間に楔を打ち込むことであるとして、要旨以下のように述べている。 

（1）11 月 22 日に開かれた ASEAN のオンライン首脳会談において、中国の習近平は声明を発し、

中国は 1995年に成立した、東南アジア非核兵器地帯条約、いわゆるバンコク条約に署名する意

志があると発表した。バンコク条約は、東南アジア地域に非核兵器地帯を設置するものである。

もし中国が同条約に署名すれば、中国はその区域において、締約国に対する核兵器の使用および

使用の威嚇をできなくなる。そして、同条約に署名する最初の核保有国になる。 

（2）中国がバンコク条約に署名しようというのは驚くことではない。中国はこれまでも核の先制不

使用方針を表明してきている。バンコク条約に関しては、中国と ASEANの間で 2011年に一旦

話がまとまりかけたが、他の主要核保有国（米国、英国、ロシア、フランス）が条約に署名しな

かったために、中国もそれを先送りにしたのであった。しかし習近平はその方針を変えたという

わけである。なぜそれを急ぐのだろうか。 

（3）その目的の 1つは、中国の核戦力増強から目を逸らさせることにある。2021年の夏に、中国が

新たに数百のミサイル・サイロを建造していることが明らかになり、また核弾頭搭載可能な極超

音速ミサイルの実験も行っている。もう 1つの要因が AUKUSの結成である。英米によるオー

ストラリアへの原子力潜水艦技術の提供を定めた AUKUS は、インド太平洋における中国の影

響力拡大に対抗しようとする動きである。中国外交部長の王毅は、マレーシアとブルネイの外相

に、AUKUSはバンコク条約に反するものだとしてそれを強く批判すると述べている。 

（4）中国はバンコク条約を利用して、ASEANと米国の間に楔を打ち込もうとしているのである。米

国は主要核保有国のなかで最も強硬にバンコク条約に反対している国である。バンコク条約が包

摂する範囲は、インド洋東部から太平洋西部にまで広がる、戦略的重要性を持つ広大な海域であ

る。もし米国が同条約に署名すれば、米国はその区域内で核兵器の使用ないし使用の威嚇をでき

なくなる。また、同条約は無害通航を認めてはいるが、核武装した米国の潜水艦がその海域を通

航できなくなるのではないかと考えられている。 

（5）中国は AUKUSに対する ASEAN諸国の懸念を焚きつけようとしている。実際、インドネシア

やマレーシアは、AUKUS が地域の軍拡競争を促進するのではないかという不安を表明してい

た。その一方で、中国はバンコク条約に署名することで、平和をもたらそうとする国としての立

場を獲得することになる。インドネシアの外相は、習近平の声明を、中国が東南アジアにおいて

「平和的拠点」を創設しようとするものだと理解した。また中国は、AUKUS が 1985 年に成立

した南太平洋における非核兵器地帯を設定した南太平洋非核地帯条約、いわゆるラロトンガ条約

を「死文」にするものだと批判し、その脅威がバンコク条約にも及ぶものだと示唆した。 

（6）1990年代半ばに ASEANがバンコク条約を成立させたのは、主として中国を封じ込めるためで
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あった。いまや中国は、それへの参加を通して自国の影響力を拡大し、米国およびその同盟国の

行動能力に制限を加えようとしている。米国がすべきことは、非核兵器地帯を認めるよう

ASEANと妥協することである。希望もある。先週の主要核保有国による共同声明において、米

国は、バンコク条約に関して ASEAN と「対話を促進する重要性」を認めた。今行動しなけれ

ば、中国がそれを外交的兵器として利用できるようになるだけである。 

記事参照：China Wants to Join Southeast Asia’s Nuclear-Free Zone. Why Now? 

12月 10日「中国の台湾侵略を抑止する方策－米専門家論説」（19FortyFive, December 10, 2021） 

12月 10日付、米安全保障関連シンクタンク 19FortyFiveのウエブサイトはUS Naval War College

の海洋戦略教授／University of Georgia 公共・国際問題大学院研究員 James Holmes の“How To 

Ensure China Doesn’t Try To Invade Taiwan.”と題する論説を掲載し、ここでHolmesは 1902年

ベネズエラに対する債務返還要求のため、ドイツ、英国、イタリアが港湾を封鎖した際の米大統領

Theodore Rooseveltの外交戦術を例にして、今日の台湾に関しては、公の場では穏やかに、裏ではは

っきりと話し、そして大きな武力を持つべきとして、要旨以下のように述べている。 

（1）12月 6日の週、US Department of Defenseのインド太平洋安全保障担当次官補 Ely Ratnerが

上院外交委員会に出席し、台湾に対する「戦略的曖昧性」政策を維持すべきか「戦略的明確さ」

へと移行すべきかの議論が沸き上がった。Ratnerは台湾の防衛力を強化するよう呼びかけ、緊

急課題であると宣言した。しかし、ロイター通信の報道によると、Ratnerは米国が台湾の防衛

を明確に約束しても、抑止力の強化には意味がないとの見解を示している。 

（2）それはおかしな言い分である。抑止力には脅威を与えることが含まれる。もし自分たちに敵対

的な行為者が採りたがっている行動を抑止したいのであれば、脅威を発し、その脅威を実行に移

す能力と決意を示すのである。成功すれば、敵対する指導者に自分たちの国力とそれを行使する

決意を信じさせることができる。そして敵対勢力は行動を控える。これに対して、戦略的曖昧性

では、誰もが疑問を抱くことになる。実際のところ、明確な脅威が発せられず、権力と目的を敵

対行動に結びつけなかったことで、我々が意識的にグレーゾーンを作り出した結果が、近年の中

国やロシアの覇権主義的行動に結びついている。 

（3）習近平が、米国の堅実さや軍事力を軽んじるようになれば、台湾海峡で賭けをするかもしれな

い。一方、台湾の住民は侵略に対して立ち上がることはなく、米国の援助に絶望するかもしれな

い。台湾のモラルは崩壊しかねない。しかし、抑止には別の方法がある。すべての脅威を公にす

る必要はない。公の場では不言実行を貫き、裏で率直に語り、軍事力を誇示すれば、海峡で勝つ

には十分であり、抑止力の勝利となり得る。 

（4）1902年、Theodore Roosevelt米大統領は、ベネズエラを封鎖している英独艦隊を監視するため

に、米艦隊をカリブ海に派遣した。 

a．ベネズエラ政府がヨーロッパの銀行からの債務を踏み倒したため、ヨーロッパの各国が軍艦

を派遣して債権の回収に乗り出したのである。ヨーロッパ諸国は、経済的圧力に加え、ベネズ

エラ沿岸を砲撃することで、債務を返済するように仕向けようとした。 

b．ドイツ政府は派遣前から、ベネズエラのさまざまな港を一時的に占拠すると表明していた。

Rooseveltは、ドイツがそのまま占領し続けるのではないかと危惧した。事実ドイツを含むヨ

ーロッパの帝国は、このような策略によってアフリカやアジアに広がっていった歴史がある。 

c．欧州列国は、戦略的な土地を手に入れ、そこに海軍基地を建設し、カリブ海の航路に侵入して、
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米国や近隣諸国の不利益になるようなことをするかもしれない。さらに、パナマ運河が開通す

れば、そこを拠点とする軍艦がパナマ運河へのアプローチを脅かすかもしれない。そうなれば、

アメリカ大陸に部外者が新たに植民地を作ることを禁じた長年の政策であるモンロー・ドクト

リンにドイツや英国は違反することになる。 

d．ドイツ皇帝 Kaiser Wilhelm 2世への対処は厄介であった。彼の行動は好戦的なものと融和的

なものが交互に現れ、その日その日の行動を予測することは困難で、さらに英連邦は公の場で

撤退を要求されることは好まなかった。このため Rooseveltは、内々に外交活動を行った。そ

うすることで、外国の支配者の虚栄心を抑え、軽率な行動に走らせる可能性を低くすることが

できた。 

e．伝記作家 Edmund Morrisは、Rooseveltを「沈黙と秘密の中で大戦略の多くを達成した最高

の指導者」と描いている。1902年 12月 8日、駐米ドイツ大使 Theodor von Hollebenがホワ

イトハウスを訪問した。Roosevelt大統領は彼を脇に呼んで、海上封鎖について内密に協議し

た。Roosevelt は、「George Dewey 提督を指揮官として西インド諸島海域へ艦隊を展開させ

ると Kaiser に伝えよ」と言った。Roosevelt は米艦隊を平時の演習という名目で展開しよう

とした。そして、「もしドイツがベネズエラやカリブ海の他の地域で領土を獲得するような行

動をとれば、武力で干渉せざるを得ない」とも言った。 

f．Roosevelt大統領はドイツ政府に 10日間の猶予を与え、ベネズエラの港の占領を断念させた。

その後、Dewey 提督が「ベネズエラ沿いの状況を観察する」という任務を帯びて南下するこ

とになる。ベネズエラの Caracas大統領は、12月 9日に封鎖が激しくなり、ドイツ海軍がベ

ネズエラの砲艦 4隻を押収し、そのうち 3隻を沈没させたことから、米国に仲裁を要請した。

William 2世は、米政府とドイツ政府の秘密外交の末、国土強奪を断念した。しかし彼は、ベ

ネズエラの仲裁要請も拒否した。その後、von Holleben大使との会談で、Rooseveltは 24時

間の最後通牒を突きつけた。 

g．Hollebenは、動揺してホワイトハウスを後にし、記録はその時点で途絶えた。Morrisが回想

するように、ホワイトハウスの職員は、大使が去るのを見たが、彼の訪問について何の記録も

残さなかった。国務省の書記官もドイツ大使館の書記官もそうだった。Wilhelm は、強制さ

れたのではなく自由にこの危機を終わらせることができたのである。ドイツ政府は、Roosevelt

がハッタリではないと判断し、アメリカ大陸沿岸での海軍力の現実を鑑みて屈服したのであ

る。もしドイツが戦って米国に負ければ、ドイツの威信は大打撃を受けただろう。12 月 17

日、kaiser政権は米国の仲裁を受け入れ、危機は沈静化した。 

（5）Theodore Rooseveltのベネズエラ事件への対応は非常に慎重であったため、歴史家がこの事件

を実際に起こったと結論づけるまでに 1 世紀を費やした。抑止力が働くとはいえ、脅威の実行

を公言しないことにはメリットがある。台湾海峡の対立について、Theodore Rooseveltからの

示唆をいくつか挙げてみる。 

a．米国の外交官や報道官は、公的には、戦略的なあいまいさや戦略的な明確さに誓約すること

も、距離を置くこともないだろう。習近平主席には、1902年のWilhelm 2世に与えたような

危機からの潔い脱出を、認めることができる。もし、習近平が中国人民の地位を犠牲にするこ

となく、争いから降りることができれば、習近平が危機を脱する可能性は高くなる。 

b．米国の外交団は北京との私的な交流において、最大限の率直さをもって話さなければならな

い（台北との交流も同様で、台湾人に希望を与えることは、中国を抑止することにつながる）。
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英独艦隊が領土を奪取した場合、米艦隊に出撃命令を出すと Rooseveltが明言したように、米

国は中国の侵略から台湾を守ることに疑いの余地はない。中国共産党の高官たちに、米国の不

屈の精神と抑止力を納得させれば、抑止は可能かもしれない。 

c．3つ目は、US Department of Defenseが戦争に勝つための軍備を整える一方で、米国の政治・

軍事機構は、危険な状況に置かれても中国に勝てるだろうと中国政府を納得させなければなら

ない。習近平と人民解放軍は、台湾海峡で戦争が起きれば、ホームグラウンドで、分散した米

軍を相手に戦うことになる。これに対しては、太平洋の彼方で力を発揮できる戦力、作戦、戦

術を構築しておくことに越したことはない。それが我々の使命である。台湾を守るには、公の

場では穏やかに話し、裏でははっきりと話し、そして大きな武力を持つことである。 

記事参照：How To Ensure China Doesn’t Try To Invade Taiwan. 

12 月 10 日「対中戦略がニュージーランドの外交を支配する―ニュージーランド専門家論説」

（RNZ, December 10, 2021） 

12 月 10 日付、ニュージーランドラジオ局 RNZ のウエブサイトは、ニュージーランド Victoria 

University of Wellingtonの The Democracy Projectの国際問題分析者 Geoffrey Millerの“China 

strategy dominates New Zealand’s foreign policy year”と題する論説を掲載し、ここでMillerは2021

年のニュージーランドのあいまいな対中国戦略は成功を収めたが、情勢は刻刻変化しており、2022

年に同じ方針が成功する保証はないとして、要旨以下のように述べている。 

（1）12月 8日に発表された新しい国防評価を記したニュージーランド政府の文書は、中国が国際シ

ステムを再構築しようとしていると指摘した。この文書では、ニュージーランドがオーストラリ

アや米国と同じ立場にあることを強調している。しかし、同日発表された Grant Robertson副

首相のコメントでは、ニュージーランドがオリンピックの外交的ボイコットに加わるという考え

を否定し、ニュージーランド政府の閣僚がオリンピックに参加しない理由として、COVID-19

に伴う移動などの要因を挙げた。それはニュージーランド政府と欧米の提携国との間には、ずれ

があることを示唆している。しかし、11 日 Damien O'Connor貿易相が国会の外交・防衛・貿

易特別委員会において、外交的ボイコットを明確に支持したことで政府の態度に矛盾が生じた。

これらの矛盾は、2021年に入ってからずっと続いているニュージーランド政府の中国に対する

態度のあいまいさでもある。 

（2）タカ派にとっては、この国防評価の政府文書と、7月にニュージーランドが中国の国家主導のサ

イバーハッキングを今までになく強く非難したことが注目点である。一方、ハト派にとっての最

大の収穫は、4月にNanaia Mahuta外相が今後ニュージーランドは中国を批判する米・英・加・

豪・ニュージーランドで構成される情報共有の同盟 Five Eyes の共同声明に署名しないと公言

したこと、及び 5 月に政府が中国による新疆ウイグル族の大量虐殺を認める国会動議を拒否し

たことである。 

（3）2021年を通じてニュージーランド政府の矛盾した中国に対する姿勢は他にもあり、これは戦略

的曖昧さの典型的な事例かもしれない。もしそうなら、その方針は今のところそれほど悪い結果

にはなっていない。なぜならニュージーランドの年間 200 億ドル相当の対中輸出は、北京がオ

ーストラリアに課したような報復関税の影響を受けずに済んでいる。 

（4）2021 年にうまくいったあいまいな戦略が、2022 年にも成功し続けるとは限らない。さらに、

ニュージーランドは中国に対して均整の取れた立場を維持するのが難しくなっている。ニュージ
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ーランドは当初、豪米英 3 ヵ国防衛協力 AUKUS に参加しないことを望んでいたが、10 月に

Annette King駐豪ニュージーランド高等弁務官、12月には Peeni Henare国防相はニュージー

ランドがある程度関与する可能性を示唆するコメントを発表した。もしニュージーランドが

AUKUS と関係を持った場合、それがどのような形であれ、中国から何らかの報復措置を受け

ることは間違いない。 

（5）防衛に関して、ニュージーランドが西側の立場に近づきつつあることを示す兆候が、2021年後

半に見られた。10 月にニュージーランド海軍のフリゲート「テカハ」が、南シナ海で英空母打

撃群との共同訓練に参加した。そして 11月、米海軍ミサイル駆逐艦「ハワード」がウェリント

ンに寄港した。1985年に第 4次労働党政権が導入した非核政策を理由に、ミサイル駆逐艦「ブ

キャナン」の入港を拒否して以来、米国とニュージーランドの間で対立があったことを考えると、

それは特筆すべき寄港であった。 

（6）Nanaia Mahuta外相は、当初は前任者のWinston Petersがとった公然たる親米姿勢を一蹴する

ように見えたが、考えを改めつつあるのかもしれない。4月の Five Eyes共同声明への批判に先立

つ 2020年 12月、Mahutaはロイター通信のインタビューに応じ、APECがオーストラリアと中

国の緊張の高まりを調停する機会になる可能性を示唆していた。また、Damien O'Connor貿易相

は 1月に米放送局 CNBCのインタビューで、オーストラリアはニュージーランドに従い中国に対

して敬意を示すべきと述べ、Mahutaの姿勢を強化するような発言をした。しかし、この発言は、

Jacinda Ardern首相によってすぐに撤回された。Mahutaの発言は撤回されなかったが、彼女の

発言に対する親欧米派からの激しい批判は彼女に一考の余地を与えたかもしれない。 

（7）11月にNew Zealand Institute of International Affairs（ニュージーランド国際問題研究所）

で行われたMahutaによる太平洋の回復力を取り上げたスピーチは、Winston Petersの「太平

洋リセット」政策の継続を意味するものであった。2018年初頭に発表されたその政策は、紛れ

もなくこの地域における中国の影響力に対抗することを目的としていた。さらに、Mahutaが今

回の就任外遊で Five Eyesのオーストラリア、米国、カナダの 3ヵ国を訪問したことも、象徴

的な出来事として見逃せない。確かに、欧米諸国からニュージーランドへの絶え間ない誘いは、

ニュージーランドにとって断りがたいものであるのかもしれない。 

（8）11月ワシントンでMahutaが Antony Blinken米国務長官に招待されたこと、10月に英国と有

利な自由貿易協定を結んだこと、軍事演習にニュージーランド海軍が参加する機会を得たこと、

これらは一例に過ぎないが、全体として、2021年のニュージーランドのあいまいな対中国戦略

は成功を収めた。しかし、情勢は刻刻変化しており、2022年に同じ方針が成功する保証はない。 

記事参照：China strategy dominates New Zealand’s foreign policy year. 

12月 11日「南シナ海をめぐり東南アジアでのソフトパワーを失いつつある中国―中国南海研究

院研究員論説」（South China Morning Post, December 11, 2021） 

12月 11日付の香港日刊英字紙 South China Morning Post電子版は、中国南海研究院非常勤研究

員Mark J. Valenciaの“Beijing’s hard approach in the South China Sea could cost it soft power 

gains in Southeast Asia”と題する論説を掲載し、Mark J. Valenciaは中国の南シナ海での行動が中

国のソフトパワーを大きく損ねており、その方針転換が必要であるとして、要旨以下のように述べて

いる。 

（1）中国は、東南アジアにおける優越をめぐる米国との戦いにおいて着実に歩を進め、ASEANとの
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関係はいまや「包括的戦略的パートナーシップ」にまで至っている。しかし最近の中国による南

シナ海での行動は、領有権を主張する国々の目には攻撃的な違法行為に映っており、中国のソフ

トパワーは失われつつある。 

（2）中国は、いわゆる 9 段線が何を意味するかについて以前はあいまいであった。しかし最近それ

は、境界線内の資源や活動に関する権限を含むものだと認識されていることがはっきりとしてい

る。これは国連海洋法条約（以下、UNCLOSと言う）に反する主張である。それに加えて、最

近施行された中国海警法が新たな懸念材料となっている。それは中国海警に自国の主権を守るた

めに武器の使用を認め、放射性物質や化学物質などを積載した船舶が中国の「領海」内に入る前

に事前通告を求めるものである。 

（3）中国がどこを領海とみなしているか。それはあいまいであると同時に不安の種である。いくつ

か具体的な事例を見てみよう。中国は、インドネシアの排他的経済水域（以下、EEZ と言う）

内における掘削に対して公式に反対を表明したが、報じられるところでは、その掘削が中国の領

土内で実施されているとインドネシア外務省に書簡が送られたようである。インドネシアはこれ

を、中国が 9段線の主張を実施に移そうとする兆候だとして警戒している。 

（4）フィリピンが関係する事例では、フィリピンが領有権を主張する南沙諸島の一部、セカンド・

トーマス礁に駐留する部隊に対して同国が行った補給活動を中国が妨害した直後に起きている。

フィリピンの抗議を受けて再度実施された補給活動を中国は認めたが、中国はフィリピンが同環

礁に座礁させて前哨として使用している旧艦艇を撤去するよう求めている。そうした要求もま

た、UNCLOSに違反するものである。 

（5）マレーシアもまた、10月、EEZ内に位置する南ルコニア礁周辺での中国調査船による活動に悩

まされた。そこにはマレーシアのエネルギー企業が開発を進めるガス田が位置している。ベトナ

ムと中国の間にも、これまで多くの事件が発生している。ただしそれらの多くは、ベトナムと中

国の特殊な関係によるとして、他の東南アジア諸国にはさほど重要視されてはいない。 

（6）中国は東南アジアの支配を試みているのではないと言い続けているが、東南アジア諸国はそう

は感じていない。南シナ海での中国の振る舞いは、大国が小国に対して自国のものの見方を押し

つけているようなもので、中国が批判する米国のやり方を彷彿とさせるものである。植民地とし

て支配された経験を持つ東南アジア諸国はそうしたやり方には敏感であり、特に反感を持ち易

い。中国は彼らの歴史的経験を踏まえて行動すべきである。中国にとって最悪のシナリオは、東

南アジア諸国が結束して中国に対抗することである。 

（7）米国や EUは、中国が既存の国際秩序に従わないような国であると宣伝するが、UNCLOSに反

した行動をし続ける中国は、その主張を裏づけているように見える。習近平が最近述べたように、

中国は自分たちが提示する自国の姿と一致するような行動をとる必要がある。そうすることで東

南アジア諸国を惹きつけることができる。東南アジアへの地理的な近さは中国の利点であり、経

済的な気前の良さは西側が真似しようと思ってもできないことである。南シナ海で今のような姿

勢を継続すれば、これまで中国がアジアで築いてきたソフトパワーの大部分を失うことになるだ

ろう。 

記事参照：Beijing’s hard approach in the South China Sea could cost it soft power gains in 

Southeast Asia 
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12 月 15 日「米ロの間で危うい均衡をとるインド―米インド・南アジア専門家論説」（The Hill, 

December 15, 2021） 

12月 15日付の米政治専門紙 The Hill電子版は、米シンクタンクHudson Institute研究員 Aparna 

Pandeの“India's delicate balancing act between Russia and the US”と題する論説を掲載し、そ

こで Aparna Pandeはインドが米国からの制裁のリスクを負いながらもロシアとの軍事・エネルギー

関係を維持していることに関して、米国はインドとの関係を強化したいのであればインドの安全保障

認識に対しより良い理解を示すべきだとして、要旨以下のように述べている。 

（1）2021年 12月 6日にロシアの Putin大統領がインドを訪問した。これは、インドが近年米国と

の関係を強化しつつも、戦略的自律を維持するためにロシアとの関係維持を望んでいることを示

している。Modi首相が 2014年に首相になってから、これで 19度目の首脳会談である。今回は

また初めて外相・国防相の 2＋2会談が実施された。 

（2）インドとロシアの関係はほぼエネルギーと防衛に焦点を当てている。両国間の貿易総額は 110

億ドルにすぎないが、その大部分がロシアからインドへ輸出された軍事関連品である。インドと

米国のそれは 1,460億ドル、EUとのそれは 710億ドルにのぼるが、そのなかで軍事関連品が占

める割合はわずかである。 

（3）米印が協力関係を深める背景は中国の脅威である。しかし米国のインド太平洋戦略は海を中心

にしている一方で、インドにとっての中国の脅威は大陸的なものである。また米国は、インドに

とってのもう 1 つの脅威であるパキスタンを、南アジアの不安定勢力と見なすことに消極的で

ある。これらの状況を背景にして、インドはロシアの兵器を当てにしている。 

（4）両国の声明は、それぞれの優先順位を示している。すなわち、多元的な世界秩序、テロとの戦

い、アフガニスタン情勢への懸念である。共同声明ではパキスタンを名指ししなかったものの、

カシミール地方の分離独立を標榜するテロ組織ラシュカレトイバ（Lashkar e Taiba、LeT）に

言及することでインドの懸念を反映した。また両国はその貿易関係を多様化する必要で一致し

た。しかしこの会談ではなお S-400 ミサイルシステムやロシア極東へのインドのエネルギー企

業による投資などが合意されたのみで、従来どおりに留まっている。 

（5）冷戦期、ソ連はインドにとって主要な兵器供給国であった。その状況は何十年かの間、特に 2011

年から 2020年の間に米国やイスラエル、フランスがロシアとインドへの兵器輸出の首位を争う

ようになってきた。インドとアメリカの軍事関連品の貿易は 2000年にはほぼ 0であったのが、

これまでに合計で 200 億ドルまでに増大している。しかし、米印の間ではロシアに対する見方

が異なる。米国にとってロシアは世界規模での脅威であるが、インドにとってはそうではなく、

中国との対抗のためにロシアと中国を引き離すことが可能だと考えている。ロシアとしては米印

関係の強化、特に日米豪印 4ヵ国安全保障対話（QUAD）は懸念材料である。 

（6）インドとしては、ロシアが中国に近づき過ぎず、パキスタンに兵器を売却しない状態が続くこ

と、そのうえでロシアがインドの利益を考慮することが望ましい。その状態を確実にするための

手段のひとつが、S-400 ミサイルシステムなどをロシアから購入することであり、実際に 2018

年に 50億ドルの契約が締結された。しかしこれによって、米国からの経済制裁を受ける可能性

がある。インドの計算は、米国がインドを同盟国として維持したいのであれば、制裁を行うこと

はないだろうと計算している。 

（7）もしロシア製兵器の購入を妨げるというのであれば、米国はインド国内の防衛産業の構築を援

助し、最新の軍事技術を供与しなければならない。これは両国の関係を強固にするであろうが、
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しかし米国は必ずしもインドにとって望ましい行動を採ってきた訳ではない。ロシアにしてみれ

ば、米国の信頼性に関するインドの懸念に付け入る隙がある。米国は、インドを強固な同盟国と

してつなぎ止めたいのであれば、インドが抱える安全保障上の懸念にもっと真剣に向き合うべき

であろう。米国のインドに対するあいまいな態度は、インドが米国との関係を強固にすることを

阻害する要因なのである。 

記事参照：India's delicate balancing act between Russia and the US 

12月 17日「中比緊張、フィリピン、対米関係再活性化へ―フィリピン専門家論説」（Asia Times, 

November 19, 2021） 

12月 17日付の米シンクタンク CSISのウエブサイト、Asia Maritime Transparency Initiativeは、

フィリピンのシンクタンク The Asia-Pacific Pathways to Progress Foundation の Lucio Blanco 

Pitlo III 研究員の“THE SECOND THOMAS SHOAL INCIDENT AND THE RESET IN 

PHILIPPINE-U.S. TIES”と題する論説を掲載し、ここで Lucio Blanco Pitlo IIIは南シナ海でフィ

リピンが占拠する海洋自然地形へのフィリピンの海上補給を中国が妨害した事案が、米比関係の再活

性化を促しているとして、要旨以下のように述べている。 

（1）南シナ海のフィリピン占拠の海洋自然地形、セカンド・トーマス礁（フィリピン名：アユンギ

ン礁、中国名：仁愛礁）へのフィリピンの日常的な補給任務に対する中国の公然たる妨害行為は、

北京が南シナ海における自国の（拡大定義された）権益に影響を及ぼしかねないと見なす事象を

掣肘し、中国の能力の強化を示すものであった。この事案が起こった 11 月 16 日は、ワシント

ンで開催された比米 2国間戦略対話（以下、BSDと言う）の 2日目であり、またフィリピンと

ベトナムが「Joint Oceanographic and Marine Scientific Research Expedition（海洋科学合同

調査隊：JOMSRE）」の復活を発表した翌日に当たる。中国政府は、フィリピン政府に対し、係

争海域における中国の利益を損なう恐れのある行動について、長年の同盟国米国とであれ、隣国

で領有権の主張国ベトナムとであれ、如何なる行為者とも合意することには慎重であるべきとの

合図を送っているのかもしれない。 

（2）しかし、迫り来る大統領選挙の視点から見れば、この事案は特に安全保障分野における、中国

に対するフィリピン国内世論を硬化させたに過ぎない。重要なことは、この事案がますます高圧

的になる巨大な隣国を抑えるために、米国との強固な同盟関係を維持することに賛成する世論を

高めたことである。中国は長い間、セカンド・トーマス礁の前哨拠点を強化するフィリピンの動

きに懸念を表明してきた。こうした懸念は根拠がないわけではないが、この海域における中国の

巨大で要塞化された人工島を考えると偽善的である。中国の期待に反して、マニラは最近、自国

が占拠する最大の海洋自然地形ティツ島（フィリピン名：パグアサ島）の施設を改修した。今や

ティツ島には、新設された避難港、ビーチランプ、研究施設、及び改修された沿岸警備隊宿舎が

ある。劣化した滑走路の補修作業も進行中であり、さらには、近隣の他の前哨拠点への補給時間

を短縮するために、行政センターを兵站ハブに改変する計画がある。近年の中国との友好的な関

係にもかかわらず、フィリピン政府がこうした行動に踏み切った決意と、米国の支援がフィリピ

ンをさらに勇気づけるかもしれないとの恐れが、中国政府にとってジレンマとなっている。 

（3）Duterte政権の最後の数ヵ月間での再活性化された比米同盟が次期政権にも引き継がれる見通し

であることは、中国の懸念の種になっている。米政府は、南シナ海における態度を強化している。

米国は、中国の主張を退けた 2016年の南シナ海仲裁裁判の裁定を支持し、フィリピンの軍事近
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代化支援を約束し、そして新たな課題に対処するために米比間の安全保障上の絆を強化するため

フィリピン政府と協力することに熱意を示している。BSD 後に公表された、「21 世紀のパート

ナーシップのための共同ビジョン」によれば、両国は、1951年の相互防衛条約を強化するため

に 2国間防衛指針について交渉する。また両国は 2022年に、国防と外交閣僚による 2＋2会合

と、海洋問題に関する 2 国間対話を行う予定である。いずれも重要な南シナ海沿岸国であるイ

ンドネシアとマレーシアへの Blinken 米国務長官の最近の訪問は、Biden 政権が進めるインド

太平洋の中心である東南アジアに対する米国の再誓約を象徴するものであった。米国による

ASEAN中心性に対する支援の再確認は、比米同盟強化の好ましい支えとなっている。 

（4）比米両国は現在、訪問米軍地位協定（VIF）の全面復活を受けて、2014 年の「防衛協力強化協

定（以下、EDCAと言う）」の履行を急いでいる。EDCAは、フィリピンにおける米軍資材の事

前備蓄を認めている。現在合意されている 5 ヵ所の基地以外に、両国は追加基地を検討するこ

とになっている。こうした前進拠点は米国の域内における安全保障態勢を強化し、南シナ海であ

れ、あるいは台湾海峡であれ、不測の事態に対する迅速な対応が可能となろう。しかし、こうし

た態勢の強化は、反面、中国にカンボジアやミャンマーなどの他の域内諸国との同様のアクセス

協定の締結を促すことにもなりかねず、東南アジアにおける地政学的抗争関係を強める可能性が

ある。 

（5）BSD後に発表された共同ビジョン文書はまた、北京を苛立たせる、「作戦のための合同指揮統制

能力」と「2 国間の海洋枠組み」についても言及している。情報共有はまた、2022 年に比米間

の「軍事情報包括保護協定（GSOMIA）」の締結への大きな弾みとなろう。米国が締結に向けて

一定の条件を課すかどうかは不明だが、フィリピンにおける Huawei などの中国製通信機器の

参入に対する懸念が高まっている。「安全な通信」が中国の通信機器からの離脱やその参入に上

限を設けることを意味するならば、それは中国のフィリピンへの投資の後退であり、中国政府の

技術面における世界的な野望に対する新たな打撃となろう。 

（6）いずれにしても、セカンド・トーマス礁での事案は南シナ海がフィリピン政府と中国政府との

関係における悩みの種であり、逆に米政府との同盟関係の強さを際立たせる要因となっているこ

とを示している。すべての目は、フィリピンの次期政権が海洋における軋轢を如何に処理し、そ

して抗争する米中両国に如何に対応するかに、注がれているのである。 

記 事 参 照 ： THE SECOND THOMAS SHOAL INCIDENT AND THE RESET IN 

PHILIPPINE-U.S. TIES 

12 月 21 日「インド太平洋における包括的な戦略を持たないイタリア―イタリア専門家論説」

（9DASHLINE, December 21, 2021） 

12 月 21 日付のインド太平洋関連インターネットメディア 9DASHLINE は、イタリア University of 

Macerataで国際法の准教授兼 Interdepartmental Research Center on the Adriatic and Mediterranean

センター長Andrea Caligiuriの“ITALY’S NON-STRATEGY IN THE INDO-PACIFIC”と題する論説

を掲載し、ここで Caligiuri は地理的に遠く、米国と中国の間で激しい競争が繰り広げられているインド

太平洋地域で、イタリアが主要な役割を果たすには、EUの一員として欧州の抑止力と防衛を強化するこ

とへの関与を増大することであるとして、要旨以下のように述べている。 

（1）2021年 9月 15日、イタリアの Lorenzo Guerini国防相は中国に対抗する米国主導の航行の自

由作戦などの作戦に参加してインド太平洋に軍事的に関与することは、イタリアの戦略的利益に
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ならないと述べた。しかし、この地域での経済・産業を目的とした使節団に参加し、潜在的な買

い手にイタリア製の武器を展示する可能性までは否定しなかった。イタリアは EU の主要海洋

国家であるにもかかわらず、インド太平洋に関する独自の包括的な戦略を持っていない。この地

域が海洋地政学、安全保障、貿易、環境活動の中心的な海域となっていることから、フランスは

2018 年にインド太平洋に関する国家戦略を採用し、ドイツとオランダも 2020 年に追随してい

る。対照的に、2017年以降、イタリアの安全保障戦略は、「拡大された地中海」（Mediterraneo 

allargato）という概念に焦点を当てている。この概念は、バルカン半島からサヘル、ギニア湾、

アフリカの角、アデン湾、西インド洋までの広い地理的領域と関連しており、イタリアの外交政

策の 3つの柱の 1つである。ちなみに残りの 2つはヨーロッパ主義と大西洋主義である。 

（2）エネルギーと商業に焦点を当てた「拡大された地中海」に関するイタリアの戦略は、中国の一

帯一路構想を補完するものである。2019年 3月、イタリアが G7諸国の中で初めて、そして唯

一、大規模な商業投資を誘致することを期待して中国政府と一帯一路合意文書（BRI-MoU）を

締結した。しかし、中国との経済関係の拡大は、イタリアが G7内において、国連海洋法条約に

沿って、東シナ海と南シナ海の海洋紛争を平和的に解決し、海上交通路の安全を守ることが重要

とする姿勢を妨げるものではない。 

（3）1970年に中国を承認して以来イタリアは、一つの中国を厳守しており、最近の台湾海峡の緊張

にあっても、その姿勢は変わらない。インド太平洋における包括的な戦略がないからといって、

イタリアが長年にわたってこの地域での外交・安全保障政策の発展のために何もしなかったわけ

ではない。イタリアは、2国間および地域的にインド太平洋の提携国との協力関係を強化しよう

と取り組んできた。 

（4）2021年は、イタリアの対太平洋外交の転機となった。G20の議長や COP26の共同議長を英国

とともに務め、また Biden 政権の新政策と和解したことで、イタリアはインド太平洋の主要国

と政治・経済関係を構築・強化した。イタリア政府は、インド太平洋地域とより緊密な経済協力

の形を定めるための EU による先導を促進し、それを支援する上で積極的な役割を果たしてき

た。たとえば、2020年にイタリアは EUと ASEANの関係を戦略的提携の段階に格上げし、ベ

トナムと自由貿易協定（以下、FTAと言う）を締結するという EUの決定に賛成した。同様に、

2021年にブリュッセルが FTA交渉を再開し、ASEANとの包括的航空輸送協定に署名し、イン

ド太平洋における協力のための EU戦略を採択することをイタリアは支持した。 

（5）イタリアの外交政策の重要な目的の 1 つは、多国間協力のための国際構造を強化することであ

る。そのため、2019年にイタリアは、Indian Ocean Rim Association（環インド洋協会：以下、

IORAと言う）に加盟した。IORAは、地域構造における重要な関係国の集まりで、気候変動、

持続可能な開発、海洋安全保障などの世界的な課題に取り組むための理想的な提携先と認識され

ている。また、2020年にイタリアは ASEANの「開発パートナー」の地位を獲得し、政治・安

全保障問題、接続性・経済関係、社会文化交流、農業・環境、保健、人道協力などの主要分野に

おける実践的な協力を推進している。さらに 2021年、太陽エネルギー生産技術の開発と、加盟

国への太陽エネルギーの迅速かつ大規模な展開によるパリ気候協定実施のための共同基盤であ

る International Solar Alliance（国際太陽光連盟：ISA）に加盟した。 

（6）2021年以降、イタリアはインド、日本と 3ヵ国間対話を行っており、共通の民主主義的価値観

を共有し、経済・貿易関係を強化することから始めて、インド太平洋における多国間協力を推進

している。この 3 ヵ国は、海と空の平等な利用と航行、上空飛行の自由の保証、国際法に基づ
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く紛争の平和的解決の促進といった基本原則に基づいたインド太平洋地域の理想的な将来の姿

を共有している。 

（7）G20 の構成国であるインドネシアとオーストラリアも、この地域の重要な関係国である。2009

年、イタリアとインドネシアは両国の関係を事実上の戦略的パートナーシップに格上げした。現

在の協力関係は、製造業、エネルギー、農業、食品、観光、通信、防衛産業、知的財産の保護・

促進、創造的経済にまで及んでいる。これと並行して、イタリアは、サービスや調達を含む多く

の分野での広範な交流の基盤となる、EUとインドネシア間の FTA交渉を支持している。 

（8）イタリアとオーストラリアの関係は、友好的と言われているが、経済、安全保障、政治的関与

の面では不足している。現在のところ、唯一の重要な要素は、科学技術における 2 国間協力の

強化、特に南極での科学調査に関するものである。しかし、インド太平洋における新たな地政学

的シナリオは、特に中国に対抗するための AUKUS 協定の観点から、2 国間関係の再評価する

ものとなった。 

（9）イタリアは、国際海上貿易の主要航路で、アジアからの貨物が多く到着する地中海の安全を守

るために、インド太平洋への関与を拡大している。多国間レベルでは、2016年以降、フランス

やドイツとともに、この地域で最も重要な政府間安全保障フォーラムであるアジア安全保障会議

に参加している。さらに、マレーシアやベトナムと具体的な覚書を締結し、インドや韓国と協定

を結び、防衛分野における 2 国間協力の形態を発展させてきた。これらの協定では、合同軍事

演習、情報交換や士官の交流、技術交換の協力、訓練などの軍事協力が行われている。また、イ

ンドや韓国との協定では、安全保障・防衛政策における協力が規定されており、より深い対話と

相互関与を展開しようとする意図がうかがえる。 

（10）イタリアの安全保障政策の重要な要素は、イタリアの輸出品の大部分がアジアとの国際航路で

取り扱われていることから、西インド洋とアデン湾での船舶に対する海賊や武装強盗対策に強く

取り組んでいることである。そのため、イタリア軍はソマリア沖の EU海軍部隊の作戦やNATO

の作戦に参加している。さらに、この地域の戦略的重要性に鑑み、2002 年に締結され、2020

年に更新される防衛協定（未批准）に基づき、ジブチに軍事支援基地を保持している。イタリア

は海賊対策・防止に積極的な役割を求めているが、インド太平洋の海上交通路の安全性向上の手

段として、アジア海賊対策地域協力協定（ReCAAP）への加盟は検討していない。 

（11）全体として、イタリアはインド太平洋の主要国と多くの政治的・経済的関係を持ち、特にベト

ナムとインドネシアとは特別な関係にある。しかし、インド太平洋全体に対する包括的な戦略が

ないことは、深刻な問題となる可能性がある。 

（12）イタリアがインド太平洋における包括的な戦略を持たないことは、イタリア政府が中国との露

骨な対立を望んでいないことを示しており、むしろ中国政府との現実的な取り組みを求めてい

る。最近、イタリアの Luigi Di Maio外相は、テロとの戦い、気候変動、地域の危機管理などの

問題について、中国との関係において「選択的関与」の概念を適用する必要があると強調した。

これは、イタリアが米国との戦略的な「価値観の同盟」を疑うことを意味するものではない。さ

らに、インド太平洋における包括的な戦略を持たないことは、軍隊の海外展開を国連、EU、NATO

の庇護の下での国際任務の枠組みの中で考え、国益のための力の投射としては考えないという、

イタリアの伝統的な政策によって正当化されている。したがって、イタリア海軍がインド太平洋

に直接関与するのは、この地域における EUの海軍活動の一部としてとなる。 

（13）イタリアの戦略シナリオの進化は、EU 内のより緊密な政治的統合の枠組みの中で、欧州の抑
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止力と防衛を強化することへの関与の増大を意味している。これは、イタリアの外交・安全保障

政策の主要なものとなるべきで、このような手段があって初めて、地理的に遠く、米国と中国の

間で激しい競争が繰り広げられている地域で、イタリアは主要な役割を果たすことができる。 

記事参照：ITALY’S NON-STRATEGY IN THE INDO-PACIFIC. 

12月 23日「台湾はむしろ孤立を―米防衛問題専門家論説」（NIKKEI Asia , December 23, 2021） 

12月 23日付の日経英文メディアNIKKEI Asia 電子版は、米シンクタンク RAND Corporationの

上席防衛アナリスト Derek Grossmanの“Taiwan Would Be Better Off Alone”と題する論説を掲載

し、そこで Grossmanは近年台湾と断交し、中国と国交を結ぶ国が増えていることについて、むしろ

台湾がなすべきは自身から小国との外交関係を断ち、外交的資源をより大国との関係維持に振り向け

るべきだとして、要旨以下のように述べている。 

（1）2021 年 12 月、ニカラグアが台湾から中国へと外交関係を切り替えたことによって、台湾と外

交関係を持つ国は 14 になった。2019 年にはソロモン諸島とキリバスが同様の決定を下してい

る。中国のこうしたやり方は、台湾の士気を低下させ、主権国家としてのイメージを損なうこと

に成功している。こうした中、台湾がなすべきことは実は、「国家の威厳を守るため」に、既存

の外交関係をむしろ台湾の側から断つことだと考える。 

（2）問題は、台湾と外交関係を持つ国のほとんどが、パラオやセントルシアのように、地理戦略的

重要性があまりない小国だということである。蔡英文総統は否定しているが、こうした国々との

関係をつなぎとめるために、台湾はドル外交を実践してきた。しかし、蔡英文が総統に就任して

以降、中国は台湾から提携国を奪う攻勢を強めてきた。以前私は、台湾はその攻勢をはね返し、

外交関係を取り戻せると書いたけれども、どうやらうまく行きそうになく、ホンジュラスなどが

外交関係の切り替えをしそうだという報道もある。その中でむしろ台湾のほうから外交関係を断

ち切ることで、経済的な中国の依存を軽減するために時間と資源を費やすことができる。 

（3）小国との外交関係を解消したあと、台湾は、「新南向政策」を推進し、オーストラリアやインド、

日本、ニュージーランドや東南アジア諸国との関係を強化すべきであろう。それに加えて、米国

や英国、フランスやドイツなどの主要国との関係を強化することに外交資源を振り向けるべきで

ある。折しも 2021年の G7首脳会談では、これまで前例のなかった台湾支援の声明が発せられ

たのである。加えて台湾は、Biden大統領が主催した民主主義首脳会談などへの参加を通じて、

非公式ながら国際的な関係を強化できるだろう。 

（4）台湾が本当になすべきことは、中国への経済的依存を減らし、中国に対する抑止力を強めるこ

とにあり、また、地域および世界的な立場を強化することにある。そのために、小国との外交に

投じている資源を効率的に活用すべきである。外交関係を結ぶ国をあえて減らすことには批判も

あるだろうが、たとえば 2020年の台湾総統選において、国民党の候補者の韓国瑜のように、よ

り「実践的で現実的な」政策を求める声が上がっているのも事実である。2019年、台湾はニカ

ラグアへの 1 億ドルの援助を検討したことがあり、結局は実行に移さなかったが、こうしたド

ル外交によって関係をつなぎ止めようとする方針に対する不満の声が上がっている。 

（5）既存の外交関係を切り離すことで、台湾の主権が喪失するという懸念がある。しかし、すでに

ごくわずかな国からの外交承認しか受けていないことを考慮すれば、現状がさらに悪化するとは

考え難い。台湾から断交を進めることは、たしかに中国に利するところがあるだろう。しかし台

湾にとっての利点も大きい。台湾は勝ち目のない競争から解放され、中国を抑止するために本当
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の意味で助け合える国との関係を強化することに焦点を当てることができるのである。 

記事参照：Taiwan Would Be Better Off Alone 

12月 26日「2022年、米中対立の展望―米退役海軍大将論説」（NIKKEI Asia , December 26, 2021） 

12 月 26 日付の日経英語メディア NIKKEI Asia 電子版は、元 NATO 連合軍総司令官 James 

Starvridisの“2022 look ahead: Arms race will dominate U.S. - China competition”と題する論説

を掲載し、そこで Stavridisは 2022年には米中対立がさらに激化し、東アジアでの紛争の可能性が高

まるとして、軍拡競争と外交の観点から要旨以下のように述べている。 

（1）あらゆる観点から見て 2021年は厳しい 1年であった。東欧、中東、台湾海峡における緊張が高

まる中、対立の焦点は東アジアに当たっているように思われる。それでは 2022年には米中関係

において何が起こるのだろうか。問題は、北京オリンピックが終わってからのことであろう。そ

れまでは中国も論争を大きくする動きは見せないだろうし、米国も外交的ボイコットでことを収

めるはずである。2つの次元における米中の対立の激化の可能性について考えてみたい。1つは

技術的な軍拡競争と、もう 1つは外交である。 

（2）軍備競争に関しては、3つの面で中国が有利な立場にいる。第 1に、米国にとって最も大きな懸

念は、中国による超音速ミサイルの試験と最終的な完成である。米国はそれに効果的に対抗する

方法をまだ持っていない。第 2 に、中国はその戦略核の戦力を急激に増強している。核弾頭の

数では米ロに大きく水をあけられての 3 位であるが、中国は良質な弾道ミサイル搭載原子力潜

水艦を建造し、地上発射型式の多弾頭型 ICBM を数多く製造している。米ロは現在の均衡維持

と中国の STARTへの参加を望んでいるが、中国はそのどちらも望んでいない。第 3に、中国は

海軍力増強の速度を上げている。すでに艦艇数では米国を抜き、原子力空母や原子力潜水艦の建

造によって質的な溝も埋めようとしている。中国共産党大会を前に、習近平国家主席はこうした

成果を大きく宣伝し、さらなる任期の継続を望むことであろう。 

（3）米国も対抗策を講じている。最も重要なのは超音速兵器に対する抑止および対抗措置であるが、

それはまだ存在しない。すでにサイバー攻撃能力は高いものがあるが、その強化を進めることに

よって、特に紛争が生起した場合にその初期段階で効果を発揮するだろう。宇宙に関しては、米

国は中国よりも優位に立っており、さらにその分野に資源を投じることが示唆されている。 

（4）外交的には、米中は既存の関係の強化を目指していくだろう。中国にとっては天然資源の宝庫

であるロシアとの関係強化が重要である。また、一帯一路構想に基づき、インド洋を横断する交

易路への影響力を強め、かつ海外基地の建設を拡大して、世界的な海軍力の展開の強化を模索す

ることであろう。米国は、日米豪印 4ヵ国安全保障対話（以下、QUADと言う）の関係強化を

引き続き継続し、米軍部隊や兵站の拠点をアジア全域に配備することに焦点を当て、またベトナ

ムやシンガポール、韓国などに QUAD への参入を促すことであろう。ヨーロッパについては

NATOの同盟関係を強化し、同盟国に対し南シナ海への配備を奨励していくと思われる。 

（5）軍事技術、そして外交における米中の対立は激化していくはずである。ホワイトハウスは年明

けに待望の中国戦略を打ち出す意向である。米中ともに優位性を模索し、直接的な軍事衝突は望

んでいないが、それでも競争が激化するなかで誤算の可能性も高まる。2022年は、東アジアに

とって危険な 1年になるかもしれない。 

記事参照：2022 look ahead: Arms race will dominate U.S. - China competition 
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12月 27日「台湾は差し迫る嵐に備えよ―米台湾問題専門家論説」（Taipei Times, December 27, 

2021） 

12月 27日付の｢台湾時報｣の英語版 Taipei Times電子版は、米シンクタンク Brookings Institution

上席研究員 Ryan Hassの“Steadying Taiwan for a storm on the horizon”と題する論説を掲載し、

そこで Hass は 2021 年に中国の勢いはやや衰えたものの、今後の台湾総選挙に向けて中国は台湾へ

の圧力を強めることが予測され、それに対抗する政治的安定が必要であるとして、要旨以下のように

述べている。 

（1）Lowy Instituteが実施した Asia Power Index調査によれば、2021年は米国の力が増大し、中

国の力が小さくなった 1 年であった。こうした調査結果は、米国はもはや衰えており、中国こ

そが未来を象徴しているという中国の戦略的説明の説得力を損なうものであろう。 

（2）2021年の米国は、国際的指導力を回復し、国内の基幹施設投資を活性化して、米経済を上向き

にさせた。Foreign Affairsのある記事によれば米国は 2030年までに、COVID-19の世界的感

染拡大前に予想されていたよりもその経済力を大きくすると観測されている。2021年に実施さ

れた民主主義首脳会談は、米国がなお各国を引きつける力を持っていることを示したと言える。 

（3）他方、中国に目を向けてみるとその勢いには停滞が見られる。中国は一帯一路構想への支出を

削減し、自分たちの利益に挑戦していると思われるような国々に対して批判を繰り返している。

その結果、発展途上国における中国に対するイメージは悪化の一途をたどり、天安門事件以降で

最低の水準だという。経済成長の速度も鈍化し、人口、特に労働者人口が減っている。生産性に

関する成長も鈍化傾向である。もち論、成長自体は続けているし、軍事力も拡大させ、世界中で

軍事的な足がかりを獲得してきた。中国は厳しい情報統制により、上述した戦略的説明を国内で

は維持し、習近平は国家主席 3期目に突入することが確実視されている。 

（4）中国の指導者たちは自国の成長についてまだ自信を維持しており、そのことが台湾問題に関する

長期的な解決のために戦略的忍耐を習近平が求めたことを正当化している。しかし、だからと言

って中国が短期的な解決、すなわち軍事侵攻という手段をとらないとは限らないため、注意は必

要である。この数ヵ月間、中国は前例のない多くの航空機を台湾の防空識別圏に送り込んでいる。 

（5）2024年の台湾での総選挙に向けて、中国は台湾への政治介入を強め、中国に望ましい政治環境

を構築しようとするであろう。中国はまず間違いなく、中国にとって望ましくない候補者を妨害

するであろう。それは 2023年に実施され、総選挙の動向に影響を与えうる地方選挙で具体化す

るかもしれない。こうした中国の圧力は台湾の指導者たちの胆力を試すものである。幸い蔡英文

は冷静な指導者であり、この嵐も乗り越えられるだろう。同様に今後の台湾指導者もこの圧力を

どう切り抜けるか、その能力を問われることになるだろう。 

記事参照：Steadying Taiwan for a storm on the horizon 

12月 27日「南シナ海の行動規範をめぐる駆け引きが激化―香港紙報道」（South China Morning 

Post, December 27, 2021） 

12月 27日付の香港日刊英字紙 South China Morning Post電子版は、“South China Sea code of 

conduct may miss 2022 deadline, PLA adviser warns”と題する記事を掲載し、中国と ASEANは、

南シナ海での行動規範案に関しては、多くの側面でまだ合意していないが、米中の大国間競争によっ

て、交渉における駆け引きや域外からの干渉が激化するとして、要旨以下のように報じている。 

（1）係争中の南シナ海に関する中国・ASEANの行動規範は、2022年の期限を過ぎる可能性が高い
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と人民解放軍退役少将姚雲竹は警告している。姚雲竹は、規範の領域と範囲に関する未解決の論

争、米中の地政学的対立の激化、COVID-19の世界的拡大がこの遅れの原因だと指摘する。「交

渉が深まるにつれ、駆け引きが激しくなり、米国やその他の域外国の干渉が強まり、合意形成が

より困難になる」と姚雲竹は述べている。 

（2）この規範は、資源が豊富で戦略的に重要な水路である南シナ海の緊張を管理することを目的と

しており、ここでは、中国といくつかの ASEAN 諸国からの重複する主権の主張が交差してい

る。しかし、2017 年以来の交渉の進展は、コロナウイルスの世界的拡大が主な原因で、過去 2

年間は停滞していた。1月に交渉を再開し、8月には中国と ASEAN10ヵ国は規範の序文につい

て合意したと発表した。北京は、南シナ海の領有権問題をめぐる緊張を管理するのに役立つとし

て、行動規範の早期締結を推進しているが、評論家たちは、米国を遠ざけようとしているのでは

と懸念している。 

（3）Joe Biden大統領の下、米国は 1951年の条約に基づきフィリピンを防衛するとした明言を含め

て、南シナ海での姿勢を着実に強めている。米政府はヨーロッパの主要な同盟国とともに南シナ

海における艦艇の航行を増大させる以外にも、9月にはオーストラリア及び英国との 3国間軍事

提携、AUKUS を発表した。中国政府は、米国主導の中国封じ込め戦略の一環であるとしてこ

れを非難した。米中両国が軍事的展開を高める中、南シナ海はこの地域における主要な潜在的火

種となっている。2021 年 12 月の第 4 週、中国共産党機関紙人民日報は、中国の空母「山東」

が南シナ海での「戦闘重視の演習」のために出港したと報じた。一方で、米軍も南シナ海上空か

らの対中監視活動を増大させている。 

（4）人民解放軍空軍退役大校周波は、南シナ海で中国と米国の艦艇が衝突する危険性が危険なまで

に高まっていると述べている。周は 12月 26日、国営中国国際電視台に対し、拘束力のない 2014

年に署名された「洋上で不慮の遭遇をした場合の行動基準」などの既存の機構は、現実の状況で

は機能しないかもしれないと語り、「海での偶発的な衝突を防ぎ、安全な距離を保つことができ

るようにするため、定期的な演習が必要である」と述べている。 

記事参照：South China Sea code of conduct may miss 2022 deadline, PLA adviser warns 

12 月 28 日「AUKUS、台湾防衛への意義―米台湾安全保障問題専門家論説」（PacNet, Pacific 

Forum, CSIS, December 28, 2021） 

12月 28日付の米シンクタンク Pacific Forum, CSISの週刊デジタル誌 PacNetは、ニューヨーク

にある Taiwan Security Analysis Center所長の Fu S. Meiによる“AUKUS’ short- and long-term 

implications for Taiwan”と題する論説を掲載し、そこで Fuは、AUKUSの結成が台湾防衛にとっ

て持つ意味について、なお不透明なことはあるものの、中国の抑止に大きく貢献するものであるとし

て、要旨以下のように述べている。 

（1）英米豪 3ヵ国による防衛協定（以下、AUKUSと言う）は、単なる潜水艦に関する協定を超えて、

中国との対立を念頭に入れて、この 3 ヵ国が中国の台湾侵攻を抑止するための米国主導の秩序を

強化しようというものである。したがって AUKUSは台湾防衛にとって大きな意味を持つ。 

（2）原子力潜水艦を獲得することによって、オーストラリアは台湾海峡への潜水艦の展開を維持で

きるだけの航続距離や航行速度を手に入れることができる。また、AUKUS の下で構想されて

いるトマホーク巡航ミサイルや、米豪による超音速ミサイルの共同開発などのさらなる長距離攻

撃能力は、オーストラリアの軍事力を強化し、台湾有事に際して米国の軍事作戦を支援する能力
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をオーストラリアに提供するだろう。また AUKUS は、英国がインド太平洋の安全保障に強く

誓約していることを示すものでもある。これらは、Biden政権が打ち出している「統合的抑止」

の強化に貢献するものである。 

（3）しかしながら、この協定は台湾を励ましたであろうが、台湾は AUKUS が持つ意味については

慎重な姿勢を維持している。もし本当に英米豪が中国侵攻の抑止に誓約したのだとしたら、たと

えば英国が台湾に課している兵器輸出制限など、対台湾政策の再検討がなされなければならな

い。オーストラリアの誓約についても、同国と中国との経済関係を考慮して、台湾は楽観的では

ない。 

（4）米国は台湾防衛の強化に向けて着実に前進しており、台湾との安全保障協力に関する制限緩和

を一部同盟国に呼びかけているようである。とはいえ、英米豪の 3 ヵ国は中国による台湾侵攻

の可能性が最も高まると予測されている 2027年まで、台湾海峡の勢力均衡を変更するような軍

事力の再配備を行うことはないだろう。オーストラリアが原子力潜水艦を獲得するのも 10年以

上先のことであるし、英国が巨大な軍事力をインド太平洋に維持する意図があるか、またその余

裕があるかは不透明である。AUKUS が台湾安全保障にとって持つ意味は、このように長期的

なものである。 

（5）では短期的な観点から何がなされるべきか。AUKUS は台湾有事のシナリオに焦点を当てた野

心的な安全保障協力の意図を推進すべきである。戦略的には統合の戦争計画を立案し、作戦レベ

ルでは相互運用性強化のための統合機動部隊の編成を考慮するとよいだろう。また、防衛システ

ムや関連技術を利用した台湾支援に関する議論を前進させるべきである。 

（6）以上のように課題はあるものの、それでも AUKUS は、中国の軍事的主張に対して真剣に対抗

する意思を主要国が持つことを台湾に知らせるものである。それによって台湾の指導者は自国の

防衛と生存のために戦う決意を固めるであろう。そうしたことこそが、中国の軍事的冒険主義に

対する抑止力強化にとって重要なのである。 

記事参照：AUKUS’ short- and long-term implications for Taiwan 

12月 29日「潜水艦輸出に見る中国の影響力の増大―潜水艦専門家論説」（Naval News, December 

29, 2021） 

12月 29日付のフランスの海軍関連ウエブサイトNaval News、潜水艦専門家H I Suttonの“China’s 

Surprise Submarine Move Shows Its Growing Power”と題する論説を掲載し、H I Suttonは中国がパ

キスタン、バングラデシュ、タイ、ミャンマーに潜水艦を売却することによって、一帯一路構想の基幹

施設関連の各種計画のように、影響力の増大を図っているとして、要旨以下のように述べている。 

（1）潜水艦売却は国際的な力と影響力の戦いにおいて強力な武器となる。中国は、地政学的状況を

形作るような方法で、潜水艦売却と一帯一路構想をますます密接に組み合わせている。最新の驚

くべき潜水艦売却の状況はそれを示している。中国の潜水艦が 2021年 12月 20日にマラッカ海

峡に入りインド洋に針路をとった時、どこに向かっているのかという憶測が飛び回った。その潜

水艦が 2021年 12月 23日にミャンマーのヤンゴン川に引き込まれたときに答えが出た。文字ど

おり次の日に、それはミャンマー海軍潜水艦「ミンイェ・チョーテイン（Minye Kyaw Htin）」

としてミャンマー海軍において就役した。この売却（移転）は事前には発表されていなかった。

このことは、この地域における中国の影響力の増大と地政学的分野における潜水艦売却が果たす

役割を表している。そして、中国が世界の潜水艦市場に与える影響は大きくなっている。中国は
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現在、4ヵ国に潜水艦を提供している。 

（2）潜水艦を購入することは、車の買い手が、車種を選択し性能カタログから車を選ぶというよう

なものではない。買い手は在庫品をすぐに買い取るようなものではなく、性能要目を決める必要

がある。潜水艦が建造される場所、買い手の注文に応じて作る程度、乗組員の訓練、継続的な修

理などは、すべて典型的な取引の一部である。そして、地政学的な側面は常にあり、多くの場合、

政府間の交渉にもなる。潜水艦売却は単に商業的なものではない。売り手の政府は、買い手の国

との同盟の締結または同盟の強化を支援するために潜水艦を売却することがある。あるいは、少

なくとも今後の良好な国家間の関係を期待する。これは、潜水艦が無料で提供されている場合、

または大幅な値引きで提供されている場合に、特に当てはまる。潜水艦売却を行う 1 つの方法

は、自国の古い潜水艦を自国の在庫から提供することである。それは将来政治状況が変わっても、

両国にとってウィン・ウィンの関係となり、紛争の危険性を制限できる可能性がある。 

（3）ミャンマーへの中国潜水艦売却は、多くの売却事例よりもより複雑である。中国は長年にわた

りミャンマーへの主要な武器輸出国であったが、潜水艦はその枠組みにはなかった。その代わり

にミャンマーは、潜水艦についてはインド、ロシアと関係を持っていた。ミャンマーが中国から

潜水艦を購入することは、対外的には、インドの努力への裏切りと見えるかもしれない。ミャン

マーは、約 20年間潜水艦能力を確立しようと努力してきた。ミャンマー海軍は、ちょうど 1年

前の 2020年 12月 24日、最初の潜水艦を就役させた。重要なのは、その潜水艦はインド洋海域

における中国の現在のライバルであるインドから移転されたということである。インドから購入

した潜水艦も中国から購入した潜水艦もどちらも比較的古いタイプで、どちらも中古である。中

国からのものは Type035 潜水艦であり、インドからのものはロシア製のキロ級潜水艦である。

後から到着したにもかかわらず、中国の潜水艦はインドが提供した潜水艦に対し、改良された点

はほとんどない。実際に、機器調整の正確な詳細を突き止めることは性能上難しいが、キロ級潜

水艦は一般的に優秀な潜水艦と考えられている。そのため、ミャンマーが突然古い型の中国の潜

水艦を購入したことはミャンマーの潜水艦能力の近代化を意味するものではない。これはもっと

大きな計画の一部である。中国はおそらく、ミャンマーが今後引き続き注文を出し、より近代的

な潜水艦を購入することを期待している。そして、その過程においてベンガル湾での中国の地政

学的地位を固めることを期待している。中国は過去に非常によく似たようなことをしてきた。

2017年にバングラデシュに 2隻の Type035潜水艦を提供している。 

（4）過去数十年間、潜水艦の輸出市場はフランスとドイツが優位を保ってきた。これらの大きな輸

出国はすでに挑戦を受けている。韓国、スペイン、日本などが新規参入し、スウェーデンのよう

な再浮上してきた国もある。そしてもちろん、ロシアは潜水艦輸出に利害関係を持っている。今、

中国が加わり、急速に首位の座に向かって進んでいる。中国は、すでに 4ヵ国に合計 12隻の潜

水艦を提供している。最大の、そしておそらく最も高度な取引は、パキスタンとのものである。

パキスタン海軍は8隻の元級潜水艦として知られるType 039B潜水艦を中国から取得しており、

4隻が現地で建造されている。タイは、S26Tと名付けられた Type 039B潜水艦を 1隻取得しよ

うとしている。中国は他の国、特にナイジェリアに潜水艦を売ろうとしていることは知られてい

る。ロシアと同じように、中国は西側が提供しそうにない国に潜水艦を喜んで売却しようとして

いる。しかし、ロシアとは異なり、中国の新しく建造する潜水艦は AIP が付いている。それは

古典的な一帯一路構想と一緒になって、国際的に孤立した政府にとって特に魅力的なものになる

かもしれない。西側の関係する潜水艦建造業者も中国の動向を見守っている。一方では、中国潜
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水艦の購入を考えない多くの見込み客もいる。とはいうものの、潜水艦市場は間違いなく中国と

西側の両方に開かれており、多くの国において重複している。中国潜水艦はますます西側の潜水

艦に対して直接、競争力を増すであろう。 

（5）戦いは単に価格に関することだけではなく、戦略的な影響力と戦略的な位置に関係するものと

なるであろう。中国にとっては一帯一路構想の側面が追加されている。これは世界中の主要な基

幹施設開発に投資する中国政府の戦略である。中国のこのような大きな構想に巻き込まれた国の

ひとつがミャンマーである。一帯一路構想の計画は基幹施設関連が中心であるが、多くの人はそ

の計画と潜水艦売却との間の境界線は非常にあいまいであることを見出すであろう。別の言い方

をすると潜水艦売却はどちらがより大きな影響力を持つかという戦いと戦略的位置づけの一部

である。潜水艦は、港湾や造船所の計画と同様の方法によって利用することができる。ミャンマ

ーの場合、潜水艦売却の状況を見ていくことは興味深いであろう。さらに、ミャンマーが中国に

払う確かに安価でいわば無料のような潜水艦の購入価格だけでなく、中国が将来ミャンマーにど

のような制限を課していくのかを見ていくことは興味深いであろう。 

記事参照：China’s Surprise Submarine Move Shows Its Growing Power 

 

 

 

1－3 漁業、海運、造船、環境等 

11月 4日「海軍の拡大だけでなく、大きな商船隊が必要―米専門家論説」（Brookings, November 

4, 2021） 

11月 4日付、米シンクタンク The Brookings Instituteのウエブサイトは、同 Instituteの執行研

究員 Jeremy Greenwood及びU.S. Army Center for Law and Military Operationsの Coast Guard 

研究員 Emily Miletelloの“To expand the Navy isn’t enough. We need a bigger commercial fleet.”

と題する論説を掲載し、ここで両名は米国が大型外航船を建造、維持、修理する産業能力の多くを失

っており、今後サプライチェーンを守るために商船隊と造船能力に投資し、米国船籍であることが不

都合にならない立法措置を行わなければならないとして、要旨以下のように述べている。 

（1）米国が中東での活動を縮小し、太平洋へ軸足を置き始めたことで、中国海軍の拡大と中国の遠

洋漁業船団の活動は、国家安全保障上の懸念事項の一番に浮上し、米国の戦略家たちを悩ませて

いる。中国の軍事的野心は多く語られるが、商業的海洋活動について世界各地で造船や港湾基幹

施設への投資を劇的に増加させていることは忘れられている。同時に世界的な商業活動に従事す

る米国の船舶の数はかつてないほど少なくなっており、これは国家安全保障上の脆弱性にほかな

らない。 

（2）米国での過去数十年で最大規模の基幹施設支出法案をめぐる交渉の中で、商業海上輸送能力の

強化や造船能力向上の必要性については、真剣な議論がなされていない。それどころか、米国の

海上基幹施設は見過ごされ続け、商船隊は競争相手に遅れをとっている。米国は、艦艇の建造に

は積極的に取り組んできたが、戦力を支える民間の海事産業にはわずかな投資も行っていない。

米国は本来、海洋国家である。しかし、米国籍船の船舶は世界の 0.4％しかない。それは 2021

年 7月現在、43,000隻を超える世界の船舶のうち、約 180隻である。 
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（3）「便宜置籍国船籍」とは、船主が実質的に関係のない国に船籍を置き、税金や規制が少なく、安

い労働力を利用するという世界の海運に特有の概念である。競争の激しい国際海運の世界では、

安価な船籍国を探すことで、企業は数百万ドルの経費削減が可能になる。第 2 次世界大戦後、

これは海運業界の標準的な慣行となり、国内貿易を行うために必要な小さな市場以外で米国船を

建造、運航する必要性はほとんどなくなった。その結果、米国は大型外航船を建造、維持、修理

する産業能力の多くを失い、それに伴い、船員の大規模な訓練と教育の機会も失われた。 

（4）世界最強の海軍を保持していても、米国籍の商船隊を活用できることは国家の安全保障にとっ

て重要である。ホワイトハウスは、1989年の「民間貨物船の海上軍事輸送への転用に関する国

家安全保障指令」の中で、米国籍船隊を維持することの重要性を表明した。米国籍船隊は、前方

防衛戦略及び戦時経済の維持に不可欠であり、米国の国家安全保障戦略を支えるために、十分な

軍民の海上資源が利用できるように能力を構築する必要があるとした。 

（5）今日、米国の海上輸送能力を管理するMaritime Administration（以下、MARADと言う）は、

深刻な資金不足に陥っており、管理する船隊も老朽化している。これでは競争が激化するアジア

太平洋の作戦地域で米国の軍隊を移動させ、維持することができないかもしれない。太平洋での

いかなる紛争も、海軍だけでは維持できない。わが国の地上軍は、海外で戦うために軍民の海上

輸送能力に依存しているが、現在の海上輸送能力で太平洋の地上軍を維持できるかどうかは不明

である。 

（6）米統合軍の海外輸送を調整する US Transportation Command（米輸送軍司令部）は最近、外

国船を購入して米国旗を掲げることを最優先事項として発表した。同盟国から中古の外国船を購

入することは良いことではあるが、それは解決策でもなければ、長期的な戦略でもない。海に関

わる基幹施設に持続的な投資が必要なのは明らかである。昨年の議会証言で、当時の MARAD

長官Mark Buzby元海軍少将は、1990年代の米国には商船を建造する 7つの大規模造船所があ

ったが、その後、3つが閉鎖され、残る 4つのうち、商船を建造しているのは 1つだけ、他は修

理・整備のみを行っていると指摘した。 

（7）中国は海軍と企業の両方を通じて、海洋進出を急速に拡大している。中国の海軍、海警総隊、

遠洋漁船団（いわゆる「海上民兵」を含む）の規模と成長についてはよく知られているが、民間

造船業や世界各地の港湾・海洋インフラへの投資については、あまり知られていない。中国は、

世界で建造される大型外航船の 40％以上を建造し（年間 1,000隻以上、米国は年間約 10隻）、

北京はこれらの船舶のかなりの数を中国籍に登録している（2020年 1月 1日時点で 4,569隻）。 

（8）2021年の時点で、中国は世界の大きな 50のコンテナ港のうち少なくとも 30の港の所有権を保

持しており、世界的感染拡大関連で、2020年に経済が約 18％縮小したパナマのように、被害の

大きかった経済圏に足場を築いている。パナマ運河を通過する貨物の 60％以上が米国向けであ

ることからも分かるように米国がパナマ運河の主要な利用者であり、恩恵を受けていることを考

えると、中国がパナマ運河周辺の港湾基幹施設を支配するようになれば、米国のサプライチェー

ンにとって深刻な脅威となる。さらに中国によるパナマへの経済投資には裏があり、2017年に

中国と Panama Canal Authority（パナマ運河庁）が覚書を交わした後、パナマは台湾の外交的

承認を取り下げた。つまり、中国は米海軍戦略家 Alfred Mahan提督から、「海上交通と海軍の

優位性による海の支配は、世界の支配的な影響力を意味する」という教訓を学び、米国はそれを

忘れてしまった。 

（9）アフガニスタンからの撤退が完了し、米国は太平洋へ軸足を置きつつある。最近では、AUKUS
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における潜水艦建造の合意により、「自由で開かれたインド太平洋」を維持するためには、海洋

活動の分野が重要と強調された。しかし、この新しい戦略的競争の時代に、軍備増強だけでは勝

てない。造船能力を高め、米国の商船隊に投資することは、米国のサプライチェーンに対する脅

威を軽減するだけでなく、中国が拡大し、攻撃的になっていく海洋での野望に対して釘を刺すこ

とになる。現在のように、重要な貿易を外国船に依存していることは、必要なときに海外で持続

的な紛争を起こすことができないという点で、国家安全保障上の危険性があると同時に、国内に

とってはサプライチェーン上の脆弱性でもある。 

（10）米国のサプライチェーンを守るために、グローバリゼーションを終わらせる必要はないし、そ

うすることもできない。しかし、世界の海を航行する米国籍の商船の数を大幅に増やし、国内の

造船基盤を強化することで、危機に際しての行動の自由を守ることはできる。それは侵略に対す

る大きな抑止力になる。必要なときに必要な場所に海上で軍隊を移動させ、維持する能力がなけ

れば、米国及びその同盟国は地域の安定と平和を確保する能力を失う。海洋国家は、海洋におけ

る所要を外注してはならない。米国は船隊と造船能力に投資し、少なくとも米国船籍であること

が不都合にならないような立法措置を行わなければならない。 

記事参照：To expand the Navy isn’t enough. We need a bigger commercial fleet. 

11月 11日「世界的課題としての IUU漁業にどう対処するか―米専門家論説」（Pac Net, Pacific 

Forum, CSIS, November 11, 2021） 

11月 11日付の米シンクタンク Pacific Forum, CSISの週刊デジタル誌 PacNetは、元 Department 

of Defense（米国防総省）高官の Peter Olesonの“The Growing Crisis of Illegal, Unreported, and 

Unregulated Fishing”と題する論説を掲載し、そこで Olesonは違法・無報告・無規制漁業が近年世

界的な課題になってきているとし、その解決策としてどのようなことが検討されているかについて、

要旨以下のように述べている。 

（1）違法・無報告・無規制漁業（以下、IUU 漁業と言う）は世界全体、特に太平洋で重大な問題に

なりつつある。US Coast Guardはそれを海賊行為にとってかわる海洋安全保障の脅威と位置づ

け、それが野放しにされたままであれば、沿岸諸国の状況の悪化と遠洋漁業を行っている諸国間

の緊張の高まりにつながり、世界全体での地政学的安定を脅かすと警告している。 

（2）The National Oceanic and Atmospheric Administration（米国海洋大気庁：以下、NOAAと言

う）によれば、世界全体で水揚げされる魚類の約 6 割が太平洋産である。半分以上の種が、も

し現在のペースで漁獲され続けた場合には持続不可能になるであろう。全水揚げ量の 35％が中

国によるものであり、同時に、University of New South Walesの Carlyle Thayer博士によれ

ば、中国は世界最大の IUU漁業の国でもあるという。台湾やベトナムなどその他の国もそれに

加担している。EUから魚の輸出が市場から閉め出されるという警告を受けベトナムは高官級の

特別委員会を立ち上げ、IUUへの対処を進めてきた。しかし IUU漁業は損失を被る危険性が低

いにもかかわらず、高い収益性が期待できる。 

（3）IUU漁業についてまとめると、それは第 1に、ある国の主権下の海域においてその国の許可な

しに行われるものであり、第 2 に必要な報告が行われない漁獲のことを指し、第 3 に、それは

何らかの対処が困難な場所で起こるものである。 

（4）IUU 漁業は、資源の乱獲という問題に加え、合法的な漁業従事者に経済的被害を与えている。

米自然保護団体 Nature Conservancy によれば、多くの太平洋島嶼国家は今後数年間で自国の
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食料需要を満たせなくなるという。同団体によれば、太平洋のマグロ漁船団の IUUの 95％以上

は、未登録のいわゆる「ダークボート」ではなく、合法的なライセンスを持つ船によって実施さ

れており、それらが適切に水揚げ量を報告していないことによって起きている。また、底引き網

漁などによる海藻への被害は、温室効果ガスの増加につながってもいる。 

（5）9月初旬に行われた Indo-Pacific Maritime Security Exchangeの会合の焦点は、IUU漁業の可

能性のある解決策を編みだすことであった。従来の解決策には排他的経済水域内の哨戒活動や、

Advanced Identification System（AIS）や Vessel Monitoring System（VMS）などによる報

告に依存してきた。しかし IUU漁業従事者は違法活動を隠すためにしばしば送信機のスイッチ

を切るため、監視網から逃れてしまう。 

（6）いくつかの新しい対処法や技術が活用されている。たとえば海の哨戒活動の支援のためにドロ

ーンが有用であり、実際にUS Coast Guardは ScanEagleというドローンを利用している。衛

星写真も、限界はありつつも違法活動を特定する一助となるであろう。より新しいものとしては、

NOAAの共同極軌道衛星システム（JPSS）によって提供される可視赤外撮像機放射計（Visible 

and Infrared Imaging Radiometer Suite）がイカ漁などに使われる夜間用ライトを探知できる。

また、あらゆる天候においても哨戒を可能とする合成開口レーダー（SAR）を搭載した SAR衛

星を多くの国が運用している。商業用衛星による電波収集という手段も新たに活用されており、

これによって IUU漁業従事者が AISや VMSを切っていたとしても、他の電波を拾うことがで

きる。水中マイクを曳航して船舶の種類や活動を検知できるような無人船舶も開発中である。こ

れら様々なセンサーが活用可能であるが、情報量が膨大になるため、それを整理・統合・分析す

るための技術が今後重要になってくる。IUU 漁業に関連するデータを分析する組織として最も

有名なものとして、NGOの Global Fishing Watchがある。 

（7）IUU 漁業に国境はなく、世界的な問題として拡大している。これに対処するためには単独では

困難であり、国家間が協力し、情報共有をするなどの多国間協定が必要であろう。しかし、これ

は今までのところあまりうまくいっていない。ほかの方法としては、漁業に対する国の補助金廃

止などの手段がある。たとえば 2018年の中国による漁業関連の補助金は 72億ドルと推定され

ている。これはどの国よりも手厚いものであるが、そうでもしなければ漁業の採算が合わないた

めである。IUU 漁業に関する人々への周知も重要であろう。また、魚の養殖が将来の食料需要

を満たす手段として注目されており、最近中国が多額の投資をおこなっている。 

記事参照：The Growing Crisis of Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing 

11 月 23 日「インドネシアは無人潜水機の活動を規制すべし―インドネシア専門家論説」（The 

Interpreter, November 23, 2021） 

11月 23日付のオーストラリアのシンクタンクLowy InstituteのウエブサイトThe Interpreterは、

インドネシアUniversitas Padjadjaranの Indonesian Centre for the Law of the Sea（ICLOS）研究

員Taufik Rachmat Nugrahaの“Regulating unmanned underwater vehicles in Indonesian waters”

と題する記事を掲載し、Taufik Rachmat Nugrahaはインドネシアがその海域における無人潜水機（以

下、UUVと言う）の活動を規制すべきであるとして、要旨以下のように述べている。 

（1）インドネシアのシンクタンク Indonesia Ocean Justice Initiativeによると、2018年から 2021

年 1 月にかけて、大量の中国船がインドネシアの海域内を行動中に、海上で船舶を追跡するた

めの船舶自動識別装置の AIS受信機を「切」にし、違法な海洋科学調査を行っていた。 
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（2）1982 年に締結された国連海洋法条約（以下、UNCLOS と言う）では、海洋科学調査のための

UUVの運用については言及されていないが、2010年にUN Division for Ocean Affairs and the 

Law of the Sea, Office of Legal Affairs（国連海洋問題・海洋法局法務部）が示した指針では、

無人潜水機の使用が認められている。UNCLOSでは、沿岸国の領海、排他的経済水域、大陸棚

で海洋調査を行うことを希望する第三国に対して、「同意する体制」（consent regime）を得るこ

とを求めている。残念ながら、UNCLOSもこの指針も、民間または軍による海洋調査を区別し

ていない。 

（3）南シナ海における領有権の主張をめぐる争いによって生じている緊張により、UUVがより広範

な紛争の引き金になる可能性は無視することができない。2016年においてすでに、中国海軍は

フィリピンのスービック湾北西の国際水域で、米海軍が中国の海洋活動の偵察を行っていると主

張し、米海軍海洋調査船「ボウディッチ」のUUVを不法に拿捕した。米国は、中国の海域では

なく国際水域で軍事調査を行っていたとしており、これはUNCLOS及びその後の指針で認めら

れている。 

（4）インドネシア当局が、中国のUUVがインドネシアの海域に存在することに不安を感じるのは当

然である。目下の論点として、オーストラリアが原子力推進技術を取得することを支援する、最

近の AUKUS の発表に見られるように、潜水艦への関心が高まっていることから、インドネシ

アは、地域の対立が自国の海域に波及する可能性に注意しなければならない。 

（5）UNCLOS第 19条では、海洋科学調査を行う船舶は無害通航とはみなされないことが明記され

ている。この条項は、第 258 条が述べているように「海洋環境のいかなる区域においても、科

学的調査のためのいかなる種類の施設又は機材の設置及び利用」もまたこの条約の影響下にある

と認識するならば、UUV を含む機材にも適用できるだろう。「機材」という言葉は、調査船が

展開するUUVとして解釈することもできるかもしれないが、これについては今後も議論が続く

だろう。 

（6）より良い規制が必要である。UUVは、海洋環境に対する我々の理解に革新性をもたらす手段で

ある。特に、何千もの島々からなるインドネシアにとって、UUVの利用は科学と安全保障にと

って非常に重要である。そして、インドネシアの海域をUUVの侵入行為から守るために、イン

ドネシア当局は、事実上科学目的か軍事目的かを問わず、同国の海域におけるすべてのUUVの

利用を規制すべきである。 

記事参照：Regulating unmanned underwater vehicles in Indonesian waters 

12 月 7 日「中国の新型空母に資金援助する米国の同盟国―元米海軍長官論説」（19FortyFive, 

December 7, 2021） 

12 月 7 日付の米安全保障関連シンクタンク 19FortyFive のウエブサイトは、元米海軍長官 J. 

William Middendorf IIの“How U.S. Allies And Friends Are Helping Fund China’s New Aircraft 

Carrier”と題する記事を掲載し、中国の最新空母と同じ造船所で、米国の同盟国向けの商船が建造さ

れているため、実質的に同盟国は中国の空母建造の資金供与を行っていることを意味するとして、要

旨以下のように述べている。 

（1）中国の最新型空母は、江南造船で建造されている。その同じ施設では、ブラジル、フランス、

アラブ首長国連邦、台湾、シンガポール、日本、スウェーデン及びオランダといった米国の同盟

国向けに、40 隻以上の商船も建造している。言い換えれば、中国の海外の顧客は実質的に、こ
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の空母の建造に資金支援を行っていることになる。Type003 と呼ばれる中国のまだ艦名のない

この空母は、2021 年 10 月に宇宙から写真撮影された。これらの写真には、米国の同盟国のた

めに建造されている商船が写っていた。今後数カ月で進水する見込みで、US Department of 

Defenseの最新の中国に関する米議会向け年次報告書では、この空母は 2024年までに完全に運

用可能となると考えられている。同じクラスの 4隻目の空母も建造中である。 

（2）新空母は Type003 と呼ばれ、Type002「山東」より大型で、原子力ではなく通常動力型になる

と予想されている。新型艦は電磁式カタパルトを採用する可能性があり、中国の最初の 2 隻の

空母で使用されたスキー・ジャンプ方式から（航空機運用能力が：訳者注）大幅に改善されるこ

とになる。カタパルトを使用すると、発進する航空機の航続距離と積載量の両方が増加する。新

型空母の予想排水量は 11 万トンで、弾薬や燃料の搭載量を増やし、Tyep002 より 8 機多い 44

機の航空機を搭載できるようになる。Type003 空母は、最大で最も強力な米国の超大型空母に

匹敵する最初の艦となる。 

（3）北京は現在、世界最大の海軍を誇っている。中国は、西太平洋、インド洋、ヨーロッパ周辺海

域など、より遠方の海域でますます多くの作戦を展開するようになっている。中国海軍は今や、

米海軍が戦時中に外洋海域の支配を獲得し維持する能力に対して大きな挑戦を突きつけている。 

（4）中国人にとって、空母は単なる兵器運搬・発射母体ではなく、重要な政治的象徴である。中国

が目的を達成する能力のための決意と目的を反映し、行動で示すものである。新型空母もやはり、

台湾に厳しい警告を発している。 

（5）米国の友好国、それも守る義務のある同盟国が、なぜ自分たちに敵対する可能性のある兵器の

建造に貢献するのだろうか？ 

記事参照：How U.S. Allies And Friends Are Helping Fund China’s New Aircraft Carrier 

12 月 8 日「中国による太平洋で違法調査活動の疑い―フランス海軍関連ウエブサイト報道」

（Naval News, December 8, 2021） 

12月 8日付のフランス海軍関連ウエブサイトNaval Newsは、“Illegal Strategy: China Suspected 

Of Unauthorized Sea Floor Survey In Pacific”と題する記事を掲載し、中国の調査船がパラオの排

他的経済水域内で調査活動を行っていたことに言及し、その概要と意義について、要旨以下のように

報じている。 

（1）中国が近年、調査船団を増強しており、それは太平洋で摩擦を引き起こしている。中国の最新

型調査船の「大洋号」が、11月末から 12月初めにかけてパラオの排他的経済水域（以下、EEZ

と言う）内で活動したことが明らかになり、批判を受けている。パラオはフィリピン海と北太平

洋の間に位置し、戦略的に重要な小さな島嶼国家である。同船はおそらく海底の資源調査や地図

作成を行っていたようである。後者の活動は潜水艦の行動とも関係が深い。いずれにしても、パ

ラオの EEZ内でそうした調査を行うためには、同国の許可が必要だったが、許可は出されてい

ない。パラオ当局は「大洋号」の活動について記録はしたが具体的な対応はできず、US Coast 

Guardの支援を要請した。 

（2）船舶自動識別装置（AIS）のデータ解析によれば、「大洋号」は 11月 22日頃に西フィリピン海

に到達し、その後、九州・パラオ海嶺に沿って移動し、11月 30日までにパラオの EEZ内に入

った。その後再び北上した。このような移動パターンは、同船が海底調査を行っていたことを示

唆するものである。「大洋号」が活動した海域ではあらゆる採掘（および漁業）が禁止されてい
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た。パラオの EEZの 8割が海洋保護区域に指定されている。 

（3）「大洋号」は中国の外洋調査船のなかで最も近代的で性能の高い船であり、2018年 12月に浸水

した。その時、中国初の「世界的な海洋資源調査船」と位置づけられている。すでに大西洋や南

シナ海で調査を行っており、今年 9 月に南シナ海での調査が報告されている。ブルネイやマレ

ーシア、フィリピンの EEZ内での活動であったが、この国々の許可をとっていたかどうかは不

明である。 

（4）パラオは小国であり、かつ軍事力を持たない国である。このため、EEZ 内での活動に対して異

議を唱えることが難しい。防衛に関しては米国に依存しており、戦略的に重要な場所に位置する

パラオにおける米国の存在感は増大しつつある。今回の事例では、天候が原因でパラオの巡視艇

は出動できなかったようであり、従来どおり、グアムのUS Coast Guardに支援を要請した。 

（5）US Coast Guardの船舶が中国の調査船に遭遇したかどうかは定かではないし、パラオから再北

上した理由もわかっていない。「大洋号」は調査を行っただけのようであるが、海底調査は上述し

たように潜水艦作戦にとって重要なものであるため、周辺の国々にとっては不安の種であろう。 

記事参照：Illegal Strategy: China Suspected Of Unauthorized Sea Floor Survey In Pacific 

12月 18日「高まる中国海運の優位―米専門家論説」（The Diplomat, December 18, 2021） 

12月 18日付のデジタル誌 The Diplomatは、米University of California Santa Barbaraで政治学

の博士学位候補Matthew Rochatの“China’s Growing Dominance in Maritime Shipping”と題す

る論説を掲載し、ここで Rochat は中国が海運業を支配するようになったことは、米国やその他の地

政学的な宿敵にとって、重要な商品の利用に脆弱性が生じることが考えられ、今年のホリデーシーズ

ンは贈り物をタイムリーに届けることができるかどうかだけが問題となっているが、将来のことを考

えると、その影響はもっと深刻かもしれないと、要旨以下のように述べている。 

（1）2021年 11月、Joe Biden米大統領は、ロングビーチ港に続いて、ロサンゼルス港で 24時間 365

日の連続操業を行う計画を発表した。この 2 つの港でのコンテナの取扱い数は、米国に入るコ

ンテナの約 40％を占める。ホリデーシーズンを控え、世界的なサプライチェーンの混乱に対処

し、サンディエゴまで延びている輸送コンテナの滞留を解消するために、港の運営を延長するこ

とになった。米国の港湾における貨物の滞留は、インフレ懸念を助長するだけでなく、世界経済

における海運業の重要な役割にも改めて注目が集まっている。 

（2）世界の物資の 90％が海を渡って目的地に到着することを考えると、海運業の重要性は計り知れ

ない。歴史的に見ても、世界の航路を掌握することは、経済的にも軍事的にも国家運営の中心的

な目標であった。大航海時代以来、世界の水路への確実なアクセスを維持することは、国力の重

要な淵源とされた。1616年、イギリスの政治家Walter Raleigh卿は、「海を支配するものは貿

易を支配し、世界の貿易を支配するものは世界の富を支配し、ひいては世界そのものを支配する」

と述べた。19世紀を代表する米国の海軍戦略家 Alfred Thayer Mahanは、1890年に発表した

著書『The Influence of Sea Power Upon History, 1660-1783』の中で、国家の偉大さは、平時

の商業的優位性と戦時の戦略的優位性のために、世界の海洋を支配することに直結すると主張し

た。特に、チョークポイント、給油地、運河、港湾などの戦略的立地の重要性を強調した。 

（3）このように考えると、中国が国内外で拡大している海運業への投資は、米国などの地政学的な

宿敵にとって大きな懸念材料となる。中国は、世界の港湾の確保が進んでいることに加えて、海

運機材のトップメーカーであり、2020年には、世界の輸送用コンテナの 96％、世界の船舶用岸
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壁クレーンの 80％を生産し、世界の造船受注の 48％を占めている。そして、世界第 2位の商船

隊を保有し、戦闘艦艇の総数では米国を抜いて世界最大の海軍となっている。これらのことは、

中国がますます自己主張を強め、拡大していくことを示している。過去 10年間の海洋における

商業分野での中国の台頭は、まさに目を見張るものがあった。しかし、中国の政府関係者にとっ

て、この発展は単なる偶然の結果ではなく、慎重かつ戦略的な計画の結果なのである。 

（4）習近平主席は、2013年にカザフスタンのNazarbayev Universityで行った講演で、一帯一路構

想を初めて発表した。この数兆ドル規模の投資戦略は、3つの大陸と約 60カ国に跨がっており、

地域の連結性と協力を強化するとともに、中国が地域の貿易路の中心的存在になることを目的と

している。習近平をはじめとする中国政府の指導者たちは、この戦略を「新しいシルクロード」

と呼んで推進している。これは、経済的な結びつきを深め、欧州を米国の関心事に近づけるだけ

でなく、第 2 次世界大戦後に西欧の経済復興を促した米国のマーシャルプランに似た方策であ

ると指摘する学者もいる。一帯一路構想には大きく分けて 2 つの要素がある。第 1 は陸路の経

済帯で、内陸の中央アジアに高速道路、鉄道網、ガスパイプライン、石油精製所、発電所、鉱山、

工業団地などを建設し、中国本土との物流を容易にする。第 2 は海路であり、港と航路から成

る数珠を形成し、海洋を介して中国との貿易を誘導する。そして、海路戦略を追求するために、

中国は積出港の所有権に対する関心を高めている。この関心はインド太平洋地域にとどまらず、

世界的に広がっている。 

（5）現在、中国には世界で最も多くの積出港があり、世界の 10大港のうち 7つを持っている。膨大

な量の国内海運基幹施設の蓄積に加え、中国は約 63カ国に 100以上の港を所有している。中国

の海外の港湾ターミナルの 80％以上は、ビッグ 3 と呼ばれる COSCO（中国遠洋運輸公司）、

CMG（中国招商集団）及び CK Hutchison Holdingsの 3社が所有している。COSCOと CMG

は中国国有企業、CK Hutchison Holdingsは香港に本社を置く民間企業で中国本土との関係は

深い。 

（6）インド太平洋地域での中国の港湾拡張の主な例として、スリランカのハンバントタ港の 99年間

リース、パキスタンのグワダル港の 40年間リース、ジブチ港への 3億 5000万ドルの投資など

がある。ジブチには中国初の海外軍事基地があり、アデン湾と紅海の間の重要な戦略的隘路の近

くに位置している。2018 年には中国港湾工程有限責任公司（Chinese Harbor Engineering 

Company）が、もう 1つの主要な貿易の隘路であるスエズ運河の近く、エジプトのソクナ港で

港湾ターミナルの建設を開始した。政策分析者は、これらの動きを南シナ海からインド洋を横断

してアラビア半島に至る海上交通路を重視し、沿岸諸国との戦略的な関係構築を図る「真珠の数

珠（String of Pearls）戦略」の一環と述べている。 

（7）ヨーロッパや地中海では、中国が港の 10分の 1近くを支配している。フランスのルアーブル港、

ダンケルク港、ベルギーのアントワープ港、ブルージュ港、スペインのノアタム港、イタリアの

ヴァド港、トルコのクンポート港、ギリシャのピレウス港などがその例である。イスラエルのハ

イファ港では、中国の上海国際港務集団との間で 25年間のリース契約が結ばれているが、この

ハイファ港は米国の軍艦が停泊する港から 1 キロも離れていないことから、米国は諜報活動の

可能性を懸念している。 

（8）南米で中国は、港の所有権を介して影響力を拡大している。2015年、中国通信建設公司はキュ

ーバに 1 億 2 千万ドルを融資し、第 2 の港であるサンティアゴ・デ・クーバの近代化を支援し

た。2017年、CMGは、ブラジル最大の港である TCP Participaccoes SAの株式の 90％を購入
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した。2019年、COSCOはペルーの Volcan社と 2億 2500万ドルの契約を結び、チャンカイ港

のターミナルの 60％の株式を取得した。エルサルバドルでは、政府が 2022 年にラ・ウニオン

港を民営化すると言われているが、おそらく中国に管理させるためであろう。この他にも、バハ

マ、トリニダード・トバゴ、パナマ、アルゼンチン、チリ、ウルグアイの港湾プロジェクトに中

国が関与しているとの情報がある。 

（9）興味深いことに、米国も中国の港湾投資の場となっている。中国企業 2 社が米国の 5 つの港湾

に出資している。しかし、いずれの企業も実質的に過半数の株式を所有しておらず、これらの米

国のターミナルを完全に運営しているわけではない。テキサス州のヒューストン・ターミナルと

マイアミのサウス・フロリダ・コンテナ・ターミナルにあるフランス企業のターミナルの株は

CMGが保有している。残りの 3つの港（シアトル、ロサンゼルス、ロングビーチ）は、COSCO

が株の一部を所有していたが、2019 年 Trump 政権は中国に対し、ロングビーチ港の所有権を

売却するよう要求した。 

（10）米国の港湾への直接投資はまだしも、海運業界における中国の優位性の高まりは、米中関係が

悪化する中、ワシントンでも警鐘を鳴らしている。先日行われた Biden と習近平のオンライン

首脳会談では、会談後に両国が共同声明を出すことができなかったことからも、米中関係の悪化

が明らかになった。さらに、Trump 大統領の対中貿易戦争を覆すことを選挙活動で主張してい

たにもかかわらず、Bidenは Trump時代の対中貿易政策の多くの部分をそのままにしている。 

（11）中国が海運業を支配するようになったことで、米国やその他の地政学的な宿敵にとって、重要

な商品の利用に脆弱性が生じることが考えられる。最近、米国の港でコンテナが滞留しているこ

とは、米国が世界的なサプライチェーンに依存していることを如実に物語っている。幸いなこと

に、今年のホリデーシーズンは、贈り物をタイムリーに届けることができるかどうかだけが問題

となっているが、将来のことを考えると、その影響はもっと深刻かもしれない。 

記事参照：China’s Growing Dominance in Maritime Shipping. 
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2．欧州、中近東、米州 

2－1 軍事動向 

10 月 5 日「ロシア海軍のための造船産業に関する厳しい現実―ウクライナ海軍退役大佐論説」

（Eurasia Daily Monitor, October 5, 2021） 

10月 5日付の米 The Jamestown Foundationのデジタル誌 Eurasia Daily Monitorは、ウクライ

ナ海軍退役大佐 Andriy Ryzhenkoによる、“The Realities of Russian Military Shipbuilding （Part 

One）”と題する論説を掲載し、ロシア海軍の艦艇を建造するうえでロシアの防衛産業部門の状況が如

何に苦しいかについて、要旨以下のように述べている。 

（1）様々なロシアの宣伝は、ロシアの再軍備と軍事近代化計画の成功と言われているものに焦点を

当てており、ロシア軍による脅威が悪化していると西側に思わせるためにいくらかの役割を果た

している。しかし、実際の状況はクレムリンの支援を受けたメディアが流すバラ色の物語とは明

らかに異なっている。実際には、西側諸国がロシアの防衛産業部門の重要な必需品の一部を管理

することが依然として可能であり、予見可能な将来にわたってそれらの技術や流入を制限し続け

る可能性がある。このような状況は、特に海軍の領域で顕著である。ロシアの造船産業の能力は、

国の政治的野心や軍事的な海洋の要件をはるかに下回っている。 

（2）ソ連崩壊後、ロシア海軍の戦闘力は著しく衰退した。1985年のソ連海軍の「黄金時代」と比較

して、2005 年には、海軍はその前身の約 10 分の 1 の戦闘艦艇しか保有していない。この同時

期に、ロシアの造船業界もポストソビエト経済危機の長期的な影響を受けて苦しみ、国内の造船

所は 20年間、ロシア海軍のためにほとんど何も作らなかった。1990年から 2010年までの間に

完成したわずかな軍艦・潜水艦は、ソ連時代の設計を基にしたものばかりで、合計 17年間（1996

年から 2013年）かけて建造されたものだった。 

（3）経済がある程度安定してきた 2010年、ロシアは初の 10年間の“State Shipbuilding Program”

を採択した。Project 1135.6フリゲート 6隻、Project 636.3 潜水艦 6隻の建造についてはロシ

アの兵器製造業者との間でなんとかうまく解決できた。これらは輸出向けにうまく機能してきた

旧ソ連時代の遺産だったからである。 

 さらに、“Russian State Shipbuilding Program to 2020”では、ソ連時代に建造されたロシ

ア海軍の軍艦、潜水艦、補助艦といった全ての領域で代替を進める新しい型の艦艇の建造が計画

されていた。しかし、新しい艦艇の建造は、輸入に大きく依存しており、それは特に西側諸国か

らの様々なタイプの先端機器の供給である。 

（4）モスクワは 2010年 12月に、もう 1つの重要な計画文書である“Strategy of Maritime Activity 

of Russian Federation to 2030”を承認した。この文書では、ロシアが世界で 2番目に強力な海

軍力を維持し、大規模な海軍建設を可能にし、空母任務部隊を展開するという野心的な目標が掲

げられた。しかし、ロシア海軍は大規模で現代的な艦隊を構築するどころか、外洋航行のための

資産の不可逆的な老朽化と縮小が継続し、海軍の主要な戦闘艦はコルベットや小舟艇に取って代

わられ、ロシアの造船所はこれまでの停滞路線から抜け出すことができなかった。 

（5）2014年にロシアがクリミアを占領した後、NATO加盟国やウクライナがロシアに対して禁輸措

置を取ったため、ロシアの軍需産業に深刻な影響を与えた。そのため、ロシアの大型艦の中には
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造船所で未完成のものがあり、また、特にミサイル艇や対破壊工作艇などは、中国に代替のディ

ーゼルエンジンを新規発注する必要があった。 

（6）モスクワは、これらの供給問題を輸入代用品で解決することを決意し、様々な国産の船舶推進シ

ステムの開発に着手した。しかし、この取り組みの結果、ロシアは軍艦の建造を少なくとも 5 年

遅らせることになった。そして、それは結局、小型艦艇の建造に集中することになった理由の 1

つとなった。この 5年間、当局は Project22160ヴァシル・ビコフ級巡視コルベット、Project21631

ブヤンM級ミサイルコルベット、Project22800カラクルト級コルベットの建造を多数発注した。

しかし、これらは信頼性の低い中国製のディーゼルエンジンを搭載して建造された。多くのロシ

アの専門家は、これらの艦の戦闘能力が限られており、設計に疑問があると激しく批判している。 

（7）もう 1 つの課題は、異なるロシアの造船所が、同じ軍艦のタイプを互いに異なった形で建造す

ることが多いことである。そのため、必然的に今後の修理や近代化が困難になる。 

記事参照：The Realities of Russian Military Shipbuilding（Part One） 

10月 12日「ロシア海軍造船業界で山積する問題―ウクライナ海軍退役大佐論説」（Eurasia Daily 

Monitor, The Jamestown Foundation, October 12, 2021） 

10 月 12 日付の米シンクタンク The Jamestown Foundation のウエブサイト Eurasia Daily 

Monitor は、ウクライナ海軍退役大佐 Andriy Ryzhenko の“The Realities of Russian Military 

Shipbuilding（Part Two）”と題する論説を掲載し、ロシア海軍艦艇を強化することを妨げるロシア

造船業界の古い技術、老朽化した造船所、汚職といった問題について、要旨以下のように述べている。 

（1）ロシアの政治的宣伝と読者の感情をあおる国際報道が声高に絶え間なく繰り返されることで、

ロシアの海軍力は実際よりもはるかに強力であるという印象を与えている。しかし実際には、ロ

シア海軍は国内造船業を苦しめる機構上の問題のため、老朽化した水上艦及び潜水艦を取り換え

るにあたって継続的な問題を抱えている。 

（2）たとえば、“Russian State Shipbuilding Program to 2020”の 10年間にわたる実施結果は、計

画内容を達成したというには程遠いものである。2020年末までにロシア海軍が受け取ったのは、

戦略ミサイル潜水艦 4隻（計画の 50％）、原子力潜水艦 2隻（25％）、通常型潜水艦 8隻（100％）、

フリゲート 5隻（33％）、コルベット 7隻（20％）であった。ロシア海軍にとって特に問題なの

は、海軍力を投射するために必要な中核を成す艦艇と考えられる大型艦艇、すなわちミサイル巡

洋艦と空母の不足である。ロシアの新しい空母の建造計画は、技術的な複雑さと莫大な費用に阻

まれ、全く不透明なままである。空母の推定価格は 6千億ルーブル（85億ドル）に達し、これ

に加えて航空団の資金調達のために約 1千億ルーブル（14億ドル）が必要とされている。合わ

せると、この金額は、現在のロシア海軍の年間兵器調達予算の 2 倍に相当する。ロシアの専門

家たちは、海洋での作戦のために空母が 3 隻必要だと考えている。しかも、かつてのソ連の空

母は、すべてウクライナのムィコラーイウで建造されたものである。 

（3）特にロシアの海軍造船業界の全体的な状況を知る上で参考になるのは、重原子力ミサイル巡洋

艦「アドミラル・ナヒモフ」と空母「アドミラル・クズネツォフ」の近代化と修理の事例である。 

a．1988年に就役したキーロフ級重原子力ミサイル巡洋艦「アドミラル・ナヒモフ」は、ロシア連邦

の海軍に合計で 10年足らずしか就役していない。1997年に運用を停止し、近代化を予定してい

たが、それにはすでに約 25年の歳月がかかっている。現在のところ、同艦は、2024年から 2025

年の間にロシア海軍に復帰できるとされている。この近代化のための総費用は 1千億ルーブル（14



 海洋安全保障情報季報－第 36 号 

 

 

105

億ドル）以上と見積もられており、これは新しいフリゲート艦 3～4隻分の建造費用に匹敵する。 

b．ロシアでは重航空巡洋艦に艦種区分される同国に残る唯一の空母である「アドミラル・クズ

ネツォフ」は、1990 年に就役し、2017 年初頭に修理と近代化が予定されていた。しかし、

2018 年 10 月 30 日、この老朽化した艦の修理を進めている最中に、330 メートルの巨大な

PD-50 浮きドックが「クズネツォフ」を中に入れたまま倒壊した。PD-50 はその後まもなく

沈没し、「クズネツォフ」は別の造船所に移動して分解修理を続けることになった。1 年後の

2019年 12月 12日、空母内で大規模な火災が発生し、予定していた修理が少なくとも 1年は

延びた。最終的にロシア海軍北方艦隊司令部は、「クズネツォフ」の火災による損害によって

生じた費用を 950億ルーブル（15億ドル）と見積もっており、実質的に空母自体の現在の価

格である 1,100億ルーブル（18億ドル）と大体等しい。 

（4）「クズネツォフ」の苦難は構造的なものだけではない。2021年 3月にムルマンスクにある第 10

造船所の最高責任者がこの空母の修理費用の横領で罪に問われ、そして 2021年 7月、同じくム

ルマンスクの同艦の修理を行っている第 35 造船所の所長が国有財産を盗んで罪に問われてい

る。「クズネツォフ」の完工は、早くても 2023 年まではなく、かなりの確率でそれより遅れる

ことがすでに明白である。 

（5）ロシアの海軍造船の現実として、国内の技術は多くの点で欧米の技術に遅れをとっており、その予

算は圧倒的に石油や天然ガスの売却による継続的な国庫収入に極度に依存している。そのため、西

側の同盟国は、海洋での優位に増々意欲的なロシアに影響を与え、制御するのに適した立場にある。 

記事参照：The Realities of Russian Military Shipbuilding（Part Two） 

関連記事： 

10 月 5 日「ロシア海軍のための造船産業に関する厳しい現実―ウクライナ海軍退役大佐論説」

（Eurasia Daily Monitor, October 5, 2021） 

The Realities of Russian Military Shipbuilding（Part One） 

11月 19日「フランス海軍、地中海で多国間共同演習を実施―マレーシア・防衛ジャーナリスト

報道」（USNI News, November 19, 2021） 

11月 19日付の The U.S.Naval InstituteのウエブサイトUSNI Newsは、マレーシアで活動する

防衛ジャーナリスト Dzirhan Mahadzir の“French Navy Kicks Off Force-on-Force Drills in 

Mediterranean with Partner Nations, NATO”と題する記事を掲載し、そこでMahadzirはフラン

ス海軍が 18日に開始したポラリス 21演習の内容について、要旨以下のように報じている。 

（1）11月 18日、フランス海軍は地中海西部でポラリス 21（POLARIS 21）と呼ばれる対抗形式の大規

模な作戦即応演習を実施した。フランス海軍および陸軍に加え、提携国であるギリシャやイタリア、

スペイン、英国、米国、そしてNATOの部隊がこれに参加している。フランスMinistère des Armées

（軍事省）によれば、この作戦は高烈度の状況における交戦に備えた作戦即応および複合状況下を想

定した演習であり、情報や宇宙での行動能力についても焦点を当てるものであるという。 

（2）フランス軍は単独での作戦能力も有するが、交戦のための基本的枠組は多くの国との作戦上の

提携強化による集団的行動である。それゆえ、ポラリス 21にはフランス海軍の全構成要素、そ

して陸・空軍の地上・航空戦力に加え、提携諸国の艦艇や航空機が動員されるのである。 

（3）ポラリス 21には、艦船 23隻、潜水艦 1隻、航空機 65機、6,000人の人員が参加する。青軍は、

フランス空母「シャルル・ド・ゴール」を中核とする空母打撃群であり、赤軍はフランス水陸強
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襲艦「トネール」を中核とする架空の国メルキュールの部隊である。この演習では青軍の空・海

行動能力が検証され、赤軍は空・陸部隊で補強される。11 月 18 日までが準備段階で、25日か

ら 12月 3日まで実動演習が実施される。 

（4）青軍は以下の部隊で構成される。まず「シャルル・ド・ゴール」空母打撃群で、「シャルル・ド・ゴ

ール」にはラファール戦闘機 20 機、その他の航空機を搭載する。米駆逐艦、フランス、ギリシャ、

イタリア、スペイン各国のフリゲートが随伴し、米海軍の P-8A 哨戒機の支援を受ける。海上戦闘群

として、大西洋と地中海でそれぞれフランスのフリゲートが行動する。哨戒機としてラン＝ビウエ海

軍航空基地からアトランティック 2型哨戒機が運用され、補給支援としてフランス及びスペインの補

給艦が加わり、海軍特殊戦部隊としてフランスの支援艦が加わる。最後に機雷戦部隊が参加する。 

（5）赤軍は以下の部隊で構成される。まず「トネール」を中核とする水陸両用戦群で、同艦には第

13 外人准旅団が乗艦している。同艦は英駆逐艦、フランスの駆逐艦及びフリゲートである。次

に海上戦闘群として、フランス駆逐艦 1 隻が大西洋で、フランス海洋哨戒艦 2 隻が地中海で行

動する。海上哨戒を行うのはイタリアの基地から運用されるアトランティック 2 型哨戒機で、

補給は米補給艦が実施する。さらに機雷戦部隊と地上防空部隊、航空能力としてフランス海軍の

ラファール戦闘機を含む種々の航空機が加わる。さらにフランス潜水艦と NATOの潜水艦が両

軍によって交互に運用されることになるだろう。 

記事参照：French Navy Kicks Off Force-on-Force Drills in Mediterranean with Partner Nations, 

NATO 

12月 8日「大西洋岸の軍事基地建設を模索する中国―カナダ情報誌報道」（Geopolitical Monitor, 

December 8, 2021） 

12月 8日付のカナダ情報誌Geopolitical Monitorのウエブサイトは、“China Seeks Atlantic Ocean 

Military Base”と題する記事を掲載し、中国が計画しているという赤道ギニアでの軍事基地建設につい

て言及し、それが米国の人権推進政策に難題を突きつけているとして、要旨以下のように報じている。 

（1）米紙Wall Street Journalによれば、中国は大西洋岸に最初の軍事基地建設を計画しているという。

基地の受け入れ国として想定されているのはアフリカ西岸の赤道ギニアであり、同国は Teodoro 

Obiang Nguema Mbasongo大統領による支配が 42年間続く独裁国家である。人権に関する国際

調査機関によれば、同国の人権状況は常にほぼ最悪に近い。その経済は資源採掘によって賄われ

ており、歳入の 9割が石油輸出による。そして中国は赤道ギニアの最大の貿易相手国である。 

（2）基地の正確な設置場所は、同国最大の都市バタにある大深水港と推測されている。そこは 2008

年から 14年にかけて中国の出資によって全面改修および拡張がなされた。さらに高速道路網の建

設によって、ガボンやコンゴ共和国など中央アフリカとの商業的連結の土台が整えられている。 

（3）赤道ギニアに中国の軍事基地が設置されれば、それは中国人民解放軍海軍の世界規模での行動

能力を強化するであろう。そうした施設は現在アフリカ東岸のジブチにあるだけである。パキス

タンのグワダル港やアラブ首長国連邦、ケニア、セーシェル、タンザニア、アンゴラなどで中国

企業が建設した民間施設の軍事的転用がこれまでも噂されてきた。 

（4）米国はこれまで、海外基地建設に関する中国の試みを退けてきた。しかし赤道ギニアの事例は、

米中の新冷戦的状況と米国が現在展開する人権の推進などの対外政策目標との間の緊張関係を

明らかにしている。米国と赤道ギニアの関係は、特にここ 20年の間は好ましいものではない。

それは Mgasongo 統治における人権状況の悪化や政治腐敗のゆえであり、実際、Mgasongo の
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息子で現在の副大統領Mangueが2011年に農林大臣だったときの政治汚職に関して米司法省が

裁判を続けている。それに対して中国と赤道ギニアの関係は、米国のそれと好対照を為している。

中国は支配体制のあり方とは何の紐付けもなしに同国に対するインフラ計画のための資金援助

を行い、治安部隊のための装備や訓練を提供してきた。 

（5）地政学的な懸念を反映する形で、米国は赤道ギニアに対して宥和的取り組みを採るよう路線変

更をした。たとえば、Mangue 副大統領から差し押さえた資産は、COVID-19 用ワクチン支援

という形で同国に再分配された。また国務省の人身取引報告書における赤道ギニアの成績も改善

しており、それは同国への公的支援につながる可能性がある。あるいは、大統領らが不正に蓄積

した財産の取り締まりを見過ごすなどの方策が採られる可能性もある。 

（6）米国がそう望めば、赤道ギニアの政権転覆も可能だろう。しかしそのようなことをすれば、近

い将来赤道ギニアが中国との関係をより強固にするのはほとんど確実である。米国が主導するよ

り良い世界の復興（Build Back Better World：B3W）のような進歩的な構想は、こうした地政

学的状況にとって難題を突きつけている。そうした構想が地政学的に重要な独裁国家を排除する

からである。もし赤道ギニアでは中国の試みを押しのけることができたとしても、中国が同じよ

うな試みを展開できる場所は他にいくらでもある。 

記事参照：China Seeks Atlantic Ocean Military Base 

 

 

 

2－2 国際政治 

10 月 22 日「中東における新たな QUAD の結成か―インド安全保障問題専門家論説」（The 

Diplomat, October 22, 2021） 

10月 22日付のデジタル誌 The Diplomatは、インド・シンクタンクObserver Research Foundation 

の Director of Centre for Security, Strategy & Technology である Dr. Rajeswari（Raji）Pillai 

Rajagopalanの“A Quad for the Middle East”と題する論説を掲載し、そこで Rajagopalanは、10

月 20 日に実施された米国、インド、イスラエル、アラブ首長国連邦の外相会談に言及し、中東におけ

る新たなQUADの結成の兆候であるとして、その背景と意義について、要旨以下のように述べている。 

（1）少数国間協調の枠組みが最近の流行のようである。インド太平洋における日米豪印の 4 ヵ国安全

保障対話（以下、QUADと言う）に続き、中東で、インド、イスラエル、アラブ首長国連邦（UAE）

そして米国の 4ヵ国による第 2のQUAD（以下、中東QUADと言う）が形成されつつある。 

（2）10 月 20 日、この 4 ヵ国の外相による初めての外相会談が行われた。また興味深いことに、そ

のうちの 3ヵ国、イスラエルとUAEおよび米国の外相が、その前週にワシントンで会合を開き、

2020年 8月に結ばれたアブラハム合意（イスラエルと UAE間の平和協定）の進展について話

し合ったばかりであった。それにインドが加わり、中東 QUADとなる。 

（3）この新たな少数国間協調枠組みが重要な理由は 4 つある。第 1 にそれは、Biden 政権がさまざ

まな地域において中国の膨張に対応する意図があることを示すものである。米国はすでに

QUAD の強化や AUKUS の結成によってインド太平洋への誓約を示してきた。中東 QUAD の

結成は、中国の影響力がインド太平洋を超えて拡大しているという認識、それに対抗しなければ



海洋安全保障情報季報－第 36 号 

 

 

108

ならないという認識を反映している。 

（4）第 2に、インドも同様の認識を持っているということである。インドは 2017年、ブータンのドク

ラムをめぐって中国と争った際には、中国と 2度の非公式首脳会談を行うなど事態の沈静化を図っ

たが、2020年、ガルワン地区をめぐる紛争の後にはインド太平洋におけるQUADへの関与を深め

るようになった。インドが新たに中東QUADに参加しているのは、インドは北と東だけでなくその

西側においても中国に対抗しなければならないという認識の強まりを反映しているのである。 

（5）第 3 に、中国への対抗のために、米印の双方がお互いを必要とするようになってきていること

である。米国は中国の対抗のために様々な国との関係強化を進めていたが、インドは必ずしもそ

の相手ではなかった。しかし、米国にとってインドの重要性は高まり続けている。インドにおい

ても、米国との協力は必要不可欠だと認識されるようになっている。 

（6）第 4に、2つのQUADの結成は、中国が突き付ける課題は軍事的なものだけでなく、政治・経済を

含む様々な分野に跨がっているという理解を反映したものである。中東、特にイスラエルや UAE

における中国の影響力は近年増大し続けてきた。これは必ずしも軍事的な脅威ではないが、中国の

政治的・経済的影響力の中東への拡大を意味しており、それにも対処しなければならないのである。 

（7）イスラエルとUAEは、インドと米国双方にとって良い提携国であろう。米印それぞれがその 2

国と良好な関係を築いてきたというだけでなく、そのイスラエルとUAEが技術分野における新

興勢力であることも、中東 QUADの結成においては大きな意味を持つであろう。前述したアブ

ラハム合意の存在も、中東 QUADが機能する重要な背景であり、さらに中東連合を構築するう

えでの困難を解消する要因である。従来の多国間協調枠組みには難しさを伴うため、今後、こう

した少数国間協調枠組みが増えることが期待される。 

記事参照：A Quad for the Middle East? 

11月 5日「石油タンカー拿捕について説明を求めるベトナム政府―米通信社報道」（The Diplomat, 

November 5, 2021） 

11 月 5 日付のデジタル誌 The Dilomat は、米通信社 Associated Press による“Vietnam Seeks 

Information From Iran About Seized Oil Tanker”と題する報道を転載した。その記事は、10月末

に起きたイランの武装勢力によるベトナム船籍の石油タンカーの拿捕について報じるもので、イラン

政府と米政府の主張には隔たりがあり、またイラン政府の行動の理由がはっっきりしていないとして、

要旨以下のように報じている。 

（1）イランの準軍事組織である Islamic Revolutionary Guard Corps（イスラム革命防衛隊）は、10

月 24日、ベトナム船籍の石油タンカー「MVソティス」を拿捕した。米海軍はこの動向を監視

していたが、最終的に船がイランの領海に入ったために特に行動を起こさなかった。ベトナム政

府はこの問題について、今月 4 日、イラン側に情報を求めると同時に、乗組員の安全確保のた

めにイラン政府と緊密に協力して動くことを約束した。 

（2）この出来事は、イランの核開発をめぐって米国との間で緊張が高まっているさなかに起きたもの

である。11月 3日は、1979年にテヘランの米国大使館が占拠されてから 42周年の前日であるが、

この日、国営テレビはこの船舶の拿捕を大々的に報道した。国営テレビによればイランによる行

動は、米海軍によるタンカーの拿捕という侵略行為を妨害することに成功したものだった。 

（3）米 Department of Defense（国防総省）の John Kirby報道官は、このイランの主張を「インチ

キ」なものとして退けた。Kirby は、イランによる石油タンカーの拿捕は、「航行の自由と通商
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の自由」を侵害するものとして非難した。イラン政府は船舶の詳細や、海軍がそれを狙った理由

について説明していない。 

（4）イラン国営テレビは、Islamic Revolutionary Guard Corps の部隊がタンカーを制圧する映像を

公開した。またそれは、同部隊が甲板設置型の機関銃を、米海軍のミサイル駆逐艦「サリバン」

に向けている様子を写していた。「サリバン」が同海域にいたことは、米海軍の発表とも一致する。 

（5）海運データベースによると、「MVサティス」の所有者はベトナムの会社であることが判明した。

同社の従業員に取材をしたが、はっきりとした回答は得られなかった。この「MVサティス」の

活動は、イランの行動を監視する米団体United Against a Nuclear Iranの目に留まっていた。

同団体によると、「MVサティス」は 6月、「オマーン・プライド」というタンカーから石油を受

け取っていたという。その「オマーン・プライド」は、米 Department of Treasury（財務省）

によれば制裁対象のイラン産石油の密輸に使用されているものだという。 

（6）貿易される石油の 20％が通航するホルムズ海峡や、その近くのオマーン湾では、同様の襲撃事件

や爆発事件が多発しているが、今回の事件はその最新のものである。今年だけでも、イスラエル

が関係する石油タンカーへの攻撃で 2 人の乗組員が死亡し、数ヵ月前にもパナマ船籍のアスファ

ルト・タンカーが襲撃を受けた。米国はこうした行動についてイランを非難したが、イラン政府

はそれを自国の行動と認めていない。しかし、2018 年に当時の Trump 大統領がイランとの核協

議から離脱し、イランに制裁を科して以降、この海域では同様の争いが繰り広げられている。 

記事参照：Vietnam Seeks Information From Iran About Seized Oil Tanker 

12 月 11 日「中国、赤道ギニアに海軍基地建設か―香港紙報道」（South China Morning Post, 

December 11, 2021） 

12月 11日付の香港日刊英字紙 South China Morning Post電子版は、“How Equatorial Guinea 

became a backdrop for China-US rivalry”と題する記事を掲載し、中国が大西洋での艦艇への後方

支援基地として赤道ギニアに海軍基地建設を目指しているとした上で、中国は「真珠の数珠」戦略の

下、基地網建設に努力を傾注しているとして、要旨以下のように報じている。 

（1）赤道ギニアは中央アフリカの西海岸に位置し、人口は 140 万である。この小さな、しかし石油

に恵まれた国は今、米中の地政学的対立のただ中にある。赤道ギニアは、中国の軍事基地が置か

れるかもしれないという示唆で注目を浴びており、米国は大西洋に対して抱える軍事的な望みが

危うくなるかもしれないと述べている。 

（2）懸念は、12月 5日付の米紙 The Wall Street Journal の報道で表面化した。同紙の記事は中国

が赤道ギニア最大の都市バタに艦艇の弾薬補給と修理のため海軍基地を建設するようであると

報じている。中国は、バタで深水商港の再建と拡張を行っている。 

（3）米軍はこの地域を相当程度支配しており、この海域に最大の競争相手が出現することを歓迎し

ないだろう。US Department of Defense報道官 John Kirbyは安全保障上の含意を懸念して、

「中国と赤道ギニアにおける中国の行動が安全保障上の懸念として確実に関係する可能性のある

段階になっている、と赤道ギニアの指導者達に明らかにしてきた」と詳細は避けつつも Kirby

報道官は述べている。 

（4）中国はこれに対応していないが、環球時報英語版The Global Timesは「中国が戦略的な大国間の

競争のために大西洋に軍事力の投射を加速する理由は見いだせない。中国はアフリカに巨額の投資

をしてきた。これは海賊を抑止し、これと戦うためである。しかし、赤道ギニアに中国が海軍補給
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基地を確立すれば、米国が想像しているものとは異なるものとなろう。この地域を害することなく

利するものとなるだろう」としてこれを軽視している。中国軍に近い情報筋はまた、「赤道ギニアの

位置は中国の戦略的利益に合致しないため、軍事基地はありそうにない。赤道ギニアは中国から遠

く離れており、中国の主要海上交易路に沿って位置しておらず、同国の石油さえ採掘されれば、利

益を最大化するためには中国に送るよりもヨーロッパに売り込む方が適当である」と述べている。 

（5）加えて、赤道ギニア副大統領はスペインメディアに対し「中国は友好国であり、戦略的提携国

ではあるが、現時点で（海軍基地建設というような）合意はない」と否定している。しかし、赤

道ギニアは最近の数か月、ワシントンと北京からかなりな注目を最近の数か月集めている。 

（6）米安全保障担当次席補佐官 Jon Finerが 10月にアフリカ歴訪の際に赤道ギニアは旅程の中に含

まれていた。Jon Finerは赤道ギニア大統領 Teodoro Obiang Nguema Mbasogo及び副大統領と

面談し、海洋安全保障強化と Covid-19の世界的感染拡大終息の方策について協議している。 

（7）同じ 10月、中国の習近平主席は赤道ギニア首脳に一帯一路構想の枠組みの中で様々な分野にお

ける協調を拡大すると呼びかけている。 

（8）米企業は赤道ギニアの石油工業に投資してきたが、中国の一帯一路が食い込んできている。米

シンクタンクMiddle East Instituteの研究員Mohammed Solimanは、米中は新たな問題を含

む結果を招くような大国間の対立に世界中で巻き込まれているというほぼ一致した意見が生ま

れつつあると述べている。「ワシントンは、中国が西アフリカにおける米国の軍事態勢に脅威を

及ぼす恒久的な戦略的軍事基地を大西洋方面に獲得するかもしれないと懸念している」と

Mohammed Solimanは言う。 

（9）米シンクタンク Foundation for Defence of Democraciesの Craig Singletonによれば、赤道ギ

ニアは最終的に中国が大西洋と資源豊かな北極に戦力を投射することを可能にするだろう。そし

て、大西洋に戦力を投射することが可能になることはそれだけ米国の海岸に接近することでもあ

る。「これが現在、中国に欠けている能力である」と Craig Singletonは言う。 

 真に世界規模で作戦を展開するために中国軍は、第 2 次世界大戦後に米国が行ったようにイ

ンド太平洋及びアフリカ全域の重要な中間点に軍事基地網を確立しなければならないと Craig 

Singletonは言う。これらの基地は中国艦艇を停泊させ、中国本土から遠く離れた艦隊の支援を

助けることになるだろうとして、「このような基地網の欠落が中国の軍事的足跡を中国近辺に押

しとどめている大きな原因である」と Craig Singletonは言う。 

（10）アフリカ東岸のケニア、タンザニア、大西洋沿いのナミビア、中央アフリカのサントメ・プリ

ンシペを中国が軍事基地展開のために注目していると米当局者は様々に述べている。米情報機関

とUS Department of Defenseは中国海軍が様々な種類の海軍施設の基礎を築きつつあると評

価しているとAmerican UniversityのMiddle East-Asia Project長 John Calabreseは述べてお

り、約 15年間、中国はインド洋全域に（港湾等の）海に関わる外構を点在させる「真珠の数珠」

戦略を進めつつあるという見方がグワダル深水港開発に触発されて流布していると述べている。

2013年に一帯一路構想が動き始めて以来、米国の安全保障に携わる全ての人々の目がハンバン

トタ港のような各地で行われる同種活動の兆候に焦点を当てている。ジブチに中国の基地が建設

され、拡張されたことがこれらの懸念が現実化する転換点となったと Craig Singletonは言う。

米中の「大国間対立」の激化、アフリカ、インド洋地域全域に広がる商業活動に対して、利益を

守るだけだとしても、中国は軍事目的の施設建設努力を加速しているようである。 

記事参照：How Equatorial Guinea became a backdrop for China-US rivalry 
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3．北極 

3－1 軍事動向 

11 月 12 日「北極圏の島々におけるノルウェーとロシアの軍事活動と軋轢―ノルウェー紙報道」

（The Barents Observer, November 12, 2021） 

11月 12日付のノルウェーのオンライン紙 The Barents Observerは、“Moscow dissatisfied with 

Norwegian navy visit to Arctic archipelago”と題する記事を掲載し、北極圏に位置する諸島周辺に

おけるノルウェー軍とロシア軍の動向と互いの警戒について、要旨以下のように報じている。 

（1）ノルウェー海軍のフリゲート「トール・ヘイエルダール」が、北極圏のノルウェー領の諸島に

おける主要な居住地であるロングイェールビーンへの寄港を含め、イスフィヨルデンの海を航海

したのは 10 月下旬だった。1920 年に締結されたスヴァールバル条約は、ノルウェー軍のスヴ

ァールバル諸島での軍事力の展開を禁止するものではないが、考えられる戦争目的でのこの諸島

の使用を制限するものである。ロシアはこの条約の 46の署名国の 1つである。 

（2）ロシアの Foreign Ministry報道官Maria Zakharovaは、声明の中で、スヴァールバル諸島の港

湾や航路に関するいくつかの法律を拡張するというノルウェー側の決定に不満を表明した。これ

は、「NATO同盟国からの援軍の受け入れを含む、ノルウェー防衛の軍事計画に、この諸島の基

幹施設を使用することを意味する 」と述べている。近年では、国際的な緊張が極北地域にも及

んでいる時期に、ノルウェーのフリゲートがその主権を強調するために毎年ロングイェールビー

ンに寄港していた。また、Zakharova報道官はスヴァールバルの地域の海底情報の利用をNATO

加盟国ではなくロシアに対して制限するノルウェーの新たな法制度への取り組みにも不満を示

した。さらに Zakharova報道官は、ロングイェールビーン郊外の山にあるスバルサット人工衛

星基地について食ってかかっている。これについてロシアは、「厳密に解釈すれば、二重の目的

を果たすことができる」と主張している。モスクワは、ノルウェーの軍用輸送機がこの空港に着

陸することにも同様に不満を抱いている。最後に Zakharova報道官は、ノルウェーの沿岸警備

隊の船舶がスヴァールバル諸島の海域を哨戒していることを批判した。 

（3）2021年 8月、ロシアの対潜駆逐艦「セヴェロモルスク」がフランツ・ヨゼフ・ランド周辺を航

行した後、突如針路を転じた。その後を他の海軍艦艇が続き、この駆逐艦はスヴァールバル諸島

の最大の島であるスピッツベルゲン島の西海岸に沿って北上した。このようなロシア海軍の航海

は「普通ではない」と、ノルウェー軍報道官は語っている。ロシアは近年、ヨーロッパの北極圏

にあるスヴァールバル諸島の東に位置するフランツ・ヨゼフ・ランドの軍事基地を再建した。

2020 年 4月には、ロシアの Defense Ministryが、そこにあるナグルスキ空軍基地の運用が可

能であることを宣言した。2021年 2月には、この基地にMiG-31BMが配備された。 

記事参照：Moscow dissatisfied with Norwegian navy visit to Arctic archipelago 
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3－2 国際政治 

12月 7日「ロシア、スヴァールバル諸島での軍の展開強化：ハイブリッド戦略の一環―ノルウェ

ーオンライン誌報道」（The Barents Observer, December 7, 2021） 

12月7日付のノルウェーのオンライン紙The Barents Observerは、“Moscow aims to enhance presence 

inスヴァールバル as part of hybrid-strategy, expert warns”と題する記事を掲載し、ロシアがスヴァール

バル諸島での正統な軍事力の展開を強化しつつ、軍事活動と経済活動を同時並行的に実施するハイブリッ

ド戦略を実行する一方で、北極海域の緊張を高めているとして要旨以下のように報じている。 

（1）北極地政学の専門家 Elizabeth Buchanan 博士は「ロシアがスヴァールバル諸島での正統な展

開を強化するハイブリッド戦略を実行する一方で、海洋空間の緊張を高めている」と述べている

。外交交渉の声が大きくなり、軍艦が諸島の付近を航行することが多くなっている。スヴァー

ルバル諸島は、ロシアにとって戦略的重要性が高まっている。それは北極諸島を支配するノル

ウェーにとっても同様である。Buchananは The Barents Observerに「武力行使をちらつかせ

た威嚇がもっと多くなることが予想される」と語る。しかし、彼女は「そのような軍事的威嚇は

気休めである。ロシアはスヴァールバル諸島を併合しようとはしない。ロシアは戦いを望んで

はいない」と述べている。Buchananはオーストラリアの Deakin大学でも戦略研究の講師を務

めている。2022年 1月、彼女はノルウェーのトロムソで開催される Arctic Frontiers会議の主

たる報告者の一人である。「スヴァールバル諸島に関するロシア政府の本当の狙いは、条約の範

囲内で、平和裏に陸上で起こっている」と Buchanan は言う。彼女は、ロシア政府が研究、産

業、観光などスヴァールバル諸島でロシアの軍事基地の代わりとなる多くの活動を開始すると

予想している。「ノルウェー市民は南オセチアとクリミアで見られるように、ロシアに『ロシア

国民を守る』方法を再考する機会を与えている」と述べている。 

（2）今日、スヴァールバル諸島の地下石炭資源は不足しており、観光などの代替ビジネスが成長し

ている。人口は減少傾向にあり、現在では、約 400 人のロシア人とウクライナ人が共住してい

る。スヴァールバル諸島は、バレンツ海、グリーンランド海、ノルウェー海の間に位置し軍事

的戦略的に非常に重要である。スヴァールバル諸島を支配する者は、水深の浅いバレンツ海か

らより深い北大西洋への重要な玄関口を支配することができる。ロシアの北洋艦隊にとって、

ノルウェー本土とスヴァールバル諸島最南端の島との間のいわゆる「ビュルネイ島（英語名：ベ

ア島）の隘路」は、その南側の海域とその北側の海域との間で海上拒否作戦を行う際の鍵となる

海域である。NATO の大西洋横断的な航行を脅かす可能性がある。欧州で再び国際的な緊張が

高まる中、ノルウェーはスヴァールバル諸島の地政学的重要性をよく理解している。 

（3）1920年のスヴァールバル条約は、スヴァールバル諸島でのノルウェー軍の展開を禁止していないが、

戦争のような目的（possible war-like purpose）のために諸島を使用することを制限している。「2020

年代の条約で提示された課題は、100 年前の『戦争』と『平和』を構成するものの概念が今やます

ます曖昧になっていることであり、このグレーゾーンに Putin のロシアは精通している」と

Buchananは Janes Information Serviceの最近のレポートで述べている。The Barents Observer

には彼女は次の点を説明した。「ロシアがスヴァールバル諸島での正統な展開を強化するハイブリッ

ド戦略を実施する一方で、海洋空間での緊張を高めている。ロシア北洋艦隊がスヴァールバル諸島

のより近くを航行するといった活動は許されるが、条約の範囲内でロシアの活動に一線を画するこ

とは難しい。ロシア政府はスヴァールバル諸島で軍の展開を強化することにより、ノルウェーの我
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慢の限界を突くだろう。ノルウェー海軍フリゲート「トール・ヘイエルダール」による 2021年 10

月の航海を例に挙げて、Buchanan はノルウェー政府が二重基準を使っているとロシアが現在主張

していることは最も興味深いと述べている。「モスクワは、『戦争のような目的』のために群島を使

用できないという条約の要件に鑑み、スヴァールバル諸島でのノルウェーの軍事活動に迅速に抗議

する。定義されていないが『戦争のような』は見る人の頭の中の基準であり、ロシアが他の条約当

事者を議論に巻き込むために使用する基準である。ここに中国も関心を持つようになるだろう」と

Buchananは主張する。中国とロシアは、スヴァールバル条約の署名国 46ヵ国に入っている。 

（4）Buchanan は、ロシアが多面的な戦略を使用すると予想している。「ハイブリッド戦略は本来、北

極海域での軍事的圧力、戦争の想起させる軍事演習と軍事的試験の増加とスヴァールバル諸島での

研究活動と経済活動を調和させるものである。中国カードも同様に使用されると思う。中国の経済

的利益と北極にある中国の黄河研究所の研究の利益に対するノルウェーの脅威に関する中国の不満

と不安をロシアは煽っている。このように、ロシアにはスヴァールバル諸島を確保するために、

NATO やノルウェーを苛立たせる利用可能な多くの手段がある。北極黄河基地は、2003 年に、北

極のスピッツベルゲン北部のニーオーレンスに中国極地研究所によって設立されたものである。 

（5）NATOとロシアの間で欧州または世界の紛争が拡大する場合、スヴァールバル諸島の東と北の北極

海を航行するロシア Northern Fleet の弾道ミサイル搭載原子力潜水艦の聖域を防衛することが、

ロシア軍司令部の主な優先事項であると考えられている。NATOが干渉しようとする試みを妨害す

る能力を確立するには、「ビュルネイ島の隘路」の支配が必要である。「NATOの北極への関与で

あれ、スヴァールバル諸島のノルウェーによるさらなる防衛強化であれ、軍事的圧力を受けた場合

、ロシア政府は聖域防衛をスピッツベルゲンとノルウェーの間に越えさせてはならない一線を引き

、この線をもってロシア海軍の行動海域を支配することは、ロシア Northern Fleet の北大西洋と

の間の安全な出入りを保証することになる。しかし、これは北極地域の緊張を高めるだろう。そし

て、それは北極地域におけるロシアと欧州の経済的利益に極めて悪い影響を及ぼす。自由に交易で

きる北極シルクロードに対する中国の関心は、欧州の北端の緊張によって脅かされるであろう。重

要なのは、ロシアが自由で開かれたロシア北極圏と堅牢な聖域防衛の間で決定される選択肢を持っ

ていることである。これは本質的に、ロシアがスヴァールバル諸島に関して考えていることである

。具体的には、正統性のあるロシア軍の展開、西側によって出入りを拒否される前に独自の西側の

出入りを拒否する能力の強化、ノルウェーのスヴァールバル諸島に関する政策に対し中国の不満を

煽るという政策に組み込んだ安全装置（fail safe）である」とBuchananは述べている。 

記事参照：Moscow aims to enhance presence in スヴァールバル as part of hybrid-strategy, 

expert warns 

 

 

 

3－3 漁業、海運、造船、環境等 

11月 22日「中国の砕氷船開発に米国はどう対応すべきか―米海軍将校論説」（High North News, 

November 22, 2021） 

11月22日付のノルウェー国立NORD UniversityのHIGH NORTH CENTERが発行するHIGH NORTH 
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NEWSの電子版は、米シンクタンクBrookings InstitutionでNavy Federal Executive Fellowshipに基づく

研究員を務めるJeremy Greenwoodの“The Polar Silk Road Will be Cleared With Chinese Icebreakers”

と題する論説を掲載し、Jeremy Greenwoodは中国が北極圏における存在感を拡大する一方で米国が手をこま

ねいている現状を指摘し、今後米国がどのような戦略を構想すべきかについて、要旨以下のように述べている 

（1）US Coast Guard司令官 Karl Schultzは、「北極圏における部隊の展開は影響力を意味する」と

述べている。しかし米国が保有するのは、旧型の大型砕氷船「ポーラ・スター」と中型の「ヒー

リー」のみである。前者は年に一度南極に派遣され、後者は海洋科学調査に利用される。どちら

も、年間を通して北極圏において活動できるような船ではない。 

（2）その一方、中国交通運輸部は新しい砕氷船と半潜水式重量物運搬船を開発すると発表した。既存の

砕氷船は 2隻あり、以前は原子力砕氷船開発が報じられたが、今回の発表はそれとは別のものであ

る。こうした投資によって、中国は北極圏における基幹施設開発への強い決意を示したのである。 

（3）北極圏においては砕氷船以外の展開が無意味だと言いたいのではない。しかし、同地域におけ

る砕氷船の展開は、新たな戦略的競合の時代において他に類を見ない不可欠なものである。潜水

艦と航空機は決定的な船舶輸送のための道を切り開かないし、石油漏出に対応できず、米国の北

極圏における海の安全に資することはない。 

（4）米国は賢明なことに極海砕氷船（Polar Security Cutter）という新型砕氷船の建造に着手して

いるが、それが運用されるにはかなりの時間がかかりそうである。他方米国は、人間の活動の活

発化に伴い紛争や自然災害が起きやすくなる北極圏での活動を確かなものにするような、実行可

能な「架橋戦略」（この場合は米国が保有する北極に関連した資産と対応しなければならない事

態とを結びつける戦略を指す：訳者注）を持たない。米国に今必要なのはそうした戦略である。 

（5）米国とその同盟国は、自らを「近北極国家」とする中国の主張を正当にも批判しているが、それも年々

難しくなっている。というのも中国は毎年北極圏に砕氷船や調査船を派遣し、科学的・経済的投資を

増大させているからである。いずれ北極圏での存在感において中国は米国を追い抜き、この地域にお

ける提携国としては好適な存在になるかもしれない。北極圏における米国の強みは、NATO加盟国を

含む提携国との協調にあるが、そういった国々ですら、今後中国の役割増大を歓迎する可能性はある。 

（6）2020年、Trump政権が「北極・南極地域における米国の利益の擁護」という覚書を作成し、北

極圏における実行可能な架橋戦略を構想した。そこでは、両極地における海上の砕氷船の展開を

速やかに増大する方法を考えるために、省庁間の協力を指示した。しかし残念ながら、省庁間の

利害対立は克服されず、議会による支出の承認を得ることもできなかった。 

（7）北極圏の通航、開発、漁業、観光や自然災害が増えている今、米国政府と議会が行動を起こす

べきである。架橋戦略は、米国が年間を通じた海洋状況把握能力を維持し、救難・捜索能力を獲

得し、砕氷船を利用したUS Coast Guardを訓練するというものとなるであろう。こうしたこ

とは、基幹施設投資や新たな船舶建造の前にやっておかねばならないことである。 

（8）具体的には、外国の提携国から砕氷船を借り入れる、ないし購入することや、同盟国の海軍や沿岸

警備隊との共同訓練、現在進行中の新型砕氷船建造の促進、既存の 2隻が北極圏において行動可能

になるための基幹施設投資が考えられる。そしてこうした構想の実現のためには、US Department 

of Homeland Security（国土安全保障省）やUS Coast Guard、そして議会の諸委員会が全体論的

に検討する必要があるだろう。安価に済ませることはできない。しかし、世界最大の国が、北極圏

に砕氷船を配備しないまま今後 10年間過ごすことのほうが、それよりも高くつくのである。 

記事参照：The Polar Silk Road Will be Cleared With Chinese Icebreakers 
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3－4 海氷状況 

以下は、米国の The National Snow and Ice Data Center, University of ColoradoのHPに掲載さ

れた、北極海の海氷についての衛星観測データ・月間状況分析（英文タイトルを含む）の要旨である。 

 

10 月の海氷状況 

 

2021 年 10 月の状況：Winter is setting in 

 

http://nsidc.org/arcticseaicenews/2021/11/winter-is-settling-in/ 

 

※実線（median ice edge）は、1981 年～2010 年の期間における 10 月の平均的な海氷域を示す。 

 

2021 年 10 月の海氷面積の月間平均値は 677 万平方キロで、10 月の平均値としては、衛星観測史

上 8番目に小さく、2017年と同じであった。2020年 10月に記録した月間最小面積 533万平方キロ

より 144万平方キロ上回ったが、1981年～2010年の期間における 10月の平均値を 158万平方キロ

下回った。東グリーンランド海を含め、北極海のユーラシア大陸側はほぼ海氷に覆われたが、ボーフ

ォート海東部の南方面への海氷の伸展はほとんど見られなかった。 

10月の 925hPaレベル（海面上ほぼ 2,500フィート）での大気温度は、1981年～2010年の期間に

おける 10 月の平均値を上回り、グリーンランド北部とカナダ北極群島水域では平均値を最大摂氏 8

度程度上回った。 
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11 月の海氷状況 

 

2021 年 11 月の状況：A mixed-bag of Arctic sea ice 

 

 

http://nsidc.org/arcticseaicenews/2021/12/a-mixed-bag-of-arctic-sea-ice/ 

 

※実線（median ice edge）は、1981 年～2010 年の期間における 11 月の平均的な海氷域を示す。 

 

11月の海氷面積の月間平均値は 977万平方キロで、11月の平均値としては、衛星観測史上 10番目

に小さく、1981年～2010年の期間における 11月の平均値を 93万平方キロ下回った。ベーリング海

の海氷の伸展は平均値より大きかったが、ハドソン湾では極めて小さかった。 

11月の 925hPaレベル（海面上ほぼ 2,500フィート）での大気温度は、カナダ北極群島水域北部で

は 1981年～2010年の期間における平均値を最大摂氏 6度程度上回った。対照的に、アラスカ州南西

部とベーリング海東部の大気温度は、平均値を最大摂氏 6度程度下回った。 
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12 月の海氷状況 

 

2021 年 12 月の状況：A good winter, relatively speaking 

 

http://nsidc.org/arcticseaicenews/2022/01/a-good-winter-relatively-speaking/ 

 

※実線（median ice edge）は、1981 年～2010 年の期間における 12 月の平均的な海氷域を示す。 

 

12月の海氷面積の月間平均値は 1,219万平方キロで、12月の平均値としては、衛星観測史上 13番

目に小さく、1981 年～2010 年の期間における 12 月の平均値を 65 万平方キロ下回った。2022 年 1

月初めの時点で、ハドソン湾は完全に海氷に覆われた。海氷面積が平均値を下回っているのは、バフ

ィン湾南部とラブラドル海のみで、ラブラドル海の 12月の海氷面積は観測史上 4番目に小さかった。 

12月の 925hPaレベル（海面上ほぼ 2,500フィート）での大気温度は、1981年～2010年の期間に

おける 12 月の平均値を上回った。グリーンランド、カナダ北極群島水域北部、及び東グリーンラン

ド海では、平均値を最大摂氏 6度上回った。 
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4．その他 

10月 8日「南極の環境保護の将来と中国の動向―オーストラリア・中国環境問題専門家論説」（The 

Interpreter, October 8, 2021） 

10月 8日付けのオーストラリアシンクタンク Lowy Instituteのウエブサイト The Interpreterは、

オーストラリアMacquarie University准教授Nengye Liuと中国の環境NGOである Greenovation 

Hub研究員 Chen Jiliangの“China and the future of the Antarctic mining ban”と題する論説を掲

載し、そこで両名は中国が見せている南極の資源開発への関心が将来の南極の環境保護に対する懸念

を高めているが、一方で中国が必ずしも既存の環境保護システムを修正しようという意図は見せてい

ないとして、要旨以下のように述べている。 

（1）中国は近年、後方と科学の発展を背景に南極問題に積極的に関わるようになっており、それが

関心の的になっている。最近中国は特に、南極条約協議国会議などで南極の「保護と開発の均衡」

をることを強く求めている。中国のこうした姿勢は、南極条約体制が不安定化するのではないか

という懸念が強まっている。より具体的に言えば、「環境保護に関する南極条約議定書」、通称マ

ドリッド議定書が今後どうなるのかという懸念である。 

（2）マドリッド議定書は南極における天然資源の堀削禁止を規定するものであり、1991年の採択以

来、南極の環境保護に寄与してきた。しかしその第 25条には、 議定書発効の 50年後、すなわ

ち 2048年になれば堀削禁止について再検討することができると規定されている。かなり先の話

かもしれないが、この条文と中国の意図の関係は考慮に値するだろう。 

（3）中国はマドリッド議定書に 1998年に調印した。これは中国が第 7条に規定された堀削禁止を受

け入れるということである。しかし 2009年、当時中国駐ニュージーランド大使館の吴依林は、

南極の保護は単なる非開発と解釈されるべきではないと述べ、「堀削禁止は、南極資源を中国が

平和的に利用するための準備期間のようなものだ」と論じた。ここに、南極資源の開発・利用に

対する中国の強い関心が見てとれる。 

（4）それでは 2048年に中国は堀削禁止の方針を修正することになるのか。それを考えるには、今後

の中国の資源需要がどう変わっていくかを検討する必要がある。現在、気候変動に対する世界規

模での対応がエネルギー市場を変化させている。もし世界の主要国が排出ゼロを達成するという

のであれば、南極の石炭や石油資源は手つかずのままになる可能性がある。中国は現在世界最大

の温室効果ガス排出国であるが、2060年までのカーボンニュートラルの達成を目標としており、

2048年までに中国の南極資源需要が低くなる可能性がある。 

（5）マドリッド議定書の将来を占う要因として、中国がその過程にどれだけの投資をしてきたかと

いうものがある。中国はこれまで、南極条約協議国会議の年次総会で 113 度にものぼる提案を

行ってきた。それは単なる活動報告や声明の発表に留まるものではなく、たとえば 2007年には

オーストラリアと共同で、南極大陸東部にアマンダ湾特別保護区域を設定するよう提案した。ま

た興味深いのは 2013年、南極の崑崙基地ドーム A周辺に特区別管理区域を新たに設定するよう

提案した。その試みはうまくはいかなかったが、中国が南極条約の枠組みにおいて行動する意図

を明示したのである。 

（6）米中対立の激化は、南極条約システムの将来にも暗い影を投げかけている。しかし以上見てきた

ように、中国がこのシステムを今後劇的に修正しようという意図があるとはあまり考えられない。 
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記事参照：China and the future of the Antarctic mining ban 

10月 11日「インド太平洋構想に、なぜ南極大陸・南氷洋が含まれないのか―オーストラリア専

門家論説」（9DASHLINE, October 11, 2021） 

10 月 11 日付のインド太平洋関連インターネットメディア 9DASHLINE は、オーストラリア La 

Trobe Universityの La Trobe Asia副所長 Rebecca Strating博士と The Australian War Collegeの

The Defence and Strategic Studies Courseであるオーストラリア Deakin Universityの Strategic 

Studies講師 Elizabeth Buchanan博士の“WHY IS ANTARCTICA MISSING IN ACTION IN THE 

INDO-PACIFIC CONCEPT”と題する論説を掲載し、ここで両博士は南極大陸・南氷洋がインド太

平洋の構想から見落とされているようであるが、これは地域の主権や領有権の主張に根本的な不一致

があるためで、これを解決しなければ、中国が戦略的行動を進め、法に基づく秩序に影響を与えるこ

とになるとして、要旨以下のように述べている。 

（1）インド太平洋構想は、海洋を有する民主主義諸国が中国の台頭を集団で抑制しようするもので

ある。インド太平洋地域においては、南シナ海で米中の戦略的競争が激化しているとして、他で

も「法に基づく秩序」を書き換えようとする中国の努力を判定するリトマス試験紙ように扱われ

ている。しかし、中国の活動は南シナ海だけでなく、多くの場所で、自由で開かれたインド太平

洋を侵食する能力と意図を持っている。そして、南極大陸・南氷洋における資源への長期的な関

わりを確保するために、その存在感を高めている。 

（2）南極大陸・南氷洋は、インド太平洋構想からは見落とされがちである。南極大陸を囲む南氷洋

は、インド洋、太平洋の海をつなぐ役割を果たしているが、インド太平洋地域からは外れている

ように見える。インド太平洋構想を指示する国には、南極大陸の領有権を主張する国や、南極条

約の締約国があることを考えると、これは奇妙なことである。南極条約の加盟国である米国は、

自由で開かれたインド太平洋構想の強力な支持者である。しかし、米国の示した「2019年のイ

ンド太平洋ビジョン（2019 Indo-Pacific vision）」では、南極大陸・南氷洋に言及していない。

同文書の地図では、南極大陸を完全に外している。南極大陸・南氷洋をインド太平洋構想に無造

作に含めることは、最終的には「法に基づく秩序」を弱体化させ、侵食しようとする中国の努力

を後押しすることになる。 

（3）フランス、英国、オーストラリアといった有力なインド太平洋構想の採用国は、南極大陸の一

部に領有権を主張する国でもある（そのほかにチリなど全部で 7カ国が主張している：訳者注）。

フランスは 2018年にヨーロッパで初めてインド太平洋構想を採用し、その戦略には南極への言

及が含まれ、環境安全保障の観点から、乱獲の懸念が南氷洋および南極大陸の海岸線までに及ん

でいると主張している。さらに、南極大陸が国際公共財であることを強調し、競争の場にならな

いようにする必要性を指摘している。しかし「2019年インド太平洋におけるフランスの防衛戦

略（2019 French Defence Strategy in the Indo-Pacific）」では、南極大陸や南氷洋についての

言及がないので、フランス政府は南極を競争から守る必要性を確信しているものの、実現するた

めの計画はないと思われる。 

（4）英国の「2021年安全保障・防衛統合レビュー（UK’s 2021 Integrated Review of Security and 

Defence）」では、英国はインド太平洋で最も広範かつ統合された存在感のある欧州の提携国に

なると強調し、さらに法的秩序を維持することに重きが置かれている。しかし、南極大陸につい

ては、南極条約体制（以下、ATSと言う）を維持、強化し続けるという言及だけである。 
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（5）米国は明らかにインド太平洋構想に関して南極大陸・南氷洋を含めておらず、フランスは南極

を競争から守りたいと考えているが、少なくとも軍事的に実施する計画はなく、英国は南極をイ

ンド太平洋構想の副次的な分野に封じ込めている。これらの国々は、インド太平洋地域の戦略的

な像を南極大陸・南氷洋にどのように投影するかを明確にしていない。その他の志を同じくする

国々も、南極地域でどのように協力していくかを明確にしていない。 

（6）オーストラリアはインド太平洋構想から、南極大陸・南氷洋を省いている。「2013 年の国防白

書（2013 Defence White Paper）」以来、オーストラリア政府はオーストラリア大陸の北側と東

側に焦点を当てたが、西側、すなわちインド洋を無視していた。西オーストラリア州出身の外務

大臣及び国防大臣が相次いで就任したことは、オーストラリア政府が地域の地理と優先事項を理

解する上での変化につながった。今日、インド洋は重要視されているが、オーストラリア政府の

インド太平洋構想は、南氷洋を完全に無視している。 

（7）インド太平洋構想の推進派が南極大陸を戦略に入れたとしても、重大な溝が生じる。オースト

ラリアは、南極大陸の 42％を占めるオーストラリア南極地域の最大の領有権を主張する国であ

る。しかし、オーストラリアの海洋権益は、国際社会では認められていない。実際、オーストラ

リアが 2004年に Commission on the Limits of the Continental Shelf（大陸棚限界委員会）に

南極大陸棚の主張に関するデータを提出した際、米日印 3 ヵ国はこれを認めないと回答してい

る。2016年に発表された最新の国防白書では、「オーストラリア南極地域に対するオーストラリ

アの主権とその沖合水域に対する主権を脅かす可能性のある南極の軍事化を防ぐために、志を同

じくする国々と協力することを目指す」と強調しているが、オーストラリアに最も近い米国はそ

れを認めておらず、これを追求することは難しい。 

（8）南極大陸・南氷洋をインド太平洋構想に組み入れないことは、戦略的な意味を持つ。インド太

平洋構想では南シナ海に焦点を絞り、競争の動的情勢がよく見られる。ATS では、南極海の南

緯 60度以南の海域は切り離されているが、インド太平洋の南側における戦略的競争が停止した

わけではない。ATS の範囲内で行われている戦略的競争には、より大きな注意を払わなければ

ならない。この競争は、軍民両用技術や ATSの合意に基づく仕組みへの妨害などのグレーゾー

ンの活動として表れている。 

（9）重要なのは、ATS が主権主張の停止を維持し、南極統治の効果的な機構として継続できるかど

うか、あるいは南極をめぐる争いが発生するかどうかである。インド太平洋の主要推進派は、

ATS を支える法的な秩序を支持すると同時に、この地域での急激な競争に備えるという二重戦

略を採用しなければならない。しかし、南極大陸・南氷洋に対する戦略を明確にするという点で

は、インド太平洋構想は全体的に失敗しているように見える。 

（10）インド太平洋の南側を見落としていることは、大きな問題点を示している。南極大陸を除外し

たインド太平洋構想は、必然的に誤った仮定を広めることになる。一方、南極大陸・南氷洋をイ

ンド太平洋構想に含めることは、「法に基づく秩序」を弱体化させ、侵食しようとする中国の努

力を最終的に後押しすることになる。 

（11）南極大陸・南氷洋をインド太平洋の構想から外したり、区分けしたりするのは、この地域の主

権や領有権の主張に根本的な不一致があるためである。しかし、そうすることで、より大きなグ

レーゾーンが生まれ、中国のような国家は、志を同じくする提携国間の結束の欠如を利用して、

独自の戦略的行動を進めることができ、国際法に基づく秩序の維持に影響を与えることになる。

海洋を有する民主主義国は、国益の観点から意見の相違を解決することができるし、そうすべき
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である。自由で開かれた地域を実現するための統一的な道筋は、インド太平洋戦略に反映されな

ければならない。 

記事参照：WHY IS ANTARCTICA MISSING IN ACTION IN THE INDO-PACIFIC CONCEPT 

11月 12日「南極条約システムの危機－オーストラリア専門家論説」（The Strategist, November 

12, 2021） 

11月 12日付の Australian Strategic Policy Instituteのウエブサイト The Strategistは、Charles 

Darwin University法学部研究員で弁護士 John Garrickの“The Antarctic Treaty System is on thin 

ice—and it’s not all about climate change”と題する論説を掲載し、ここで Garrickは南極条約によ

り領土問題が凍結されていることで、だれもが利用できると解釈して侵出する中国に対処するには、

条約システム内に確固たる仕組みと遵守措置を確立すべきだとして、要旨以下のように述べている。 

（1）南極には、漁業資源、生物調査の機会、気候科学分析という多くの宝がある。さらに、3,000～

5,000億トンの天然ガス、南氷洋には 1,350億トンの石油が埋蔵されている可能性もある。南極

条約の第 1 条には、南極大陸の使用は科学的な観察と調査のための平和目的のみと宣言されて

いる。この条約によって、アルゼンチン、オーストラリア、チリ、フランス、ニュージーランド、

ノルウェー、英国 7 カ国の南極を領土の一部とする主張は停止され、領土問題は凍結されてい

る。しかし、2048年に条約の議定書が更新されるため、大国は別の手段で戦略目標を達成する

ことに再び注目している。この議定書は変更される可能性もある。 

（2）オーストラリアの 2017年の外交白書は、インド太平洋における対立を強調しており、同年 9月

の AUKUS 条約発表によってその焦点が倍加されている。しかし、南極での中国の挑戦につい

ては一切触れられていない。南シナ海の領有権主張に対する 2016年の仲裁裁判所の裁定を中国

が無視していることは、資源への接近をめぐる激しい競争や国際統治フォーラムにおける独断的

な行動を併せて考えると、南極において状況を見守るだけという方策は危険が高すぎる。既存の

法的枠組みは、主要国が自国の戦略的利益を確保するために行動することを抑止するものではな

く、オーストラリアはこれを甘く見ている余裕はない。 

（3）中国は 1985年に最初の南極観測所を設置して以来、南極大陸での存在感を高めてきた。現在 4

つある観測所のうち 3つはオーストラリアが領土を主張する地域にあり、5つ目の観測所を（ニ

ュージーランドが領土と主張する地域：訳者注）に建設中である。そして、砕氷船や大陸の滑走

路に多額の投資を行い、年間を通じてアクセスできるように整備し、中国は極地の勢力として台

頭してきた。中国政府の南極に対する戦略的行動は、国家安全保障政策の一環である。公式文書

では、南極大陸と南氷洋を、インド太平洋を超えた領域の拡大概念に組み込んでいる。北京は、

南極大陸に対する既存の主張を認めず、自国の国益を最大化する戦略を追求している。 

（4）中国における極地問題は、自然資源部の直轄機関である国家海洋局によって管理されている。

中国極地研究中心（Polar Research Institute of China）は、名目上は国家海洋局に代わって科

学活動を管理しているが、その範囲は、極地の政治、経済、科学、安全保障にまで及んでいる。

2011年以降、南極の優先順位は 5ヵ年計画を通じて国家レベルで設定されており、極地を新た

な戦略的開拓地と位置づけている。しかし、中国は対外的には、あくまでも科学に関心を持ち、

条約システムの制度に準拠している。 

（5）習近平は、2014 年 11 月、オーストラリア南端の都市ホバートに停泊していた砕氷船「雪龍」

上で行った演説で、中国は「極地の大国になりたい」と宣言した。翌 2015年、中国は国家安全
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保障法を通じて極地の指導的地位を得る権利を主張し、南極や北極などを含む、新しい開拓地に

おける国家の利益を強調した。これらの領域を安全保障上の文脈で列挙することで、中国はこれ

らの領域における将来の権利を確保するための国内法的基盤を築いたのである。習近平の発言を

受けて、中国の軍幹部は南極が国際公共財であり、中国がその利益を得る資格があることを主張

し、それが成功したことを強調している。 

（6）中国は国益を確保し、海洋強国になるため、そして海洋を利用した経済活動の航路を構築する

ため、極地を「一帯一路」構想と結びつけている。南極と南氷洋は、北京の海洋経済目標の延長

線上にあり、資源の利用と関連する貿易路の確保を推進し、この地域を効果的に支配するため条

件を整えている。中国が南極観測要件を遵守していないことは、条約の本来の趣旨をさらに弱め

ることになる。遵守の不徹底は、潜在的にさらなる軍事化を助長する。米国やオーストラリアと

の競争が激化し、中国が南極での軍事的展開を強化した場合、オーストラリアにとっての影響は

甚大である。 

（7）南極大陸での競争には、常に他国が関わっている。南極条約の成立には、米国が大きく関わり、

この条約によって、米国は他国の主権を否定することができた。米国の政策は、南極を平和目的

と科学のための自由な利用にのみ使用するという約束を強化しているが、それは領土主張を認め

ず、この地域の将来の使用に参加する権利を留保している。他の地域に優先順位を置いたことで、

米国の南極への取り組みは無視された時期があった。米国の南極科学に対する資金面での制約

は、他国がより支配的な役割を主張する余地を生み出した。米国は現在、2020年の大統領覚書

で極地安全保障のための新しい砕氷船に焦点を当て、物理的な存在感を高めようとしている。

Biden政権はこの方向性を覆しておらず、米国が今後どのように南極の環境保護に貢献していく

かが重要となる。 

（8）米国とオーストラリアの歴史的関係と緊密な同盟関係にもかかわらず、米国は南極におけるオ

ーストラリアの領有権主張に一貫して反対し、将来的に主張する権利を留保してきた。しかし最

近になって、米国は条約を支持し、鉱物資源開発の禁止を再確認するなど、一方的な利益よりも

集団的な利益を優先するような行動を示している。中国との競争や協力（気候変動など）が続く

中で、米国は南極大陸の資源開発を禁止することに利点を感じているのかもしれない。 

（9）オーストラリアには、米国や他の国々と協力して南極統治に取り組む機会がある。条約の解消

や大国の脱退に伴う領土や資源の競争を避けるためには、条約の強化が平和的かつ科学的研究の

目的を維持するための最善の手段である。オーストラリアは、その歴史的な南極の地位を強化す

るための協力的な事業を追求するのに適した立場にある。同時に、オーストラリアは条約加盟国

と緊密に協力して、南極を開発の余地がある状態に対処するため、条約システム内に確固たる仕

組みと遵守措置を確立すべきである。 

記事参照：The Antarctic Treaty System is on thin ice—and it’s not all about climate change 

11月 20日「アフリカは東シナ海・南シナ海での緊張の高まりを憂慮する―ニュージーランド専

門家論説」（The Diplomat, November 20, 2021） 

11月 20日付のデジタル誌 The Diplomatは、ニュージーランドの the University of Otago博士課

程院生 Tola Amusanの“Why Africa Should Be Concerned With Increasing Tensions in the East 

and South China Sea”と題する論説を掲載し、ここで Amusanは、中国と台湾の問題はアフリカに

とって無関係ではないとして、要旨以下のように述べている。 
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（1）アジアにおける地政学的緊張は何年も前から高まっており、大国・主要国は重要な問題で共通の

認識を得るのに苦労し、敵対するようになっている。東シナ海と南シナ海の領土問題は、世界の

大国間の武力紛争に火をつける可能性がある。ほとんどの分析者は、この紛争における主要な敵

対者は中国であり、その物質的能力の増大は世界的な野心の増大につながっていると考えている。

中国は、南シナ海の 80％の領有権を主張する一方で、台湾を中国の固有かつ不可分の一部であり、

2049年までに祖国と統一されなければならないと主張している。中国は、軍事力の増強と経済的

な余裕を利用して、主に強制力によってこの地域の現状を変えようとしている。南シナ海での人

工軍事島の建設、準軍事組織による周辺小国の排他的経済水域の侵害、国際法廷での判決の無視、

さらには台湾への軍事行動の予告などさまざまな場面で中国は行動を起こしている。 

（2）中国の侵出は急速であったため、地域および世界の大国による反作用を呼び起こした。2017年

には日米豪印 4 ヵ国安全保障対話（QUAD）が再び活性化し、英国、フランス、ドイツなどが

この地域に軍事力を展開している。日本と米国は同盟関係を強化しており、米国、英国、オース

トラリアは最近、原子力潜水艦の協定に署名した。また、この地域の国々は軍事力の強化を図っ

ており、国家間の紛争を引き起こす可能性のある安全保障上のジレンマに陥っている。 

（3）中国と台湾の関係は、他の国々も巻き込む大規模な大国間紛争発生の原因となりうる。2021年、

中国による台湾への攻撃的な行動は、中国政府高官や国営メディアによる暴言による威嚇から、

人民解放軍空軍による台湾の防空識別圏への侵入まで、その回数は過去最高を記録した。また、

中国の急速な軍事的近代化により、台湾への侵攻が早まるのではないかという予測もあり、台湾

の邱国正国防相は、中国が2025年までに本格的な台湾侵攻の準備を整えていると予想している。

このような状況に対抗するために、台湾への支援を表明しているのが米国であり、日本も同様で

ある。この台湾海峡での紛争は、NATOやロシアなどを巻き込む可能性もある。 

（4）このような紛争は、軍事的な損失や勝利の枠を超えたものになるであろう。米シンクタンク

RAND Corporationのレポートは、「戦争の計画者は、いかにして軍事的優位性を得るかに主眼

を置いており、経済的・政治的な損害をいかにして回避するかには関心がない」と述べている。

しかし、戦争の結果は軍事的な成功や失敗をはるかに超え、世界経済を揺るがし、国際秩序を崩

壊させる可能性がある。グローバル化した世界では、アジアでの紛争はアジア国内の経済に影響

を与え、世界経済全体にとっても悲惨なものとなる。 

（5）アフリカ諸国にとって、このような紛争がアフリカの大地に到達することはまずないが、2つの

理由から社会経済的な影響は深刻なものとなる。第 1 に、アジアはアフリカ経済にとって、貿

易、投資、援助、開発、成長の重要な源泉となっていること、第 2 に、アフリカ経済は世界経

済の外部からの混乱に対して非常に脆弱であり、それは特に資源に依存していることである。

World Integrated Trade Solution（WITS）のデータによると、2019年、サハラ以南のアフリ

カの貿易に占める東アジア・太平洋地域の割合は、輸入 28.14％と輸出 19.8％で、それぞれ欧州・

中央アジアに次いで 2 位となっている。投資面では、アフリカへの投資におけるアジアのシェ

アは、2002年の 5％から 2018年には 23％に増加し、欧州に次いで 2位となっている。アフリ

カとアジアの経済関係は、極めて重要であり、アジアが混乱すれば、アフリカにも被害が及ぶこ

とになる。 

（6）アフリカ諸国の成長はほとんどの場合、内生的な要因ではなく、外生的な要因によってもたら

されている。そのため、外部の政治的・経済的条件に対して脆弱である。2008-09年の金融危機

や最近の COVID-19 大流行は、世界経済の混乱が中程度の発展を目指しているアフリカ経済に
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与える悪影響を浮き彫りにした。COVID-19 とそれに続くアジア太平洋地域の不安定さの組み

合わせは、多くのアフリカ経済にとって切実な懸念材料となっている。このような経済的な悪影

響は、アフリカ諸国の政治的・社会的安定をも脅かすことになる。これは、アフリカ諸国が経済

回復の起爆剤として必要な資源を欠いていることが原因である。 

（7）アフリカは、「アジェンダ 2063」を通じて包括的で持続可能な成長と開発、優れた統治、民主

主義、人権を実現し、国際システムにおいて強力で影響力のある国々になることを目指している。

これらの目標を達成するためには、国内の改革だけでなく、世界の平和と安定が必要となる。ア

ジアに利害関係を持つ中立な立場のアフリカ諸国は、African Union（アフリカ連合）を通じて、

アジア太平洋地域の緊張緩和を率直に促すべきである。これは、どちらかを選ぶということでは

なく、最終的に勝者がいない狭義の利益を追求するために、世界の平和と安定を危険にさらさな

いように関係者に呼びかけることである。 

（8）しかし、この問題に対するアフリカ諸国の見解はほとんど聞かれない。これには 3 つの理由が

考えられる。第 1 に、アフリカには冷戦時代に始まった非同盟の歴史があり、現在の中国と米

国の大国間競争の中で中立性を保ちたいという思いから、この問題について発言しようとしな

い。第 2 に、アフリカは平和と安全の面で、独自の問題を抱えている。この地域では平和度が

減少した国が 22ヵ国で、増加した国（21ヵ国）を上回っている。その一方で、2020年にテロ

が最も顕著に増加した 10ヵ国のうち 7ヵ国がサブサハラ・アフリカである。第 3は、アフリカ

諸国の中で台湾を独立国家として認めているのはエスワティーニ王国だけという事実である。中

国と台湾の関係はアフリカとは無関係のように感じられるかもしれないが、実はそうではない。 

記事参照：Why Africa Should Be Concerned With Increasing Tensions in the East and South 

China Sea. 

11月 26日「オーストラリア政府による南極飛行場建設計画破棄が持つ意味―オーストラリア防

衛問題専門家論説」（The Interpreter, November 26, 2021） 

11 月 26 日付のオーストラリアのシンクタンク Lowy Institute のウエブサイト The Interpreter 

は、オーストラリア政府で 20 年にわたり上席分析官を務めた Claire Young の“Opportunity lost: 

Australia’s Antarctic aerodrome cancelled”と題する論説を掲載し、そこで Youngはオーストラリ

ア政府が南極大陸における飛行場建設計画を破棄したことに言及し、南極大陸への影響力を中国とロ

シアが強めようとしている中で飛行場建設計画破棄がどのような意味を持つか、オーストラリアは今

後どう行動すべきかについて、要旨以下のように述べている。 

（1）オーストラリア政府は、南極大陸においてオーストラリアが領有権を主張する領土の Davis 基

地近くに小型飛行場を建設する計画を立てていたが、それを破棄すると発表した。その理由とし

て政府は環境への懸念を強調したが、実際には費用や技術的困難さが大きいのであろう。飛行場

建設計画破棄が意味するのは、オーストラリアが南極関連の会議などにおける影響力拡大や南極

への出入り拡大の機会を諦めたということである。 

（2）1959年の南極条約の下、実際にはいかなる国も南極大陸に領有権を主張することはできない。

したがって、もし仮にオーストラリアが諦めた場所に中国やロシアが何かを建設するようなこと

があれば、それを止めることはできないし、その機会の喪失が持つ含意はより大きなものとなる

だろう。 

（3）ただし、そうした飛行場が中国にとっての軍事資産になるかもしれないという懸念には、あま
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り根拠はない。南極から何らかの攻撃を展開するには、気候変動を踏まえてもその環境は厳しい。

中国は、南極を飛び越えてアメリカを攻撃できる超音速ミサイルを実験したと伝えられている

が、南極周辺海域からそうしたミサイルを中国軍艦が発射するとしても、南極大陸の基地からの

補給を必要とすることはないだろう。 

（4）オーストラリアが飛行場建設計画を破棄したことによって、環境被害を懸念する方面からの批

判を避けることができるだろうし、単独でそれを実施したことによって条約の精神に違反してい

るという批判を受けずに済むことになろう。中国やロシアなどが、特に漁業に関する南極の「活

用」を主張し、南極条約システムにおける諸制限を取り払おうとしている時、条約遵守を大事に

しているという評判はオーストラリアにとって重要である。 

（5）中国は必ずしも南極条約システムを望ましいとは思っていないが、あくまでその枠組の内側で

の諸々の修正を目指しているのである。中国は「南極の海洋生物資源の保存に関する委員会」（以

下、CCAMLRと言う）による新たな海洋保護区の設定を妨げるため、その設定に関して、より

科学的で複雑な手順を求めている。また中国は南極での漁業制限を緩和することで、世界の別の

場所で同様な制約が課されないように試みているのである。 

（6）ロシアは現在、CCAMLRにおいて南極条約システムそのものを動揺させる可能性のある動きを

している。今年ロシアは、サウスジョージア島周辺のメロ漁における漁獲制限に関する合意を妨

げた。ロシアの意図は、同島が英国とアルゼンチンに領有が主張されているので、その論争をか

き乱すことにあるのかもしれないという指摘がある。合意がなされなければ、両国はその論争を

外部の調停に委ねなければならなくなるが、それは全体として南極条約システムに影響を及ぼす

かもしれない。なぜならそのシステムは、自説を言い立てたり、正統性を疑われるような主張で

はないものの上に成り立っていたりするからである。そうした中国やロシアの動きを、

CCAMLRの多くの加盟国が批判しているのは喜ばしいことである。オーストラリアは英国とア

ルゼンチンとの間に立って何らかの合意を促進すべきだろう。 

（7）南極におけるオーストラリアにとっての利益は、同大陸の非軍事化、そして天然資源および漁

業資源を保護することなどである。条約が失効したときに長期的な戦略的価値を持つ飛行場建設

をオーストラリアが諦めたのは残念なことだが、オーストラリアの今の課題は、条約システムが

機能不全にならないように外交と科学を駆使することである。 

記事参照：Opportunity lost: Australia’s Antarctic aerodrome cancelled 
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5．補遺 

以下は、季報で抄訳紹介しなかったが、有益と思われる主要な論調やシンクタンク報告書などを当

該月ごとに列挙したものである、なおURLは当該月にアクセス可能であったものである。 

2021年 10月 

1．‘Global Britain’ and Southeast Asia: Progress and Prospects 

https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2021-130-global-britain-an

d-southeast-asia-progress-and-prospects-by-ian-storey-and-hoang-thi-ha/ 

ISEAS Perspective, ISEAS – Yusof Ishak Institute, October 1, 2021  

By Ian Storey, Senior Fellow and Co-editor of Contemporary Southeast Asia 

Hoang Thi Ha, Fellow and Co-coordinator of the Regional Strategic and Political Studies 

Programme at ISEAS – Yusof Ishak Institute 

2021年 10月 1日、シンガポールのシンクタンク The ISEAS -Yusof Ishak Instituteの Ian Storey

主任研究員と Hoang Thi Ha 研究員は、同シンクタンクのウエブサイトに“‘Global Britain’ and 

Southeast Asia: Progress and Prospects”と題する論説を寄稿した。その中で両名は、ブレグジット

（Brexit）の国民投票から約 5年後、そして英国が正式に欧州連合（EU）を離脱してから 15カ月後と

なる 2021年 3月、英国政府は外交・防衛態勢を再構築することを目的とした画期的な政策文書となる

「Global Britain in a Competitive Age:The Integrated Review of Security, Defence, Development and 

Foreign Policy」を発表したが、この文書は、英国と米国およびNATOとの同盟関係にとって欧州・大

西洋地域が引き続き優位であることを認識する一方で、英国の将来の繁栄と安全保障はますますインド

太平洋地域の発展に依存するようになっていることを強調しており、2030 年までに「欧州のどの国よ

りも強く持続的な存在感」を確立するという野心的な目標を掲げ、この地域に 「注力」すると明記さ

れていることを指摘した上で、①2021 年半ばまでに、同地域への外交、経済、安全保障面での関与を

強化する、②ASEANの対話国（ASEAN Dialogue Partner）となることは、英国が ASEANへの関与

を深めるための足がかりとなるが、拡大 ASEAN 国防相会議（ADMM プラス）や東アジア首脳会議

（EAS）といった ASEAN 主導の機構への英国の参加に自動的につながるものではない、③英国は、

ASEAN との自由貿易協定（FTA）の推進や地域的な包括的経済連携協定（RCEP）への参加よりも、

東南アジアの主要提携国との 2国間貿易協定を優先し、いくつかの中核的分野における ASEANとの円

滑化などに重点を置いている、④この地域への関与に関する英国の前向きな議題には、とりわけ、東南

アジア諸国に対する緊急の COVID-19ワクチン支援を含めるべきである、と主張している。 

 

2．SEABED MINING: THE COAST GUARD’S DEEP FUTURE 

https://cimsec.org/seabed-mining-the-coast-guards-deep-future/ 

Center for International Maritime Security, October 6, 2021 

By Lieutenant Kyle Cregge is a surface warfare officer. He currently is a master’s degree 

candidate at the University of California San Diego’s School of Global Policy and Strategy. 

10月 6日、米海軍大尉Kyle Creggeは、米シンクタンク Center for International Maritime Security

のウエブサイトに、“SEABED MINING: THE COAST GUARD’S DEEP FUTURE”と題する論説を

寄稿した。その中で、①深海や海底にはまだ採取されていない無数の天然資源があり、米沿岸警備隊は
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同盟国や提携国と協力し、科学的調査や環境保護を支援することで、海底採掘に備えるべきである、②

試算は様々だが、深海採掘産業の米国における潜在的な年間経済効果は最大 1兆ドル、全ての金鉱床の

価値だけでも最大 150兆ドルに達するという案が示されている、③海底資源は生物ではないけれども、

国内法と国際法は同様にその採取を規定し、採掘にも同じような海洋規制が必要となる、④米国内での

正当性は、1980年に制定された深海硬鉱物資源法（DSHMRA）に基づき、米国による国際海域での海

底採掘の権利を主張し、その実施責任者として米沿岸警備隊を明記している、⑤米国は国連海洋法条約

（以下、UNCLOSと言う）の非締約国であり、The International Seabed Authority（国際海底機構：

以下、ISAと言う）のオブザーバーで代理メンバーであるため、米国企業は ISAの体制で他の支援国を

通じて採掘事業を行うか、UNCLOSの枠組みの中で解釈される米国の国内法に基づいて ISAの管轄外

で活動する必要がある、⑥米沿岸警備隊は、将来の様々な海底採掘事業において、法に基づく国際秩序

に対する米国の関わりを示すことができる、⑦米沿岸警備隊は、新たな能力の開発を検討し、省庁間の

橋渡しを行うことができる、⑧民間業界が技術や過程を開発している間に、沿岸警備隊はその歴史的な

任務と要件を考慮して、その役割を深海領域に投影するべきである、といった主張を述べている。 

 

3．To Counter China, U.S. Policy toward Taiwan Must Change 

https://www.nationalreview.com/2021/10/to-counter-china-u-s-policy-toward-taiwan-must-cha

nge/#slide-1 

National Review, October 9, 2021 

By Therese Shaheen is a businesswoman and CEO of US Asia International. She was the 

chairman of the State Department’s American Institute in Taiwan from 2002 to 2004. 

2021年 10月 9日、かつて台湾のシンクタンク American Institute in Taiwanの会長を務め、現在

はUS Asia Internationalの CEOである Therese Shaheen（夏馨）は、米隔週誌 The National Review

電子版に“To Counter China, U.S. Policy toward Taiwan Must Change”と題する論説を寄稿した。

その中で Shaheen は、米国の恥ずべきアフガニスタンからの撤退という決断が意味するところは、

特定の期間を定めずに米軍を海外に派遣することは終わりのない戦争であり、かつ、「国づくり」レベ

ルの困難さがあるということであって、今回の決断は、今後しばらくの間、世界中の米国関係に波及

するだろうと指摘した上で、Biden政権は、自らのために戦う気がない、あるいは戦うことができな

い提携国のために米国は長期的な軍事的関与を支持しないことを明確にしてきたが、米国が長年にわ

たって重要な関係を維持してきた台湾にとって、米国の撤退は一つの教訓となっており、実際に蔡英

文総統は、ソーシャルメディアを通じ、この状況が「台湾の唯一の選択肢は、我々自身をより強くし、

より団結し、より断固として守り抜くという我々の決意を確固たるものにすることだ」と述べている

と主張している。そして、Shaheenは、Biden政権の世界観を当てはめても、台湾は非常に努力して

いる国であり、実際に台湾は世界で最も豊かで活力に満ちた民主主義国の一つであるし、米国の軍事

的展開なしに何十年間にもわたって中華人民共和国と対峙する中で国家建設に努めてきたと述べた上

で、レーガン・ドクトリンは、米国自身を強化すると同時に、アジアやアフリカなどに対するソ連の

拡張主義に対抗しようとする国々を支持してきたが、半世紀近く経った今、私たちはまた別の新興勢

力に直面しており、米国の中国と台湾の双方に対する戦略的に一貫性のある政策によって、今すぐ中

国の拡張主義を抑え込む必要があると主張している。 
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4．AUKUS: U.S. Navy Nuclear-Powered Forward Presence Key to Australian Nuclear Submarine 

and China Deterrence 

https://www.heritage.org/sites/default/files/2021-10/BG3662.pdf 

The Heritage Foundation, October 12, 2021  

By Brent D. Sadler, Senior Fellow for Naval Warfare and Advanced Technology in the Center 

for National Defense, of the Kathryn and Shelby Cullom Davis Institute for National Security and 

Foreign Policy, at The Heritage Foundation 

2021年 10月 12日、米保守系シンクタンク The Heritage Foundationの Brent D. Sadlerj上席研

究員は、同シンクタンクのウエブサイトに“AUKUS: U.S. Navy Nuclear-Powered Forward Presence 

Key to Australian Nuclear Submarine and China Deterrence”と題する論説を寄稿した。その中で

Sadlerは、新たに誕生した豪英米による安全保障協定（AUKUS）の目標は、オーストラリアの原子

力潜水艦計画の開発であるが、原子力潜水艦の建造・配備などを通じて貢献するオーストラリアのよ

うな同盟国は、中国との海洋競争にとって非常に貴重な存在であると指摘した上で、AUKUSが成功

するかどうかは、3 つの同盟国すべてがこの協定の提携に真剣に取り組み、オーストラリアの原子力

潜水艦建造・配備への不可逆的な道筋を迅速に確立するために、一致かつ確固とした対応を取れるか

どうかにかかっていると述べている。そして Sadler は、もしこの安全保障協定がフランス主導の計

画の特徴であった高いコストと進捗の遅延という罠に陥ってしまえば、中国のさらなる侵略を抑止す

る米国とその同盟国の能力をさらに損なう危険があると主張している。 

 

5．SCHRODINGER’S MILITARY? CHALLENGES FOR CHINA’S MILITARY MODERNIZATION 

AMBITIONS 

https://warontherocks.com/2021/10/schrodingers-military-challenges-for-the-chinas-military-

modernization-ambitions/ 

War on the Rocks, October 14, 2021 

By Ben Noon, a research assistant at the American Enterprise Institute 

Chris Bassler, Ph.D., a senior fellow at the Center for Strategic and Budgetary Assessments 

2021年10月12日、米シンクタンクAmerican Enterprise InstituteのBen Noon研究員補佐とCenter 

for Strategic and Budgetary Assessments（CSBA）のChris Bassler上席研究員は、米University of 

Texasのデジタル出版物War on the Rockに“SCHRODINGER’S MILITARY? CHALLENGES FOR 

CHINA’S MILITARY MODERNIZATION AMBITIONS”と題する論説を寄稿した。その中でNoonと

Basslerは、習近平国家主席は中国が今世紀半ばまでに「世界レベルの軍隊」を持つことを望んでいるが、

この国は過去 20年間、歴史的な軍事的近代化の努力を経てきたものの、人民解放軍は地域レベルの軍隊

という地位のままであると指摘した上で、「地域支配を達成し、世界に勢力を拡大する」という中国の野

心は高まっており、「世界レベルの人民解放軍」という習近平国家主席の夢が現実となるか否かは、統合

性を高め、情報化を達成するための人民解放軍の努力に大きく依存していると指摘している。そして両名

は、人民解放軍の伝統的な文化や組織内のライバル関係を考慮すると、近い将来においても全体的な統合

は奇跡的であり、人民解放軍は今後も限定的な統合軍事作戦を展開していくだろうと述べた上で、中国は

ますます西太平洋における軍事的敵対国になりつつあり、実際の戦闘によって人民解放軍の近代化目標達

成の実際の進捗状況が明らかになるかもしれないと指摘している。 
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6．Malabar Joint Naval Exercise – A Viable Deterrent of Quad in the Indo Pacific? 

https://www.vifindia.org/article/2021/october/15/malabar-%20joint-naval-exercise-a-viable-de

terren-of-qua-%20in-the-indo-pacific 

Vivekananda International Foundation（VIF）, October 15, 2021   

By Shashank Sharma, Senior Fellow, VIF 

10 月 15 日、インドのシンクタンク Vivekananda International Foundation 上席研究員 Shashank 

Sharmaは、同シンクタンクのウエブサイトに“Malabar Joint Naval Exercise – A Viable Deterrent of 

Quad in the Indo Pacific?”と題する論説を寄稿した。その中で、①マラバール演習は、1992年に米印海

軍の 2 国間演習として開始されたが、長い年月をかけてその領域と複雑さが増し、QUAD 諸国の海軍が

参加するようになった、②マラバール演習の進化と、インドがますます QUADへ公然と関わりを持つよ

うになっていることは、柔軟な理解と適用を伴い、国益という概念を伴う「戦略的自律性」を選択し、「非

同盟」という姿勢からのインドが離脱したことを反映している、③戦略的自律性は、戦略的提携を通じて

達成されるのが最善であり、インドの QUADへの関わりは、中国に対する戦略的自律性を高めるもので

ある、④QUAD 参加国全てが参加する拡大マラバール演習は、中国を追い詰めようとする悪意のある試

みであり、空虚なハッタリであると一部の中国人専門家たちには言われている、⑤インドが米国に依存し

ないことが予想されるため、QUAD 参加国間の協力はせいぜい戦術的なものであり、戦略的な段階には

至らないと考えられている、⑥中国の専門家たちは、QUADが同盟やアジア版NATOに正式に発展する

ことは想定していないが、日豪を加えた米国主導のアジア版NATOを除外していない、⑦QUAD参加国

が発展させなければならない能力は、友好国との相互運用性を超えた「互換性」である、⑧QUAD は軍

事同盟に移行しないかもしれないが、中国に対する抑止力となるのは、共同での海洋力（maritime power）

であり、これはマラバール演習を通じて最も有効に活用される、といった主張を行っている。 

 

7．Strategic Choice: Australia’s Nuclear-Powered Submarines 

https://www.fpri.org/article/2021/10/strategic-choice-australias-nuclear-powered-submarines/ 

The Foreign Policy Research Institute, October 21, 2021 

By Felix K. Chang, a senior fellow at the Foreign Policy Research Institute 

2021年 10月 21日、米シンクタンク Foreign Policy Research Instituteの Felix K. Chang上席研究

員は、同シンクタンクのウエブサイトに“Strategic Choice: Australia’s Nuclear-Powered Submarines”

と題する論説を寄稿した。その中で Changは、2021年 9月、オーストラリアがフランスの造船会社と

結んでいた 12隻の通常型潜水艦を購入する契約を破棄し、その代わりに、新たな AUKUSに基づく安

全保障上の提携の一環として、英国と米国からの技術協力を得て少なくとも 8隻の原子力潜水艦を取得

することを決定したことを取り上げた。そしてこの決定によっても、オーストラリアがインド太平洋の

勢力の均衡を劇的に変えることはないかもしれないが、この地域における地位に大きな影響を与えるだ

ろうと評した。その上で、当然のことながら中国は、この決定に不満を示し、すぐにオーストラリアの

決定を「軍拡競争」と非難したが、これは中国の海軍力増強の拡大路線を考えれば皮肉的であると述べ

ている。そして Chang は、オーストラリアが将来取得する原子力潜水艦は、長距離誘導ミサイルの拡

散に伴って高まった遠方からの脅威に対するオーストラリアの防衛能力を向上させるが、おそらく同じ

くらい重要なのは、オーストラリアが地域の出来事に単に対応するのではなく、それを形作る上でより

大きな役割を果たすことができるようになることであり、これは伝統的に戦略的防衛のために大国を後

方から支援することに専念してきた国にとって一歩前進であると評している。 
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8．Now Is Not the Time for Minimal Nuclear Deterrence 

https://nationalinterest.org/feature/now-not-time-minimal-nuclear-deterrence-195310 

The National Interest, October 24, 2021 

By Peter Huessy is President of Geostrategic Analysis, a Potomac, Maryland defense consulting company. 

10月 24日、米国メリーランド州にある防衛コンサルタント会社 Geostrategic Analysis社長 Peter 

Huessyは、米隔月刊誌 The National Interest電子版に“Now Is Not the Time for Minimal Nuclear 

Deterrence”と題する記事を寄稿した。その中で、①米国内の軍縮派が提唱する数々の計画は、米国が

配備している核弾頭を 1,350発から 1,000発以下、場合によっては 200～300発にまで減らすことを提

案しているが、ロシアと中国はこの段階の軍備管理協定に参加することに関心がない、②軍縮派は、中

国が数十年前に採用した「最小限抑止力」戦略を米国に採用するよう要求している、③皮肉なことに、

中国は 4つの新しいミサイル発射場に約 350個の新しい ICBMサイロを建設している、④最小限抑止

力を求める軍縮論者は、米国に「都市破壊」（city busting）という目標設定計画を採用するよう求めて

いるが、これは戦争法に反し、実行したとしても、全体主義の指導者たちは気にかけない、⑤最小限抑

止力計画は、米国が ICBMと核爆撃機を放棄することで、核抑止力の責任を潜水艦だけに負わせること

を想定している、⑥突然、核戦力構成を低下させることは、米国の同盟関係を損なう、⑦推定では、中

国の新たな核戦力は 2年から 4年以内に完成し、現在の米国の配備核戦力のレベルを 266％も上回る可

能性がある、⑧その上、中国は核搭載可能な極超音速ミサイルの実験を行ったばかりである、⑨中国が

2049 年までに米国に代わって世界最大の軍事・経済大国になるという警告があるが、軍縮派の意向が

通れば、この 10年でその目標を達成するだろう、といった主張を行っている。 

 

9．INDIA IS NOT SITTING ON THE GEOPOLITICAL FENCE 

https://warontherocks.com/2021/10/india-is-not-sitting-on-the-geopolitical-fence/ 

War on the Rocks, October 27, 2021 

By Tanvi Madan, a senior fellow in the Project on International Order and Strategy in the Foreign 

Policy program, and director of The India Project at the Brookings Institution in Washington, DC. 

2021年 10月 27日、米シンクタンク The Brookings Instituteでインドプロジェクトなどのディレ

クターを務める Tanvi Madan上席研究員は、米University of Texasのデジタル出版物War on the 

Rockに“INDIA IS NOT SITTING ON THE GEOPOLITICAL FENCE”と題する論説を寄稿した。

その中でMadanは、2019年初頭、U.S. Central Commandの元司令官 David Petraeusは、中国へ

の対応が決定的な課題であると断言し、「インドのような国は決断しなければならない」と付け加えた

ことを取り上げた。こうした発言は冷戦期にインドが表明した非同盟政策が形作ったものであり、イ

ンドは中道を歩み、中国と米国の地政学的競争に加担することを回避するだろうという一般的な見方

を反映している。なおかつ、インドのより広範な地政学的取り組みは他国との等距離の関係を維持し、

困難な選択をしないことを含むという仮定に基づいているが、これはインドの外交政策全般、特に最

近の決定に対する誤解であると指摘している。そしてMadanは、インドは QUADで示されるように、

自国の関与する提携国の構想や誓約の度合いを評価し見定めたいと考えており、こうした独特なイン

ドの取り組みは一部の国にとっては手間がかかりすぎるかもしれない。しかしインドとの提携を築き

たいと考えている国にとっては、いずれ粘り強さと忍耐が報われることを心に留めておく価値がある。

米国に関するインドの意思決定により大きな影響を与える可能性が高いのは、米国がアジアにおいて

インドに期待される役割を果たす意思と能力を評価することであると主張している。 
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2021年 11月 

1．What AUKUS means for European security 

https://pacforum.org/publication/pacnet-51-what-aukus-means-for-european-security 

PacNet, Pacific Forum, CSIS, November 3, 2021 

By Marie Jourdain is a visiting fellow at the Atlantic Council’s Europe Center. She worked for 

the Ministry of Defense’s Directorate General for International Relations and Strategy in Paris. 

11月 3日、米シンクタンク Atlantic Councilの Europe Center客員研究員Marie Jourdainは、米

シンクタンク Pacific Forum, CSIS の週刊デジタル誌 PacNet に、“What AUKUS means for 

European security”と題する論説を寄稿した。その中で、①豪英米（AUKUS）安全保障協定は、フ

ランスだけでなく、ヨーロッパの問題である、②第 1に、AUKUSの交渉と発表のやり方は、信頼の

危機をもたらし、ヨーロッパにとっては、契約を失ったことよりも、フランスがどのように扱われた

かが問題だった、第 2に、AUKUSはインド太平洋の安全保障構造に直接影響を与え、ヨーロッパの

オーストラリアとの協力関係の深化を複雑にし、欧州諸国はインド太平洋地域との関与をより一般的

に制限する気にさせられる可能性がある、③AUKUSはヨーロッパの人々への警鐘であり、彼らは自

身の戦略的利益を守るためにもっと努力しなければならない、④今後のためには、第 1に、インド太

平洋地域における協力のための EU戦略は、共有ビジョンを強化するための重要なステップであり、

将来の戦略コンパス（2022 年 3 月に発表予定）を特徴付けるものである、第 2 に、ヨーロッパは、

EU が望む世界的な行為者となる用意があることを示さなければならない、第 3 に、EU は、ヨーロ

ッパの安全保障について米国と抜け目のない議論を行わなければならない、第 4に、オーストラリア、

英国及び米国との信頼を回復することは、さらなる協力のために不可欠であり、EUと QUADの間で

協力の道を切り開くことは、前向きな一歩となる、⑤ヨーロッパ人は、自国の戦略的利益を確保する

ためだけでなく、インド太平洋地域を含む、より効果的な大西洋横断関係の更新に関与するためにも、

進歩しなければならない、といった主張を行っている。 

 

2．BEYOND COMPETITION: WHY THE U.S. MUST COOPERATE WITH CHINA AND RUSSIA 

FOR MARITIME STABILITY 

https://cimsec.org/beyond-competition-why-the-united-states-must-cooperate-with-china-and

-russia-for-maritime-stability/ 

Center for International Maritime Security, November 9, 2021 

By Jan Stockbruegger, a Dean’s Faculty Fellow at Brown University’s Department of Political 

Science 

Christian Bueger is a Professor of International Relations at Copenhagen University and the 

Director of SafeSeas 

2021 年 11 月 9 日、米 Brown University の学部長付研究員 Jan Stockbruegger とデンマーク

Copenhagen University の Christian Bueger 教授は、米シンクタンク Center for International 

Maritime Security のウエブサイトに“BEYOND COMPETITION: WHY THE U.S. MUST 

COOPERATE WITH CHINA AND RUSSIA FOR MARITIME STABILITY”と題する論説を寄稿し

た。その中で Stockbrueggerと Buegerは、国連安保理で行われた海洋安全保障に関する高官級会議

では、予想通り、海洋の基本的な規則と規範をめぐる意見の相違が議論を支配したと述べ、具体的に

は、米国はロシアと中国が航行の自由を不法に制限していると批判する一方、中国は米国が南シナ海
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で紛争を激化させていると非難したことを挙げている。にもかかわらずその上で両名は、今回の議論

は主要国が海洋の脅威について共通の見解を持っていることも示しており、実際、米国は海賊、密輸、

気候変動といった脅威に対し、世界的な海上貿易を保護するためにも関係各国は緊密に協力する必要

があることを主張したが、これには中国とロシアも合意していると指摘した上で、この合意を実現す

べく米国は海洋安全保障を強化するため、そして、海洋における犯罪及び環境の脅威に対処するため、

中国、ロシア及びその他の国と多国間で対策に取り組むべきであり、こうした海洋安全保障問題は、

Biden政権が外交政策の指針において、強大な権力をめぐる争いから脱却する必要があることを示し

ている、などと主張している。 

 

3．Who Wants to See a War Over Taiwan? 

https://thediplomat.com/2021/11/who-wants-to-see-a-war-over-taiwan/ 

Diplomat, November 9, 2021 

By Mu Chunshan, a Beijing-based journalist 

2021年 11月 9日、北京を拠点に活動するジャーナリスト木春山は、デジタル誌 The Diplomatに

“Who Wants to See a War Over Taiwan?”と題する論説を寄稿した。その中で木春山は冒頭で、中

国は台湾を侵略しようとしているわけではないが、中国、台湾、米国の中には事態がそうした方向に

進むことで利益を得ている勢力があると話題を切り出し、すべての当事国が合理的である限り、地域

における戦略的均衡は簡単に崩れることはないと述べ、実際、米国は明らかに戦争ではなく戦略的均

衡を維持することで自国の利益を最大化することができるし、中国共産党は台湾の防衛力を過小評価

してはならないと強調しているが、民進党の蔡英文政権も、中台両岸戦争で現在以上の利益を期待す

ることはできないのだから、現状維持が彼らにとって最善の選択であると指摘している。その上で木

春山は、北京、ワシントン、台北、その他の関係国はすべて落ち着く必要があり、特に事態を沈静化

させ、現在の厳しい雰囲気を和らげるためには、例えばシンガポールのようなすべての関係国の立場

を調整する仲介者が必要だと指摘しつつも、最後に、いずれにしても、中国は戦争に備えるというよ

りは、相手国に最大限の圧力をかける政策をとっており、未来に戦争が起こるかどうかは、台湾と西

側の対応にかかっていると主張している。 

 

4．2021/148“Maritime Capacity-building Cooperation between Japan and Vietnam: A Confluence 

of Strategic Interests”by Hanh Nguyen 

https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2021-148-maritime-capacit

y-building-cooperation-between-japan-and-vietnam-a-confluence-of-strategic-interests-by-ha

nh-nguyen/ 

ISEAS Perspective, November 16, 2021 

By Hanh Nguyen, a Non-resident WSD-Handa Fellow at the Pacific Forum 

2021年 11月 16日、米シンクタンク Pacific Forumの客員研究員Hanh Nguyenは、シンガポー

ルのシンクタンク The ISEASのウエブサイトに“Maritime Capacity-building Cooperation between 

Japan and Vietnam: A Confluence of Strategic Interests”と題する論説を寄稿した。その中でHanh

は、日本は伝統的に東南アジア諸国に対する海洋能力構築支援を提供しているが、この支援の目的は

これらの国々の海上領域に対する意識向上と法執行能力を強化し、それによって安全保障上の課題に

対する、より迅速かつ効果的な対応を促進することであり、東南アジア諸国の中でも、特にベトナム
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は日本の海洋能力構築支援の優先提携国として浮上していると述べた上で、ベトナムにとって日本は

最適な提携国であると同時に、日本にとっても「自由で開かれたインド太平洋」構想に貢献するもの

であると指摘している。そしてHanhは、今後も日本が関係国と調整を図りながらこうした支援を続

けることで、日越両国間の海洋能力構築支援の見通しは明るいものとなると指摘し、両国間の協力体

制を好意的に捉え、期待感を示している。 

 

5．PULLING BACK THE CURTAIN ON CHINA’S MARITIME MILITIA 

https://www.csis.org/analysis/pulling-back-curtain-chinas-maritime-militia 

Asia Maritime Transparency Initiative, CSIS, November 18, 2021 

By Gregory B. Poling, Senior Fellow and Director, Southeast Asia Program and Asia Maritime 

Transparency Initiative 

Harrison Prétat, Associate Fellow, Asia Maritime Transparency Initiative 

11月 18日、米シンクタンク CSISの上席研究員 Gregory B. Polingは、CSISのウエブサイト Asia 

Maritime Transparency Initiative に、“ PULLING BACK THE CURTAIN ON CHINA’S 

MARITIME MILITIA”と題する論説を寄稿した。その中で、①Asia Maritime Transparency 

Initiativeと Center for Advanced Defense Studiesは、過去 1年間にわたり、リモートセンシングデ

ータと中国語のオープンソースの研究を用いて、中国の海上民兵に関する調査を行った、②この報告

書は、中国の海上民兵船を特定するための手法と、それによって特定された 122隻の民兵船のリスト、

さらに民兵船である可能性が高い 52 隻のリストを提示している、③現在、南シナ海で活動する民兵

は、中国の広東省と海南省にある 10の港を拠点に活動し、南沙諸島では 1日に約 300隻の民兵船が

活動している、④民兵船は大きく分けて、プロの民兵船と、補助金制度によって民兵活動に採用され

た商業漁船の 2種類がある、⑤海上民兵の活動に携わっている国有漁業企業に勤務する常勤の海上民

兵は、その企業から給与を受け取る、⑥民兵の船舶を直接所有していると確認された 28 社のうち、

22社が広東省に、5社が海南省に拠点を置いている、⑦ほとんどの民兵船及び民兵船と思われる船の

所有権網は、中国政府とのつながりが見つかっていない、⑧プロの民兵船は、より中央の政府機関と

の直接的なつながりがある可能性が高い、⑨リモートセンシングデータと従来の現場報告に基づいた

行動ベースの識別が、最も有望な手段となっている、⑩現地での写真やビデオ撮影、船と船の間の AIS

（船舶自動識別装置）のデータ収集は、民兵船を直接識別し、その行動を記録する最大の可能性をもた

らす、などの主張を述べている。 

 

6．TAIWAN’S DEFENSE PLANS ARE GOING OFF THE RAILS 

https://warontherocks.com/2021/11/taiwans-defense-plans-are-going-off-the-rails/ 

War on the Rocks, November 18, 2021 

By Michael A. Hunzeker, an assistant professor at George Mason University’s Schar School of 

Policy and Government 

2021年 11月 18日、米 George Mason UniversityのMichael A. Hunzeker助教は、米University 

of Texasのデジタル出版物War on the Rockに“TAIWAN’S DEFENSE PLANS ARE GOING OFF 

THE RAILS”と題する論説を寄稿した。その中で Hunzekerは、米国が台湾を本土からの攻撃から

守るための協議を進めるにつれ、台湾軍は自身の防衛に関する準備を真剣に考えなくなっているよう

に思われるとした上で、Trump 前政権も Biden 現政権も台湾への支援を明確にしているが、米国政
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府が台湾を支援するために米軍を危険な目に遭わせることを検討する前に、台湾軍が自らを支援する

ために十分なことをしているかどうかを考えるべきではないかと疑問を呈し、実際、蔡英文政権は国

防費の大幅な増額を提案しているが、その使途を検討してみると、台湾はもっと多くのことができる

し、すべきであり、特に敵の攻撃から台湾を守る準備に関しては再考の余地があると主張している。

そしてHunzekerは、友人には穏やかな対応が必要だと主張する人もいるだろうが、それは平時であ

るなら賛成するが、残念ながら今後は平時とは異なる状況になるとし、いつの日か米国政府は台湾を

防衛するために米国民を危険な目に遭わせる必要があると気付く時が来るのだから、米国政府は台湾

が自国の防衛のために自国の力の範囲内であらゆることを行っていることを確認する重大な道義的義

務を負っていると述べている。 

 

7．South China Sea: will Aukus affect Asean’s code of conduct talks with Beijing? 

https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3156694/south-china-sea-will-aukus-affect-a

seans-code-conduct-talks 

South China Morning Post, November 21, 2021 

11 月 21 日付の香港日刊英字紙 South China Morning Post 電子版は、“South China Sea: will 

Aukus affect Asean’s code of conduct talks with Beijing?”と題する記事を掲載した。その中で、①

11 月 22 日に中国・ASEAN 特別首脳会議が開催されるが、南シナ海における行動規範の交渉が暗礁

に乗り上げてから 2年が経過し、北京は交渉の進展を望んでいる、②しかし、豪英米による安全保障

協定である AUKUSの創設が、ASEANと中国との間の話し合いにおいて、新たな障害となる可能性

がある、③ASEAN 諸国は、AUKUS を含めることで交渉を複雑にしたくなかった、④行動規範に関

する協議は、「主権のある程度の放棄」を意味するより繊細な問題に移行したため行き詰った、⑤米国

は AUKUSがインド太平洋の提携国とのより多くの安全保障協定への道を開くものだと考えている、

⑥米国と協力関係にある国は、中国からの厳しい反応を恐れるだろうが、それによって米国やその同

盟国とより緊密に連携する可能性もあると報じている。 

 

8．Asia's quiet militarization threatens to turn the region into a powder keg 

https://edition.cnn.com/2021/11/19/asia/china-taiwan-asia-us-militarization-intl-dst-hnk-ml/i

ndex.html 

CNN, November 22, 2021 

2021年 11月 22日、米ニュースチャンネル CNNのウエブサイトは“Asia's quiet militarization 

threatens to turn the region into a powder keg”と題する論説を掲載した。同記事はその中で、現在、

上海江南造船所で建造中の中国最新鋭空母が就役することは、地域全体の危険度が増すことであると

指摘した上で、それだけでなくアジア地域では①台湾海峡の危機感が高まっていること、②日本や韓

国が急速に軍備を近代化していること、③中国、インド、パキスタンの競争関係が激化していること、

④南シナ海の領有権問題は依然として懸念材料であることなどが具現化していることを指摘し、こう

した環境に加え人民解放軍の近代化の加速と、中国外交の強硬姿勢の強まりが生じている一方で、米

国は Trump 前大統領の下での「アメリカ・ファースト」政策と相まって、米国のアジア地域への関

与への信頼を損なったことを指摘している。そして同記事は、Bidenは大統領に選出されて以来、こ

の地域への積極的関与を明言してきたが、2024年の第 2次 Trump政権誕生の可能性の増大とアフガ

ニスタンからの米軍撤退による混乱という政治情勢を受けて、日本、韓国、フィリピンなどといった
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アジアの米国の安全保障提携国は、いかなる事態にも備えるべく自国軍を強化しており、これが新た

な中国の軍備増強を呼び起こすなど、アジア地域は軍拡競争の時代に入っており、もはやアジア諸国

はどのような形の平和、安全が必要なのかを選択すべき時が来ていると、警鐘を鳴らしている。 

 

9．The ASEAN-China Comprehensive Strategic Partnership: What’s in a Name? 

https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2021/10/ISEAS_Perspective_2021_157.pdf 

ISEAS Perspective, November 24, 2021 

By Hoang Thi Ha, Fellow and Lead Researcher（Political-Security）at the ASEAN Studies 

Centre（ASC）and Co-coordinator of the Regional Strategic and Political Studies Programme

（RSPS）, ISEAS – Yusof Ishak Institute 

2021年 11月 24日、シンガポールのシンクタンク The ISEAS -Yusof Ishak InstituteのHoang Thi 

Ha 研究員は、同シンクタンクのウエブサイトに“The ASEAN-China Comprehensive Strategic 

Partnership: What’s in a Name?”と題する論説を寄稿した。その中でHoangは、2021年 10月に開

催された第 24回中国・ASEAN首脳会議では、「Comprehensive Strategic Partnership（包括的戦略

パートナーシップ：以下、CSPと言う）」の創設が提唱されたが、2003年以来、中国と ASEANは、

長期にわたる戦略的パートナーシップ関係を維持しており、CSP自体は ASEANの対話関係における

新たな枠組みとは言えないだろうと指摘した上で、①ASEANとの関係を CSPに格上げするという中

国の提案は、中国が積極的な近隣外交を展開している動きの一部であり、米中関係の緊張と西側諸国

からの中国の疎遠化によって、さらに重要性と緊急性が増している、②CSPの提案は、中国が ASEAN

との関係を積極的に再構築し、ASEAN の交渉相手国における主導的存在としての中国の地位向上を

促進し、地域秩序における中国の指導力と影響力を強化するという、先見的な中国の戦略を示してい

る、③ASEANは中国との CSPについて、他の対話関係と比べて特段地位が高いとは考えておらず、

中国およびオーストラリアと CSP を設立するという決定は、すべての主要国との関係において、均

衡状態を維持しつつ、包括的かつ多極的な地域秩序を育成するという ASEANの方針を示している、

④ASEANと中国との関係は、CSPという新たな枠組みによって定義されるのではなく、これまで同

様、肯定的な側面と論争的な側面を併せ持って定義されるため、ASEAN と中国の今後は、経済面で

の強力な協力関係の拡大と、相互の信頼関係の欠如という、逆説的な 2つの側面の隔たりを埋める双

方の能力にかかっている、などと指摘している。 
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2021年 12月 

1．China’s Arctic Ambitions Could Make or Break US-Russian Relations in the Region 

https://russiamatters.org/blog/chinas-arctic-ambitions-could-make-or-break-us-russian-relati

ons-region 

Russian Matters, December 1, 2021 

By Ingrid Burke Friedman, a fellow at Harvard University’s Davis Center for Russian and 

Eurasian Studies 

2021年 12月 1日、米Harvard Universityのロシア問題専門家である Ingrid Burke Friedman研

究員は、同大学のロシア問題ウエブサイト Russian Matters に“China’s Arctic Ambitions Could 

Make or Break US-Russian Relations in the Region”と題する論説を寄稿した。その中で Friedman

は、米ロ両国関係は多くの分野で悪化し続けているが、北極は協力の場を提供しており、特に、中ロ

両国間では軍事・航空宇宙協力から 2国間貿易に至るまで友好的な関係が活発に動いていると見られ

がちだが、中国の北極進出に対するロシアの警戒感は、ロシア政府と米国政府の関係を改善する新た

な機会を提供する可能性を秘めていると指摘した上で、米ロ両国は同じ北極評議会加盟国、国連安全

保障理事会の常任理事国、および北極圏に領土を持つ国家であり、新たな北極のガバナンスに関する

国際条約の制定に関して特別な立場にあると述べている。そして Friedmanは、米ロ両国は北極圏に

おける気候変動との闘いや生物多様性の保護といった共通の関心を加速させる可能性が高いだけでな

く、米国は、中国や他の非北極諸国の北極への関与を適切に規制する国際的な法的文書の作成をロシ

アと共同で主導することによって、中国の北極進出の野心の高まりに対する米国とロシアの共通の懸

念に基づき、協調して行動することが可能になるだろうと主張している。 

 

2．The Arctic as a Test for a “Stable and Predictable” Russia 

https://www.ponarseurasia.org/the-arctic-as-a-test-for-a-stable-and-predictable-russia/ 

Ponars Eurasia, December 5, 2021 

By Pavel Baev, a Research Professor at the Peace Research Institute Oslo（PRIO）, Norway 

2021年12月5日、ノルウェーのシンクタンクPeace Research Institute Oslo（PRIO）のPavel Baev

研究教授は、ロシア・ユーラシア問題専門ニュースサイト Ponars Eurasiaに“The Arctic as a Test for 

a “Stable and Predictable” Russia”と題する論説を寄稿した。その中で Baevは激動の 2021年、ロ

シアの対外政策にとって重要な 2つの出来事が生じていると話題を切り出し、その概要として、①ロ

シアは 2021年 5月 20日より北極評議会の議長国となり、6月 16日に米ロ両大統領はジュネーブで

会談することとなったが、同会談で今後協力が見込まれる課題や分野を特定することによって、悪化

しつつあった米ロ両国の対立の緊張緩和に着手することができたように、両国にとって北極は協力の

ための有望な分野の 1つであることが明らかになったこと、②しかし、経済発展の停滞と北極で進む

軍事化への対応という難局が政策決定を行き詰まらせているため、クレムリンはそれを打開すべく、

協力と競争という異なる 2つの道を同時に歩もうとしているが、いずれの道でも成果はほとんど得ら

れておらず、北極への強い対応を迫る世論の動きもあって、ロシアの行動は米国の期待とは裏腹に一

触即発で常軌を逸したままになりそうであることを指摘している。 
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3．Has Washington’s Policy Toward Taiwan Crossed the Rubicon? 

https://nationalinterest.org/feature/has-washington%E2%80%99s-policy-toward-taiwan-cross

ed-rubicon-197877 

The National Interest, December 10, 2021 

By Paul Heer is a Distinguished Fellow at the Center for the National Interest and a 

Non-Resident Senior Fellow at the Chicago Council on Global Affairs. He served as National 

Intelligence Officer for East Asia from 2007 to 2015.  

12月 10日、米シンクタンク Center for the National Interest特別研究員 Paul Heerは、米隔月刊

誌 The National Interest 電子版に“Has Washington’s Policy Toward Taiwan Crossed the 

Rubicon?”と題する論説を寄稿した。この中で、①Ely Ratner 米国防次官補（インド太平洋安全保

障担当）は、台湾は「第一列島線の重要な結節点であり、米国の同盟国や提携国のネットワークを支

えている・・・この地域の安全保障にとって重要であり、インド太平洋における米国の重要な利益を

守るために重要である」と主張した、②重要な問題は、米政府が今、「一つの中国、一つの台湾」政策

に向かっているのかどうかということである、③Daniel Kritenbrink米国務次官補（東アジア・太平

洋担当）は、台湾を「米国の重要な提携国」、「優れた民主主義、技術大国、善を推進する力」と表現

した、④米国は 1950 年以来、台湾はすでに主権国家で、独立国家であるため、これ以上正式な独立

のための措置を取る理由はないと主張している、⑤Ratner と Kritenbrink の発言は、米国は台湾と

大陸の平和的統一にさえ反対しているということを物語っている、⑥Ratnerは「戦略的曖昧性」を捨

て、「戦略的明確さ」、つまり中国の攻撃から台湾を守ることを公言すべきかどうかという議論に大き

な一歩を踏み出した、⑦Ratnerの発言は、台湾問題をいかなる手段ででも解決しようとする中国政府

の決意と、いかなる形の統一にも反対する米政府の信念を強める可能性が高い、⑧この新しい状況は、

米政府に 2つのことを要求し、その第 1は、中国に対する抑止力に関して、「我々の一つの中国政策」

が依然として重要性をもち、台湾が大陸から永久に分離することへの支持を含まないとして、中国政

府を安心させることで補完すること、第 2は、米政府は米国にとって不都合ではない、台湾と大陸の

間の考え得る統一の形があるかどうかを熟考することである、といった主張を述べている。 

 

4．Backgrounder: China’s Military Modernization Comes of Age 

https://www.geopoliticalmonitor.com/backgrounder-chinas-military-modernization-comes-of-age/ 

Backgrounder, Geopolitical Monitor, December 16, 2021 

12月 16日、カナダ情報誌Geopolitical Monitorのウエブサイトは、“Backgrounder: China’s Military 

Modernization Comes of Age”と題する記事を掲載し、11月に米議会に提出された「中華人民共和国

の軍事及び安全保障の進展に関する報告書 2021」の内容を紹介した。その中で、①米中 2つの世界的

な大国間の軍事的釣り合いが急速に同等なものへと移行している、②中国は、国際システムを強力な国

民国家間の競争だけでなく、対立するイデオロギー体系として見なしている、③報告書の一節は、中国

の軍民融合発展戦略（Military-Civil Fusion Development Strategy）に費やされている、④国防戦略

に関して、中国は「積極防御」を追求し、2049 年までに「世界トップクラス」の軍隊にすることを目

指している、⑤世界的な戦力投射能力を拡大するため、北京はアジアやその他の地域に新たな軍事基地

を求めている、⑥報告書の一節は、中国の影響力工作に費やされており、これは「米国やその他の国に

おける、文化機関、メディア組織、ビジネス、学術、政策コミュニティ、また国際機関を標的にして、

（中国の）戦略目標に好ましい結果を達成するための」ものである、⑦COVID-19 の流行による悪影響
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にもかかわらず、中国が 2020年まで訓練と新装備の配備を加速させている、⑧現在、中国海軍には 355

隻の艦艇と潜水艦があるが、2030年までに 460隻にする計画がある、⑨中国空軍の近代化計画が、「航

空領域における中国に対する米国の長年の重要な軍事技術的優位を徐々に侵食している」、⑩台湾への

攻撃を想定した場合、弾道ミサイルによる第 1撃が重要となるため、人民解放軍火箭軍（ロケット軍）

は、近代化計画の優先事項となっている、といったことが挙げられている。 

 

5．The EU in the Indo-Pacific: A New Strategy with Implications for ASEAN 

https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2021-164-the-eu-in-the-ind

o-pacific-a-new-strategy-with-implications-for-asean-by-joanne-lin/ 

ISEAS Perspective, ISEAS – Yusof Ishak Institute, December 16, 2021 

By Joanne Lin, Lead Researcher in Political-Security Affairs at the ASEAN Studies Centre, 

ISEAS – Yusof Ishak Institute  

2021年 12月 16日、シンガポールのシンクタンク The ISEAS–Yusof Ishak Instituteの ASEAN問

題専門家である Joanne Linは、同シンクタンクのウエブサイトに“The EU in the Indo-Pacific: A New 

Strategy with Implications for ASEAN”と題する論説を寄稿した。その中で Linは、2021年 4月 19

日に EUがインド太平洋における協力のための戦略に関する外務理事会結論文書を発表し、法に基づく

国際秩序などを目指してこの地域の提携国との協力等に言及したことを取り上げ、①今回の文書は、今

後 EUがインド太平洋地域に対する QUADを構成する日米豪印 4ヵ国と同等の関与への道を切り開く

ものである、②EU のインド太平洋戦略は、インド太平洋地域に強力な規範的側面を追加することを通

じて、同じ考えを持つインド太平洋地域の提携国と緊密に協力することを可能にすると同時に、ASEAN

と同様、EUも提携の構築と多国間協力の強化を重視していることの現れである、③ASEANは EUの

インド太平洋戦略の中核になっていると同時に、ASEANを戦略上重視する EUの存在は、この地域に

おける中国と他国との摩擦を薄めるのに役立つかもしれない、などと主張している。 

 

6．Unprecedented die-offs, melting ice: Climate change is wreaking havoc in the Arctic and beyond 

https://www.latimes.com/environment/story/2021-12-17/north-pacific-arctic-ecosystem-collap

se-climate-change 

Los Angeles Times, December 17, 2021 

2021年 12月 17日、米日刊紙 Los Angeles Times電子版は、“Unprecedented die-offs, melting ice: 

Climate change is wreaking havoc in the Arctic and beyond”と題する記事を掲載した。その中では、

北極や北太平洋では、ここ 5年間において前例のない規模、範囲、期間の動物の死滅を観測し、魚の

全種と海洋に生息する無脊椎動物の移動と消失を記録してきたと指摘された上で、現地調査を行う研

究者らの主張などを取り上げ、いかに同海域で従来の食物連鎖が崩れているか、そして、それによっ

て新たな生態系が誕生しつつあるかが概説され、こうした自然界における「新たな勝者と敗者」の誕

生は、バランスの取れたこれまでの自然界とは異なるものになるどうとして、すでに海洋環境は 1970

年代の状況とは様変わりしていることに警鐘を鳴らしている。 

 

7．“JAUKUS” and the emerging clash of alliances in the Pacific 

https://pacforum.org/publication/pacnet-59-jaukus-and-the-emerging-clash-of-alliances-in-th

e-pacific 
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PacNet, Pacific Forum, CSIS, December 22, 2021 

By Artyom Lukin is Deputy Director for Research at the Oriental Institute – School of Regional 

and International Studies, Far Eastern Federal University（Vladivostok, Russia）. 

2021年 12月 22日、ロシア Far Eastern Federal Universityの Research at the Oriental Institute

副所長 Artyom Lukin は、米シンクタンク Pacific Forum, CSIS の週刊デジタル誌 PacNet に、

““JAUKUS” and the emerging clash of alliances in the Pacific”と題する論説を寄稿した。その中で、

①AUKUSに対するロシア政府の姿勢は、何よりもまずロシアと中国の関係によって決まる、②ウク

ライナ問題を考えると、当面はロシアと米国が相違点を解決する可能性は低いが、同時に、中国政府

と米政府の対立が激化しているため、ロシア政府と中国政府の結びつきは強くなる、③ロシア政府は

繰り返し AUKUS への不支持を表明し、習近平は NATO がロシア国境への拡大を止めるべきという

「ロシアの要求を支持」した、④おそらく中国は独自の同盟網を構築しようとし、ロシアはその中心に

なるだろう、⑤軍事面では、ロシアは中国に 3つの利益をもたらすことが可能で、第 1に、ロシアは

中国軍にとって最も重要な軍事技術の外部供給国である、第 2に、ロシアは欧州戦域で米政府の注意

をそらし、西太平洋でのその対応能力を弱めることができる、最後に、ロシアは、台湾をめぐる対立

が発生した場合、中国を支援することができる、⑥すでに日本が非公式に参加している可能性がある

「JAUKUS」は、主に海軍の提携であるため、中国にとって北太平洋にあるロシアの資産が役に立つ、

⑦ロシアは中国の戦力を増強させる様々なものを提供することが可能であり、例えば、中国の潜水艦

はロシアのオホーツク海を聖域として利用することができる、⑧ウクライナ危機が深刻化して、欧米

がロシアに大規模な制裁を加えれば、ロシア政府は中国が経済的に頼みの綱であるため、その見返り

として、太平洋での戦争に巻き込まれた場合、ロシア政府に選択の余地はない、⑨北朝鮮もまた中国

を中心とする同盟網の候補であるため、今後数年間で、「RUCNDPRK」提携が JAUKUSへの対抗勢

力となる可能性がある、といった主張を行っている。 

 

8．Stuck in Second Gear: Indonesia’s Strategic Dilemma in the Indo-Pacific 

https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2021/11/ISEAS_Perspective_2021_170.pdf 

ISEAS Perspective, The ISEAS – Yusof Ishak Institute, December 28, 2021 

By Evan A. Laksmana, Senior Research Fellow at the Centre on Asia and Globalisation at the 

National University of Singapore’s Lee Kuan Yew School of Public Policy 

2021年 12月 28日、シンガポール・National University of Singapore’s Lee Kuan Yew School of 

Public Policyの Evan A. Laksmana主任研究員は、同国のシンクタンク The ISEAS–Yusof Ishak 

Institute のウエブサイトに“Stuck in Second Gear: Indonesia’s Strategic Dilemma in the 

Indo-Pacific”と題する論説を寄稿した。その中で Laksmana は、インド太平洋の中心に位置するイ

ンドネシアは、地域の安定やASEAN主導の地域秩序を脅かしつつある大国政治への対処のみならず、

国境を越えた組織犯罪や違法漁業活動などに対する日々の懸念に至るまで幅広い関心を有していると

した上で、①インドネシア外交当局は、外交資源を「ASEAN・インド太平洋に関する概観（ASEAN 

Outlook on the Indo-Pacific）」の実施に集中させてきたが、ジャカルタの戦略的資源と政治的指導は

内向きであり、インド太平洋地域の戦略的課題に対処するために ASEAN以外の選択肢に投資する余

地はほとんどない、②インド太平洋地域に対するインドネシアの戦略的対応は、関係省庁によって採

用された地域問題に対する縦割りの取り組みという問題に加え、大統領府の下に、課題横断型や省庁

横断型の政策決定過程を管理・調整するハブ組織が存在しないことによって、対処が分断され、支離
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滅裂なものとなっている、③インドネシアは、インド太平洋地域における自国の利益を守るために、

戦略的な政策立案を見直し、ASEANおよび ASEAN以外の国を通じて、地域パートナーと 2国間協

定を含む協力関係を構築する必要がある、などと指摘している。 

 

9．THE UNMET PROMISE OF THE GLOBAL POSTURE REVIEW 

https://warontherocks.com/2021/12/the-unmet-promise-of-the-global-posture-review/ 

War on the Rocks, December 30, 2021 

By Becca Wasser, a fellow in the defense program and co-lead of the Gaming Lab at the Center 

for a New American Security 

2021年 12月 30日、米シンクタンク Center for a New American Securityの Becca Wasser研究

員は、米University of Texasのデジタル出版物War on the Rockに“THE UNMET PROMISE OF 

THE GLOBAL POSTURE REVIEW”と題する論説を寄稿した。その中でWasserは、米国のリバラ

ンスあるいはピボットと呼ばれる政策がいかに「言行不一致」であるかを考える必要があると述べた

上で、Trump政権下で軍事力の再配置などが行われたが、中国との競争が激化する中で、米軍の残存

性を高め、先進的な能力を追加することで抑止力を強化するために、この見直しはインド太平洋地域

におけるより多くの兵力と基地を意味するとの期待が高まったが、Biden政権の誇大宣伝にもかかわ

らず、米国の世界的な安全保障態勢は結局のところ大きな変更を必要としなかったことが示されてお

り、特にインド太平洋地域ではそれが顕著であり、失望が広がっていると指摘している。そしてWasser

は、国防総省はぐずぐずしている余裕はなく、姿勢を変えるには時間がかかるかもしれないが、Biden

政権は今すぐ行動を起こし、同盟国や提携国になぜ今対中戦略の変更が必要なのかを理解させ、より

迅速な実行を通じて「言行不一致」の解消に注力すべきであり、そうしなければ、米国は将来直面す

るかもしれない課題に対し常に準備不足の状態が続いてしまうと警鐘を鳴らしている。 
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Ⅱ．論説・解説 

 

 

エリザベス女王在位 70周年に寄せて 

―祝典にともなう観艦式と日本海軍― 

 

元防衛大学校准教授 

大井 昌靖 

 

1 はじめに 

今年は、英国エリザベス女王（1952年 2月 6日即位）の在位 70年（プラチナ・ジュビリー）とな

る年で、パレードをはじめ様々な祝賀行事が年間を通して予定されている。コロナ禍でもあり、日本

からの祝典等への参加については明らかではないが、歴史的に日本は、海を隔てた英国王室と様々な

友好関係を培ってきた。その一端として、在位を祝う式典、及び即位を祝う式典に日本海軍が関与し

た史実を紹介したい。 

対象とする時代は、日本にとっては明治維新から太平洋戦争前まで、それは英国王室のヴィクトリ

ア女王（1837-1901）、エドワード 7世（1901-1910）、ジョージ 5世（1910-1936）、エドワード 8世

（1936-1936）、そしてジョージ 6 世（1936-1952）の即位までの期間となる。ジョージ 6 世の長子に

あたるのが、エリザベス女王であり、そのエリザベス女王に次いで在位が長いのが高祖母にあたるヴ

ィクトリア女王で、在位期間は 63年 7ヶ月である。 

まずは、日本海軍の軍艦が 1878（明治 11）年に英国本土で即位の記念日を祝った記録があるので、

これを紹介し、以後ヴィクトリア女王在位 50年（1887年）、在位 60年（1897年）、エドワード 7世

戴冠式（1902年）、ジョージ 5世戴冠式（1911年）、そしてジョージ 6世戴冠式（1937年）とそれら

に伴う観艦式への日本海軍の関わりを述べていく。 

2 軍艦「清輝」のヨーロッパ航海 

日本海軍の軍艦が、1878（明治 11）年に英国本土で、女王の即位日を祝ったのは、初の国産軍艦

「清輝」（艦長：井上良馨海軍中佐、後の元帥）で、1年 3か月にも及ぶヨーロッパ派遣の途中であっ

た。この年の 1 月 17 日に横浜を出航した「清輝」は、香港、シンガポール、ボンベイなどを経由し

てスエズ運河を通過、そしてイタリア、フランス、スペインの港に寄港しながら、6月 26日英国のプ

リマス（Plymouth）に到着した。 

英国とは幕末に日英修好通商条約が結ばれており、不平等条約といわれながら、この「清輝」の航

海にあっては、英国の支配する植民地等の港に多く寄港し、数々の便宜を図ってもらっていた。当時

の文献では、修好通商条約を結んでいた諸外国を「同盟国」と呼んでおり、寄港地から日本への電信

による報告など、日本公使館がない港では同盟国に便宜を図ってもらうように指示が出されていた。 

英国では、丁度このときヴィクトリア女王即位（41 年目）を祝う休日になっていた。「清輝」がプ

リマスに入港した際に、在ロンドンの日本公使館から職員が支援に来艦しており、このあたりの事情

を伝えたのであろう。式典等に「清輝」が関与したわけではないが、6月 28日午前 8時から満艦飾を
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実施して、正午に 21 発の祝砲（礼砲）を発射、夜には花火を挙げ、燈火を舷側に灯しイルミネーシ

ョンを施して、即位の吉日を祝った。これを現地の英国人は大変歓び、井上艦長らは至るところで、

謝辞を受け、現地では大きな話題になっていた。それは「一時の華美を取った」と報告書に記されて

いる。日本の軍艦が英国本土に来たのは初めてであり、英国人にとっては、東洋の小さな国から来た

珍客が女王の即位日記念日を祝ってくれたということであろう（大井昌靖『初の国産軍艦「清輝」の

ヨーロッパ航海』）。このときは、たまたま現地にいたので、周りの状況に合わせて、祝意を表したも

のであり、英国王室との交流はなかった。それから 9年後の 1887（明治 20）年、ヴィクトリア女王

在位 50周年の祝典が挙行され、日本からは皇族が参列した。 

 

 

軍艦「清輝」（広瀬彦太『近世帝国海軍史要』（国会図書館デジタルコレクション）） 

3 ヴィクトリア女王在位 50年祝典（1887（明治 20）年） 

ゴールデン・ジュビリーと呼ばれる在位 50年祝典に係る一連の行事は、1887年 6月に行われ、観

艦式も挙行された。この祝典は国を挙げての大騒ぎ、そしてヨーロッパ中にいるヴィクトリア女王の

親戚筋にあたる各国の皇帝・国王などを多く集めて開かれた「ヨーロッパ王室のゴッドマザー」の祝

典とも言われている（君塚直隆『ヴィクトリア女王』）。 

 

 

ヴィクトリア女王（グローバル・コモンズ） 

 

各国が王族もしくは代表者を差遣わして参列させるということで、日本からは、軍事視察のために

欧米諸国を訪問中の小松宮彰仁親王（陸軍中将）を参列させることとなった。この年の 3月、ドイツ
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皇帝ウィルヘルムの満 90 歳の誕生日に欧州諸国が皇太子若しくは皇族を特派すると判明したことか

ら、その時イタリア滞在中だった彰仁親王が、急遽連絡を受け、これに参列した。そして、ドイツの

ベルリン滞在中に、今度はヴィクトリア女王の在位 50 年祝典に参加するよう指示を受け、参列する

ことになったのである。 

彰仁親王は、6 月 20日にバッキンガム宮殿で女王に謁し、21 日は女王の式列に加わりウェストミ

ンスター寺院へ臨み、礼拝式に参列、以後パレード、午餐会、夜会、舞踏会など数日間にわたって数々

の行事に参加した。しかし、このときの英国側の対応は決して良いものではなかった。当初、式典参

列者名簿に彰仁親王の名前がなかったことからはじまり、宿泊場所が欧州諸国の王族とは異なるホテ

ルを用意されたうえ、礼拝式に臨む際の移動は自前で馬車を準備させられ、式後のパレードにあって

は、馬車の到着が遅れ、女王の車列に加わることができなかった。英国当局に苦情を言うものの要を

得ず、こういった儀式に慣れていなかったことも原因とされながら、「我が国はまだ東洋の一孤島に過

ぎずと見られている」（宮内庁『明治天皇紀 第 6』）と記されている。観艦式も挙行されたが、これ

に彰仁親王が参列したかは定かではない。 

このような苦い経験から 10年後、在位 60年（ダイヤモンド・ジュビリー）の祝典にあっては、英

国から観艦式参加の招待を受けた。 

4 ヴィクトリア女王在位 60年祝典（1897（明治 30）年）戦艦「富士」 

1897 年 5 月 4 日付、外務大臣の大隈重信は英国外務大臣からの書簡を受け取った。それは、英国

女王の即位 60 年祝典に際して観艦式を挙行するので、日本から将官旗を揚げた軍艦 1 隻の派遣を歓

迎するという招待状であった。一連の祝典期間は 1か月半後の 6月 21日から 28日で、大隈大臣は直

ちにこの書簡の内容を海軍大臣の西郷従道に伝えた。 

当時の日本は、日清戦争に勝利し、下関条約（1895 年 4 月調印、同年 5 月発効）によって遼東半

島の割譲を得たが、フランス・ドイツ・ロシアによる三国干渉により放棄となり、「臥薪嘗胆」の声の

もと、対ロシア戦争に備える動きが始まったとされる時代である。日本と英国は、1894（明治 27）

年に日英通商航海条約を締結し、相互対等の原則のもとに、それまでの不平等条約は改正されていた

（ただし、条約は 5年後に有効）。10年前の在位 50年の際には観艦式への招待はなく、祝典に参列し

た皇族への扱いにも不満があったことから、日本としては、万全の準備をして、この招待に応じるの

は必須であったといえる。 

しかし、1 か月半で派遣軍艦を選定し渡英させるには準備期間が短すぎる。そもそも日本から英国

までの航海に当時は 1か月以上を要した。そこで海軍省は、英国造船所で建造中の戦艦 2隻（「富士」・

「八島」）の参加を検討した。両艦とも、竣工（完成）後は英国で領収、自らの手によって運航し、日

本へ回航する手筈になっており、すでに艦長を初めとする回航要員は渡英していた。しかし、「八島」

は、観艦式までに領収できる完成度には達しないことから参加は見送られ、「富士」のみを早めに領収

して観艦式に参加させることになった。 

加えて英国からの招待状にある将旗を掲げるために、「富士」を常備艦隊の旗艦に指定し、日本から海

軍少将たる有栖川宮威仁親王が、元首相の伊藤博文を伴って、フランスの郵便船により渡英することとな

った1。ロンドンで実施された礼拝式、パレード、午餐会、夜会、舞踏会など様々な行事には、威仁親王

を全権、伊藤を随行員として出席し、海軍少将たる皇族と首相経験者ということで面目を保ったのである。 

 
1 親王は新鋭軍艦「吉野」により渡航することを主張したが、海軍省の方針は国内からの軍艦の派遣はしないというこ

とで落ち着いた。 
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全権一行の写真 

（威仁親王行実編纂会『威仁親王行実．卷下』（国会図書館デジタルコレクション）） 

 

ちなみに、有栖川宮威仁親王は 1874（明治 7）年に海軍兵学校に入校し、在学中のまま英国東洋艦隊

旗艦のアイアンデューク（Iron Duke）で実習後、英国留学、帰国後は軍艦乗組みのキャリアを歩み、

日清戦争では「松島」艦長を務め出征、1896（明治 29）年海軍少将昇任とともに常備艦隊司令官に任

じられていた。そして、この祝典に参加するために現職のままフランスの郵便船により渡英した2。 

「富士」は、英国の造船所において、6月 19日に日本側に引き渡され、ただちに軍艦旗を掲げ、翌

20日に造船所を発して 21日に観艦式の海面であるポーツマス（Portsmouth）港外のスピットヘッド

（Spithead）と呼ばれる海面に到着した。参加艦船（英国の軍艦 162隻、諸外国軍艦 14隻）はすでに

指定された 5 列の艦列に錨泊しており、最後に到着したのが「富士」だった。そして、翌 22 日が在

位 60年の当日であり、正午に礼砲（通常は 21発であるが、英国軍艦は 60発）を発射した。 

25日午前 8時、ロンドンでの一連の行事を終え、ポーツマスに移動してきた威仁親王が「富士」に

乗艦、その将旗を前部マストに掲揚した。翌 26 日ウェールズ親王（後のエドワード 7 世）を観閲官

として観艦式が挙行された。観艦式はウェールズ親王の乗艦する御召艦「ヴィクトリア＆アルバ－ト」

（Victoria & Albert）が艦列の間を航行し、各艦は御召艦が横を通過するときに、登舷礼式によりウェ

ールズ親王に対して最敬礼を表した。 

威仁親王は、当初「富士」に乗艦して受閲の予定であったが、一将官として参列するよりも終始日

本皇室からの貴賓として待遇するという英国王室の意向により、ウェールズ親王が乗艦する御召艦に

伴に乗艦した。このとき御召艦に乗艦したのは、王族、大使及び海軍元帥のみであり、海軍少将たる

日本の皇族も同じ待遇を受けたのであった。そこには英国王室の日本皇室への特別な配慮が感じられ

る。これは 10 年前の粗末な扱いに苦情を受けたことを英国側が覚えていたのかもしれない。その夜

は、停泊する全艦船が電灯艦飾（イルミネーション）を実施した。 

2日後の 28日、正午に礼砲を発射、夜間は再び電灯艦飾を実施、これにより一連の行事は終了し、

「富士」は 7 月 1 日に観艦式の海面を出航して、ポートランド（Portland）に入港、残りの工事を施

したうえで、日本へ回航された。この観艦式への参加にあっては、「帝国の国威を海外に輝かし、我が

海軍の精鋭を誇るを得たるは誠に賞賛に余りある」（『威仁親王行実. 卷下』）と記録され、10 年前の

「東洋の一孤島にすぎず」という実情からは大きく改善された。 

この在位 60年祝典から 3年 7か月後の 1901（明治 34）年 1月、ヴィクトリア女王は崩御、その

 
2 常備艦隊司令長官の下に常備艦隊司令官が任命されていたので、常備艦隊の指揮官が不在になったわけではない。 
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長子ウェールズ親王がエドワード 7世として即位した。そして、戴冠式とそれに伴う観艦式が、翌 1902

（明治 35）年 6月に実施されることとなった。 

5 エドワード 7世戴冠式及び観艦式（1902（明治 35）年）一等巡洋艦「浅間」及び二等巡洋艦

「高砂」 

1902 年 1 月、日本と英国はロンドンにある英国外務省において日英同盟を締結した。日英の関係

が深くなることは、この年の 6月に開催が予想されるエドワード 7世の戴冠式に参列するのは当然の

儀礼であり、日本側は、その日程を早くから情報収集していた。2 月には、明治天皇の名代として、

小松宮彰仁親王（1887年、ヴィクトリア女王の即位 50周年の祝典に参列した）を差し遣わすことが

決定されていた。 

彰仁親王は、もとは仁和寺宮嘉彰親王、その後東伏見宮を経て小松宮彰仁親王となった。明治維新

にあっては幕府軍追討の征東大将軍、その後海陸軍務総督となり、明治政府で兵部卿を務めた。その

後英国留学、帰国後は佐賀の乱及び西南戦争に征討総督として出征し、1982（明治 15）年から小松

宮彰仁親王となった。日清戦争中に死去した有栖川宮熾仁親王に代わって参謀総長となり、1898（明

治 31）年にその職を免じられ元帥たる陸軍大将となっていた。 

一方で軍艦の派遣については、1902年 2月 14日付で、海軍大臣から内閣総理大臣に請願が提出さ

れている。それは、日本に対する英国政府の感情に好印象を与えるため、及び、大日本帝国の国威を

世界に発揚し、その重きを広く世界の人心に浸透させるには絶好の機会であり、一等巡洋艦 1隻、二

等巡洋艦 1隻の計 2隻の編成による艦隊を派遣すべきという内容であった。 

2月 20日の『東京朝日新聞』には、「来る六月の英皇戴冠式に帝国軍艦を派遣し観艦式に参列せし

むることは今や一般の輿論となりたる」とあり、国民にとっても関心事項であった。そして、伊集院

五郎海軍少将を指揮官として、常備艦隊の一等巡洋艦「浅間」と二等巡洋艦「高砂」が派遣されるこ

ととなり、加えて英国で建造され、5 月に引き渡し予定の駆逐艦「朝潮」が、日本回航を延期して、

伊集院少将の指揮下に加えられ、3隻体制で戴冠式（6月 24日）に伴う観艦式（同月 28日）に臨む

ことになった。英国本土で建造直後の軍艦の参加は、5 年前の「富士」の実績もあり、参加艦艇を多

くすることで英国に日本側の誠意を示そうという思惑が感じられる。 

1902年 4月 7日に横浜を発した遣英艦隊（「浅間」、「高砂」）は、6月 10日に英国のプリマスに到

着し、「朝潮」と合流した。そして、3隻は、6月 23日にプリマスを出航し、翌 24日ポーツマス港外

のスピットヘッドに到着、あらかじめ指定された位置に投錨した。そこに英国海軍の士官が来艦し、

2日前（22日）にエドワード 7世は、虫垂炎を発症し、戴冠式及び観艦式は一旦無期延期となった旨

が伝えられた。 

一方、明治天皇名代の彰仁親王一行は、4月 19日にドイツ汽船に乗船して横浜を出港、6月 11日

にパリ経由でロンドンに到着していた。戴冠式が延期になったことで、彰仁親王は、その全権を在ロ

ンドン日本大使館の林薫大使に委譲し、当初から予定されていたヨーロッパ各国を訪問して帰国の途

についた。また「朝潮」も観艦式参列の任務を解かれ、日本へ回航となった。残された遣英艦隊（「浅

間」、「高砂」）は、しばらく待機となった。日本国内でも『東京朝日新聞』には、当局者もその進退を

きめられないようだが、一旦帰国してしまえば再び英国に行くことは困難で、英国国王の病状は快方

に向かっているようなので、しばらく滞在して式典挙行を待つのがよいと記載されている。 

遣英艦隊は一旦ポーツマスに入港、その後出航し、テムズ川を僅に遡ったところにあるシェアーネ

ス（Sheerness）に 6月 28日入港した。そして、延期された戴冠式の日程が発表されるまではここで
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待機し、予定が確認できたところで、出航して、欧州沿岸の港を訪問し、期日までにポーツマスに戻

るということになった。 

 

 

シェアーネス停泊中の「浅間」 

（中尾新太郎『渡英のおもかげ』（国会図書館デジタルコレクション）） 

 

シェアーネスで約一か月滞在した後、エドワード 7世の病状の回復にともない、戴冠式は 8月 9日、

観艦式は同月 16日という決定を受けて、遣英艦隊は 7月 27日にシェアーネスを出航し、ベルギーの

アントワープを訪問、その後 8月 1日に観艦式海面に再度回航、所定の位置に投錨した。8月 4日、

伊集院少将は、御召艦「ヴィクトリア＆アルバート」を訪問し、エドワード 7世の謁見を受けた。そ

の際に、9 日にロンドンで実施予定の戴冠式への参列を許された。当初の予定にはなかったことであ

る。戴冠式には、伊集院少将をはじめとして、両艦長及び 20名の士官が参列した。 

戴冠式と一連のロンドンでの行事に続いて、8月 16日に観艦式が挙行された。観艦式の隊形は、英

国の軍艦大小合わせて 100隻が 4列に並び、外国艦船の錨地は 5列目に指定された。当初外国からの

参加は、12か国（日本、イタリア、ポルトガル、オランダ、チリ、ノルウェー、デンマーク、フラン

ス、ドイツ、スペイン、ギリシャ、スウェーデン）17隻であったが、延期となった結果、参加したの

は、日本、イタリア、ポルトガルの 3カ国からの計 4隻となり、合計で 104隻の軍艦が並んで錨泊し

ていた。そして、5隻の小型艦を前後に従えて、エドワード 7世の座乗する「ヴィクトリア＆アルバ

ート」が、艦列の間を 3回航過して、5列目の外国艦船の後方へ投錨した。この航過の際に各艦乗組

員は整列して、エドワード 7世に対して最敬礼を実施した。 

一日を挟んで 18日、各艦船は、Gridironと俗称される非常に複雑な艦隊運動を実施するよう計画

されていたが、当日は荒天となったことで、簡単なものに変更となった。しかし、観閲官エドワード

7世からの講評として、”Magnificent Sight, Splendid Order Kept”（素晴らしい光景である。見事な

隊形が維持された）という信号が発せられた。戴冠式に伴う一連の行事終了後、遣英艦隊は、アイル

ランドのクイーズタウン（Queenstown）、続いてウェールズのカーディフ（Cardiff）へと寄港し、

親善行事などを実施して、9月 1日に帰国の途についた。 

当初計画では、外国からは、12か国 17隻の軍艦の参加が予定されていたものの、延期になったこ

とで、3か国 4隻になった。遠く日本からやってきた「浅間」、「高砂」は、時間をつぶして再計画を

待っていたこともあり、好意的に受け入れられたことは、司令官をはじめとして士官らが、英国国王

に謁見する機会を得、さらに当初計画では予定されていなかった戴冠式に参列が許されたことにも表

れている。 

また、この派遣は、日英同盟締結にともなう、日英軍事協定の細部を商議するという任務も帯びて
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いた。別便（民間船）で渡英する福島安正陸軍少将と英国陸軍当局者との会見が計画されており、そ

の内容は、作戦方針や、日本側の作戦地域範囲を極東に局限すること及び英国から極東に派遣可能な

陸兵の数などの調整で、陸軍に関わる事項が主であった。一方で海軍の事項に関しては伊集院少将と

協議することとされていた。観艦式だけでなく、幅広く所要を充たした派遣であった。 

そして、9年後、エドワード 7世の崩御に伴い、即位したのが、その次男のジョージ 5世（長男は

病没、海軍軍人で若手士官のころに日本を訪問したこともあった）であり、その戴冠式と、それに伴

う観艦式が 1911（明治 44）年に挙行された。 

6 ジョージ 5世戴冠式及び観艦式（1911（明治 44）年）一等巡洋艦「鞍馬」及び二等巡洋艦「利根」 

前年の 12月 2日付で、英国駐在の加藤高明公使から、戴冠式は 1911年 6月 22日という情報が、

外務大臣を経由して海軍大臣に伝えられた。第 3次日英同盟合意の直後であり、日露戦争後の日本の

国威を海外に示すには絶好の機会であった。海軍は軍艦 2隻の派遣を決め、外務大臣に通知、それを

受けた加藤公使は、1月 16日に英国側に伝えた。しかし英国側の返事は同月 26日付の書簡で、外国

軍艦の参加は各国 1隻としており、停泊場所もないので 2隻は受け入れられないと云うものであった。

その後、英国側と日本大使館で交渉があったと思われるが、最終的に軍艦の参加は 1隻という英国側

の返答が、外務大臣経由で海軍大臣に伝えられたのは 2月 18日であった。 

その間、海軍は着々と派遣の準備を進めており、2月 17日付で、第 2艦隊司令長官の島村速雄海軍

中将を指揮官として一等巡洋艦「鞍馬」と二等巡洋艦「利根」の派遣を下命していた。なお、「鞍馬」

は最新鋭の装甲巡洋艦で、派遣が決定されたときは就役前であった。 

軍艦の参加は 1 隻のみという英国側の返答に対して、すでに派出を下命していた海軍は、「鞍馬」

のみ参列し、「利根」は随航するだけという方針を決め、2月 23日付で外務大臣あてに通牒した。そ

こには、観艦式に参加するのは「鞍馬」のみであるが「利根」についても相当の便宜を与えて欲しい

旨を英国側に通知するようにとの要望も書かれていた。さらに招待されているのが 1隻だということ

はまだ発表してくれるなという追記まで付された。そして、明治天皇に対しても、「鞍馬」を観艦式に

参列させ、「利根」は随航すると奏上された。海軍は半ば強引に 2 隻を派遣させ、あわよくば 2 隻と

も観艦式に参列させようと目論んだのである。 

当初配布された英国側の非公式の観艦式実施要領には、「鞍馬」のみが日本からの参加とされ、「利

根」の記載はなかった、しかし、観艦式の本番にあっては、17か国から参加した外国艦船に指定され

た艦列の 10 番目に「鞍馬」、そして列の最後尾 18 番目に「利根」の錨地が指定されていた。英国側

の格別の配慮により、「利根」も参列できたのである。 

 一方、戴冠式には、明治天皇の名代として、東伏見宮依仁親王と周子妃の参列が 1 月 10 日に決

定されていた。依仁親王は、1877（明治 10）年に海軍兵学校予科に入校し、途中で英国へ留学、そ

の後フランスの海軍学校に入学し 1890（明治 23）年に卒業、フランス軍艦で実習後、1892（明治 25）

年帰国、以後は軍艦勤務となった。日清・日露戦争に出征、「千代田」、「高千穂」、「春日」と 3 隻艦

長を務め、軍令部出仕となり、外国事情等の調査研究を担当する現役の海軍少将であった。そして随

員には、東郷平八郎、乃木希典の海陸の両大将が選ばれた。両大将が随員に選ばれた経緯は不明であ

るが、日露戦争後の日本の国威を示すための思惑があったことは、間違いないであろう。一行は日本

郵船の貨客船「加茂丸」で 4月 12日横浜を出港、6月初旬英国に到着した。 

戴冠式は 6 月 22 日に行われ、依仁親王と同妃、そして随行員たる東郷・乃木両大将はウェストミ

ンスター寺院内に参列した。翌 23 日に開催された外務大臣主催の晩餐会は、ジョージ 5 世と同妃を
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主賓として各国代表皇族、特派大使のみを招待したものであったが、日本に限り随行員の東郷・乃木

両大将も招待された。これは、「両大将にとっての光栄のみならず、在留邦人等の最も欣快とするとこ

ろであった」（東伏見宮蔵版『依仁親王』）と記されている。 

 

 

親王一行（中央が親王 一人おいて左が東郷大将、一人おいて右が乃木大将） 

（東伏見宮蔵版『依仁親王』（国会図書館デジタルコレクション）） 

 

翌 24 日に、スピットヘッドにて観艦式が挙行され、ジョージ 5 世と同妃は、御召艦「ヴィクトリ

ア＆アルバート」に乗り、ここに依仁親王と同妃も同乗した。東郷大将は各国皇族と共に供奉船「エ

ンチャンテレス」（Enchantress）に、乃木大将は陪観船「ブラッシー」（Brassy）にそれぞれ乗船し

た。各国の王族用に準備された「エンチャンテレス」に外国人で乗った軍人は東郷大将のみであった。

参加艦艇は、戦艦 32隻、装甲巡洋艦 25隻、その他合計 167隻で、外国からは、17カ国 18隻が参加

した。複数艦が参加したのは日本のみであるが、その経緯は前述のとおりである。 

観艦式後の 27 日、バッキンガム宮殿で大園遊会が開かれたとき、ジョージ 5 世は特に東郷・乃木

両大将を御前に召し、「観艦式に於いて日本艦隊の良く整備せることを感じたり、両大将日本帰着後も、

永く英国に対して好い記憶を保たんことを望む」と伝えた。両大将は大いに面目を施して御前を退下

したと記録されている（小笠原長生編『東郷元帥詳伝』）。 

ジョージ 5世の戴冠式とそれに伴う観艦式は早くからその日程の情報収集がなされ、随行員として

日露戦争の英雄 2人を指名し、さらに観艦式にあっては、招待は 1隻であるところ、随航と称して、

2隻で出発させるなど、日露戦争後の国威を示そうという思惑が大きく感じられるが、結果的に 2隻

を受け入れ観艦式に参加させた英国側の懐も深かったと言えよう。一連の行事が終了し、親王一行は

英国各地を訪問したのちに、「加茂丸」にて帰京、乃木大将は欧州各国を歴訪して帰国、東郷大将は米

国に渡り、国賓として歓迎を受け、太平洋を西航して帰国した。 

その後、第一次世界大戦を経て、日本の安全保障環境は、1922（大正 11）年のワシントン海軍軍

縮条約、及び 1930（昭和 5）年のロンドン海軍軍縮条約体制、そして海軍軍縮無条約時代と移ってい

く。その流れの中で、1923（大正 12）年日英同盟が解消、1933（昭和 8）年、日本は国際連盟から

脱退、そしてドイツに近づき、1936（昭和 11）年 11月には「日独防共協定」が締結された。そのよ

うな時代にあって、ジョージ 5世崩御の知らせが届いたのは、この年の 1月である。 
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7 ジョージ 6世戴冠式及び観艦式（1937（昭和 12）年）重巡洋艦「足柄」 

1936（昭和 11）年 1月、ジョージ 5世の崩御に伴い、独身のまま王位を継承したエドワード 8世

は、離婚歴のあるアメリカ人女性との結婚問題で 1 年足らずの同年 12 月に退位し、代わって弟のジ

ョージ 6世が即位した。 

日本皇室ではジョージ 5世の崩御の際、すでに戴冠式への昭和天皇の名代に弟の秩父宮雍仁（やす

ひと）親王の参列が検討されており、同年 12月 26日、雍仁親王と勢津子妃が渡英することが発表さ

れた。雍仁親王は昭和天皇の弟であり、現在の上皇陛下が 1933（昭和 8）年にお生まれになるまでは、

皇位継承順位第 1位であった。 

 

 

秩父宮雍仁親王 

（東洋文化協会編『皇室皇族聖鑑. 大正篇』（国会図書館デジタルコレクション）） 

 

一方、海軍は、軍艦の派遣準備などの所要もあるので戴冠式に伴う観艦式の日程を早く得ようとし

ており、1937（昭和 12）年 1月 4日、駐英武官から、観艦式は 5月 20日に決定したものの、招待の

有無は不明という旨の報告があった。その後 2月 18日に外務省を経由して、観艦式に軍艦 1隻を招

待することが伝えられた。そして、第 4戦隊司令官の小林宗之助海軍少将を指揮官として、最新鋭の

重巡洋艦「足柄」が派遣されることとなり、3月 11日に派遣の命令が発出された。なお、「足柄」は

観艦式後にドイツ訪問が予定されていた。 

これまで英国へ派遣される軍艦は 2隻の場合が多かったが、今回 1隻になったことに日英関係の悪

化は無関係である。前述したように前回（1911年）の観艦式では、外国軍艦の招待は 1か国につき 1

隻となっていたのを、無理やり 2隻を送り込んだのであって、今回は英国の要請のとおり 1隻とした

だけである。ドイツ訪問という親独を示すような目的があったかもしれないが、英国を訪問した軍艦

が欧州各国を訪問することに不自然さはない。昭和天皇の弟である親王の派遣も含め、英国王室へ対

する日本側の態度に変化はなく、これまでの皇室外交そして軍艦による外交の一環といえよう。 

雍仁親王一行は、3月 18日に日本郵船「平安丸」で横浜港を出航した。英国までの旅程は、太平洋

を横断してカナダのバンクーバーに上陸、特別列車によりアメリカ大陸を横断、ニューヨークから海

路英国に向かうというもので、帰国まで 6 か月という長期の行動であった。そして一行は、4 月 12

日、客船「クイーン・メリー」（Queen Mary）にて英国に到着した。一方で「足柄」は、4月 3日に

横須賀を出航し、シンガポール、アデン、マルタを経由したのみで 5 月 10 日、ポーツマスに到着し
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た。1か月余りの航海であり最短の行動であった。 

戴冠式当日の 5月 12日午前 3時 45分、ロンドン中心部にある王立公園ハイドパークから 21発、

ロンドン塔から 41発の礼砲が発射され、午前 8時 40分、戴冠式が行われるウェストミンスター寺院

へ向かう行列がバッキンガム宮殿を発した。各国代表の自動車の先頭には、雍仁親王と同妃、そして

各国の王族、各国代表使臣がその後に続いた。次いで、英国王室のクイーン・メリー皇太后、エリザ

ベス・マーガレット両王女をはじめ王族、首相、各閣僚が続いた。午前 10時 30分、ジョージ 6世と

王妃が八頭立馬車にて礼砲響く中を、バッキンガム宮殿を出発した。そして、上下両院議員、枢密院

議員などの特別拝観席の前を通り、セント・ジェームズ公園、トラファルガー・スクエアを横切り、

国会議事堂広場を通ってウェストミンスター寺院に到着し、厳かに戴冠式が執り行われた。 

翌 13日はバッキンガム宮殿で晩餐会、14日は舞踏会など様々な祝典の行事を経て、20日にスピッ

トヘッドにおいて観艦式が挙行された。「足利」は、5月 18日にポーツマス港を出て、スピットヘッ

ドへ移動し、外国艦船 17 隻の並ぶ所定の錨地に投錨した。9 列に並んだ艦船の総数は 250 隻であっ

た。ジョージ 6世は王妃と共に、御召艦「ヴィクトリア＆アルバート」に乗艦した。雍仁親王と同妃

は、御召艦の直ぐ隣に位置する軍艦「クイーン・エリザベス」（Queen Elizabeth）に乗艦した。各国

の国賓など外交団は、英国客船「ストラスモア」（Strathmore）に乗船指定されており、雍仁親王に

対しては特別の待遇と言われている。 

観艦式は、午後 3時半頃に開始され、「ヴィクトリア＆アルバート」は、11隻の艦船を従え、受閲

艦列に向かった。御召艦が最初の艦列に近づくと全英国軍艦は一斉に 21 発の礼砲を放った。これに

続いて参列外国軍艦も礼砲を放った。御召艦の通過の際には、各艦乗員は祝唱〝Hip hip hooray（萬

歳）〟を三唱した。そして上空は英国海軍の航空部隊による観閲飛行が行われた。 

「足柄」には、日本大使館員、駐在武官、在留邦人有力者、新聞記者その他約 130 名が乗艦し、こ

の観艦式を見学していた。御召艦が「足柄」の前方を航過する際には、「英国皇帝陛下 萬歳」を三唱

し、軍楽隊は英国国歌を三度吹奏した。親閲後御召艦は、最初の位置に戻り投錨し、各艦隊司令官を

始め各国軍艦の艦長が参集、ジョージ 6世への拝謁を許された。このとき小林司令官と武田艦長は「戴

冠式記念章」を授与されている。 

この観艦式は 250隻の艦船に加え、航空機も参加するという、これまでで最大級のものであった。

日英同盟が解消され、ドイツに近づく日本の政策下にありながらも、日本は昭和天皇の弟である親王

を差遣し、将官旗を掲げた軍艦を派遣し、国王の戴冠式を祝ったのである。 

8 在位の祝典及び戴冠式を通してみた英国との関係 

これまで述べた 5回の祝典とそれに伴う観艦式をまとめて所見を述べたい。在位 50年祝典にあっては、

観艦式への参加はないが、欧米を訪問中の親王を急遽向かわせるという形となった。行事に慣れていない

こともあり、日本皇室への扱いも良いものではなかった。10年後の在位 60年祝典（1897年）にあって

は、観艦式の招待状が届いたのが 1か月半前で、ぎりぎりであったことから、観艦式には英国で建造中の

戦艦をあて、祝典に際しての明治天皇の名代は、艦船の指揮官が兼ねるという急場しのぎの形であったが、

10 年前の苦情を英国側が覚えていたのであろうか、待遇は各段に向上していた。それ以後は前国王の崩

御により、新国王の戴冠式・観艦式が挙行されることは予測がつくので、早い時期からその日程の情報収

集と差遣す皇族（天皇の名代）及び派遣艦船の選定が行われ、十分な余裕をもって派遣がなされていた。 

エドワード 7世の戴冠式（1902年）の観艦式への参加は、日英同盟締結直後という事情にあって、

当初は 3隻を参加させる計画から、国王の病気により一連の行事が延期され、結果的には 2隻へ変更
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となったが、司令官以下士官にロンドンでの戴冠式を見る機会を与えるなど、結果的に多くの便宜を

図られ、歓迎されていた。ジョージ 5世戴冠式（1911年）にあっては、日露戦争後の国威発揚を目的

とした英雄 2名（東郷・乃木両大将）を随行させ、さらに参加の軍艦は 1隻と示されていながら 2隻

を強引に渡英させたが、結果的に 2隻とも観艦式には参列を許され、また東郷・乃木両大将は大歓迎

を受け、国威を示した派遣であった。そしてジョージ 6 世戴冠式（1937 年）は、日英同盟が解消さ

れ国際連盟からも脱退し、ドイツとの協定を進めていたにもかかわらず、これまでとまったく変わら

ない、寧ろ昭和天皇の弟である秩父宮を差遣わすなど、十分に配慮された派遣であった。参加の艦船

が 1隻になったのは、単に英国側の艦船 1隻のみの招待という規定に沿っていただけである。 

このように明治初期から太平洋戦争前にかけての日英両国の皇王室外交及び軍艦による外交は親密

に続けられていたのである。 

9 海軍軍楽隊にとっての派遣 

1902 年、1911 年及び 1937 年の英国への軍艦派遣にあっては海軍軍楽隊（以下、軍楽隊と言う）

が乗艦していた。そのため、近代日本における音楽文化の一端を担った軍楽隊にとっても、この 3回

の派遣は意義があるので、その概要を紹介しておきたい。 

1902 年（エドワード 7 世戴冠式）の派遣は、軍楽隊にとって初めての海外（欧州方面）への派遣

であった。この遣英艦隊の派遣に際して、常備艦隊司令長官の角田秀松海軍中将は訓示を出し、ヨー

ロッパの列国海軍に対して、遣英艦隊が「日本海軍武力の標準」になるとされ、各国が注視している

ことから、列国に畏敬の念を抱かせるように努めよと示した。軍楽隊も日本海軍武力の標準として諸

外国から認識されることに間違いはなく、各寄港地でのさまざまなイベントで演奏の機会を与えられ、

イベントを盛り上げ、日本海軍が立派な軍楽隊を保有していることを「帝国海軍武力の標準」として

ヨーロッパ各国に示した。このときの派遣軍楽隊長は中村祐庸で、創設時から 30年間軍楽隊を率い、

「君が代」の作曲にも関係した人物である。そして人物・技量共に優秀な隊員が選抜された（人数不明）。 

1911年（ジョージ 5世戴冠式）の派遣の頃になると、海外派遣は数回経験していたものの、初めて

管弦楽編成 28 名で乗り込んだ。もともと軍楽隊が用いるのは管楽器に限られていたが、1908（明治

41）年から弦楽器が導入され、管楽器と弦楽器の両方を演奏できる隊員が養成された。そして初めて

の管弦楽編成で海外派遣となったのである。派遣軍楽隊長は瀬戸口藤吉で、軍艦マーチで親しまれる

行進曲「軍艦」を作曲したことでも有名である。 

 

 

シンガポールでの管弦楽編成での演奏の様子 

（中尾新太郎『渡英のおもかげ』国会図書館デジタルコレクション） 
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1937年（ジョージ 6世戴冠式）の派遣は、軍楽隊最大の派遣とされており、44名編成で、500曲

以上のレパートリーが用意されていた。戴冠式が終わって一段落した 5 月 18 日、ロンドンのハイド

パークの奏楽堂で軍楽隊による演奏会が行われ、地元紙『ニュース・クロニエル』には、その感想が

記されている（一部要約）。 

 

あちこちに新しい日本の片鱗が見られた。西洋の制服を着、西洋の楽器で西洋の音楽を演奏し、

他国人からは言い表わせない東洋精神、狂信に近く見えるような打ち込んだ精神の現われを示

し、そこには新しい日本を伺うことができた。 

 

このときの派遣軍楽隊長は、その後終戦まで海軍軍楽隊長を務めた内藤清五であり、その他に、初

代海上自衛隊東京音楽隊長となった髙山実、鹿倉節といわれる多くの名曲を残した鹿倉（のちに斎藤

に改姓）丑松も派遣されていた。この派遣が終わるころに丑松によって作曲された「足柄行進曲」は、

翌 1938年にレコードとして発売されている。 

このように英国国王の戴冠式に伴う観艦式に参加するための派遣は軍艦だけでなく、そこに乗艦し

た軍楽隊にとっても重要な演奏の機会であったと同時に、数回の派遣を通じて規模、レベルともに向

上したのである。 

10 おわりに 

最後にエリザベス女王との関わりを付しておきたい。現イギリス君主のエリザベス女王はジョージ

6世の長子にあたり、父君の 1937年の戴冠式の際は、10歳で一連の行事に参加している。また、1953

（昭和 28）年女王の戴冠式にあっては、日本から当時の皇太子（現上皇陛下）が参列された。それは、

太平洋戦争後の反日感情がありながらも敗戦国から来訪したという卑屈な気持ちを払拭するほど英国

側の温かい歓待があり、将来の両国関係立て直しのために目に見えぬ一つの盤石を置かれたとされて

いる（波多野勝『明仁皇太子 エリザベス女王戴冠式列席記』）。また、観艦式も実施されたが、海上

自衛隊創設前であり艦船参加の記録はない。 

男子たる皇族は、軍隊に入るのが常とされていた戦前、日本皇室と英国王室の交流は、軍隊に関わ

る話を避けて語ることはできない。戦後日本の皇室は大きく変わったが、英国王室の男性は、依然軍

隊に入隊していることも事実である。英国で挙行された観艦式を通じて、海軍は英国王室と日本皇室

の交流に関わっており、それは日英関係を考える上で無視できない史実と考える。 
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